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は　じ　め　に

　平成10年12月に「幼稚園教育要領」「小学校学習指導要領」及び「中学校学習指導要領」が告示され、平

成11年３月には同じく「盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領」「同小学部・中学部学習指導要領」「同

高等部学習指導要領」が告示されました。これにより幼稚園、小学校、中学校及び盲・ろう・養護学校の教

育課程の新しい基準が示されました。そして、平成 12 年度からは幼稚園及び盲・聾・養護学校幼稚部、平

成 14 年度からは小・中学校及び盲・聾・養護学校小・中学部、平成 15 年度からは高等学校及び盲・聾・養

護学校高等部において、それぞれ新教育課程が実施されています。

　この学習指導要領の改訂は、完全学校週５日制の下で、各学校がゆとりの中で特色ある教育を展開し、幼

児児童生徒に自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を培うことを基本的なねらいとしたものであり、盲・

聾・養護学校においては、「総合的な学習の時間」の導入、「養護・訓練」から「自立活動」への改訂、「個

別の指導計画」作成の義務化など、重点的に取り組むべきいくつかのポイントが示されました。また、特殊

学級においては、小・中学校の一つの学級であることから、基本的には小学校・中学校学習指導要領に準じ

ますが、児童の実態に応じて、盲・聾・養護学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程を編成するこ

ととされており、小・中学校及び盲・聾・養護学校小・中学部の教育課程の改訂の趣旨を踏まえて教育課程

を編成することが必要となりました。　

　さらに盲・聾・養護学校及び特殊学級については、障害があるために通常の教育課程では困難な場合があ

り、特に必要がある場合には特別の教育課程を編成することができるという特例が設けられています。その

ため、この趣旨を生かして児童生徒の障害の程度や状態に応じたきめ細かな教育課程を編成していくことが

重要となります。

　そこで、県教育委員会では、これらのことを踏まえて、盲・聾・養護学校及び特殊学級からの委員によっ

て構成した「盲・聾・養護学校及び特殊学級教育課程編成の手引編集委員会」を設置し、教育課程編成や指

導計画作成のポイント、学校種別や学級種別の指導事例などをまとめた手引を作成しました。

　本手引は、平成７年に精神薄弱養護学校及び特殊学級の教育課程について作成された手引を元に、盲学校、

聾学校及び肢体不自由・病弱養護学校及び特殊学級の教育課程についてもその改訂のポイント等を盛り込ん

で改訂したものです。平成 15 年 12 月に学習指導要領の一部改正が行われましたが、教育課程の基本的な考

え方は変わっていません。また、指導事例についても学校や学級種別ごとの構成で作成しました。盲・聾・

養護学校及び特殊学級の学級や児童生徒の実態は多様化しており、教育課程に関するすべての内容を網羅す

ることはできませんが、従前よりもできるだけ内容を広げたものとなるよう心がけました。各学校において、

学習指導要領に基づく教育課程が適切に編成及び実施され、一人一人の子どもたちの実態に即し、きめ細か

な教育が推進されるよう、本手引が有効に活用されることを願っております。

　　　　　平成16年３月

 島根県教育庁高校教育課長   松　永　賢　誕
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第１節　特殊教育の概要

１．障害についてどのように考えればよいでしょう

⑴　これまでの「障害の概念」
　　1980年に WHO から出された障害の理念には、次のように述べられています。

　 　「障害の基盤としての個人の特質である『身体的・精神的損傷』と、それによって引き起こされる機能的

支障となる『機能不全』、そしてその機能不全がもたらす社会的な結果である『不利』との間には区別があ

るという事実について認識を深めるべきである。」（国際障害者年行動計画 A. 62)

　 　つまり、日本語としてすべて「障害」として表されているものについて、心身の器質的損傷（Impairment)

のレベル、機能（能力）の不全 (Disabilities) のレベル、そして、社会的な不利 (Handicaps ) のレベルとい

う３つの側面からとらえる必要があるということです。

　　それを図にすると次のように表すことができます。

　図１　障害の構造（1980年）

　

disorder 
原疾患 

impairment 
機能障害（損傷） 

disabilities 
能力障害（不全） 

handicaps 
社会的障害（不利） 

種々の原因
による疾患
または不調 

・知的障害 
・身体障害 
・聴覚障害 
・視覚障害 
・内臓障害 
　等（１次障害） 

・行動障害 
・コミュニケーション障害  
・身体自立障害 
・可動性障害 
・場面適応障害 
　等の…困難さ（２次障害） 

・身辺自立障害 
・適応障害 
・移動障害 
・職業的障害 
・経済的自立障害 
　等の…不利（3次障害） 

・医療的管理を中心と
するレベル 

・個に応じて心理学的教
育的対応を中心とする
レベル 

・社会的援助を必要とする
レベル 

 

 

　 　障害は、ある原疾患を起点として、人間の能力や諸活動が制限されるという「障害」が構造化されていく

ことになります。器質的な損傷をヒトとしての「欠陥」ととらえるか、あるいは身体的・精神的機能や構造

上の「個人の特質」としてとらえるかは対極的な考えといってもいいでしょう。

　 　「欠陥」としてとらえるなら、特殊教育を普通教育と区別して全く違う教育と考えることにつながってし

まいます。障害をどのようにとらえるかについては、まず、こうした障害を「個人の特質」としてとらえる

のです。

　 　社会生活における不利（ハンディキャップ）については、社会生活を遂行する上で幼児期、学童期にお

いてより学校卒業後の社会生活において深刻な問題とされます。しかし、これが機能不全がもたらす社会

的な結果としての障害（不利）であるということは、問題の社会的条件によって大きくもなり小さくもなる

ということになります。つまり、機能不全による困難性をカバーする社会的条件を整備することにより、「そ

の人の障害が障害でなくなる」ことになります。

⑵　新しい「障害の概念」
　 　2001年の WHO の改訂版（ICF）では、前回と同様に３つの次元で捉えることには変わりありませんが、

表現が肯定的になり、障害を個人と環境の関係性から捉えようとしています。障害とは、健康状態により心



－2－ －3－

身機能・構造の変調をきたしたり、活動をする上での制約、参加する上での制約が現れている状態で、そ

れは環境因子（バリアフリーの環境であるかどうか等）や個人因子（サポートを受けているか等）によって

大きく異なる、ということです。

　　それを図にすると次のように表すことができます。

　図２　障害の構造（2001年）

　①すべての人が対象になっている

　　 　障害のある人もない人もすべての人が対象になっています。障害はすべての人がもつ可能性がある

ということです。（例えば、加年齢等によって）

②指導より支援が重視されている

　 　障害のある人が活動や参加の制約を受けることなく、積極的に生きていくことができる支援が重視さ

れています。能力を向上させ、できるようになれば「活動」・「参加」するというのではなく、「活動」・「参

加」が当たり前となる支援を考えようということです。

③「環境因子」・「個人因子」等の背景因子が重視されている

　 　障害はその人に帰属するのではなく、人や環境によって変わる、ということが強調されています。周

りの人が変われば、環境が変われば、障害が障害でなくなることもありうるという考え方です。障害の

ある人側ではなく、我々側、すなわちかかわり手のかかわり方に焦点があてられています。

⑶　「特殊教育」から「特別支援教育」へ
　 　近年、ノーマライゼーションの進展や障害の重度・重複化、多様化、教育の地方分権など特殊教育をめ

ぐる状況が大きく変化しており、それに伴って、これまでの障害の程度に応じて適切な教育的支援を行う「特

別支援教育」へと転換を図るよう求められています。

　今後は、これらの基本的な考え方に基づき、「特殊教育」から「特別支援教育」への転換を図る様々な国の

施策が示されていくこととなります。

　
○今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）

 （特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議　平成15年）

資　　　料

　特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて

障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持て

る力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援

を行うものである。

【特別支援教育】

活　動 
 

Activity

心身機能・構造 
body Function 

&Structure

参加 
 

Participation

環境因子 
Environmental Factors

個人因子 
Personal Factors

Health condition 
健康状態 
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２．障害にはどんな障害があるのでしょう

知的障害とはどのような障害をいうのでしょう

⑴ 　「知的障害」とは、発達期に起こり、知的機能の発達に明らかな遅れがあり、適応行動の困難性
を伴う状態をいいます。

　　① 　「発達期に起こり」とは、一般的には 18 歳以下を指します。この障害の多くは，胎児期，出生時

及び出生後の比較的早期に起きるもので、発達期以降の外傷性頭部損傷や老齢化に伴う知能低下な

どによる知的機能の障害とは区別されます。

　　② 　知的機能は、認知、記憶、言語、思考、学習、推理、想像、判断等に関わる機能です。「知的機能

の発達に明らかな遅れがあり」ということは、特に情緒面とは区別される知的面に，同年齢の児童

生徒と比較して平均的水準より明らかに遅れがあるということです。平均的水準とは、標準化され

た知能テストの平均的水準を指します。

　　③ 　「適応行動の困難性」とは，適応能力が十分に育っていないということであり，他人との意思の交換，

日常生活や社会生活，安全，仕事，余暇利用などについて，その年齢段階に標準的に要求されるま

でには至っていないことを意味します。そのため，特別な援助や配慮なしに，同じ年齢の者と同様に，

そうしたことが可能であるかどうかをよくみて、困難性の有無を判断していくことが大切です。

　　④ 　知的機能の発達に明らかな遅れがあり，適応行動の困難性を伴うという状態は，全体的な発達の

遅れとして現れます。その原因は多種多様で，具体的には不明な場合が多いのですが、中枢神経系

の機能障害に加えて，心理的・社会的条件がその要因となります。

視覚障害とはどのような障害をいうのでしょう

⑴ 　視覚障害とは、視機能の永続的低下の総称であり、両眼ともに視機能が低下し、現状以上の視機
能の回復が望めない状態をいいます。

　 　視機能が低下していても、それが短期間に回復する場合は視覚障害とはいいません。視覚障害とは、

視力障害、視野障害、色覚障害、光覚障害（明順応障害、暗順応障害）などをいいます。

　 　また、片眼だけに視機能低下がある場合や医療によって回復するものは視覚障害とはいいません。片

眼が見えなければ遠近感覚がないなどの不自由はありますが、見える方の眼を使うことによって、教育

上特別な取り扱いを要するほどの支障を伴わないからです。先天白内障の場合は、手術によって視力は

回復しますので、視覚障害とはいいませんが、小眼球など他の眼疾患が合併していて、手術を行っても

十分な視力の回復が得られず、永続的に視力低下がみられるものもあります。このような場合、手術後

視力の回復が期待できず、障害が固定した時点で視覚障害となります。

⑵　視覚障害のうち、教育的な立場から最も問題になるのは視力障害です。
　　①　視力障害

　　　 　視力とは、ものの形などを見分ける力であり、一般には、二点を二点として分離して知覚するこ

とができる限界値で、分離最小閾をいいます。

　　　 　近視や乱視などの屈折異常がある場合、それらを矯正しない視力（裸眼視力）が低くても、メガ

ネやコンタクトレンズで矯正した視力（矯正視力）が低くなければ、学習上大きな支障はきたしま

せん。したがって、教育上特別な取り扱いを要するかどうかは、屈折異常を十分に矯正し、両眼で

見た場合の視力によって決めるべきで、屈折異常を適切に矯正しても両眼の視力が低く、教育上特

別な取り扱いを要するようであれば、視力障害であるということになります。

　　　 　視力の低い状態は、0.1、0.04 などのように視力検査の結果を数値で表すことになりますが、次の

ように数値で表せない状態もあります。
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表　現 状　　　　　　態

全盲 明暗もわからず、視力が全くない状態。視力は０。

光覚（弁） 明るいか暗いかが辛うじてわかる状態。

手動（弁） 眼前で動かした手の動きがわかる状態。 

指数（弁） 目の前の指の数が分かる状態。指を出した距離によって「眼前指数」「30㎝指数」。

　　　 　指数（弁）などのように、視力が幾分あっても、それが非常に低く文字や形態等を視覚的に認知

することがほとんど不可能な場合は、点字を常用することが必要になります。全盲児とこれらの点

字を常用する必要のあるものを含めて、一般に盲児と呼びます。また、視力がこれほど低くなく、

通常の文字を常用した教育が可能なものを弱視児といい、矯正した視力が両眼で 0.3 以下、0.04 以上

のものを指します。

　　②　視力障害以外の障害

　　　 　視力障害以外の障害としては、視野障害や光覚障害などがあります。

　　　　詳しくは、就学指導資料を参照してください。

聴覚障害とはどのような障害をいうのでしょう
⑴　聴覚障害とは、聴覚機能の永続的低下の総称です。
　 　一般的に聴覚障害といえば、聴覚感度の低下を示す聴力障害のことをさします。聴覚障害は、障害部位、

障害の程度や型、障害が生じた時期や原因などによって分けることができます。

　　① 　障害部位による分類

　　　 　聴覚器官は、外耳、中耳、内耳、聴覚伝導路、聴中枢からなっています。これらは、外界にある

音の振動を受けとめ、これを内耳の感覚細胞まで送り込む作業をしている伝音部分と送り込まれた

音の振動を感覚細胞で感じ、神経の興奮（インパルス）に換え、脳幹の神経伝導路を通って大脳皮

質の聴中枢に送る感音部分に大別されます。　

　　　 　障害のある部位によって分類すると、伝音部分に障害がある場合の伝音性の聴覚障害と感音部分

に障害がある場合の感音性の聴覚障害に分けられます。伝音性と感音性の聴覚障害が併存するもの

を混合性の聴覚障害といいます。

　　　 　一般に伝音性の聴覚障害では、音が小さく聞こえるだけですが、感音性の聴覚障害では、音が小

さく聞こえるだけでなく、ひずんで聞こえることが多くみられます。

　　②　障害の程度による分類

　　　 　障害の程度には、軽度難聴、中等度難聴、高度難聴及び聾に分けて考える場合もあります。障害

の程度を示す基準は、オージオメーターで測定した各周波数の気導聴力レベルのうち会話音域を代

表する 500 ヘルツ、1000 ヘルツ、2000 ヘルツの値をそれぞれａ，ｂ，ｃｄ B（デシベル）とすると、

（ａ＋２ｂ＋ｃ）／４で算出した値（平均聴力レベル）によって示されています。正常聴力レベルは、

正常音が聞き取れる最小の音圧で、オージオメータの０ｄ B にあたります。

聴力レベル 特　　　　　　徴

20～40dB
話声語を４～５ｍ、ささやき語を５０cm 以内で聞き取れるが、日常生活面では聞き返し
が多くなる。１対１の会話場面では支障は少ない。

40～60dB
通常の話声を 1.5 ～ 4.5m で聞き取れるので、言語習得前に障害が生じた場合でも、生活上
の支障はそれほど大きくないが、学習上では、言語力不足が問題になり、言語発達の遅れ
や発音の障害が顕著になりやすく教育的配慮が必要である。

60～80dB
通常の話し声を 0.2 ～ 1.5m で聞き取れるので補聴器の装用が適正であれば、耳だけでの会
話聴取が可能である場合もある。言語習得前に障害が生じた場合、適切な教育的対応が行
わなければ、わずかな生活言語獲得にとどまってしまう場合が多い。

80dB ～ 早期に障害が生じた場合は、適切な教育的対応を行わないと、言語獲得が著しく困難となる。
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肢体不自由とはどのような障害をいうのでしょう
⑴　肢体不自由とは、四肢又は体幹の運動機能障害をいいます。
　 　肢体不自由のことを運動障害と呼ぶこともありますが、このことからもわかるように、肢体不自由は、

身体運動（姿勢を含む）の障害です。したがって、視覚障害や聴覚障害のように、１種類の感覚器官の

障害とは異なり、全身のどこかの障害ですので、その状態はいっそう千差万別となります。

　　① 　医学的側面からみた肢体不自由は、発生原因のいかんを問わず、四肢体幹に永続的な障害がある

ものをいいます。

　　　 　形態的側面からいえば、先天性のものと、生後、事故などで四肢等が切断されたことによるもの

とがあります。また、関節や脊柱が硬くなって拘縮や変形を生じているものがあります。

　　　 　機能的側面からいえば、中枢神経の損傷による脳性まひを中心とした脳原性疾患が多くみられま

す。この場合、肢体不自由の他に、知能の発達の遅れなど、いくつかの随伴障害を伴うことがあります。

　　　 　また、脊髄と関係のある疾患として、二分脊椎があります。二分脊椎は、主として両下肢の運動

と知覚の障害、直腸・膀胱の障害がみられ、水頭症を伴うことがあります。

　　　 　さらに、末梢神経の疾患による神経性筋萎縮があり、筋固有の疾患として、進行性筋ジストロフィー

などがあります。

　　　 　他に、骨・関節の疾患として外傷後遺症や骨形成不全症などがありますが頻度は高くありません。

　　② 　心理学的、教育的側面からみた肢体不自由は、日常生活や学習上の運動・動作の全部又は一部に

困難がある状態をいいます。

　　　 　肢体不自由児は、上肢、下肢または体幹の運動・動作の障害のため、起立、歩行、階段の昇降、

いすへの腰掛け、物の持ち運び、机上の物の取扱い、書写、食事、衣服の着脱、用便など、日常生

活や学習上の運動・動作の全部又は一部に困難があります。これらの運動・動作には、起立・歩行

のように、主に下肢や平衡反応にかかわるもの、書写・食事のように、主に上肢や目と手の協応動

作にかかわるもの、物の持ち運び・衣服の着脱・用便のように、肢体全体にかかわるものがあります。

　

　 　　 　肢体不自由の運動・動作の困難は、一人一人異なっているので、その把握に当たっては、日常生

活や学習上どのような困難があるのか、それは補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、

といった観点から行うことが必要です。

病弱・身体虚弱とはどのような障害をいうのでしょう 
⑴ 　病弱・身体虚弱とは、主として教育の立場で一般的に用いられている用語であり、病弱等にある
者を総称して用いています。

　　① 　「病弱」とは、病気にかかっているため、体力が弱っている状態を表します。

　　　 　一般に学校教育の立場から、病気が長期にわたっている者、又は長期にわたる見込みの者で、そ

の間継続的な医療又は生活規制を必要とする状態をいいます。

　　　 　したがって、病状が慢性に経過する疾患に限り、たとえ病状が重くても急性（一過性）のものは

含めません。

　　　 　なお、ここでいう生活規制とは、健康の維持や回復・改善のために必要な運動、食事、安静、服

薬等に関して守らなければならないことが様々に求められていることを指します。病弱教育は、病

気の自己管理能力を育成する指導を中心としていることから、病弱児にとって「生活規制」とは、「生

活の自己管理」と考えることが大切です。「生活の自己管理」とは、健康状態の回復・改善等を図る

ため、運動や安静、食事など日常の諸活動について、病気の状態や健康状態に応じて制限等の配慮

をすることを意味するものです。

　　②　「身体虚弱」とは、身体が弱いという状態を表します。

　　　 　先天的または後天的な原因により、身体諸機能の異常を示したり、疾病に対する抵抗力が低下し、

またはこれらの現象が起こりやすく、そのため学校に出席することを停止する必要は認めないが、
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長期にわたり健康な者と同じ教育を行うことによって、健康を損なうおそれがある程度の者をいい

ます。身体虚弱の症状や状態を分類すると次のようなものがありますが、実際にはこれらをいくつ

か併せ持つことが多くあります。

　　　　・病気にかかりやすく、かかると重くなりやすく、また治りにくい。

　　　　・疲労しやすく、また疲労の回復が遅い。

　　　　・身体の発育や栄養の状態が良くない。

　　　　・顔色が悪く、貧血の傾向がある。

　　　　・アレルギー症状を度々繰り返す。

　　　　・頭痛、腹痛、その他の症状をしばしば訴える。

言語障害とはどのような障害をいうのでしょう 
⑴　言語障害とは、言語情報の伝達及び処理過程における様々な障害を包括する広範な概念です。
　 　一般的には、言語の受容から表出に至るまでのいずれかのレベルにおいて障害がある状態であり、そ

の実態は複雑多岐にわたっています。言語機能の成立に関わる要素はとても広く、運動機能や思考、社

会性の発達などとのかかわりも深く、言語障害を単一の機能の障害として定義することはきわめて困難

です。

⑵　言語障害については、一般に次のような基準で分類されます。
　　①　耳で聞いた特徴に基づく分類：発音の誤り、吃音など

　　②　言葉の発達という観点からの分類：話す、聞く等言語機能の基礎的事項の発達の遅れなど

　　③　原因による分類：口蓋裂、聴覚障害、脳性まひなど

⑶　言語障害の特性
　　①　言語障害は環境との相互作用が強い障害です。

　　　 　言語は環境から学ぶことによって発達するため、児童生徒を取り巻く環境の在り方が言語障害の

状態に大きな影響を及ぼします。

　　　 　また、社会生活を送るため、言語の果たす役割が大きいことから、言語障害は児童生徒の社会生

活にも大きな影響を与えるものです。さらに、社会生活上、失敗した経験が言語障害に与える影響

も少なくありません。そのため、必要とされる指導内容を検討したりする際には、児童生徒の言語

障害の状態のみにとらわれることなく、周囲の人々との相互作用についても参考にすることが必要

です。したがって、指導及びその評価に当たっては、保護者や学級担任及び級友等とのかかわりの

状態なども考慮に入れて行うことが必要です。

　　②　言語障害は見逃されやすい障害です。

　　　 　言語障害は、日常の生活や教科等の学習への影響が少ないと考えられ、見逃されやすかったり、

軽んじられたりしがちです。また、児童生徒にとっても、その障害について隠そうと思えば隠せる

ことが多いため、障害の発見が遅れたり、発見されても放置されたりすることが少なくありません。

しかし、表面的に表れる障害の程度とは異なり、児童生徒自身が感じている苦しみが予想以上に大

きかったり、劣等感、欲求不満などの情緒面への影響が甚大であったりすることがあります。こう

したことが、本人の自己実現にも影響したり、自己をどうとらえるかということにも影響を与えた

りすることが少なくないので、必要とされる指導内容を考える際には、言語機能の障害とともに、

本人の内面性に対する洞察もとても重要です。　　

　　③　言語障害は医療との関連が大きい障害です。

　　　 　言語機能がどのように現れるかということは、構音器官などの器質的な状態と学習との結果によ

るといえます。そのため、言語障害の指導と評価においては、構音器官等の器質的な面との関連で

とらえられなければなりません。口蓋裂等による言語障害の状態の判断については、医療と教育と
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の関連を重視して行われることが必要です。

　　④　言語障害は発達的な観点を重視する必要のある障害です。

　　　 　言語障害には、発達的にその状態を改善・克服できたり、状態が変化していったりするものが少

なくありません。そのため言語障害についての指導とその評価は、対象となる児童生徒の発達の状

態との関連で行われるようにすることが必要です。　

情緒障害とはどのような障害をいうのでしょう 
⑴ 　情緒障害とは、情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を、自分の意
思ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態です。

　 　情緒が激しく現れることは、一般の子供や大人にも起こることですが、多くは一過性であり、すぐに

消滅するのでほとんど問題にされることがありません。しかし、それが何度も繰り返され、極端な現れ

方をして、社会的な不適応状態をきたす場合があります。そのような状態にある子供については、特別

な教育的対応が必要です。

　 　情緒障害の現れ方としては、自分自身が脅かされると感じるなどして、閉じこもるような傾向が強く

なったり、適切な対人関係が形成できなかったりする一方で、他人を攻撃したり、破壊的であったりす

るような行動も見られます。さらに、多動、常同行動、チックなどとして現れる場合もあります。

　 　情緒障害の原因としては、従来から、主として人間関係の軋轢などの心理的な要因と、中枢神経系の

機能障害や機能不全が想定されており、そのいずれかにあてはめることは困難でしたが、自閉症及びそ

れに類するものの原因は、中枢神経系の機能障害や機能不全であるとすることが定説になっています。

⑵　 情緒障害教育の対象
　 　情緒障害教育の対象は、その障害により、社会的適応が困難となり、学校などで集団活動や学習活動

に支障のある行動上の問題を有する児童生徒等であり、我が国では、その原因や特性、特別な教育的な

配慮や指導の内容の違いから、おおよそ二つのタイプに分けています。

　 　第１のタイプは、発達障害に包括される障害である自閉症及びそれに類するものにより、言語発達の

遅れや対人関係の形成が困難であるため、社会的適応が困難である状態をさします。

　 　第２のタイプは、主として心理的な要因の関与が大きいとされている社会的適応が困難である様々な

状態を総称するもので、選択性かん黙、不登校、その他の状態（多動、常同行動、チックなど）です。

　 　情緒障害特殊学級が設けられるようになったのは、昭和 40 年代の前半です。当時、自閉症の存在が注

目を浴びるようになり、その対応は、教育界の緊急の課題でした。その現実的要請が情緒障害特殊学級

の増加を促してきました。その後、情緒障害特殊学級は、自閉症、選択性かん黙、不登校などの児童生

徒等を対象とする学級として定着していきました。

　 　現在、情緒障害特殊学級のうち、小学校に設置される学級の多くは、自閉症等への対応を中心として

います。また、主として心理的な要因によるものについては、病院等（医療を必要とする場合）に設置

されている情緒障害特殊学級等において対応している場合があります。

　　さらに、アスペルガー症候群などの発達障害も情緒障害学級の対象とされています。

○就学指導資料 （文部科学省初等中等教育局特別支援教育課　平成14年６月）

資　　　料
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３．障害のある子どもの教育措置はどのように行われるのでしょう

⑴　法令上の規程があります。
　 　障害のある児童生徒の教育措置について、盲・聾・養護学校に就学すべき障害の程度（以下「就学基準」

という。）は、学校教育法施行令第 22 条の３に規定されています。これについては、平成 14 年４月 24 日

付け「学校教育法施行令の一部改正について」（14文科初第148号文部科学事務次官通知、９月１日施行）

により示されました。また、これにより、就学基準に該当する児童生徒について、その障害の状態に照らし、

就学に係る諸事情を踏まえて、小学校又は中学校（以下「小・中学校」という。）において適切な教育を

受けることができる特別の事情があると市町村の教育委員会が認める場合には、小・中学校に就学させ

ることができるよう就学手続きを弾力化されました。（認定就学者）

　 　さらに、就学する学校の決定についての留意事項及び小・中学校の特殊学級等において教育すること

が適当な児童生徒の障害の程度等については、平成14年５月27日付け「障害のある児童生徒の就学につ

いて」（14文科初第291号文部科学省初中局長通知）によって示されています。

⑵　就学基準が示されています。（学教法施行令第22条の３）
　 　就学基準については、学教法施行令第 22 条の３において、下表のように示されています。さらに、具

体的な考え方について就学指導資料（平成14年６月文部科学省）及び就学指導の手引（平成15年６月県

教育委員会）を参照して下さい。

　なお、学習指導要領に規定されている重複障害者については、就学基準に示されている５障害に加え、

言語障害と情緒障害を含めて考えてよい場合もあります。（第１章第２節Ⅱの11参照）

　　盲学校、ろう学校、又は養護学校就学基準
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⑶　特別の事情があると認める場合の認定就学者の考え方            
　　①　就学手続きの見直しがなされました。

　　　

就学基準 に該当する場合 盲・聾・養護学校に就学 

就学基準 に該当しない場合 
小・中学校に就学 

（通常学級又は特殊学級） 

　市町村の教育委員会が小・中学校において適切な教育を受けることができる

特別の事情があると認める場合（認定就学者） 
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　　② 　認定就学者の認定に当たっては、一人一人の障害の種類や状態に応じて必要なものを考慮したう

えで、次のような観点から総合的に判断することが必要です。

　　　　○障害に対応した学校の施設や設備が整備されていること

　　　　○学習活動をサポートする学習機器等が用意されていること

　　　　○専門性の高い教員が配置されていること

⑷　 特殊学級の児童生徒の障害の状態について示されています。（平成14年度５月27日付第291号
文部科学省初等中等教育局長通知）

　 　学校教育法第 75 条第１項及び学校教育法施行規則第 73 条の 18 の規定に基づき特殊学級を置く場合に

は、以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒を対象として適切な教育が行われることが適当

であること。

　 　障害の判断に当たっては、障害のある児童生徒の教育の経験のある教員等による観察・検査、専門医

による診断等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うこと。

　　①　障害の種類及び程度

障害の種類 障　　　害　　　の　　　程　　　度

知的障害者
　知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部
援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの

肢体不自由者
　補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度
のもの

病弱者及び
身体虚弱者

一 　慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要
とする程度のもの

二　身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの

弱視者 　拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの

難聴者 　補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの

言語障害者

　口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉にお
けるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、
その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限
る。）で、その程度が著しいもの

情緒障害者

一 　自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である
程度のもの

二 　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難
である程度のもの

　　② 　留意事項

　　　 　特殊学級の対象とすることが適当な児童生徒の判断に当たっての留意事項は、盲学校、聾 学校及

び養護学校への就学の障害の判断に当たっての留意事項と同様であり、また、言語障害者及び情緒

障害者については、その障害の状態によっては、医学的な診断の必要性も十分に検討した上で判断

すること。

⑸　就学指導委員会の意見を聞くことが必要です。
　 　このような障害の種類や程度に基づく教育措置を行うに当たって、市町村教育委員会は、教育学、医学、

心理学その他の心身の故障のある児童生徒との就学に関する専門的知識を有するものの意見を聞くこと

が義務づけられています。（学教法施行令第 18 条の 2）すなわち、市町村教育委員会の規則等に基づき設

置されている就学指導委員会の意見を聞くことが必要です。就学指導委員会は障害の種類、程度の判断

に必要な調査を行い、○医学的な精密検査、心理学的な諸検査等の結果　○保護者との面接により把握

した生育歴等　○保護者との教育相談や行動観察等を通じて得た現在の生活、行動等の特性、教育的ニー

ズに伴う特別の教育的対応に関する情報をもとに障害の種類や程度、教育上必要な配慮について審議さ

れます。この判断を参考にして、教育委員会が具体的に教育措置を決定することになります。また、就
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学指導委員会は、認定就学者の認定についても審議することが必要です。

　 　市町村の教育委員会は、障害の判断に当たっては、就学相談や教育相談を通じて保護者や本人の意見

も聞いた上で、障害のある児童生徒に最もふさわしい教育を行うという視点に立って、教育学、医学、

心理学等の観点から専門家の意見を聴いた上で総合的かつ慎重に行わなければなりません。

⑹　市町村就学指導委員会の役割の充実を図る必要があります。
　　今後、就学指導委員会の役割として、次のように充実を図ることが必要です。

　　① 　障害の種類、程度の判断は、教育学、医学、心理学等の観点から総合的に行われるよう、就学指

導委員会は必要な各方面の専門家により構成すること

　　②　早期からの教育相談の成果を活用すること

　　③　保護者が意見表明をする機会を設けること

　　④　特殊学級、通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言を行うこと

　　⑤ 　市町村立の小・中学校や盲・ろう・養護学校に就学した障害のある児童生徒に対する就学指導のフォ

ローアップを行う等によりその機能の充実を図ること等

○就学指導資料 （文部科学省初等中等教育局特別支援教育課　平成14年６月）

資　　　料
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４．障害の特性とその留意点はどんなことでしょう

知的障害の場合 
⑴ 　 知的障害児は、精神発達が未分化なため、特に知的機能としての認知、記憶、言語、思考、学習、
推理、想像、判断といった機能が遅れていますが、一般的には次のようなことが指摘されます。

　　①　運動機能、感覚・知覚面での発達も遅れます。

　　　 　精神機能と身体諸器官の働きは不可分の関係にあるので、知的障害児の多くは、歩行の開始、　   

手指を使うこと、走る、跳ぶといった運動機能の出現や敏捷性が乏しいことがみられます。

　   　 　また、視覚、聴覚、触覚といった感覚認知の面でも障害がみられ、例えば、対象物をとらえ差異

を弁別することや形態把握が弱く、そのため文字の模写なども困難を伴うことになります。

　　②　知的行動面で遅れが顕著です。

　　　　ア 、言語能力の発達が遅れ、語句、語文の完成、動詞や助詞、形容詞などを自由に使うことが          

難しくなります。

　　　　イ 、言語（話しことば）の発達が遅れるばかりではなく、そのために抽象・一般化の働きとし て

の言語（表象言語）の発達が進みません。例えば、イヌ、ネコ、ウマといった個々の具体的な

ものから共通した性質として「動物」「ほ乳類」という概念が出てきます。更に抽象化すると「生

物」「生命」あるいは「物体」などと一般化されます。しかし、抽象化、一般化が弱いため、こ

うした概念の形成が困難で、正しく理解したり、それをコミュニケーションや思考活動に活用

したりしにくいことになります。このことは、各教科の学習や道徳の学習の困難性となって現

れることになります。

　　　　ウ 、記憶すること、また、ある事柄を類推したり判断したりすることが難しいことがあります。

ある目標を達成するためには、そのための方法・手段を検討し、合理的に実践しなければなり

ません。

　　　　　 　例えば、積み木を積み上げるときには、その大きさや形を理解し、どのように配置しどのよ

うな手順で積み上げるかを判断しなければなりません。知的障害児の行動は、こうした見通し

にたった行動ではなく、断片的になりやすい特徴があります。そのため、いきあたりばったり

に行動し、失敗してもまたそれを繰り返すということになりやすいのです。

　　　　　 　また、既存のいくつかの知識や素材を再構成して未知の事実を推理したり、新しい観念を          

創造したりすることも困難になりやすいのです。

　　③ 　情緒的な面、社会的な面での影響もあります。

　　　　ア 、精神構造が硬いと柔軟な思考力が乏しく、状況の変化に適応していくことが困難で、固定的

な方法に固執するという傾向がみられます。例えば、水まきを日課にしていると雨の日でも水

まきをするとか、作業の内容ややり方が変わると途端に能率が落ち事故を起こしてしまったな

どということになります。一定のやり方では調子がいいのですが、融通がきかず、一 つのこと

に固執して我を通すため、人間関係での軋轢が起こることにもなります。

　　　　イ 、一般に、新しい経験を獲得していくことに対して、欲求が乏しく、また、興味・関心も薄          

いことがあります。そのため、自発的な活動が少なく、他律的、依存的な傾向がみられます。 従っ

て、適当な刺激がないと、周囲に無関心でぼんやりしているということになります。

　　　　 　 　また、見通しが浅いこともあって、目的に対する意識が乏しくなり、仕事や勉強などでも注

意散漫となり長続きしないことになります。

　　　　ウ 、自己統制や自律心が弱く自己中心的に振る舞うため、社会的な適応性に乏しいということに

なります。叱責や非難を受けると情緒的に不安定になり、時には衝動的な行動をとったりする

のも、相手の立場に立って物事を考えたり、自分の責任や役割について理解し社会的なルール

を理解することが難しいことからと考えられます。

　　　　エ 、 学習面での特徴として、その特性から考え、日常生活で直接経験することが少ない抽象的概
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念や論理的な考えを進めていく抽象・一般化の働きが必要な内容の学習は困難になりますが、

日常生活に密着し繰り返し経験している事柄については、学習することができるといえます。

⑵ 　教育的な対応として、基本的には次の点に留意することが必要です。
　　①　児童生徒の実態等に即した指導内容を選択・組織する。

　　② 　児童生徒の実態等に即した規則的でまとまりのある学校生活が送れるようにする。

　　③ 　社会生活能力の育成を中心的な目標とし、身辺生活・社会生活に必要な知識、技能及び 態度が身

につくよう指導する。

　　④ 　職業教育を重視し、将来の職業生活に必要な基礎的な知識や技能及び態度を育てる。

　　⑤　生活に結びついた実際的で具体的な活動を学習活動の中心にすえ、実際的な状況下で指導する。

　　⑥　生活の課題に沿った多様な生活経験を通して、日々の生活の質が高まるようにする。

　　⑦ 　教材・教具等を児童生徒の興味・関心の引くものにし、目的が達成しやすいように段階的な指導

をするなどして、学習活動への意欲が育つようにする。

　　⑧　できる限り成功体験を多くするとともに、自発的・自主的活動を大切にし、主体的活動を促す。

　　⑨ 　児童生徒一人一人が集団の中で適切な役割を得て、その活動を遂行できるように工夫するととも

に、発達の不均衡な面や障害への個別的な対応を徹底する。

⑶ 　知的機能の発達の遅れや障害の状態は、一人一人異なり、また、変わり得るものです。
　 　以上、知的障害児にみられる一般的特性や教育的な対応の留意点を概観しました。遅れや障害の状態は、

ある程度持続するものですが、絶対に不変固定的であるということはありません。教育的対応を含む広

義の環境条件を整備することによって、障害の状態はある程度改善されたり、知的発達の遅れがあまり

目立たなくなったりする場合もあります。つまり、知的障害は、個体の条件だけでなく、環境的、社会

的条件との関係で、その障害の状態がかわり得る場合があるということです。

その他の障害の場合 
⑴ 　 視覚障害の特性等
　　① 　視覚障害のある児童生徒は、視覚による情報収集が困難なため、限られた情報や経験の範囲内で

概念を形成する場合があります。特に実体や具体的経験を伴わない、言葉による説明だけで事物・

事象や動作を理解してしまう傾向が見られます。事物・事象や動作と言葉とを対応させた指導を心

がけることが大切です。その際、見学や調査などの体験的な学習によって、経験の拡充を図ったり、

観察や実験、操作活動などによって直接体験させ、具体的なイメージをつくったりすることができ

るような配慮が必要です。

　　② 　動いている物や、遠くにあるものを理解することなど、視覚や触覚によって直接経験することが

困難な面が見られます。このような学習内容については、基本的事項の理解や導入段階の指導に重

点を置いて、内容の本質や法則性を具体的に把握できるようにすることが大切です。

　　③  　環境を把握したり、状況を判断したりすることに困難があるため、空間や時間の概念の形成が十

分でない場合があります。系統的な地図指導や図形指導などによって、空間や時間の概念形成を図っ

たり、実習や実技などの学習において、自分を基準とした位置関係で周囲の状況を把握したり、時

間的な見通しをもって行動できるように指導することが必要です。

⑵ 　聴覚障害の特性等
　　① 　平均聴力レベル20～40dB の聴覚障害は、話声語を４～５ｍ、ささやき語を50cm 以内で聞き取れ

ますが、日常生活面では聞き返しが多くなります。学校などの集団の中では周囲の騒音に妨害され

て聞き取れないことがあり、座席が離れていると騒音等により教師の話が正確に聞き取れず、結果

的に言語力が伸びにくく、学力の遅滞が生じたり周囲とのコミュニケーションがうまくいかなかっ
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たりして、情緒が不安的になることがあります。

　　②  　平均聴力レベルが 40 ～ 60dB の聴覚障害は、通常の話し声を 1.5 ｍ～ 4.5 ｍで聞き取れるので、生

活上の支障はそれほど大きくはありませんが、学習上の言語力不足が問題となります。言語発達の

遅れや発音の障害が顕著になりやすいので、教育的配慮が必要です。

　　③ 　平均聴力レベル 60 ～ 80dB の聴覚障害は、通常の話し声を 0.2 ｍ～ 1.5 ｍで聞き取れるので、補聴

器の装用が適正であれば、耳だけでの会話聴取が可能である場合もあります。言語習得前に障害が

生じた場合、障害の程度や言語環境の違いなどで言語発達の状態は様々ですが、適切な教育的対応

を行わなければ、わずかな生活言語を獲得するにとどまる場合が多いので、適切な教育的な対応が

不可欠です。

　　④ 　平均聴力レベル80dB 以上の聴覚障害で、早期に障害が生じた場合には、適切な教育対応を行わな

いと言語習得が著しく困難となります。

　　⑤ 　体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童生徒の発達段階等に応じた思考力の育

成に努めることが大切です。

　　⑥ 　聴覚を通した情報の獲得が困難であることが多いことから、書かれた文字等を通して情報を収集

したり、理解したりすることが必要となります。したがって、様々な機会を通じて、児童生徒の読

書活動の活発化を促すことがきわめて重要なこととなります。

　　⑦ 　児童生徒一人一人の障害の状態に応じて、補聴器等の利用により保有する聴覚を最大限に活用し

効果的な学習活動が展開できるようにすることが大切です。

　　⑧ 　言語習得や言語概念の形成等のために一人一人の児童生徒の実態を十分考慮し、適切なコミュニ

ケーション手段の選択と活用に努める必要があります。

⑶　肢体不自由の特性等
　 　肢体不自由の起因疾患でもっとも多くの割合を占めているのは、脳性まひを中心とする脳原性疾患で

す。脳性まひに見られる特性等（抜粋）は以下のとおりです。

　　① 　主な症状は、中枢神経症状と運動・動作の障害で、中枢神経症状は、不随意運動などの筋緊張の

異常が見られます。また、原始反射が長く残存し、姿勢反応の出現が遅れていることがあります。

　　②  　運動・動作の障害は、中枢神経症状と相まって、頸の座り、座位保持、立位、随意把握など運動

発達の遅れとなってあらわれます。

　　③ 　神経症状による病型分類は、けい縮（直）型、アテトーゼ型、失調型、個縮型などに分類されます。

（就学指導資料参照）

　　④ 　脳性まひには、知的障害が随伴することがあり、知的発達の状態の把握に当たっては、潜在的な

能力の有無を確認することが大切です。

　　⑤ 　脳性まひ児の多くは、言語障害を随伴していると言われており、まひ性高温障害とよばれる神経

筋の障害（まひ）によるものが多く見られます。この場合には、唇、した、喉頭、横隔膜、胸郭など、

話すことに使われる多数の筋肉の調節が損なわれますが、内言語及び言語の理解能力は損なわれな

いと言われています。まひ性構音障害の場合には、言語表出のための代替手段（コンピュータ、文字盤、

補助器具など）の活用によって、意思の伝達が可能になることがあるので、代替手段の活用能力に

ついても把握することが大切です。

　　⑥ 　脳性まひ児は視覚障害や聴覚障害などの感覚障害を伴う場合があります。視覚障害は、屈折以上、

眼筋の不均衡又は斜視、眼球運動の障害などが見られることがあります。これらの感覚障害は、学

習活動を困難にする要因なので、専門医による精密な診断を行うことが必要です。

　　⑦ 　脳性まひを含めて中枢神経に障害があるものには、転導性、多動性、統合困難、固執性などの独

特の行動傾向が観察されることがあります。しかし、これらは個人差が大きく、すべてのものにみ

られるものではありません。
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⑷ 　病弱・身体虚弱の特性等
　　① 　児童生徒は種々の疾病により、一般に授業時数の制約を受けているほか、学習の空白や遅れ、身

体活動の制限等を伴う場合が多くみられます。また、小・中学校からの転入学してきた児童生徒に

ついては、学習の進度等の差が見られます。これらのことから、指導計画作成にあたっては、児童

生徒の実態を十分考慮し、教科の特質を踏まえて指導内容を精選し、基礎的・基本的な事項に重点

を置いて指導する必要があります。

　　②  　身体活動の制限や運動・動作に障害があるため、特に実技や実習等を伴う学習では、児童生徒の

実態に応じて、コンピュータを活用バーチャルリアリティーの体験や図書館等からの直接的なデー

タ活用など、教材・教具を工夫して学習効果が高められるようにすることが大切です。

　　③ 　児童生徒の病気の種類、程度などは様々です。症状の変化も病気によって異なります。従って、

それぞれの病気の特質や個々の症状等を十分考慮し、学習が負担加重になったり、病気の状態や健

康状態の悪化をきたしたりすることのないように留意する必要があります。

⑸　言語障害の特性等
　 　「第１章第１節の２」言語障害の項参照

⑹ 　情緒障害の特性等
　 　情緒障害児の分類としては、第１章で示したように２つのタイプがあります。近年特に、自閉症児の

特性を踏まえた指導の重要性が求められていることから、ここでは、自閉症の一般的特性と留意点につ

いて以下に述べます。

　自閉症児は、医学でいう広汎性発達障害に含まれる障害で、以下の特徴によって規定されます。

　　① 　人への反応やかかわりの乏しさなど、社会的関係の形成に特有の困難さが見られる。

　　② 　言葉の発達に遅れや問題がある。 

　　③ 　興味や関心が狭く、特定のものにこだわる。

　　④ 　以上の諸特徴が遅くとも３歳までに現れる。

　  　これらの特徴は、軽い程度から極めて重い程度まで見られ、一人一人の状態像は多様です。また、４

～６歳ごろに多動性が見られることもありますが、適切な教育や経験によって多動性を含み、諸特徴が

目立たなくなることも多いです。また、70％程度が知的障害を併せ有するとされており、知的機能の発

達の遅れがない場合は、高機能自閉症とよばれています。自閉症に類似するアスペルガー症候群の場合は、

知的機能や言語発達の遅れや問題が目立たないため、発見されにくいという側面もあります。

　　自閉症の具体的な特性は、以下のとおりです。

　　① 　人へのかかわりや人からの働きかけに対する反応が乏しい。

　　② 　言語の発達が遅れがちで、エコラリアや独り言が多い。 

　　③ 　機械的な記憶は速くても、抽象概念の形成、因果関係の理解、同一の言葉でも文脈や状況によ    

って意味が変化することなどの理解が困難である。

　　④ 　獲得した言葉がコミュニケーション手段として活用されにくい。

　　⑤　身振りなどの伝達手段の理解と活用が苦手である。

　　⑥　同一性への固執が強い。

　　⑦ 　感覚刺激に対する鋭敏さが見られ、感覚刺激への特異な反応が見られる。

　　⑧ 　極端な偏食が見られる場合が多い。

　　⑨ 　混乱、欲求不満、脅威等に対してパニックを起こしたり、自傷行為等が見られる。

　　⑩ 　幼児期に多動性が強い。

　実際の指導においては、次のことに留意することが大切です。
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　　① 　一日の生活の流れや活動の流れをわかりやすく伝える方法を工夫し、児童生徒の心理的な安定を

促し、固執性が目立たないように配慮しながら生活に必要な諸技能が習慣として身に付くようにす

る。

　　② 　日常生活習慣については、特に家庭との連携を密にする。

　　③ 　 動作の模倣、遊具を使った運動等により、体を動かす意欲を育て、協応動作等、運動機能の調和

的発達を図る。特に、視覚、触覚などを正しく活用することにより、目的のある行動を形成するこ

とをねらい、教材・教具を工夫する。

　　④ 　電話やマイクを使った話す場面の設定や絵カード・文字カード等の教材・教具の工夫により、 人

の声に注意を向ける、人の話を聞く、返事やあいさつをするなどの必要な態度を形成し、人とのか

かわりを深めるための基礎づくりを行う。

　　⑤ 　動作模倣、遊び、劇、係活動などいろいろな活動を通じて、集団での役割を理解し、相手の立場

が理解できるようにする。
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第２節　教育課程の編成

Ⅰ教育課程編成の基本

５．教育課程とはどのようなものでしょう

⑴ 　学校の基本的な教育計画です。
　 　学校においては、教育目標を達成するために日々の活動を組織的計画的に行うためのさまざまな教育

計画をたてます。その中でも最も重要で基本的な計画が教育課程です。教育課程とは、一般に「学校教

育の目的・目標を達成するために、児童・生徒の心身の発達に応じ、教育内容を授業時数との関連にお

いて総合的に組織した学校の教育計画である」といえます。

　　学校教育の目標

　　 　各学校の教育課程を編成する際の「教育目標」というのは、一般的な目標ではなく、具体的な学校

の目標を指します。つまり、各学校の実態に基づいて「こんな児童・生徒になってほしい、こんな学

校の教育をしたい」という願いから目標を定めるということになります。学級目標は、更に学校目標

に基づいて学級の目標として発達段階を考慮して具体化していきます。

　　心身の発達に応じ

　　 　心身の発達に応じてということは、現在の教育制度では、１学年、２学年というように学年制を採っ

ています。特殊教育では、この学年制に基づきながらも、「一人一人の発達段階や特性に応じて……」

ということがより重要になりますから、学級編制やグループ編成に工夫が必要です。そのためにも児

童生徒の実態把握が重要になります。

　　教育内容を授業時数との関連において

　　 　教育内容とは、具体的には、学習指導要領に示された各教科や道徳、特別活動等での指導内容のこ

とです。それらの内容と、年間に指導する授業時数の計画を立てます。その授業時数も学校教育法に

標準の時数が示されています。特殊教育に関しては、授業時数は小学校、中学校ともそれぞれの標準

の年間総授業時数に準ずればよく、各教科ごとの授業時数は弾力的に考えてよいことになっています。

　　総合的に組織した

　　　 　このことは、単に「各教科」等の時間数を計画するだけではないということです。つまり、国語

や算数といった教科や生活単元の計画といった個々のものではなく、学校行事等を含めた学校全体

の計画であり、全学年にわたる総合的な計画が教育課程です。

⑵ 　法令に従って編成されるものです。
　  　学校において編成される教育課程は、公教育の立場から法令により種々の定めがなされておりこれに

従って編成されなければなりません。

　　① 　学校教育の目的・目標は学校教育法に示されています。すべての学校がこれに基づいて教育活動

を行っています。

　　②　教育課程の編成に関わることは、学校教育法施行規則に規定されています。

　　③　また、その中で「この章に示すもののほかは学習指導要領によること」とされています。

　　　以上の3つが直接関わる法令等で、基準となるのが、学習指導要領です。

⑶　教育課程は、各学校ごとに編成されるものです。
　　 　前述したように、様々な法令により規定されていますが、各学校では、実態に応じて独自に編成さ

れるものです。児童生徒の心身の発達段階や特性、また、地域との関連は学校ごとにそれぞれ違います。

こうしたことを考慮しながら、学校教育目標の達成の具体的な計画として学校全体で立てられるもの

です。
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⑷　特殊学級では「特殊学級教育課程」を編成します。
　 　小・中学校に設置されている特殊学級は、学校の中のひとつの学級ですが、在籍する児童生徒の状況

から指導内容、指導形態が異なる「特別の教育課程」を組むことができるため、教科等の区分や時間数が

学校の全体計画とは違います。そのため各学校の教育課程に準じて「特殊学級教育課程」　として編成します。

　 　従って、教育課程編成の届も別様式となっています。

　 　各教科、道徳、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間などについて、指導形態ごとに年間の指導

時間数を決めます。

　 　教育課程の編成表では時間数だけになっています。

　 　通常の学級ではほとんど学年相応の内容を学習するということになりますから、時間数だけでよいの

ですが、特殊学級や養護学校では各教科について同じ時間数でも、下学年の内容を扱うなど指導内容が

異なる場合があります。

　 　従って、学年ごとの教科名や配当時間数が同じであっても、内容が異なる場合には、特別の教育課程

ということになります。

　 　特殊学級の場合には、小人数であることもあって原則として一人一人について教育課程を編成するよ

うになっています。

⑸　通級による指導も特別の教育課程を編成します。
　また、特殊学級と同様に特別の教育課程が編成できる教育形態として、通級による指導があります。通

級による指導は、小学校又は中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒に対して、主とし

て各教科等の指導を通常の学級で行いなから、当該児童生徒の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場

（通級指導教室）で行うものです。特別の指導の内容は、盲学校、ろう学校及び養護学校の自立活動の目標

特殊学級教育課程に関する届出書（参考例） 

下記のとおり　　　年度の教育課程を編成したので届けます。　　　　（学級種別：　　　　） 

様式第８号の３ 

　○○市（町村）教育委員会　様 
　○○市（町村）立○○小（中）学校長 
　　　 氏　　　　　名　　   　印 

（注）①　児童生徒が同一の教育課程による場合は、まとめて記入する。 
　　　②　（中）は、中学校の特殊学級で実施している場合、記入する。 
　　　③　（学級種別：　　　　）の欄には、学級開設時の種別を記入する。 

児 童 （ 生 徒 ） 名  
イ ニ シ ャ ル で 記 入  

学 年  

選 択 教 科  

そ の 他 の 教 科  

道 　 　 　 　 　 徳  

自 立 活 動  

総 合 的 な 学 習 の 時 間  

年 間 授 業 時 数  

年 間 授 業 日 数  

学 級 活 動  特別活動 

区　分 
年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

年 間 授  
業 時 数  

合
わ
せ
た
指
導 

領
域
・
教
科
を 

教

科

別

の

指

導

 

選 択
教 科  

（中学校） 

第　　　号 
年　月　日 

特殊学級教育課程に関する届出書 

下記の通り通数による指導が必要な児童（生徒）に対し、特別の教育課程を編成したので 
けます 

式第８号の４ 

○○市（町村）教育委員会　様 
　○○市立○○小（中）学校長 
　　　氏　　　名　　    印 

注）（1）表の中の（　）は中学校の場合である。 
　　（2）「特別の指導」欄は、通級による指導のために特別の教育課程を編成する場合の特別の 
　　　指導について記入する。 
　　（3）「特別の指導」欄については、自立活動の指導に合わせて教科の補充として指導を行う 
　　　場合は、その教科名及び時数についても記入する。 
　　（4）「特別の指導」欄の時数については、「巡回による指導」の時数を〈　　〉内に内数で 
　　　記入する。（巡回指導がある場合、３に「曜日・時間（巡回）」を記入する。） 

区 分  年間時数 区 分  

道 徳  

年間授業時数 

総合的な学習の時間 
特別活動 学級活動 

年間時数 

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

国 語  

社 会  

算　数（数学） 
理 科  
生 活  
音 楽  
図画工作（美術） 

家庭（技術・家庭） 
体育（保健体育） 

（ 外 国 語 ）  

記 

第　　　号 
年　月　日 

通級による指導のための特別の教育課程に関する届出書 

　児童（生徒） 
　（1）学年・組 
　（2）氏　　名 
　（3）通級による指導実施校名 

　教育課程 

　通級による指導実施曜日・時間 
　　（　）曜日・時間　　：　　～　　：　　　（　）曜日・時間　　：　　～　　： 

　指導開始日 
　　　平成　　年　　月　　日 

　通級による指導に係る連絡会等の計画 

教
科
　
（
必
修
教
科
） 

（
選
択
教
科
） 

特
別
の
指
導 

教
科
の
補
充 

自立活動 
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や内容を参考に学習活動を行います。授業時数については、週当たり３時間、年間 105 時間を標準として、

特別の教育課程を編成することとなります。また、これに加えて、特に必要がある場合は、児童生徒の障

害の状態に応じて各教科の内容を補充するための指導を、おおむね年間合計 280 単位時間以内で行うこと

も可能です。ただし、あくまで自立活動の内容を参考にした指導を行うものであり、障害に基づく種々の

困難を改善克服するために特に必要な場合の各教科の内容補充であることを踏まえる必要があります。な

お、通級による指導を実施する場合も特別の教育課程になりますので「通級による指導のための特別の教

育課程に関する届出」が必要です。
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６．教育課程に関わる法令等にはどんなものがあるでしょう

⑴ 　教育課程の編成に関わる法令の主なものには、次の表のようなものがあります。

内　　　　容 小　学　校 中　学　校 高　等　学　校 盲・聾・養護学校

学 校 の 目 的
学校教育法

第17条

学校教育法

第35条

学校教育法

第41条

学校教育法

第71条

教 育 の 目 標
同

第18条 第36条 第42条  （学習指導要領）

教 育 課 程
学校教育法施行規則

第24条

同　施行規則

第53条

同　施行規則

第57条 第73条の７、８、９

授 業 時 数 の 標 準
同

第24条の２ 第54条 （学習指導要領）

学 習 指 導 要 領
同

第25条 第54条の２ 第57条の２ 第73条の10

⑵ 　「学校教育法施行規則　第６章　特殊教育」は関係が特に深いので以下概要を掲げます。
　　詳しくは、「学習指導要領」にも付記されていますので参照してください。

　第73条の７　　盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、……で編成するものとする。

　第73条の８　　　　　　〃　　　　　　　　　中学部の教育課程は、……で編成するものとする。

　　　　　　②　必修教科は、……の各教科とし、選択教科は……とする。

　　　　　　③　前項の選択教科は、……事情を考慮して設けるものとする。

　第73条の10 　教育課程は、この章に定めるもののほか（各）学習指導要領によるものとする。

　第73条の11 　特に必要がある場合は、…各教科又は…科目の……、合わせて授業を行うことができる。

　　　　　　②　  （養護学校の小、中、高等部）知的障害者を教育する場合において特に必要があるときは、                     

各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うこ

とができる。

　第73条の12　　（重複児及び訪問教育）………特別の教育課程によることができる。

　　　　　　②　……設置者の定める……他の適切な教科用図書を使用することができる。

　第73条の19　　特殊学級に係る教育課程は特に必要がある場合は、特別の教育課程によることができる。

　第73条の20　　……設置者の定める……他の適切な教科用図書を使用することができる。

　第 73 条の 21　　小学校若しくは中学校……次の各号の一に該当する児童又は生徒（特殊学級……を除く。）                     

　　　　　　　　  ……特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、……特別の教育課程による

ことができる。　　　

　第 73 条の 22　　  ……特別の教育課程による場合においては、……他の小学校、中学校……又は盲学校、

聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を……特別の教育

課程に係る授業とみなすことができる。
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７．学習指導要領はどのような性格をもつのでしょう

⑴　学習指導要領は法的拘束力をもつものです。
　 　 「盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章（特殊教育）に定めるもののほか、教

育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領……　小

学部・中学部学習指導要領及び……高等部学習指導要領によるものとする」（学校教育法施行規則　第73

条の 10）と定められているように、学習指導要領は、法的拘束力をもつ教育課程編成の基準となるもの

です。

　 　学習指導要領は、学校種毎に制定されるべきものですが、同じような内容が重複することや重複障害

児への指導の充実を図ることを考慮して、「盲学校、聾学校及び養護学校　幼稚部教育要領　小学部・中

学部学習指導要領　高等部学習指導要領」として一つの冊子に一緒に定められています。さらに、「盲学

校、聾学校及び養護学校　学習指導要領解説」として、内容別に「総則等編」「各教科、道徳及び特別活

動編」「自立活動編」に分けて、三つの冊子で解説されています。また、それぞれの解説書には、障害別

あるいは学部別の使用を考え、各巻頭に各学校別、学部別の早見表が付けられています。

⑵ 　学習指導要領には、「総則」で、教育目標と教育課程の編成について、「各教科」等で目標、内容
及び指導計画の作成と内容の取扱いについて示されています。

　 　盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校、病弱養護学校のそれぞれの目標及び内容、指導計画の作成と

内容の取扱いについては、小学校、中学校あるいは高等学校の学習指導要領に準ずることとなっており、

「障害の状態や特性に応じた配慮事項」について示されています。

　 　知的障害養護学校については、若干性格が異なるところがあります。そのため、各教科の目標及び内容、

指導計画の作成と内容の取扱いは、児童生徒の特性等を考慮した特別の目標、内容によって別途定めら

れています。

⑶ 　自立活動については、特殊教育諸学校独自の領域です。
　　（第２章第３節の19参照）

⑷ 　平成10年度の改正では、主に以下の点が改められました。
　　① 　「養護・訓練」という名称が、自立を目指した主体的な活動であることを一層明確にするため、　 「自

立活動」に改められました。また、５つの柱と18の項目を見直し、わかりやすく表記するとともに、

項目22項目で示されました。

　　② 　生きる力を育成するため、小学校１・２年生及び知的障害養護学校小学部を除いて、総合的な学

習の時間を創設されました。 

　　③ 　盲、聾、肢体不自由・病弱養護学校の中学部において「外国語」を必修教科とし、知的障害養護

学校中学部においては「外国語」が選択教科として新設されました。

　　④ 　盲、聾、肢体不自由・病弱養護学校高等部の教科では、普通教科の選択教科で「外国語」「情報」「福

祉」が新設され、知的障害養護学校高等部の教科では、普通教科の選択教科で「外国語」   「情報」が、

専門教科で「流通・サービス」が新設されました。 

　　⑤　高等部において学校設定教科・科目が導入されました。

　　⑥　自立活動及び重複障害者の指導に当たって、個別の指導計画の作成が義務づけられました。

　　⑦ 　重複障害者等の指導について、教科の目標・内容等で、中学部では、幼稚部・小学部に、高等部では、

小学部・中学部にと、下学年対応の範囲が拡大されました。

　　⑧ 　職業的自立の推進を重視し、知的障害養護学校中学部の「職業・家庭」の内容に「産業現場等に

おける実習」が規定されました。
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　　⑨ 　特殊教育諸学校が専門的な施設設備や教員の専門性を活かして、地域における特殊教育に関する

相談のセンター機能を果たすことが規定されました。

　　⑩ 　小・中・高等学校の学習指導要領に「交流教育」の規定が明記され、また、小・中学校の学習指

導要領に「特殊学級」「通級による指導」の規定が新たに示されました。

 

 ○「小学校、中学校学習指導要領」　　　　　　　　　　　　　及びその「解説」 （文部省　平成４年）

 ○「盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領」　　　　　　　及びその「解説」 （文部省　平成４年）

 ○「小学校、中学校学習指導要領」　　　　　　　　　　　　　及びその「解説」（文部省 平成10・11年）

 ○「幼稚園教育要領」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及びその「解説」（文部省 平成10・11年）

 ○「盲学校、聾学校及び養護学校　幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領　高等部学

　　習指導要領」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （文部省 平成11年）

 ○「盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説」－「総則等編」「各教科、道徳及び特

　　別活動編」「自立活動編」－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （文部省 平成12年）

資　　　料
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８．新しい教育課程の基本方針はどのようになっているのでしょう

⑴　「生きる力」を培うことを基本的なねらいとしています。
　 　盲・聾・養護学校の学習指導要領は、平成 14 年から実施された完全学校週５日制の下で、各学校がゆ

とりの中で特色ある教育を展開し、幼児児童生徒が豊かな人間性や基礎・基本を身につけ、個性を生かし、

自ら学び自ら考える「生きる力」を培うことを基本なねらいとして、次のような基本方針に基づいて幼

稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じて改善が図られています。

　　①　豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。

　　　　ア 、環境の変化、社会体験や自然体験の減少などを考慮し、人間として調和のとれた育成を一層

重視する必要がある。

　　　　イ 、国際化の進展に伴い、国際社会の中で日本人としての自覚をもち、主体的に生きていく上で

必要な資質や能力の基礎を培う。

　　　　　　ボランティア活動や自然体験活動など体験的な活動の充実

　　　　　　歴史学習の改善や中学部における外国語の必修化

　　②　自ら学び、自ら考える力を育成すること。

　　　　ア 、自ら学び自ら考える力を育成することを重視した教育を行う。

  各教科や「総合的な学習の時間」において、体験的な学習や問題解決的な学習の充実

　　③ 　ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育を充

実すること。

　　　　ア、ゆとりのある教育活動の中で、基礎・基本を確実に学習できるようにする。

　　　　イ、興味・関心等に応じた学習に主体的に取り組むことができようにする。

 　　 各教科の教育内容を授業時数の縮減以上に厳選し、基礎的・基本的な内容に絞る。

　　　　　　中学部において、選択教科の拡充

　　　　　　高等部卒業までに必要な修得総単位数を80単位以上から74単位以上に改める。

　　④　各学校が創意工夫を生かし特色ある教育、特色ある学校づくりを進めること。

　　　　ア 、一人一人の個性を生かす教育を行うためには、児童生徒や地域の実態等を十分踏まえ、創意

工夫を存分に生かした特色ある教育活動を展開することが大切である。

 　　 「総合的な学習の時間」を創設

　　　　　　授業の１単位時間や授業時数の運用の弾力化

　　　　　　高等部の学校設定教科・科目を設ける（知的障害養護学校においては、学校設定教科）

⑵ 　さらに、盲・聾・養護学校においては、「幼児児童生徒の障害の重度・重複化や社会の変化等を
ふまえ、一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を一層重視する。」こととしており、　次
の観点から改善を図っています。

　　ア、障害の重度・重複化への対応

 　 「養護・訓練」を「自立活動」に変更

　　　　　個別の指導計画の作成について義務づけ

　　　　　高等部の訪問教育の実施

　　イ、早期からの適切な対応

 　 幼稚部３歳未満の乳幼児を含む教育相談に関する事項を規定

　　　　　小・中学部及び高等部においても特殊教育に関する相談のセンター的役割について規定

　　　　　重複障害幼児について、専門機関との連携に特に配慮

　　ウ、職業的な自立の推進等

　　　　　職業教育の充実の観点から高等部に選択教科「情報」「流通・サービス」を新設

　　　　　社会の変化等へ対応し、中・高等部に選択教科「外国語」を新設

　　　　　盲聾の専門教科・科目について科目構成を大綱化するとともに、内容の範囲を明確化

　　　　　交流教育の意義を一層明確に規定
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Ⅱ　盲学校、ろう学校、肢体不自由・病弱養護学校の教育課程について

９．教育課程はどのようになっているでしょう

⑴ 　盲学校、ろう学校、肢体不自由・病弱養護学校の教育課程は基本的には「準ずる教育課程」です。
　 　学校教育法第71条に「盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者（強度の弱視者を含む。以下同じ）、聾者（強

度の難聴者を含む。以下同じ。）又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）

に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、合わせてその欠陥を補うために、必要な

知識技能を授けることを目的とする。」とあります。

　 　この規定の中で準ずるということばが使われていますが、法律で使われる「準ずる」とは「同じ」という意味

です。すなわち、障害に応じた特別の教育を除いて盲学校、聾学校及び養護学校では、幼稚部は幼稚園教育要領に、

小学部は小学校学習指導要領に、中学部は中学校学習指導要領に、高等部は高等学校学習指導要領に基づいて教

育課程を編成することを意味するのです。

　 　例えば、盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校及び病弱養護学校の小学部、中学部や高等部では、教育課程編

成の基本と自立活動については、「盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」及び「同高等部学

習指導要領」に基づき教育課程を編成し、各教科の目標、各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年

の内容にわたる取り扱い及び道徳、特別活動については「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」「高等学

校学習指導要領」に準じて編成することとなります。また、指導計画の作成と各学年の内容にわたる取り扱いに

当たっては、「盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」「高等部学習指導要領」第２章に示さ

れている障害別の配慮事項を取り入れることとなります。

盲・聾・肢・病の教育課程 
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10．教育課程はどのような手順で編成するのでしょう

　教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童生徒の心身の発達に応じ、

授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であり、各学校において編成されるものです。

（第１章第２節Ⅰの５参照）

  なお、法律的には、学校教育法第 28 条第３項で小学校の校長は「校務をつかさどる」とされ、この規定

は同法第 76 条で盲・聾・養護学校にも準用されますが、この校務の中でも最も重要なものの一つが教育課

程の編成であり、同法に基づき島根県立特殊教育学校規程に、「校長は、学習指導要領及び教育委員会が別

に定める基準に基づき、教育課程を編成するものとする」と定められています。

　その一般的な手順については、第１章第２節Ⅲの18を参照してください。なお、実際の編成にあたっては、

教育課程編成のための組織を設け、全職員の協力と共通理解のもとに編成作業を進めなければならないこ

とは、言うまでもありません。

11．教育課程編成の特例はどのようなものがあるでしょう

⑴  　教育課程編成の特例には、学習指導要領の「重複障害者等の特例」や学校教育法施行規則に規定
された特例があります。

　　①　障害の状態により学習が困難な児童生徒に関する特例（「重複障害者等の特例」）

　　　　ア、各教科の目標及び内容に関する事項の一部を扱わないことができる。

　　　　イ 、各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を前各学年（下学年）の目標及び内容の全部

又は一部によって替えることができる。

　　　　ウ 、中学部においては、各教科の目標及び内容に関する事項の全部または一部を、当該各教科に

相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部に替えることができる。

（教科の名称は替えない）

　　　　エ 、高等部においては、各教科の目標及び内容の一部を、当該各教科・科目に相当する中学部ま

たは小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって替えることができる。

　　　　オ 、小・中学部においては、幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れる

ことができる。

　　　　　　幼稚部各領域とは　「健康」　　　　（心身の健康に関する領域）

　　　　　　　　　　　　　　　「人間関係」　　（人とのかかわりに関する領域）

　　　　　　　　　　　　　　　「環境」　　　　（身近な環境とのかかわりに関する領域）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　「言葉」　　　　（言葉の獲得に関する領域）

　　　　　　　　　　　　　　　「表現」　　　　（感情の表現に関する領域）

　　　　　　　　　　　　　　　「自立活動」　　（障害に基づく種々の困難の改善・克服に関する領域）

　　②　重複障害者に関する特例（「重複障害者等の特例」）

　　　 　「重複障害者」とは当該学校に就学することとなった障害以外に他の障害を併せもつ児童生徒であ

り、「他の障害」とは視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱について盲・聾・養護学校

での教育が適当とされる程度のものを指していますが、次のア、イの特例の適用にあたっては、指

導上の必要性から、必ずしもこれらに限定される必要はなく、言語障害や情緒障害などを併せもつ

場合も含めて考えてよいこととなっています。

　　　　知的障害を併せ有する盲・聾学校及び肢体不自由・病弱養護学校に就学する児童生徒については

　　　　ア 、各教科そのものを、当該各教科に相当する知的障害者を教育する養護学校の小・中学部、高

等部の各教科によって替えることができる

　　　 　この場合、中学部においては、「社会」「理科」「技術・家庭」を知的障害養護学校中学部の「社会」「理
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科」「職業・家庭」に替え、さらに「学習が困難な児童生徒に関する特例」により、知的障害養護学

校小学部において示されている生活科の目標及び内容を導入することは可能ですが、「生活科」の名

称を使う等教科の名称を替えることはできないことに留意する必要があります。

　　　　イ 、各教科の目標及び内容に関する事項の一部を、当該各教科に相当する知的障害者を教育する

養護学校の小・中学部の各教科の目標及び内容の一部に替えることができる。

　　　　この場合も、教科の名称を替えることはできないことに留意する必要があります。

　　　 　なお、ア、イの場合、小学部の児童については総合的な学習の時間を設けなくてもよいこととなっ

ています。それは、知的障害養護学校の小学部においては総合的な教科である生活科が設定されて

いることからです。

　　　 　重複障害者のうち学習が著しく困難な児童生徒については各教科・道徳・特別活動の目標及び内

容に関する事項の一部をとり扱わず自立活動の指導を主として行うことができます。さらに、各教

科若しくは総合的な学習の時間については、これに替えて自立活動の指導を主として行うことがで

きます。

　　　 　なお、道徳及び特別活動についてはその目標及び内容の全部を替えることはできないことに留意

する必要があります。

　　③　訪問教育に関する特例

　　　 　障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して教員を派遣して教育を行う場合

においても上記①②の特例が適応できます。

　　④　盲・聾・養護学校の教育課程に関して、学校教育法施行規則に規定されている特例

　　　　ア 、児童生徒の心身の発達段階や障害の状態によっては各教科の全部または一部について合わせ

て授業を行うことができる。（合科的な授業）（学校教育法施行規則73条－11－①）

　　　　イ 、知的障害者及び重複障害者を教育する場合において特に必要がある場合には各教科、道徳、

特別活動、及び自立活動の全部または一部について合わせて授業を行なうことができる。（いわ

ゆる領域を合わせた授業）（学校教育法施行規則73条－11－②）

　　⑤　特殊学級の教育課程に関して、学校教育法施行規則に規定されている特例

　　　　ア 、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級の教育課程については、

特に必要がある場合は、（略）特別の教育課程によることができる。（特殊学級の教育課程の特例）

（学校教育法施行規則73条－19）

　　　　イ 、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、言語障害者、情緒障害者、弱視者、

難聴者、その他に該当する児童又は生徒（特殊学級の児童生徒を除く）のうち心身の故障に応

じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができ

る。（通級による指導の特例）（学校教育法施行規則73条 -21）

　　　　ウ 、学校教育法施行規則　73 条 -21 規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、

当該小学校、中学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期

課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部で受けた授業を、当該小学校

若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業と

みなすことができる。（通級による指導の時間のみなし）（学校教育法施行規則　73条－22）
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12．知的障害を併せ有する児童生徒の教育課程はどのように考えるのでしょう

⑴ 　知的障害を併せ有する児童生徒の場合は、各教科そのものを知的障害養護学校の教科にかえるこ
とができます。

　 　盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校には知的障害を併せ有するいわゆる重複障害の児童生徒

も増えてきています。これらの知的障害を併せ有する児童生徒の教育課程は、盲学校、聾学校、肢体不自由・

病弱養護学校学習指導要領に示された各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を、知的障

害養護学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部に替えることができます。ただし教科の名称を変

えることはできません。

　 　また、知的障害養護学校の各教科の目標及び内容の一部に替える場合には、小学部においては総合的

な学習の時間を設けないこともできることとされています。

　　これについては、「第２章第４節の22」を参照してください。

　　指導計画の作成上の配慮事項について、「第２章第１節の２」を参照してください。
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13．授業時数等の取り扱いはどのように考えるのでしょう

⑴ 　小・中学部の総授業時数については、小学校及び中学校の標準授業時数に準ずることとなります。
　 　年間の総授業時数についての考え方は従前と変わらず、学校教育法施行規則別表第１又は第２で示さ

れている小学校及び中学校の標準的な授業時数に準ずることになります。つまり、年間総授業時数は、

小学校及び各学年の総授業時数と同程度確保する必要があります。

　 　今回の改訂において、中学部のクラブ活動は廃止され、小学部のクラブ活動は、総授業時数の中には

含まれないこととなりました。また、学校給食の指導は、従来通り特別活動の時間数には含まれませんが、

学校や児童生徒の実態に応じて創意工夫を加えて適切に行う必要があります。

⑵ 　小・中学部の各教科等のそれぞれの授業時数については、適切に定めます。
　 　各教科等の授業時数については、小学校や中学校のように標準としても定められていないので、各学

校で適切に定めることになりますが、この場合は小学校及び中学校の各教科等の授業時数を十分に参考

とする必要があります。

　 　これについても従来と考え方は変わりませんが、今回、自立活動の授業時数については、105時間とい

う枠がはずされ、各学校で適切に定められることになりました。また、総合的な学習の時間に充てる授

業時数についても適切に定めることができるので、これらを鑑みながら、標準とする総授業時数は確保

しつつ、学校教育法施行規則で示されている小学校及び中学校の各教科等の授業時数も参考としながら、

児童生徒の負担加重にならないよう十分検討して、各教科等の授業時数を定めることが必要です。

⑶　年間授業週数は、年間35週以上にわたって計画することが原則です。
　 　授業は年間 35 週以上にわたって計画することが原則ですが、各教科等や学習活動の特質に応じ、効果

的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができることとされました。

　ただし、中学部の特別活動（学級活動）については適応されません。

小学校年間授業時数の標準 

学　　年 １
年 

各
　
　
教
　
　
科 

２
年 

３
年 

４
年 

５
年 

６
年 

国 　 　 語  

社 　 　 会  

算 　 　 数  

理 　 　 科  

生 　 　 活  

音 　 　 楽  

図 画 工 作  

家 　 　 庭  

体 　 　 育  

道 　 徳  

特 別 活 動  

総合的な学習の時間 

総 授 業 時 数  

272 

 

114 

 

102 

68 

68 

 

90

280 

 

155 

 

105 

70 

70 

 

90

235 

70 

150 

70 

 

60 

60 

 

90

235 

85 

150 

90 

 

60 

60 

 

90

180 

90 

150 

95 

 

50 

50 

60 

90

175 

100 

150 

95 

 

50 

50 

55 

90

34 

34 

 

782

35 

35 

 

840

35 

35 

105 

910

35 

35 

105 

945

35 

35 

110 

945

35 

35 

110 

945

中学校年間授業時数の標準 

学　　年 １
年 

必
　
修
　
教
　
科 

２
年 

３
年 

国 　 　 語  

社 　 　 会  

数 学  

理 　 　 科  

音 　 　 楽  

美 術  

保 健 体 育  

技 術 ・ 家 庭  

外 国 語  

道 　 徳  

特 別 活 動  

選 択 教 科  

総合的な学習の時間 

総 授 業 時 数  

140 

105 

105 

105 

45 

45 

90 

70 

105

105 

105 

105 

105 

35 

35 

90 

70 

105

105 

85 

105 

80 

35 

35 

90 

35 

105

35 

35 

0～30 

70～100 

980

35 

35 

 50～85 

70～105 

980

35 

35 

105～165 

70～130 

980
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⑷　１単位時間の弾力的運用が可能です。
　 　これまで、授業の１単位時間は、小学部では 45 分、中学部では 50 分を標準としていました。しかし、

今回の学習指導要領では、「小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は、各学校にお

いて、児童又は生徒の障害の状態や発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるも

のとする。」と改訂されました。これは、１単位時間を弾力的に運用することができることを意味してい

ます。

　 　具体的には、調理を行う職業・家庭の授業は 70 分授業を行ったり、積み重ねが必要な国語や数学は 20

分授業を毎日行うなど、各学校の創意工夫により柔軟な時間割を組むことができるのです。

　 　ただし、学校教育法施行規則第24条の２別表第１及び同第54条別表第２に定める授業時数の１単位時

間を小学校は45分、中学校は50分とするという規定は従前どおりとしています。従って、１単位時間を

弾力的に扱った場合においても、小学部は 45 分、中学部では 50 分を１単位時間として分数（ふんすう）

で計算し直し、年間総授業時数を確保することが必要となります。
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14．高等部の単位の取り扱いはどのようにするのでしょう

⑴　卒業までに必要な単位数
　 　高等部の標準単位数について、普通教育に関する教科・科目については、高等学校に準じます。

　 　専門教育に関する教科・科目については、高等部学習指導要領（高３）に示す標準単位数を踏まえ適

切に定めることとなります。

　 　また、卒業までに履修させる単位数は、74 単位（自立活動の授業については、授業時数を単位数に換

算して、この単位数に含めることができる。）となっており、高等部学習指導要領の第１章第２款第１に

示されている普通教育及び専門教育に関する教科・科目及び標準単位数（県教育委員会が示した単位数

を含む）を踏まえ履修するものとなっています。

⑵ 　すべての生徒に履修させる各教科・科目（以下「必履修教科・科目」という。）については、以
下のとおりです。

　　①　国語のうち「国語表現Ⅰ」及び「国語総合」のうちから１科目

　　② 　地理歴史のうち「世界史Ａ」及び「世界史Ｂ」農地から１科目並びに「日本史Ａ」，「日本史Ｂ」，「地

理Ａ」及び「地理Ｂ」のうちから１科目

　　③ 　公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治経済」

　　④　数学のうち「数学基礎」及び「数学Ⅰ」のうちから１科目

　　⑤ 　理科のうち「基礎理科」，「理科総合Ａ」，「理科総合Ｂ」，「物理Ⅰ」，「化学Ⅰ」，「生物Ⅰ」及び「地

学Ⅰ」のうちから２科目（「理科総合Ｂ」のうちから１科目以上を含む）

　　⑥　保健体育のうち「体育」及び「保健」

　　⑦　芸術のうち「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」及び「書道」のうちから１科目

　　⑧ 　外国語のうち「オーラル・コミュニケーションⅠ」及び「英語Ⅰ」のうちから１科目（英語以外

の外国語を履修する場合は、学校設定科目として設ける１科目とし、その単位数は２単位を下らな

いものとする。）

　　⑨ 　家庭のうち「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活技術」のうちから１科目

　　⑩　情報のうち「情報Ａ」，「情報Ｂ」及び「情報Ｃ」のうちから１科目

⑶ 　「授業の１単位時間の弾力化」については、１単位時間を50分として計算して年間35単位時間
を確保する必要があります。したがって、１単位時間を50分以外とする場合は、年間を通して十
分な時間を確保するとともに、各学校において生徒の実態及び各教科・科目の特質を考慮して、学
校管理運営上支障をきたさないよう教育課程全体にわたって検討する必要があります。

⑷ 　「週当たりの授業時数」は30単位時間を標準とします。30単位を上回る場合には、32単位時間
程度までとすることとしています。なお、週当たりの授業時数を30単位時間を上回って実施する
場合は、教育的な配慮に基づき、生徒の負担が過重にならないよう十分配慮し、学校や生徒の実情
に応じて適切に定めることが必要です。
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Ⅲ　知的障害養護学校及び特殊学級の教育課程について

15．知的障害養護学校の教育課程はどのようになっているでしょう

　⑴ 　知的障害養護学校の教育課程は、各教科、道徳、特別活動、及び自立活動並びに総合的な学習
の時間（知的障害養護学校小学部を除く）によって編成するものとする（施行規則第73条の７）
となっています。

　　　小学部の各教科は、国語、算数、生活、音楽、図画工作及び体育となっています。

　　 　中学部の各教科は、必修教科が国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭となっ

ており、選択教科として外国語があります。また、「その他特に必要な教科」を定めることができます。

　　 　教育課程を編成し指導内容を選択する場合、学習指導要領に示された、これらの各教科ごとの目標

内容から選択します。従って、下の図の指導内容の分類の段のようになります。

　⑵ 　領域・教科を合わせて指導することができます。
　　 　しかし、精神発達が未分化な状態の児童生徒には、具体的な活動の中で学習することの方が有効で

あるとして「特に必要がある場合、各教科の全部または一部について合わせて授業を行うことができる」

（施行規則第 73 条の 11）とし、また「教科・領域の全部または一部についても合わせて授業を行うこ

とができる」とされています。

　　 　そこで、「学習指導要領解説－各教科、道徳及び特別活動編－」においては、そうした「領域・教科

を合わせた指導」の形態について解説しています。それが、下図の指導形態の分類の段です。

　　 　このように、学習指導要領に示される教育課程の各教科等の内容で分類する段階と実際に指導する

形態で分類する段階とがあり、このことから「教育課程の二重構造」といわれるのです。

図3　教育課程の構造（養護学校小・中学部）

　《指導内容の分類》指導内容を各教科等の内容ごとに整理します。

　　　　　　　　　　　指導内容を指導の　　形態ごとに再構成します。
　《指導形態の分類》
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　⑶　知的障害教育は生活中心の教育です。
　　 　知的障害教育では、生活に結びついた具体的実際的な活動を学習活動の中心にした指導を行うこと

が大切です。その意味から「生活中心の教育」ともいわれます。

　　 　生活中心の教育では、各教科や領域の内容を学問的な体系からとらえ分化した内容の指導ではなく、

社会生活能力の育成などの観点から日常的な出来事の中から取り出した内容を中心に考えます。その

場合、各教科や領域（道徳など）の内容が総合的に含まれた形での学習活動となります。

　⑷　教育課程の編成でも領域・教科合わせた指導を中心として指導の形態別に編成します。
　　 　こうした「領域・教科を合わせた指導」の形態は、「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」

「作業学習」と名付けられています。これらの指導形態の授業のなかには、各教科等の内容を含むわけ

ですから、各教科ごとの指導時間はいくらになるか分けて計画することはできません。

　　 　そこで、教育課程の編成の際にも授業時数の計画では、「領域・教科を合わせた指導」の時間、「教

科別の指導」の時間と、それぞれ指導の形態ごとに計画することになるのです。

　　　それぞれの時間数については、児童生徒の発達段階や実態等に応じて計画することが大切です。

図４　教育課程の編成における「指導の形態」別の時間配分例

　　　①　領域・教科を合わせた指導を中心とした編成

　（例１）２つの形態で行う。

　（例２）３つ以上の指導形態を組み合わせて行う。

　　　

　　　②　領域・教科を合わせた指導、教科別の指導を組み合わせた編成

　（例１） 領域・教科合わせた指導を多くして行

　　　　  う。

　（例２）半分ずつくらいに組み合わせる。

　（例３）教科別の指導を中心に行う。

　（例１）　　　　　（例２）

日常生活
の指導

遊びの指
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日常生活
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16．特殊学級の教育課程はどのようになっているでしょう

　⑴ 　原則的には、小・中学校の通常の教育課程に準じますが、児童生徒の特性に応じた指導が必要
です。

　　  　特殊学級は、小学校又は中学校に設置された学級ですので、教育課程に関する諸規定は、原則的には、

特殊学級にも適用されます。しかし、通常の学校の教育課程をそのまま用いることは児童生徒の実態

からもふさわしくありません。

　　 　たとえば知的障害特殊学級は、精神発達に遅滞がある児童・生徒を対象とした学級であるため、児

童生徒の特性に応じた特別の教育課程が必要です。その他の障害種別の特殊学級についても、障害に

基づく種々の困難があるため、通常の教育課程では難しく、特別の指導が必要であるわけです。その

ため特に必要がある場合特別の教育課程を編成することを、前述の学校教育法施行規則第73条の19で

認めています。特別な教育課程を編成する場合については、文部事務次官通知（平成 11 年 3 月 29 日文

初高第457号）において、次のように示しています。

　小学校，中学校の特殊学級において特別の教育課程による場合は、新しい小学部・中学部学習

指導要領を参考として実施すること。

　　 　教育課程の基準は、学習指導要領です。特殊学級の学習指導要領はありません。従って、小学校特

殊学級では、小学校学習指導要領に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校小学部学習指導要領を参考

にし、中学校特殊学級では、中学校学習指導要領に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校中学部学習

指導要領を参考にする、ということになります。

 

　⑵　知的障害特殊学級の教育課程は独自性をもったものにする必要があります。
　　 　知的障害特殊学級の教育課程は、知的障害養護学校の学習指導要領を参考とすることになります。

　　 　知的障害養護学校に準じて教育課程を編成する場合の各教科の区分や指導の形態については、第１

章第２節Ⅲの 15 のようになります。しかし、特殊学級の児童生徒の実態は、養護学校に在学する児童

生徒に比べて、障害の程度は軽い場合が多く、これらの児童生徒が、将来社会参加・自立するために

必要な教育内容は、知的障害養護学校の学習指導要領の内容を、そのまま適用することもまた適切で

はないといえます。

　　 　知的障害特殊学級では、養護学校の教育課程を参考にしながらも、通常の小学校や中学校の中に設

置されていることを考慮して目標を定め、特殊学級としての独自性をもった具体的な教育内容や指導

計画を立てることが望まれます。

 

　⑶　多様な障害種別の学級が設置されています。
　　 　近年、特殊学級においては、様々な障害種別の学級が設置される傾向が強まっています。島根県に

設置されている特殊学級は、知的障害学級、情緒障害学級、弱視学級、難聴学級、肢体不自由学級、

病弱・身体虚弱学級があります。近年特に、情緒障害学級の設置が急増しており、自閉症児を中心に

特別の教育課程を編成して指導が行われています。情緒障害学級の場合は知的障害を伴う自閉症児が

多く、知的障害養護学校の学習指導要領を参考にして教育課程を編成する場合が多く見られます。た

だし、知的障害のみの児童生徒とは異なり、自閉症の特性を十分踏まえた教育課程の編成を工夫する

ことに留意する必要があります。

　　 　また、その他の学級については、小学校・中学校学習指導要領を踏まえつつ、盲学校、聾学校、肢

体不自由及び病弱養護学校の学習指導要領を参考にして、児童生徒の実態に応じた適切な教育課程を

編成することとなります。
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17．教育課程の編成で留意しなければならないことはどんなことでしょう

　⑴　学校全体の計画です。全体の共通理解を図って取り組みます。
　　 　先に述べたように、教育課程は学校全体の教育計画ですから、学級担任がそれぞれに計画するもの

ではありません。領域・教科を合わせた指導形態の時間についても、様々な考え方があります。こう

した指導形態の違いにより編成上困難な面がありますが、学校全体で十分な討議をしながら、「子ど

もたちにとって何が大切か、子どもたちのためにどうしたらよいか」という視点から共通理解を図り、

計画することが大切です。

　⑵　個に応じた指導内容を選択・組織します。
　　 　児童生徒の指導に当たっては、同じ指導目標を設定し、同じ指導内容や教材による指導は好ましく

ありませんし、無理な場合が多いものです。一人一人の発達段階、生活経験、学習方法等に応じた指

導内容を選択、組織し、興味・関心をもって学習できるような指導の形態や教材・教具等の工夫をす

ることが大切です。

　⑶　指導の形態をエ夫します。
　　 　児童生徒一人一人の指導内容や指導方法は異なります。そうした個に応じた指導とともに、一方では、

学級集団として、学級全体が生き生きとした活動を通して、集団活動としての学習をすることができ

るようにする必要があります。このことから特殊学級においても、領域・教科を合わせた指導である

日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習等を中軸とし、それに領域別の指導、教科別

の指導を適切に組み合わせて編成することが望ましいといえます。

　　 　また、学級によっては、通常の学級との交流や他の学校の特殊学級との合同学習など児童生徒の成

長発達に必要な集団活動の場を意図的に設定することも必要になってきます。

　　　いずれにしても、個別に対応する学習と集団での学習とを組み合わせた計画が必要です。

　⑷　連携をとった指導体制を整える必要があります。
　　 　児童生徒の指導に当たっては、学級担任を中心としながら、学校の全教職員の理解を深め連携を図

りながら、指導体制を整える必要があります。

　　 　特に担任以外の教員が特殊学級を指導する場合には、指導の内容や方法について担任が中心になっ

て、十分話し合っておくことが大切です。「その時間はすべてお任せ」ではなく、受け持ってもらう教

科等の時間も全体計画を基に担任がきちんと意味付けをし、指導者の特性を生かしながら指導しても

らうようにすることが大切です。

　　 　また、通常の学級で授業を受ける場合には、その教科については、該当学年の教育課程で行われま

すので、その内容や授業に対する児童生徒の適応の状況について、十分話し合いながら実態に合った

教育計画となるよう学校全体で配慮すべきです。
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18．教育課程はどのような手順で編成すればよいでしょう

　⑴　特殊学級や養護学校でも、その手順や方法については大きく変わることはありません。
　　 　しかし、教育課程の内容については、学級の児童生徒が知的な遅滞をはじめ指導上様々な配慮すべ

き事柄があることから大きな違いがあります。

　　 　そのひとつに、特別な指導形態がとられるということです。そのため、教科書を使った一斉指導を

中心とする通常の学級の教育課程と大きく違います。そのことが、編成作業で重要であるとともに、

難しいといわれるところです。

一般的な教育課程の編成の手順の一例をあげます。

　 学校の基本方針を明確にする  

　　　　・教育課程の意義や基本的な考え、方針を共通理解する。

　 編成の組織を作る  　

　　　　・組織全体を作り、役割分担、日程等を決める。

　 編成のための事前調査等を実施する   

　　　　・児童生徒の実態、学校の教育課題、運営方針、教師や保護者の願い等を明確にする。

　 教育目標を設定する  　

　 具体的編成作業  ※本書の目的でもあり、以下に具体的に述べます。

　 評価の観点を設定する  

　　 　以上のような流れで、進められると思われますが、特殊学級の教育課程編成では前述のように具体

的な内容が違いますので、学級担任は役割分担をする上でリーダー的役割をはたさなければなりませ

ん。

　　 　学校の事情によっては、特殊教育に未経験な教師が担任する場合もあります。その場合は、教頭か

教務主任、研究主任が実質的な責任者になることが考えられますが、その場合でも、学級担任は自分

の学級の具体的な教育課程の編成ですから、積極的な取り組みをしてほしいものです。
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　「具体的編成作業」

基本方針を確認し共通理解を図る

　　　・実態を基にした個に応じた具体的な目標をたてる。

　　　・集団活動、学校、地域等との関連を配慮した創意を生かした活動を取り入れる。

　　　　※ 特殊学級の場合、担任の教師の指導時間、他の教師の指導時間、交流のあり方など学校全体の

教育計画上の位置づけとの関連が重要となります。

教育内容を選択する

　　　・実態を基にして各教科、道徳、特別活動、自立活動について教育内容を選択する。

　　　・総合的な学習の時間について、児童生徒の興味関心、地域特性などを考慮し内容を選定する。

　　　・学習指導要領及び参考資料を検討し児童生徒に応じた内容を選択する。

　　　　　　 指導形態を工夫する

　　　　　　　　・効果的な指導となるよう指導形態やグループ編成を工夫する。

　　　　　　　　・教育活動全体を通じて行う道徳教育や体育活動の位置づけに配慮する。

　　　　　　　　・実態に応じて交流活動などを具体化する。

　　　　　　 指導内容を再構成する

　　　　　　　　・基礎的・基本的な内容を明確にし、まとめ方や重点の置き方を検討する。

　　　　　　　　・発展的、系統的に指導できるよう内容相互の関連を図る。

　　　　　　　　・指導形態別に指導内容をまとめる。

　　　　　　 年間、週の時数を配当する

　　　　　　　　・指導の形態別に指導時間を配分する。

　　　　　　　　・学校行事等の時間数などとの関連を調整する。

　　　　　　 時程表等を作成する

　　　　　　　　・一日の生活時程を作成する。

　　　　　　　　・週の生活時程表を作成する。

　　　　　　　　　（時程が異なる場合、チャイムなどの検討も必要）

教
育
内
容
を
組
織
す
る

時
間
を
配
当
す
る
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19．教育内容を選択、組織するということはどんなことでしょう

　⑴ 　教育内容の選択にあたっては、児童生徒のニーズを十分理解し、社会・文化のニーズを組み入
れた内容を選択することが大切です。

　　 　教育内容の決定は、社会・文化のニーズ、そして、学習者のニーズのバランスの上に成り立つとい

われています。教育内容の選択にあたって、どのように考えればよいか次に図示してみます。

　　 　社会・文化のニーズとしては、将来の社会生活を送る上で習得が要求される知識、技能、態度など

が挙げられます。そして、これらは時代や社会の変化に応じて変わっていくものと、いつの時代であっ

ても変わらないものを含みます。学校教育においては、学習指導要領に示される内容がその代表です。

　　 　一方、学習者としての児童生徒のニーズは、発達段階に応じた自己実現のための生き生きとした活

動であり、学習の内容としても無理のない克服しやすい課題となります。児童生徒は、将来のために

今を生きているというより、現在の発達の状態や興味・関心に基づくニーズによって今を生き活動し

ているといえます。従って、将来のために無理をするのではなく、今を充実させることが将来の成長

につながると考えるのです。

　⑵ 　発達段階と教育内容の関連について、十分検討することが重要です。
　　 　教育内容を選択、組織するにあたって、児童生徒のニーズ（発達段階）にそぐわない内容を選択し

た結果、それが、抽象的な内容であったり、実態に合わない早すぎたものであったりすれば、学習し

たことが身につかないばかりか、学習への意欲や活動することへの自信を失わせることになり、情緒

的な問題を表したり、発達の可能性を阻害することにもなりかねません。ルールや役割を十分理解で

きない段階であるのに、集団活動を計画し参加させようと強制するのも同様です。

　　 　逆に、児童生徒の現在の障害の状態や発達状況から、将来的な可能性を限定してとらえすぎること

により、社会・文化の要求する内容（将来の生活上要求される内容）をおろそかにしてしまうことは

二次的な発達遅滞を引き起こし、何等準備がなされないまま、将来、社会自立をし社会生活や職業生

活を送る可能性を阻害してしまうことにもなりかねません。

　　 　発達ということばはよく用いられ、様々論議されるところですが、一般的に「心身の構造、機能な

どの量的、質的な変化過程」と考えられ「分化・統合、連続性、順序性、関連性の法則」に基づいて

いるといわれます。

　　 　発達段階をとらえるのに、知能検査をはじめ、種々の心理的検査が用いられますが、その活用にお

いては十分な配慮が必要です。例えば、ＩＱ（知能指数）では同じ「５０」の数値であって障害の程

度が同じようでも、年令段階が異なれば当然状態の現れ方も異なります。また、同じ発達年齢であっ

ても、興味・関心や意欲の違いによる取り組み方の違いもあります。その場合、教育内容も異なり、

例えば、身辺処理に関する内容の違いや言語・数量に関しても理解し得る内容の程度や思考の困難さ

についても、段階的な相違があることに注意する必要があります。
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図5　教育内容の選択・組織

教育内容の選択・組織  
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精神発達　　　　　　　　未分化な状態　　　　　　　　　　　　　　　　　分化した状態

　　　　　　　　　児童生徒のニーズと　　　　　児童生徒のニーズと　　　　より社会的文化的

教育内容　　　　生活経験を基礎　　　　　　　社会的要求を関連　　　　　要求が強い内容

　　　　　　　とした内容　　　　　　　　　させた内容

学習素材　　　　　　　　未分化なままの学習素材　　　　　　　　　　分化した学習素材

　　　　　　　　　　　　　日常生活の指導　

指導形態　　　　　　遊 び の 指 導　　　　　生　活　単　元　学　習　

との関連　　　　　　(領域・教科を合わせた指導)　　　　　　　　　作　業　学　習　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各　教　科　別　の　指　導　

児童生徒のニーズ

生き生きとした活動、成長
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20．教育課程編成の特例はどのようなものがあるでしょう

　⑴　教育課程編成の特例については、「第２節Ⅱの11」を参照してください。

21．授業時数等の取り扱いはどのように考えるのでしょう

　⑴　年間総授業時数は、小・中学校に準じた授業時数となります。
　　　 　知的障害養護学校の授業時数については、基本的には盲学校、聾学校及び肢体不自由・病弱養護

学校の授業時数の取り扱い（第１章第２節Ⅱの13）と同様ですが、総合的な学習の時間については、

小学部に「生活科」があることから、知的障害養護学校の小学部については総合的な学習の時間を設

けないこととなっています。

　　　 　高等部については、年間総授業時数は 1050 時間を標準とし、各教科等のそれぞれの授業時数につ

いては、小・中学部と同様に各学校において適切に定めることとなっています。

　　　 　授業の一単位時間については、小学部45分、中学部・高等部は50分として年間総授業時数をカウ

ントすることとしていますが、実際の授業においては、年間総授業時数を確保しつつ学習内容に応

じて授業時間の区切り方を変えるなど創意工夫を生かした指導ができるようになりました。

　⑵ 　特殊学級等の授業時数については、盲学校、聾学校及び養護学校の授業時数の取り扱いを参考
にして教育課程を編成します。

　　　 　特殊学級は、小学校・中学校に設置された学級であるため、基本的には小学校・中学校の教育課

程に準じますが、特別の教育課程を編成する場合は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部・中学

部学習指導要領を参考にするなどして実情に合った教育課程を編成することとなっております。従っ

て、授業時数についても、年間総授業時数は各学年の標準授業時数を確保しつつ、各教科等のそれ

ぞれの授業時数については、各学校で適切に定めることになります。その際は、児童生徒の実態や

各教科等の目標や内容を十分に踏まえ、指導に必要な授業時数を確保しつつ、児童生徒への加重負

担にならないように適切な時数を定めることが大切です。
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22．児童生徒等の理解と実態把握はどのように進めるのでしょう

　⑴　障害のとらえ
　　 　世界保健機構（ＷＨＯ）の障害の分類が 2001 年に改訂され、障害は「個人の病気によって生じるも

のである」という考え方から、「個人が参加していくうえでの制約であり、その程度は、環境要因（周

囲の理解があるか、学校の受け入れ態勢ができているかなど）と個人の条件（サポートを受けているか、

自己評価・自尊心が高いかなど）によって決まる」という考え方に変わりました。つまり、障害を軽

度・中度・重度といった見方をするのではなく、障害のある児童生徒等にとって、活動の制限をなくし、

社会参加を制約しているものをなくすためには、どのような支援が必要かを多面的にとらえようとす

る考え方に変わってきたのです。このことから、「個々の必要に応じた支援（サポート）を行う」とい

う考え方に基づき、対応をはかることが求められています。

　⑵　実態把握の流れ
　　 　児童生徒等の表面的な行動のみを問題視したり、行動そのものを直接改善しようとする場合、なか

なかよい支援は見えてきません。問題とされる行動を「発達やその子を取り巻く環境等、なんらかの

要因に基づくつまずきや困難からくる行動」と捉えることが大切になってきます。

　　 　まず保護者や教員の気づきをもとに、いつ、どこで、どんな行動がおこるのか児童生徒等とかかわ

りながら観察し、つまずきや困難の事実を正確に把握することが必要となります。その過程では、チェッ

クリストを活用したり、その子を取り巻く教員・保護者間で情報交換することも効果的です。また保

護者等から生育歴、家庭環境、性格、興味関心、好き嫌いなどの情報を収集したり、場合によっては心理・

発達検査によって発達や認知の様子をみていくことも有効です。このように、一人一人の心身の障害

の状態や特性、その子を取り巻く環境を正しく把握することが、適切な支援につながっていきます。

気づき

保 護 者、 教 員 の

気づき

観察と記録

日々の記録

チェックリスト

情報交換

情報収集

生育歴、家庭環境、

興味関心等、心理・

発達検査等

支 援 方 針

共 通 理 解

実践・評価

　⑶　情報収集
　　　①　家庭からの情報収集（アンケート、聞き取り）

　　　　 　詳しい内容については、家庭訪問や個別懇談によって、直接保護者から聞き取り記録すること

が大切ですが、以下のような内容を事前に保護者に記入してもらっておくとよいでしょう。

　・氏名　　・性別　　・生年月日　　・住所および連絡先　　・保護者等の氏名

　・障害の状況　　・身体の状況　　・発作などの有無　　・病院名、主治医

　・服薬（薬品名、服薬量、服薬の時間）　・手帳の有無　　・生育歴　　・配慮事項　等

　　　 　また、家庭での過ごし方（一日のスケジュール）や保護者の願い（現在の生活や学習面の願い、

将来を見通した願い）についても併せて把握しておくとよいでしょう。
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　　　②　学校での情報収集

　　　　 　学校における行動の様子や学習時における課題達成の様子など、生活年齢や指導項目を参考に

し、記録しておくとよいでしょう。その際、あらかじめ現在持っている力とこれから必要と思わ

れる力を具体的に記録しておきます。また、どんな状況の時に課題が多く見られるかについても

記録できるようにしておくとより効果的です。いずれにしろ発達の状況をいろいろな視点から捉

えることが大切になってきます。

　健　　　　　康…健康状態、生活リズム、発作など

　基本的生活習慣…食事、排泄、安全の意識、清潔、ものの管理など

　身　　　　　体…全身運動、手指の操作、姿勢、移動、協応動作、調整力、持久力など

　認　　　　　知… 視覚・視知覚、聴覚・聴知覚、触覚、色・形・空間・時間等の感覚、数量、言語

など

　社　　会　　性… コミュニケーション（意思の伝達、ことばの受容と表出）、対人関係、集団参加、

状況の変化への対応、情緒、興味関心、好き嫌い、こだわりなど

　そ　　の　　他…指導要録等から引継事項、特異な行動、諸検査等の結果など

　　　③　環境条件に関わる情報収集

　　　　 　その子を取り巻く環境を保護者や地域、福祉等から情報収集すると、具体的な支援が見えてきま

す。

　・家族関係　　・経済的・社会的な状況　　・地域行事等への参加状況

　・支援の有無（地域の支援体制、学校の受け入れ態勢、福祉や保健等のサービスなど）

　・家族、友人、仲間等の支持や関係、態度　　・社会的資源（リソース）の状況など

　　　④　発達・心理検査等からの情報収集

　　　　 　心理・発達検査は児童生徒等を客観的に理解できますが、絶対的なものではなく、あくまで仮

説の一つです。ですから、検査結果を数値だけで判断することは避けなければなりません。その

子を取り巻く背景情報や行動観察等、その結果を支持する証拠を収集したうえで、解釈をしてい

く必要があります。

　　　　 　また心理・発達検査は、児童生徒の可能性を見いだすために行いますので、結果として「ここ

までしかできていない」ということが示されたとしても、それは「ここまでできている」という

認識を持って、支援の方法を考えたり、環境を整備していくことが大切です。

　　　　 　なお検査を行う場合は、保護者の了解を得ることが前提ですし、また必ず検査結果を伝えるこ

とも必要です。その際、数値ではなく、検査や行動観察等から得られる児童生徒等の姿や支援方

法を伝えるようにつとめることが大切です。以下に主な心理・発達検査を紹介します。
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【個別知能検査】

検　査　名 適用年齢 検査の特徴

ＷＩＳＣーⅢ知能検査
５歳～

16歳11 ヶ月

全般的な知能の水準や言語性知能および動作性知能等の個人内

差（個人内の認知処理能力の強み・弱み）を把握する検査。最

近、ＬＤ児の診断のためのテストバッテリーとして主に使われ

ている。

Ｋ － Ａ Ｂ Ｃ 心 理・ 教

育アセスメントバッテ

リー

２歳半～

12歳11 ヶ月

子どもの得意な認知処理様式を知ることができる検査。認知処

理過程として「継次処理」「同時処理」に分け、情報を処理し

て問題解決する力を把握できる。また数やことばの知識・読み

の力を測る「習得度」も測定できる。

ＩＴＰＡ言語学習能力

診断検査

３歳～

９歳11 ヶ月

情報を受け取り、それを解釈し、他人に伝えるというコミュニ

ケーションに必要な機能を把握できる。「聴覚－音声回路と視

覚－運動回路」「表象水準と自動水準」「受容過程・表出過程・

連合過程」の３つの次元から個人内差をみる。

グッドイナフ人物画知

能検査

３ 歳 ～ ９ 歳

（精神年齢）

子どもが描いた男の子の人物像から、視覚的能力（協応性、ボ

ディイメージ、空間認知等）の発達を把握できる。

田中ビネー式知能検査 ２歳～成人 知能水準や発達状態を明らかにする。

【発達検査】

新版Ｋ式発達検査
０歳～

14歳程度

姿勢運動、認知適応、言語社会の３領域および全領域について、

発達年齢段階や発達のバランスを把握する。

津守式乳幼児精神発達

診断法
０歳～７歳

乳幼児の日常生活場面の観察に基づいて、運動、探索・操作、

社会、食事、生活習慣、言語の発達を把握する。

ＫＩＤＳ（乳幼児発達

スケール）

０歳～

６歳11 ヶ月

運動領域、操作領域、理解言語領域、表出言語領域、概念領域、

対子ども社会性領域、対成人社会性領域、しつけ領域、食事領

域の９領域から、全体的な発達を把握する。

遠城寺式乳幼児分析的

発達検査

０歳～

４歳７ヶ月

移動運動、手の運動、基本的習慣、対人関係、発語、言語理解

の６領域から全人的に発達状況を把握する。
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【その他の主な検査】

Ｓ－Ｍ式社会生活能力

検査

乳幼児～

中学生

社会生活に必要な生活能力の発達を把握する。生活能力の学習

機会が与えられているかについても評価が可能。

フロスティッグ視知覚

発達検査

４歳～

７歳11 ヶ月

視知覚能力（視覚と運動の協応、図形と素地、形の恒常性、空

間における位置、空間関係）の発達を把握する。

ベンダー・ゲシュタル

ト・テスト
５歳～10歳

９個の幾何図形を子どもに模写させることによって、視覚・運

動能力を把握する。

絵画語彙発達検査 ３歳～10歳 言語理解能力の発達を語彙の側面から把握する。

バウムテスト 幼児～成人

自由に描かせた「一本の実のなる木」について、全体的印象、

樹木の形態、鉛筆の動き、樹木の位置の４つの側面から人格特

徴を把握する。

ＰＦスタディ

欲求不満場面での攻撃的反応や主張性の方向（他責・自責・無

責）や型（障害優位性・自我防衛型・欲求固執型）を明らかに

する。児童用、青年用、成人用がある。

ＰＲＳテスト ５歳～15歳

ＬＤ児診断のためのスクリーニングテスト。平均的な知能で、

聴覚、視覚などにも問題がないのに、その力に応じた学習の結

果が得られない子どもたちのスクリーニングを目的とする。

日本版ＰＥＰ－Ｒ（自

閉症・発達障害児　教

育診断検査）

６ヶ月～

12歳

自閉症や発達障害を持つ児童生徒等の教育診断評価を行う検

査。模倣、知覚、運動機能、認知機能などの発達を把握し、発

達に即した指導を指導の手がかりを得られる。

　　　⑤　情報収集における留意点

　　　　　・児童生徒等保護者の人権に配慮する（プライバシーの保護）。

　　　　　・ 必要な情報かどうか十分に吟味する。特に保護者等へのアンケート・調査をする場合は、毎年、

内容や項目の必要性を再検討する。

　　　　　・個人情報を収集する目的を明確にし、目的以外の使用は行わない。

　　　　　・保護者等に情報収集の趣旨説明を十分に行い、同意を得る。

　　　　　・ 心理・発達検査を実施する場合はその目的を説明し、同意を得るとともに、検査結果を必ず

伝える。

　　　　　・学校や担任が代わるときは、個人別の指導資料としてきちんと引き継ぐ。
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23．実態把握の結果をどのように教育内容の選択・組織につなげるのでしょう

　⑴　教育内容の組織・編成の基本的な手順
　　　① ②

　◎ 児童生徒の実態把握をし、現在の課題

を設定する。
　　

　◎ 現在の課題を達成するための指導方針を

　　立てる。

　　　③ ④

　◎ 実態を考慮し、具体的な教育内容を選

択する。
　　

　◎ 系統性・順序性にそって、教育内容を

組織する。

　　　実際の指導では、一度組織した教育内容を指導形態別に再編成することになります。

　⑵　教育内容の選択、組織の例
　　 　ここで、実態把握からどのようにして教育内容を選択・組織するのか、ある小学校特殊学級の３名

の児童の国語科の教育内容について、具体的に考えてみましょう。

　　　①　児童の現在の実態を理解する

　　　　　ア　諸検査等の概括表から

　　　　　　 　表１に示すように、本学級は、軽度の知的障害児３名で編制しています。学年差も少なく、

知能水準、言語学習年齢、知覚年齢にみられるように発達水準においてほぼ等質の集団と考

えられます。Ａ児やＢ児には情緒的な側面にやや課題もみられますが、３人共に学級におけ

る生活に適応しています。諸検査の結果から、３人にほぼ共通してみられる言語能力の発達

上の課題は次のように理解できます。

　　　　　　　１ ）ＷＩＳＣ－Ⅲの結果より、全体的な知能水準は「精神遅滞」という分類にある。言語

性能力より動作性能力が高い。

　　　　　　　２ ）ＩＴＰＡの結果からみて理解言語に比べて、表出言語が弱さが見られる。また、日常

生活のコミュニケーションを成立させることばの習慣が身に付いていない。

　　　　　　　３ ）視知覚検査における、下位検査の「形の恒常性」「空間における位置」「空間関係」の

弱さから、文字や文章の読み・書きに特別な指導を要するものと考えられる。

　　　　　イ　読み・書きの能力について

　　　　　　 　Ｂ児とＣ児には構音上の課題がありますが、発音器官に問題はありません。知的発達の遅

れによる言語発達の遅れとみられます。また、話しことばを表出して、楽しく活動する言語

環境の整備が十分ではなかったとも推測されます。Ａ児は発音上の問題はなく、話しことば

の表出も多くあります。

　　　　　　 　読み・書きについてはＡ児がやや進んでいるものの、3人とも、少しずつ文字を使い始めた

発達の段階にあると思われます。（読み書きの実態表）

　　　②　実態から必要な教育内容を検討する

　　　　　ア 、明るく楽しい雰囲気の中で、心ときめかせて話を聞いたり、話をしたりできるような活動

を準備する。
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　　　　　イ 、身近なものの名前など、ことばや文字に関心が持ちやすい教材や内容を選んでいく。また、

直接的な体験の中で読み書きの力を高められるよう配慮する。

　　　　　ウ 、視覚、聴覚的弁別の機能や手指の機能などを高めるような感覚・運動的な遊びの要素を取

り入れた活動を行う。

　　　③　教育内容を選択・組織する

　　　　 　以上のような諸調査や観察の資料のまとめから、学習指導要領や同解説における国語科の内容

と照らしあわせ、学級としての国語科の具体的な教育内容を設定していくことになります。

　　　　 　この学級の場合、目標及び具体的内容はおおそよ次のようになるのではないかと思われます。

　　　（表３）

目　

標

日常生活に必要なことばを正しく理解し、表現する能力を養い、ことばや文字に対する

関心を高め、国語を尊重する態度を養う。

具　

体　

目　

標

１ 、経験したことや身近なできごとについて、進んで話したり、聞いたりすることがで

きるとともに、ことばを正しく理解する。

２ 、経験したことや身近なできごとについて、順序立てて読んだり書いたりすることが

できるとともに、正しく表現しようとする態度を育てる。

指
導
内
容

国語科指導内容表（表３参照 )
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　　　④　指導上の留意点

　　　　 　指導する上では、共通の目標・内容とともに、一人一人の個別の目標についても配慮し、その

具体的な指導内容や指導方法について、計画をもっていることが必要です。

　　　　 　また、同じ活動場面においても、それぞれのできる事柄を生かした役割分担のなかで、自信をもっ

て取り組めるよう配慮することが大切です。

経験したことや身近なできごとを進んで話したり、聞いたりすることができる。

Ａ　　　児 Ｂ　　　児 Ｃ　　　児

・ 相手にわかるように、話し

たり伝言したりする。

・ 大事なことを落とさないよ

うに、落ち着いて最後まで

聞く。

・ 伝言をしたり、自分の要

求をはっきりと言ったりす

る。

・ よく聞いて、わからないこ

とは、聞き返す。

・ 見聞きしたことのあらまし

をゆっくり話す。

・ 話しの内容を正しく聞き取

る。

経験したこと、身近なできごとを順序だてて書いたり読んだりすることができる。

Ａ　　　児 Ｂ　　　児 Ｃ　　　児

・ 事柄の順序を考えながら、

簡単な日記を書く。

・ 正しい文字を書くようにす

る。

・ やさしい読み物を、順序を

考えながら読む。

・簡単な日記を書く。

・ 濁音、半濁音の文字を読ん

だり書いたりする。

・ 文字を書くことに興味を

もっていろいろ書こうとす

る。

・ 興味をもって、絵本を読も

うとする。

・ 平仮名のものの名前を読

む。

・ 絵と名前の文字を合わせな

がら書く。

・ かるたなどのカードを読ん

だり書き写したりする。
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〈表１　諸検査等の概活表〉

児　童（性） Ａ　児（女） Ｂ　児（女） Ｃ　児（女）

学 　 　 年 ３　学　年 ５　学　年 ５　学　年

生 活 年 令（ Ｃ Ａ ） ８才７月 11才０月 11才９月

諸　
　

検　
　

査

Ｗ Ｉ Ｓ Ｃ － Ｒ
知 能 検 査

ＶＩＱ　65　
ＰＩＱ　79
ＦＩＱ　68

ＶＩＱ　57　
ＰＩＱ　62
ＦＩＱ　55

ＶＩＱ　51　
ＰＩＱ　62　
ＦＩＱ　52

ＩＴＰＡ言語学
習能力診断検査

言語学習年令　
ＰＬＡ　５才９月 ＰＬＡ　５才９月 ＰＬＡ　５才４月

フロスティッグ
視知覚発達検査

知覚年令　
ＰＡ　　５才－0月 ＰＡ　　５才９月 ＰＡ　　５才４月

聴 力 ・ 視 力 正　　常 正　　常 正　　常

特　記　事　項

○ 明るく、笑顔で話しか
ける。

○ 学習中、落ち着きがな
くなることもある。

○ 動作・行動がかんまん
で、言語面の反応も遅
い。

○ やさしさを示す反面、
感情の起伏が大きい。

○ 作業的な学習は持久力
がある。

○ 明るく活動的で積極的
に友人の世話をする。

〈表２　読み書きの実態表〉

児　　　童 Ａ　　　児 Ｂ　　　児 Ｃ　　　児

発 音

○ すべての音をはっきり
発音できる。

○不明瞭で、聞き取りに
くい 発音がある。
○ 拗長音の発音が不正確

である。

○不正確な発音がある。
○ 長音、拗音、拗長音の

発音が不正確である。

読　
　

む　
　

力

平 仮 名

○全部読める。
○ 短文は読める。

○ 清音は読めるが、濁音、
半濁音、特殊音は読め
ない。

○ 一字ずつひろい読みを
する。

○清音28字は読める。

片 仮 名
○ ほとんどの文字が読め

る。
○ 清音 17 字は読める。濁

音、半濁音は５文字だ
け読める。

○ いくつか、単語で読め
る。

書　
　

く　
　

力

平仮名

○ どの文字も書けるが、
まとまりにくい。

 ○鏡文字がある。
○ 短文を書くことができ

る。

○ 特殊音、濁音、半濁音
は書けないが、清音は
書ける。

○  12 文 字 程 度 の 清 音 を
覚えて書くことができ
る。

片仮名
○  26 文字を書くことがで

きる。
○ 清音 13 文字、濁音８文

字が書ける。
○ いくつかの文字を書く

ことができる。
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表３　国語科指導内容表

〔言　語　事　項〕

○　幼児語を使わないで話す。

小１－ア ．幼児音を使わない

で、はっきりした発音

で話す。

小１－イ ．はっきりした発音を

するために、姿勢、口

形などに注意する。

小３－イ ．その場の状況に応じ

て適切な大きさの声

と速さを考えて話す。

…………………………………

○　 ひらがなの簡単な語句を

見つけて書き写す。

小１－ウ ．ひらがなを読み、ま

た、書く。

…………………………………

○　 かたかなやよく使われる

簡単な漢字を読む。

小１－エ ．かたかなの大体を

読み、また、書くとと

もに、かたかなで書く

語に注意する。

小２－ウ ．かたかなを読み、ま

た、書くとともに、文

書の中でのかたかな

の適切な使い方を理

解する。

小３－ウ ．かたかなで書く語の

種 類 を 知 り、 文 や 文

章の中で適切に使う。

…………………………………

○　 よく使われる簡単な漢字

の書き方や使い方が分か

る。

小１－カ ．文の中で漢字を適

切に使う。

…………………………………

○　 長音、拗音、促音、撥音、

助 詞「 を、 は、 へ 」 な ど

を正しく読んだり、書い

たりする。

表　　　　　現

○　簡単な伝言をする。

○　要望などを言葉で訴える。

○　 見聞きしたことや、経験

したことのあらましを、家

の人や教師などに話す。

○　 話し合いや学級会などで、

聞き手の方を向いて、はっ

きり話す。

○　 用件を落とさずに話をす

る。

○　 必要なときには、ていね

いな言葉を使ったり、共

通語で話す。

○　電話の応答に慣れる。

小１－カ ．経験したことを順序

どおりに話す。

小３－ケ ．筋道をはっきりさせ

て話す。

…………………………………

○　点線の上をなぞって書く。

○　簡単な図形をまねて書く。

○　 文字を書くことに興味を

もつ。

○　 進んで文字を書こうとす

る。

○　 簡 単 な 語 句 や 短 い 文 を、

ひらがなで書く。

○　 教師と一緒に、簡単な手

紙を書く。

○　 簡単な手紙文や日記を書

く。

小１－ア ．文章を書くための事

柄を考えたり、見つけ

たりする。

理　　　　　　解

○　 教師などの説明、友達の

話、簡単な放送、録音な

どを聞いて、内容のあら

ましが分かる。

○　 話を終わりまで注意して

聞いたり、分からないとき

は聞き返したりする。

○　 簡単な放送や録音などの

内容の要点がわかる。

小１－エ ．話の内容を正しく聞

きとる。

…………………………………

○　 ひらがなで書かれた語句

を読む。

○　 絵本ややさしい読み物を

読むことに興味をもつ。

○　 しばしば目にふれる標識、

看板、立て札、掲示など

の意味が分かる。

○　 新聞や雑誌などを、見た

り、読んだりすることに興

味をもつ。

小１－ア ．はっきりした発音で

音読する。

小１－イ ．文章の内容の大体

を理解する。

小１－ウ ．場面の様子を想像

しながら読む。

小２－ア ．文章の内容を考え

ながら音読する。

小２－イ ．時間的な順序、場面

の移り変わり、事柄の

順序などを考えなが

ら、文章を読んだり、

話を聞いたりする。
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Ⅳ　重度重複障害の児童生徒について

24．重度重複障害児の教育課程はどのようになっているのでしょう

　⑴　重度重複障害児の場合は、自立活動を主とした教育課程を編成することができます。
　　 　自立活動は、個々の児童生徒の実態に応じて心身の調和的な発達の基盤を培うことを目標として、

学校教育活動全体を通じて適切に行うものとされています。つまり、自立活動の指導は、特設された

自立活動の時間はもちろん、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の指導を通じても適切

に行われなければなりません。特に自立活動の時間における指導は、各教科、道徳、特別活動及び総

合的な学習の時間と密接な関連を保ちながら指導することとなっています。

　　 　しかし、重複障害者（当該学校に就学することとなった障害以外に他の障害を併せもつ児童生徒）

のうち学習が著しく困難な児童生徒については、自立活動を主として指導を行うことができます。な

ぜなら、これらの児童生徒については、各教科・道徳・特別活動の目標及び内容に関する事項の一部

をとり扱わず自立活動を主として指導を行うことができ、さらに、各教科若しくは総合的な学習の時

間については、これらに替えて自立活動を主として指導を行うことができるという特例が設けられて

いるからです。

　　 　従って、自立活動を主として指導を行う教育課程は具体的には、児童生徒の実態に応じて

　　　①　「各教科、道徳、特別活動の一部」＋「自立活動」＋「総合的な学習の時間」

　　　②　「各教科、道徳、特別活動の一部」＋「自立活動」

　　　③　「道徳、特別活動の一部」＋「自立活動」＋「総合的な学習の時間」

　　　④　「道徳、特別活動の一部」＋「自立活動」

　　 の組合わせが考えられますが、いずれの場合も授業時数の多くを自立活動の指導が占めることとなり

ます。

　　　いずれにしても、

　　　　・　個々の児童生徒の障害の状態や発達段階を把握すること

　　　　・　指導の目標及び指導内容を明確にすること

　　　　・ 　自立活動の内容の中からそれぞれ必要とする項目を選定し、相互に関連づけ具体的な指導内

容を明確にすること

　　　が大切です。
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25．訪問教育の場合はどのような教育課程が考えられるでしょう

　⑴　訪問教育は盲・聾・養護学校における教育の一形態です。
　　 　その教育課程は小学部・中学部においては学習指導要領第１章総則第２節教育課程の編成第５重複

障害者等に関する特例及び第６授業時数等の取扱い第４項によります。また、今回の改訂で、高等部

の訪問教育が実施されることとなり、学習指導要領においても規程の整備がなされました。

　⑵　教育課程については、重複障害者等の特例を適用します。
　　　①　各教科の目標及び内容の一部を取り扱わない

　　　② 　各教科の目標及び内容の全部又は一部を下学年又は下学部の相当する教科の目標及び内容の全

部又は一部に替える

　　　③ 　各教科の全部又は目標及び内容の一部を知的障害養護学校の相当する教科の全部又は目標及び

内容の一部に替える

　　　④　自立活動を主として指導を行う

　　　等の特例を適用することができます。

　　 　また、授業時数に関しては、各学年の総授業時数についても、小学校や中学校に準ずるというので

なく、実情に応じた時数を各学校で適切に定めることができます。

　⑶ 　指導時間は、週３日、一日３時間を上限として、児童生徒の障害の状態に応じて、適切に定め
ることとしています。

　⑷　学習の形態及び内容
　　 　指導を充実させるために、学習の形態としては、訪問先での個別指導と在籍校等でのスクーリング

等を行います。

　　　①　訪問教育児童生徒への自立活動を主とした指導や学年段階に応じた教科指導の形態

　　　②　在籍校の児童生徒との交流により指導する形態（スクーリング）

　　　　　ア　特別活動への参加

　　　　　イ　教科学習・自立活動への参加

　　　③ 　居住地の近隣の学校等での集団指導

　⑸　個別の指導計画の充実
　　 　訪問教育の対象となる児童生徒は障害の程度が重く、また重複していると考えられます。したがっ

て一人一人にあった適切な教育のより一層の充実のために、個々の児童生徒の実態を的確に把握して

個別の指導計画を作成し、それをもとに教育を実施していくことが必要です。

　　 　そのためにも訪問教育の担当教員は随時、校内の教員との連携を図り、教育内容や方法の充実に努

めるとともに、特に施設訪問にあっては連携体制をより一層充実させるよう学校全体として取り組む

ことが必要です。

　　 　また、訪問教育は他の教育形態と比べて多様な状況の中で実施される教育であることから、研究、

研修の場を通して他校との情報交換を積極的に進めることが大切です。
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第１節　盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校について

１．各教科・道徳・特別活動はどのように考えるのでしょう

　⑴　各教科について
　　　①　盲学校、聾学校、養護学校の各教科は、基本的には小学校、中学校、高等学校に準ずる教育です。

　　　　　ここでいう「準ずる」とは、法律上は「同じ」という意味です。従って、盲学校、ろう学校、

養護学校においては、障害に応じた特別の教育をのぞいて、基本的には小学校、中学校、高等学

校と同じ目標、内容で教育を行うことになります。しかし、指導計画の作成と内容の取扱いにつ

いては、児童生徒の障害の状態や特性等を十分考慮しなければなりません。このようなことから、

各教科の指導に当たっては、小学校・中学校学習指導要領解説のそれぞれの教科の説明に加え、

盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領各教科の解説に示されている、指導上の配慮事項につ

いて十分配慮して指導することが大切です。また、複数の障害を併せて有している重複障害者の

場合は、教育課程の特例がもうけられているため、準ずる教育に限らず、特別の教育課程を編成し、

児童生徒の実態に応じた適切な教育課程を編成することができます。教育課程の特例については、

「第１章第２節Ⅱの11」を参照してください。

　　　②　障害別の内容の取扱いに関する配慮事項

　　　　　以下に障害別の配慮事項の内容の取扱いに関するもののみを示します。詳しくは、盲学校、聾

学校および養護学校小学部・中学部学習指導要領第２章第１節第１款の各教科並びに、同高等部

学習指導要領第２章第１節第１款の各教科を参照してください。

　　　【盲学校】

　　　　・ 児童生徒の視覚障害の状態等によって学習上困難を伴う内容については、基本の理解を促す事

項に重点を置いて指導すること。

　　　【聾学校】

　　　　・ 児童生徒の聴覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重

点を置いて指導すること。

　　　【肢体不自由者を教育する養護学校】

　　　　・ 児童生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して、指導内容を適切に精選するとと

もに、その重点の置き方や指導の順序等を工夫すること。

　　　　・ 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては、特に自立活動における

指導との密接な関連を保つようにし、学習効果を一層高めるようにすること。

　　　【病弱者を教育する養護学校】

　　　　・ 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては、特に自立活動における指導との密接な関

連を保つようにし、学習効果を一層高めるようにすること。

　　　聾学校の小学部の場合を例にとると、児童の状態によっては、教科の目標を達成するために、より

多くの時間をかける必要があり、指導内容を精選して扱うことが多いのです。

　　　例えば、国語科においては、幾つかの物語題材の内の一つを、または、説明文という単元の内の一

つの題材は漢字のみを学習するという程度に軽く扱う、また言語事項のある部分については、自立活

動の時間に扱うというような精選の仕方が考えられます。
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　　　算数のような教科については、指導内容によって精選することは難しいので、児童の障害の状態に

もよりますが、それぞれの内容について、基礎的・基本的な事項に重点を置いた扱いをすることにな

るでしょう。

　⑵　道徳について
　　　道徳については、小学部・中学部とも小学校・中学校学習指導要領に準ずるほか、以下のように示

されています。

○ 児童又は生徒の障害に基づく種々の困難を改善・克服して、強く生きようとする意欲を高め、

明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図る必要があること。

○ 各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間との関連を密にしながら、経験の拡充を

図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができるように指導する

必要があること。

　　　道徳教育の目標及び内容については、小学校・中学校に準じて道徳の時間をはじめ、学校教育全体

を通して指導するものです。それに加えて、児童生徒が自己の障害についての認識を深め、自ら進ん

で障害に基づく種々の困難を改善・克服して、強く生きようとする意欲を高めるよう指導する必要が

あります。また、各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の指導との関連を密にしながら、

経験の拡充を図り、道徳的心情や道徳的判断力、道徳的実践力を育てていくことが大切です。

　　　道徳教育を展開するに当たっては、各学校において全教師の協力のもとに「道徳教育の全体計画」

とそれに基づく「道徳の時間の年間指導計画」及び「学級における指導計画」を作成する必要があります。

また、道徳の時間については、35 週以上にわたって行うこととし、各学校において適切に定めること

となっています。

　　　高等部の道徳教育については、人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通

じて行う必要があります。盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校においては、各教科・科目、

特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間において、それぞれの特質に応じて適切な指導を行う必

要があります。

　⑶　特別活動について
　　　小学部・中学部の特別活動の目標等は、小学校・中学校学習指導要領に示すものに準ずるほか、盲学校、

聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領に示すところによるとされています。特別活動の内

容は、小学部においては、学級活動、児童会活動、クラブ活動及び学校行事の各内容から構成されており、

中学部においては、学級活動、生徒会活動及び学校行事で構成されています。

　　　高等部の目標等は高等学校学習指導要領に示すものに準ずるほか、盲学校、聾学校及び養護学校高

等部学習指導要領に示すところによることとなっています。高等部の内容は、「Ａ　ホームルーム、Ｂ

　生徒会活動、　Ｃ　学校行事」となっています。

　　　特に、盲学校、聾学校及び養護学校については「学級活動について、少人数からくる種々の制約を

解消し、活発な集団活動が行われるようにすること」や「集団活動を通して小中学校の児童生徒及び

地域の人々などと活動をともにする機会を積極的に設けること」が大切です。
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２．指導計画の作成に当たっての配慮事項はどんなことでしょう

　⑴　合科的・関連的な指導をすすめることが大切です。
　　　学習指導要領第１章総則第２節教育課程の編成第７の１の（４）に「小学部においては、児童の実

態等を考慮し、指導の効果を高めるため合科的・関連的な指導を進めること。」とあり、平成元年版の

「合科的な指導が十分できるようにすること」という表現に比べて、さらに進めていこうという意図が

明示されました。

　　　小学校においては、従来から低学年において「生活科」を中核として行われている合科的な指導を、

中学年以上にも進めていくという条項が、学校教育法施行規則第２５条の２に「小学校においては、

必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。」と示され

ました。この規定は盲学校、聾学校及び養護学校の小学部にも準用されます。

　　　合科的な指導とは、教科のねらいをより効果的に実現するための指導方法の一つであり単元又は１

コマの時間の中で、複数の教科の目標や内容を組み合わせて学習を展開するものです。また、関連的

な指導とは、各教科の指導内容の関連を検討し、指導の時期・方法などを相互の関連を考慮して指導

するものです。

　　　盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の児童は、障害や病気のために生育途上の生活経験の幅が狭

くなりがちであり、外界からの情報や刺激の取り込みが苦手な場合が多く、そのため、ある一つの教

科の内容について学習する場合、経験をしていない事や、受容ができにくい事は、他の教科の内容と

関連づけ、興味をもって理解できるような指導を展開することが必要です。特に知的障害養護学校小

学部の各教科の指導内容においては、抽象的な思考を促す内容より具体的で生活に密着した内容の構

成になっています。知識を単なる知識に終わらせず生活や経験に結びついた生きた力とするために、

相互に関連する内容の部分で合科的な指導を行い、児童がより興味・関心を持ちながら学習できるよ

うに展開することが大切です。

　　　例えば、中・高学年のある部分において理科と社会を合科で展開し、関連する内容が家庭科にも含

まれているなら家庭科のその単元を同一の時期に指導する等の方法です。

　　　指導者の創意工夫によって、各教科の合科的・関連的指導は大変幅と奥行きのある充実した展開に

なるはずです。

　　　合科的・関連的指導を展開するに当たって留意することは、あくまでも各教科の目標・内容に基づ

いて指導計画を立てること、児童の発達段階を考慮して弾力的な扱いをすること、内容が広がりすぎ

て内容が逸脱し負担加重になったりしないこと、授業時数は、それぞれの教科の時間から充当するこ

とになるので学年末になってある教科の内容を指導する時間がなくなったということのないように予

め十分指導計画を立てておくことが大切です。

　⑵　重複障害者の個別の指導計画を作成しましょう。
　　　重複障害者の指導にあたっては、保護者の意見を聞きながら、長期的目標や短期的目標を定め、指

導内容や配慮事項を明確にした個別の指導計画を作成し、きめ細かな指導の充実を図るとともに、保

護者や地域の人々への説明責任を果たすことが大切です。

　⑶　家庭や地域社会との連携を深め、学校相互の連携や交流を図りましょう。
　　　児童・生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、学校の

教育活動全体を通して、小学校の児童又は中学校の生徒及び地域の人々と活動をともにする機会を積

極的にもうけるようにすることが必要です。
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第２節　知的障害養護学校及び特殊学級について

Ⅰ　指導の形態

３．領域・教科を合わせた指導とはどのような指導でしょう

　⑴　生活中心の体験的な学習です。
　　　知的障害児にとって、抽象的なことばや数を理解していくことは苦手です。知識や技能をそれぞれの

教科や領域の系統性のみで指導していくより、まず生活の中で具体的に学習していくことが効果的です。

従って、教科別、領域別に分けて指導するより、分けない形で総合的に指導する方が効果的だといえま

す。実際的な活動を通して、繰り返し経験する中で身につけていくのです。

　　　例えば、生活の中での活動は、それぞれが独立してあるわけではありません。「お買い物」を例にと

れば、お母さんから頼まれたことを聞いて、メモをして、お店やさんまで行き、「○○ちょうだい」と

言ったり品物を選んだり人に尋ねたりもします。そして、お金の計算をして支払ったりおつりをもらっ

たりします。お店の人に「ありがとう」と言ったりします。

　　　そうしたことが、一つ一つ「国語」や「算数」の学習内容であり、また、「生活」や「社会」の学

習内容であるわけです。道徳で指導することとされている内容でもあるわけです。このような生活的、

実際的な活動を通して、児童生徒の興味・関心を大切にしながら、教科や領域の内容を具体的に学習

していくのが、領域・教科を合わせた指導なのです。

　⑵　領域・教科を合わせた指導には「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」「作業学習」
などの形態があります。

　　　これらの指導形態ごとの考え方や内容等は、以下のページで述べます。

　⑶　発達段階に応じた一人一人のねらいに沿った（学習）活動が組織できます。
　　　養護学校や特殊学級の集団は、小人数であっても個人差が大きく、通常の学級のように一斉指導に

よる授業はきわめて困難です。また、一人一人に応じた個別指導は、特殊教育の基本ですが、単なる

個別指導ではなく、集団を通しての個別指導（集団の中の個別化）が重要です。

　　　領域・教科を合わせた指導の形態では、集団が多様で比較的発達差があっても、同じ活動を一緒に

しながらそれぞれの課題に応じた活動が準備できるということがあります。

　　　例えば、「生活単元学習」や「作業学習」では、学級全体としてはひとつの目的的な活動に向かって

まとまった集団活動を行いますが、児童生徒一人一人は、自分の力に応じた役割分担をもって活動に

取り組むことによって、個別の課題達成を図ることができます。

　　　効果的な学習を展開するには、児童生徒の心理的特性と学級集団の特性から指導内容や指導方法が

いろいろと工夫されなければなりません。
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４．日常生活の指導はどのように考えるのでしょう

　⑴　日常生活の指導は、日常の生活が充実し、豊かで確かなものに高まるよう援助する指導です。
　　　日常生活の指導は、日常生活にとって必要な事柄を日常生活の流れに沿った活動を通して指導しよ

うとする領域・教科を合わせた指導の最も基礎的な指導形態です。特に、基本的な生活習慣が十分身

についていない段階の児童には、これからの社会生活や対人関係の調和において基礎となる指導です。

　　　指導内容としては、基本的生活習慣や身辺の処理に関する内容、集団生活において必要な内容、そ

して、社会生活に関わる内容など生活科の内容を中心に、いろいろな領域・教科に関わる内容です。

一日の流れの中から指導内容を見ると次ページのようになります。

　⑵　一日の学校生活の流れに沿って実際的な状況の下で行われます。
　　　学校生活には、毎日ほぼ同じように繰り返される活動があります。その中で、必要性がある時の指

導を大切にします。例えば、大小便をする時の排泄指導であり、手を洗う必要のあるときの手洗い衛

生の指導であり、着替えの時の着脱指導や整理整頓の指導です。その場、その時の指導が効果的であり、

日常生活に必要な諸活動に精一杯取り組み、なしとげられるように、生活の流れを整え必要な援助を

行います。

　　　毎日繰り返される指導でも、固定化し常同的にならないようより高い水準の活動のし方に変えてい

くことが必要です。

　⑶　指導時間は週時程の中では帯状にして指導する必要があります。
　　　日常生活の指導の内容は、学校生活の一日の流れの中で指導することが多いものです。ですから○

曜日の○時間目と○曜日の○時間目に、あるいは、○月は排泄指導、○月は食事指導というような指

導計画にならないのが普通です。児童生徒の実態によっては指導の軽重をつけるという意味から、取

り上げて重点的に指導することもあります。

　　　登下校の指導が必要な児童生徒の指導なども、日常生活の指導として授業時間数として考えること

ができます。また、数十分ずつ分けて指導した場合でも一日の中で１単位時間の指導と考えることも

できます。

　⑷　特別活動との関連の深い内容が多くあります。
　　　例えば、朝の会や帰りの会としての時間は、特別活動の学級活動と関連があります。「給食の指導」は、

学級活動の内容にも含まれていますが、この指導時間は、学級活動のうち「学校給食に係るものを除

く」との特例規定から、授業時間には数えません。しかし、低学年の中には、食事指導が重要な指導

内容となる場合があります。このような場合には、学級活動としての「給食指導」ではなく日常生活

の指導としての「食事指導」という考えに基づいて計画する必要があります。学級活動の「給食指導」

とは目標や指導内容が異なってくるのです。

　

　⑸　個別化を図り、スモールステップでの指導計画が必要です。
　　　日常生活の指導は、児童生徒が一日の生活に見通しをもち、より自立的に確かなものにするための

指導です。そのために、次のようなことに配慮する必要があります。

　　　①　個人の実態に合わせた重点を決め、長期の目標と短期の目標をスモールステップで指導する。

　　　②　急いで中途半端にするより、時間をかけて意欲を育て、正しい習慣、態度を育てるようにする ｡

　　　③　援助の方法を、身体的援助（一緒に）→視覚的援助（モデル）→言語的援助（声がけ）など段

階的に工夫する。

　　　④　他教科との関連や家庭との連携を図る。



－54 － －55 －

日常生活の指導の機会と指導内容（例）

指導の機会 具 体 的 指 導 内 容 個別の指導内容

登 校
始 業 前

・目的地へいく。
・時間を意識し遅れない。（交通機関）
・あいさつをする。
・履き物を自分のげた箱へいれる。
・着替えをする。
・持ち物を整頓する。
・戸や窓をあけたり、準備をしたりする。
・動植物の世話など係りの仕事をする。

（
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
指
導
内
容
を
設
定
す
る
）

朝 の 会
（ 全 校 集 会 ）

・日直などの係りをする。
・月・日・曜日などを知る。
・一日の予定や過ごし方を話し合う。
・歌を歌う。
・点検や記録をする。（身体の調子、持ち物、衛生）
・身近かな出来事やニュースについて話し合う。
・指示に従って移動する。
・全体の中で行動する。

学 習

・合図で行動する。
・学習態度を身につける。
・進んで取り組む。
・学用品や道具を大切に使う。

給 食
（ 食 事 指 導 ）

・身支度を整える。
・配膳、片付けをする。（食品と食器、量や数、手順、衛生）
・食事の作法を身につける。（食器や箸の使い方、よく噛む）

掃 除

・合図でとりかかる。
・身支度をする。
・順序よく掃除をする。（手順の理解、共同して働く）
・用具の使い方を知る。（ほうき、雑巾）
・しっかりと働く。（仕事の分担、後始末）

帰 り の 会

・今日のこと、明日のことを確かめる。
・発表する。
・連絡帳や日記を書く。
・帰りの歌、あいさつをする。
・戸締まりなどをする。

一 日 の 中 で

・排泄の指導（予告、便所の使用、手洗い等の習慣）
・遊びの指導（きまりを守る、仲良くする、順番を守る）
・時間の指導（時間を理解する）
・ことばの指導（ことば使いや応対の仕方を身につける）
・服装、身なりの指導
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５．遊びの指導とはどういう指導でしょう

　⑴　子どもは、遊びによって発達するものです。
　　　遊びが「遊びの指導」として教育活動に位置づけられるということは、大きく 2 つの理由からです。

一つには、遊びが発達を促す作用をもつことが発達心理学等で明らかにされてきたこと、そして、も

う一つには、養護学校等の児童の障害の程度が重度化の傾向にあることです。

　　　遊びの活動の中には、探索活動、創造活動、社会的活動があり、その中で身体的活動を通して、言

語や数量などの初歩的な概念形成、知覚・認知、想像性、運動、更に対人関係などの諸領域の発達に

効果があることが明らかとなり、その教育的意義が認められています。

　　　子どもたちは、日常的な遊びなどの活動を通して、自分自身の力で多くのことを理解し獲得してき

ます。しかし、知的障害児の多くは、生活の中で出会うことに対して、意識し理解してきた経験が非

常に少ないのです。また、発達段階的にも、こうした経験による学習を多くする必要があります。そ

のため、教育・保育の場で遊びを取り入れることが多くなってきました。

　⑵　遊びは、本来それ自体が目的であり子どもの生活そのものです。
　　　遊びについての定義は様々なされていますが、それ自体が目的であり何かの手段として用いるもの

ではありません。まさに子どもの生活そのものといってもよく、楽しむために遊ぶのです。遊びに没

頭し、成し遂げ、満足することは日々の生活を充実させ、明日への期待をもたらすといえます。

　⑶　「遊びの指導」とは「遊びを支える」ことです。
　　　「遊びの指導」は、遊びを支えることです。遊びが存分にできる場や道具を用意したり、発展し拡大

するように援助します。そして、教師もその中に交じって、楽しく遊んだり誘いかけたりするのです。

違うものをもってきて違う発想で使ってみたりしながら、子どもに遊ぶ楽しさ、おもしろさを感じさ

せるよう側面から支えることが指導といえます。

　　　遊びの指導に当たっては、次のような点を考慮することが重要です。

　　　①　児童が、積極的に遊ぼうとする環境を設定する。

　　　②　教師と児童、児童同士のかかわりを促す場を設定し、遊具等を工夫するようにする。

　　　③　身体活動が活発に展開できる遊びを多く取り入れるようにする。

　　　④　遊びをできるかぎり制限することなく、安全に選べる場や遊技を設定するようにする。　

　　　⑤　自ら遊びに取り組むことが難しい児童には、遊びを促し、遊びに誘い、いろいろな遊びを経験

させ、遊びの楽しさを味わわせるようにする。教師と児童、児童同士のかかわりを促す場を設定し、

遊具等を工夫するようにする。

　⑷　遊びを「自由遊び」と「課題遊び」に分けることがあります。
　　　遊びは、本来自由なものであり、それ自体を目的として楽しむものですから、課題遊びというのは

おかしいかも知れません。しかし、教科や保育的内容から、ある課題を含む遊びに限定して、学習や

治療的な遊びとすることもあります。例えば、題材として、砂、水、紙、粘土、積み木などで設定し

た場や材料で取り組む遊びや、子ども同士の関わりの機会を多くした遊びです。子どもは、ただおも

しろくて遊ぶのですが、教師は遊びのもつ効用を意図していくことになります。これらの遊びが発展

すると、課題意識をもった生活単元学習や音楽、図工、体育等の指導につながることになります。

　　　このような場合でも、指導の姿勢としては、何かを身につけ「させる」為に指導するのではなく、

楽しく遊ぶことが「できる」ように支える姿勢をもつことが大切です。
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６．生活単元学習はどのような考え方や取り組みをするのでしょう

　⑴ 　生活単元学習は、生活上の目的や課題を成し遂げるための自発的、主体的な活動を育てる学習
です。

　　　生活単元学習は、児童生徒が実際の生活のなかで経験していることやこれから経験するであろう活

動をとりあげ、それを教育的に再構成して、教科や領域の内容を指導する形態の学習です。

　　　ある単元の活動に取り組むことによって、生き生きした活動や望ましい経験をし、また、充実した

生活を送ることが、めあてや見通しをもった行動をする力となります。

　　　その意味で、自立的な生活に必要な事柄を学ぶための、きわめて実際的で総合的な活動（学習）だ

といえます。そして、この活動を経験する中で、児童生徒一人一人のニーズに応じた事柄を学習して

いくということになります。自分の課題に向かって主体的に取り組んでいく経験を積み重ね、充実感、

満足感をもつことが生活する力や資質を高めていくことになるのです。従って、その土台となるのは、

児童生徒の興味・関心であり、発達段階に応じた内容が用意されることで生き生きとしたものとなる

のです。

　　　生活単元学習では「見通しをもった生活を」「主体的な活動で」「自立的に送る」ことをめざして　

います。

　⑵　単元の組み方を考えてみると次のような観点が考えられます。
　　　一つは、単元の性格、内容からとらえる考え方、他の一つは、児童生徒の発達段階からとらえるそれです。

　　　①　単元の内容、性格からは次のように分けて考えることができます。

行事単元 民族行事、地域行事、

学校行事等から

「お正月」「ひな祭りをしよう」「七夕会」「お月見会」「新入生歓迎」

「遠足にいこう」「合宿」「学習発表会」

季節単元 季節的な活動から 「春（秋）を見つけにいこう」「夏祭り」「収穫祭」「雪遊びをしよう」

課題単元 目的的な活動から 「○○ランドで遊ぼう」「おやつを作ろう」「文集作り」「○○（公共

施設等）へいこう」

偶発単元 偶発的な出来事から 「○○さんのお見舞い」「お別れ会をしよう」「小鳥が死んだ」

　　　　　これらは、はっきりと区別されるものではありません。行事は季節とも関連が深いし、行事に

あわせて、課題を設定した活動にするなど、それぞれ関連があるものがあります。
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　　　②　児童生徒の発達段階からとらえる考え方をまとめてみると次のようになります。

比較的発達段階が低く、集団
活動としてまだまとまりにく
い段階

・生活単元学習の先行経験としての活動とも言える遊び型の単元
　「遊びの指導」として位置づけられる場合もある。

興味ある素材を取り上げ、受動的から能動的な活動にしていく。一人の
取り組みから、まわりへ広げる。

比較的発達段階が低いが、集
団活動ができはじめた段階

・行事や季節単元と関連したお楽しみ会的な単元
繰り返すことで、簡単な見通しや目的をもった行動がとれる力を育てる。
期間も短期間の展開になる。

比較的発達段階が高く、集団
活動としてまとまった段階

・行事や課題単元など、問題解決の活動内容を含む単元
自分達で計画したり、方法などを解決したりしながら協力しあう活動と
して展開する。比較的長期間の展開も可能になる。

  　

　　　　　このように、学年差や能力差が大きい集団であっても、それぞれの発達段階に応じたねらいを

もって活動に取り組みながら、全体としても共通の目標の実現に向かうことになります。

　⑶　単元設定と展開の留意点は次のようなことが考えられます。
　　　①　単元は、実際の生活から発展し、児童生徒の興味や関心、発達水準の合ったものであり、個人

差の大きい集団にも適合するものであること。

　　　・　一人一人の生活を観察し、どんなことに興味・関心をもっているか、また、どんなことを、ど

のような場でやり遂げることができるかなども把握しておくことが必要です。

　　　②　単元は、必要な知識・技能の獲得とともに、生活上の望ましい習慣・態度の形成を図るものであり、

身に付けた内容が生活に生かされるものであること。

　　　・　低学年では、余り刺激のない生活の場で学習を展開することが多く、どちらかといえば教室内

で「ごっこ遊び」等を中心とした展開が多くみられます。高学年になると、社会生活の経験も少

しずつ取り入れて、校外での活動を入れた題材を選んでいくようになります。更に、中学校では

社会性を高め、言語活動も盛んにしていく場を取り入れた活動を多くすることが考えられます。

　　　・　単元でも、実際的な社会生活との関連をもった学習内容を工夫していくことが重要で、校外学

習を取り入れていくことの意義もそこにあります。

　　　・　作業量を見ると、低学年は体力的にも作業量の多いものや機器を取り扱ったりする活動は不向

きです。学年が進むにつれ、そうした機器の取扱いや作業量も増やした方がよいでしょう。

　　　・　こうした単元の活動によって身につけた、興味・関心、技能、習慣や態度が学校外の生活にも

活かされるよう配慮します。

　　　③　単元は、児童生徒が目標をもち、見通しをもって、単元活動に積極的に取り組むものであり、

目標意識や課題意識を育てる活動をも含んだものであること。

　　　・　学習経験を積み上げていくことによって、実際的に生活する力はついてくるわけですから、い

つも新しいことや初めてのことばかりに取り組んだり、逆に、いつまでも同じことの繰り返しで

あってはなりません。これまでに学習してきたことがどんなことであったか、そのなかでどのよ

うな活動や役割をしてきたかということを知っておくことが必要です。

　　　④　単元は、一人一人の児童生徒が力を発揮し、取り組むとともに、集団全体が単元の活動に共同

して取り組めるものであること。

　　　・　生活単元学習では、いろいろな場で、いろいろな方法で学習していきますが、児童生徒はまず、

一人一人が自ら聞き、話し、書き、作っていきます。そうした活動を人とのかかわりをもった活

動へと発展させ、できるだけ多くの仲間や人々とふれあうようにしていきます。共同して取り組
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む中で自分がしてあげたこと、自分がしてもらったことを心に強く受けとめていくことで豊かな

人間性が育っていくと考えます。

　　　⑤　単元は、各単元における児童生徒の目標あるいは課題の成就に必要にして十分な活動で組織さ

れ、その一連の単元の活動は、児童生徒の自然な生活としてのまとまりのあるものであること。

　　　・　単元の内容は、種々考えられますが、大切にしたいことは、単にそれぞれの領域や教科の内容

を取り入れた活動をつなぎ合わせるのではなく、一連の活動が、児童生徒の自然な生活の流れと

して経験ができるようにすることです。このような活動の中で、児童生徒の活動が活発になって

いくにつれて、領域や教科の内容が自ずと取り込まれていくものと考えられます。

　　　⑥　単元は、豊かな内容を含む活動で組織され、児童生徒がいろいろな単元を通して、多種多様な

経験ができるように計画されていること。

　　　・　単元の展開は、２、３日で終わる場合もあれば、１週間、１カ月、時にはそれ以上続く場合も

あります。指導計画を立てるにあたっては、年間どのような単元を予定するか、どのような構成

にし展開するか、ということを検討しておくことが大切です。

　　　・　単元の目標は、児童生徒の自発的・主体的な活動を育てることですから、児童生徒の活動が、

事前の計画と違った方向へ発展する場合もあります。そういう場合にも対応できるよう、その時

時の流れに応じて、計画を修正し、発展させる柔軟な姿勢が求められます。教師の用意した計画

を無理に押し進めても、児童生徒の「見通しをもつ力、主体的に活動する力、自立的に生活する力」

は育たないでしょう。

　　　　【適切な評価を行うことの必要性】

　　　　　生活単元学習は、生活中心の体験的な学習ですから、学習により変容していく姿は、日常生活

との関わりでとらえていくことが多くなります。教科の内容についても、生活の場の中で、話す、

読む、書く、計算すること等、こまめに観察し記録しておくことによって、評価していきます。

その資料は、即時的に指導にフィードバックされるとともに、生徒の変容を評価していくことに

なります。

　○日常生活の指導の手引 （文部省　平成　６　年）

　○遊びの指導の手引 （文部省　平成　５　年）

　○盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説－各教科、道徳及び特別活動編－

 （文部省　平成12年）

　・その他多くの実践事例や解説書が出されています。

資　　　料
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7．作業学習とはどのようなものでどう位置づけるのでしょう

　⑴　作業学習は、「作業活動を学習の中心にして、働く力ないしは生活する力を高めることを意図し、
そのために必要な知識、技能及び態度を身につけること」がねらいです。

　　　作業学習は、児童・生徒の能力や特性を考慮した指導の形態であり、他の領域・教科を合わせた指導（日

常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習等）と学習活動は、本質的に共通するものです。

　　　生活単元学習が、児童・生徒の具体的な生活経験を取り上げてそれを学習活動として再構成してい

るのに対し、作業学習は、文字どおり作業活動を中心的な教育活動として取り上げ、活動に取り組む

ことによって、家庭や社会において働く生活に必要な知識、技能、態度を育てようとするものです。

　⑵　小学校知的障害特殊学級や知的障害養護学校小学部においても作業学習のねらいは大切です。
　　　作業学習は主として中学校特殊学級や養護学校の中学部、高等部において実施されています。小学

校においては、厳密に言えばかなり困難があると思われますが、低学年段階から、日常生活の指導や

生活単元学習の中に作業的な活動は多く、作業学習とは位置づけなくとも、係り活動や飼育栽培といっ

た作業活動を経験することも必要です。高学年になるにつれて、より作業的生産活動の要素が強まる

でしょう。これらのねらいは、働く活動を通して喜びを味わわせ進んで働こうとする意欲を育てるこ

とです。

作業的内容 低　学　年 中　学　年 高　学　年

学習道具や遊び道具の片付け

係り活動やお手伝い

日直の仕事

給食当番

掃除や教室の整理整頓

製作活動

動植物の世話

買い物

簡単な洗濯や裁縫

調理活動

栽培活動

生活上の基本的な

活動として

（日常生活の指導）

基本的な活動

道具の使用

共同的な作業

（生活単元学習） 作業の分担

共同的作業

生産的な活動

（生活単元学習）

　⑶　中学校知的障害特殊学級や養護学校高等部において作業学習は重要な教育活動となります。
　　　中学校特殊学級では、近年作業学習の位置づけの比率が少なくなってきていますが、作業学習のも

つ教育効果を見直す必要があります。作業学習の指導は、直ちに将来の就職のための準備学習として

とらえるのではなく、自ら身体を動かし、手足を使って社会生活を体験的に理解し、自立的な生活を

送るための重要な指導形態であるという認識をもつ必要があります。

　　　高等部においては、卒業後直ちに社会人として生活していく生徒が多いことから、作業学習を中心

とした教育が行われる必要性は高いでしょう。学校によっては、教育課程のほとんどを作業学習で編

成しているところもあります。
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　⑷　作業学習の内容
　　　作業学習で取り上げる内容は、学級の構成人数、発達段階、地域の実状、そして、指導者の特性や施設・

設備によって制限されますが、多く取り上げられているものは次のようなものです。

【中学校特殊学級、高等部での作業種目例】

・栽培（野菜、花、穀類など） ・調理（主食、副食、菓子類など） ・木工（装飾、家具、おもちゃなど） 

・ 紙工（箱、装飾類、しおりなど） ・印刷（通信用、表彰状、文集など） ・陶芸（食器、花器類、置物

など） ・縫製（袋もの、カバー類など） ・食品製造（漬物、乾物類など）

・その他地域の特産品など

◎ 年間、継続して取り組むものを計画します。

◎ 一つの作業種では、その内容が偏るので、いくつか組み合わせて計画します。

【作業学習（作業種）の望ましい条件】

 
①生徒にとって教育的価値の高い作業活動等を含み、それらに参加する喜びや完成の成就感が味わえる

こと。

②地域性に立脚し、原料・材料が入手しやすく、永続性のある作業種を選定すること。

③生徒の実態に応じた段階的な指導ができるものであること。

④障害の状態等が多様な生徒が、共同で取り組める作業活動を含んでいること。

⑤作業内容が安全で健康的であり、作業量や作業の形態、実習期間などに適切な配慮がなされていること。

⑥作業製品等の利用価値が高く、生産から消費への流れが理解されやすいものであること。

その他、

　①担当する教師の特性や指導力　②作業を行う場所の広さや設備　③作業を行うに当たっての連携が

とれることなどの条件も考慮します。

　⑸　継続的な取り組みが大切です。
　　　作業学習として取り組む活動は、単発的なものではなく、原料から製品へ、生産から消費へ、といっ

た一連の諸活動が継続的に行われることが大切です。例えば、栽培活動でも、苗植え一収穫だけでは

なく、土づくり、種の購入、除草、水や肥料の管理、そして、収穫物の販売、加工等といった活動が

繰り返されるようにします。その中で社会生活との関わりや経済生活の仕組みを学習することになる

のです。

　⑹　作業学習の発展としての産業現場等における実習
　　　中学部の職業・家庭及び高等部の職業に示す産業現場等における実習を、他の領域や教科と合わせ

て実施する場合、作業学習として位置付けられます。その場合、産業現場等における実習については、

現実的な条件下で、生徒の職業適性等を明らかにし、職業生活ないしは社会生活への適応性を養うこ

とを意図して実践するとともに、各教科等の広範な内容が包含されていることに留意する必要があり

ます。

　　　産業現場等における実習は、これまでにも企業等の協力により実施され、大きな成果を上げていま

すが、実施に当たっては、保護者、事業所及び公共職業安定所などの関係機関との密接な連携を立て

ることが大切です。また、実習中の巡回指導についても適切に計画する必要があります。
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○作業学習指導の手引き（改訂版） （文部省　平成７年）

○盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説－各教科、道徳及び特別活動編－

 （文部省　平成12年）

○作業学習ハンドブック

資　　　料
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８．教科別の指導とはどのような指導でしょう

　知的障害教育では、児童生徒の特性から、各教科で計画した指導内容をそのまま各教科で指導するので

はなく「領域・教科を合わせた指導」のなかで、指導する方が望ましいといわれています。しかし、教科

の種類や児童の発達段階によっては、指導内容を分化し（つまり各教科毎の内容によって）　時間を設けて

指導する方が効果的なものもあります。

　そこで、教科別の指導という指導の形態が考えられます。この教科別の指導について理解するためには

次の点に留意する必要があります。

　⑴　教科別の学習は、領域・教科を合わせた指導を補完するものです。
　　　領域・教科を合わせた指導の形態と教科別の指導形態は、よく二律背反するものとして対比的にと

らえられがちですが、そうではありません。両者は、その学習活動の中で学習する内容が関連をもち

ながら補完するものであるということを知っておかなければなりません。生活中心の領域・教科を合

わせた指導を行う中で、その指導だけでは指導しきれないもの、あるいは、効果が少ないものを補完

する指導ということです。

　　　つまり、教科別の指導とは、『生活単元学習や作業学習などの領域・教科を合わせた指導による指導

では偏りのある内容を、各教科の内容毎に再編成し、その系統性に基づいて一定の時間指導する指導

形態』です。

　⑵　教科別の指導は、教科指導とは違います。その違いをまとめてみます。

教　　科　　指　　導 教 科 別 の 指 導

目　標 学習指導要領に基づいた各教科ごとの目標、内
容を指導することです。

学習指導要領には示されていません。
指導の形態としてあります。

内容の構成 補完的意味合いではなく独立して学問的体系に
基づいて構成されます。
普通は教科書によっています。

合わせた指導の偏りを補完する内容で構成され
ます。
実態や活動に応じて教師が選びます。

指　導 各教科ごとの年間計画に従って、それぞれに指
導されます。

合わせた指導の活動に従って、関連する内容が
指導されます。

領域・教科を合わせた
指導

日常生活の指導
遊びの指導
生活単元学習
作業学習

領域・教科を合わせた指
導との関連
　・ 系統的、ドリル的指導

の必要性の強い内容
　・ 合わせた指導では自然

な形で取りにくい内容
　・表現、創造的活動
　・ 治療的な意味を持つ活

動

言語・数量等の内容

情操的な内容（音・美）

体育的な内容

（領域・教科合わせた指導） （観　　点） （教科別の指導）

図8
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　⑶　教科別の指導を行うのは、発達段階や指導過程によって異なります。
　　　①　対象児童生徒の発達段階による違い

　　　　　一般的には、発達段階が低い時期は、領域・教科を合わせた指導を中心にすることが多く、発

達段階が高くなるにつれて教科別の指導で行う内容が増えてきます。

　　　②　教科の性格や内容による違い

　　　　　国語、算数（数学）では、繰り返しの技能練習が必要な内容など、同じ教科でも、内容によっ

て教科別の指導時間をとったほうがよいものや、音楽、体育などほとんど教科別の指導の形態が

適しているものなどがあります。

　　　③　指導過程の段階による違い

　　　　　単元を展開していく過程の中でも、例えば、導入段階では領域・教科を合わせた指導として取

扱い、中盤で教科別に繰り返し指導したり個別に練習したりして、終盤はまた、領域・教科を合

わせた指導の中で扱うという展開も考えられます。

　　　　　従って、指導計画の中では、教科別の指導の内容が領域・教科を合わせた指導と無関係に配列

されているのではなく、関連を図るように計画することが必要なのです。

　⑷　指導の際の留意点
　　　①　画一的な指導にならないよう内容や方法を工夫する。

　　　　　ただ単に、ドリルとしてこなすだけの学習は厳に慎みたいものです。

　　　　　たとえ技能的な繰り返しの練習が求められる内容であっても、指導にあたっては、指導者とコ

ミュニケーションをとりながら活動できる工夫をし、遊戯化したり操作活動を多くしたりする工

夫が求められます。

　　　②　安易な個別指導にしないようにする。

　　　　　教科別の指導になると、どうしても個人差がでてきます。一人一人に応じてとは言うものの、　

すべてが、個別学習の形にならないようにしたいものです。

　　　③　指導内容を、個々の児童生徒の将来的な見通しから選択し、段階的に指導する。

　　　　　それぞれの、教科的な視点から実態に応じた内容を系統的に選び、指導計画をたてておくこと

が必要です。そのために、「個人別の指導内容表」と合わせて「集団として共通する指導内容表」

を作成しておきます。

　　　④　縦系列より横系列の充実を図るような内容を計画する。

　　　　　縦系列、つまり、その教科の系統性や順序性ばかりを重視して次の段階へ進むような計画では

なく、横系統、つまり、そのことを「いつでも、どこでも」使えるように実際の生活に広げ生か

せるようあらゆる形での指導を心がけることも必要です。

　　　　　例えば、計算力として、紙の上で「１けたの足し算ができたからすぐ２けたを」と考えるので

はなく、生活の中で「いつでも、どこでも、どんなものでも１けたの足し算（の考え方）が使える」

ようになることを目指した指導が大切です。

領域別の指導とはどのような指導でしょう

　領域とは、いろいろな使われ方をします。「盲学校・聾学校及び養護学校の教育課程は、各教科、道徳、

特別活動、自立活動の４領域でまとめられている」といえます。また、「教科の「国語」の指導内容は、表

現、理解の２領域で、「図工」は、表現と鑑賞の２領域で構成されている。」ともいいます。

　ここでいう領域別の指導というのは、「第１章第２節Ⅲの15」に示したように指導の形態として「道徳」「特

別活動」「自立活動」の指導を「特設した時間で指導すること」を指します。各教科も本来は一つの領域で

すが、大きな役割を占めること、内容の性格が異なることから前述のように「教科別の指導」として分け

られています。
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９. 道徳の指導はどのように位置づけるのでしょう

　⑴　ほとんどが、領域・教科を合わせた指導の中で扱われます。
　　　道徳の授業時数については、小学校及び中学校では、週 1 時間、年間 35 時間（第 1 学年は 34 時間）

を標準とすることが定められていますが、あわせて「学校の教育活動全体を通じて行う」となってい

ます。

　　　知的障害養護学校では、領域別の指導として道徳の時間を特設して指導するのではなく、領域・教

科を合わせた指導として、学校生活全体の中でいわゆる「道徳に関する指導」として、指導している

場合がほとんどです。

　　　学習指導要領の総則にも述べられているように「特設した時間で指導しなくてもよい」ことになっ

ているからですが、それは、次のような理由からです。

　　　①　道徳は、机上の学習による観念的理解だけの指導では効果がなく、児童生徒が問題に直面した

ときに即応的な指導をすることが効果的だからです。

　　　　　例えば、「仲よくする」「優しくする」とか「苦しいことも耐えてやり遂げる」とことばで言っても、

実際の生活の中でそうした体験がなければ身についたものにはなり得ません。ことばで唱えるこ

とより、そうした体験を含む活動を通して、実際に「優しくする」場面や「やり遂げる」場面で

の指導を重視します。

　　　②　道徳の内容は、合わせた指導の中に多く含まれる内容です。

　　　　　日常生活の指導では、基本的生活習慣の内容は道徳の内容とも重複しています。

　　　　　遊びの中にも、必ず「仲良くする」「助け合う」「きまりを守る」「親切にする」等ということを

指導していきます。これは、生活科の内容でもあり、道徳の内容でもあります。

　　　　　生活単元学習や作業学習でも、学習活動の中で道徳の内容に関連する指導場面が多くあります。

学習活動を展開する中で、態度や習慣の形成を通して身につけたい道徳の内容があります。「協力

する」「責任をもつ」「やり遂げる」「あいさつや礼儀」「整理整頓する」「身なり、清潔に気をつけ

る」等々、実際的な場面でその都度指導していきます。

　　　　　特殊学級の場合も、道徳の時間を特設した時間の指導としてではなく、上に述べたように、領域・

教科を合わせた指導などの時間を通して扱うことになります。

　⑵　「道徳の時間」は特設しなくても、全体計画の中には道徳の指導内容について、他の指導との
関連で計画しておくことがよいでしょう。
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10．特別活動の指導はどのように位置づけるのでしょう

　⑴　特別活動の指導は、次のような内容です。

A　学級活動

　a　学級や学校生活の充実

　s　 日常生活や学習への適応・健康

安全

（学級、学校の諸問題の解決、仕事の分担等）

（ 生活や学習の適応、基本的生活習慣、人間関係の育成、学校給食等）

　　（中学校）将来の生き方と進路の適切な選択に関すること

B　児童（生徒）会活動 （委員会活動、代表委員会、総会等）

C　クラブ活動（小学部のみ） （興味や特技に応じた内容等）

D　学校行事

　a　 儀式的行事

　s　 学芸的行事

　d　 健康安全・体育的行事

　f　 遠足・集団宿泊的行事

　g　 勤労生産・奉仕的行事

（入学式、始業式、終業式、全校集会、卒業式、新任式等）

（音楽会、学習発表会、作品展、クラブ発表等）

（健康診断、大掃除、避難訓練、運動会、競技会等）

（遠足、修学旅行、校外活動、宿泊学習等）

（飼育栽培、清掃美化、学校園の手入、公共施設の清掃等）

　⑵　特別活動は日常生活の指導や生活単元学習の内容と関連が深くなります。
　　　学級活動は、日常生活の指導との関連が深く、朝の会、帰りの会等を日常生活の指導とした場合、

一日20分ずつに分けた指導時間とするということも考えられます。

　　　生活単元学習のところでも述べたように、学校行事として計画される内容は、比較的見通しをもち

やすく、児童生徒にとって楽しみにすることが多いものです。従って、これらの行事を、生活単元学

習として単元構成して、取り組むことになります。

　⑶　授業時数に含まれるのは、学級活動です。
　　　授業時間数に関しての規定は、学級活動（高等部ではホームルーム）は授業時間数を定めることと

なっています。児童会（生徒会）活動や学校行事の時間は授業時間数としては数えられません。また、

学級活動の中でも「給食指導は除く」とされています。

　　　学校行事等を生活単元学習として指導した場合、例えば「運動会」では、運動会当日は学校行事の

時間数とし、前後の指導時間は「生活単元学習」の授業時数として、総授業時間数に充てることにな

ります。

　　　クラブ活動は、小学校において、適切な時間を定めて実施することとなりましたが、中学校におい

ては廃止されました。ただし、中学部において同好会的な活動を学校裁量の時間として実施すること

は可能です。

　⑷　特別活動の時間に交流を図る活動を計画するとよいでしょう。
　　　特殊学級では、児童会活動（生徒会活動）、クラブ活動、学校行事の時間を、可能な限り通常の学

級の児童生徒と共に活動することをめざして教育課程を編成し、参加するように配慮したいものです。

教科学習の中での交流は、交流といっても、能力的な差が意識され、また、ふれあいを深める関わり

を持ちにくいことが多いものです。しかし、クラブ活動や学芸的行事または遠足・宿泊的行事を通し

ての交流では、比較的、ふれあいやすく深まることが多いのです。
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Ⅱ　指導計画等

11．指導計画等はどのように作成するのでしょう

　教育課程に基づいて児童生徒の興味ある活動を促進するような具体的な学習活動を展開するためには実

際に指導していくための指導計画が必要です。指導計画の作成は、目標を達成するための筋道をたてるこ

とであり、その筋道によって具体的な学習活動が展開されることになります。

　⑴　年間指導計画
　　　①　全体計画

　　　　　年間を通した全体の指導目標、指導内容、指導形態に基づき、単元ごとに、指導する時期や時

間数の割合について配列します。時期ごとに取り組む活動の大まかな展開について各指導形態ご

との関連に配慮し、全体として調和のとれた計画にします。

　　　②　指導形態別（教科別、領域別）年間指導計画

　　　　　指導形態別の年間計画をたてておくことも必要です。教科別の指導の年間計画は、各教科の指

導内容表に近いものです。

　⑵　月ごとの指導計画
　　　③　年間指導計画では、単元の配列や大まかな時間数の計画にとどまるため、それからは、実際の

授業の展開までは読み取れません。そこで、年間指導計画を更に具体化し、指導のねらいを明確

にしたり、展開の流れを具体的に計画します。指導をすすめるうちに修正する必要もでてくる場

合がありますので月ごとあるいは週ごとの指導計画が必要です。

　⑶　単元ごと指導計画
　　　④　単元ごとの指導計画は、一般に「学習指導案（細案）」といわれるものです。ひとつの単元につ

いての指導計画と一単位時間の指導計画になります。

　　　◎その他、児童生徒の実態やねらいに合わせた各教科や領域ごとの内容を選択した「指導内容表」

を作ります。指導要領の解説に示された「各教科の具体的内容」を参考にします。

①全体……年間指導計画
　（例：年間計画一覧）
②横軸……形態別年間計画
　（例：作業学習）
③縦軸……月別指導計画
　（例：４月の計画）
④枠内……単元指導計画
　（例：生単の６月）

図９　指導計画の関係模式図

②

③

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

④生 活 単 元

作 業 学 習

教 科 別

教 科 別

①年間計画一覧
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　⑵　指導計画をたてる前にまず子どもと一緒にできることをみつけてみましょう。
　　　初めて子どもと接した時には、それこそ「どうしたらいいんだろう」と思うでしょう。はじめから

「年間計画をもって」というのがよいかも知れませんが、まず、子どもと一緒にできる活動に取り組ん

でいくことをスタートにしてもいいでしょう（図の右回り）。そして、その繰り返しのうちに、だんだ

ん輪が広がって、ある見通しができると目標が立ち、指導形態や活動の中身が計画でき（図の左回り）

「まとまりをもった単元に……」なってくると考えることもできます。

　⑶　少しずつ見通しがたったら、短期間の計画（単元計画）を具体的に表してみましょう。
　　　はじめから、目標や指導内容が優先して「こんなことをさせよう、教えてやろう」と考えていくと

うまくいかないことも多いものです。上の図の右回りの小さい円から徐々に、子どもの様子がわかり

活動の見通しがたってくれば「次は、こんな活動が……」「こんなことも組み合わせて……」と広がっ

ていくと思います。

　　　計画をたてた後、あるいは修正することも必要になってきます。計画に固執しないで、子どもの状

態に合わせて修正していくことの方が大切です。計画表や一覧表などを作っておくのは、計画的な指

導をしていこうとするとともに、修正しやすくもなるからです。

　⑷　年間計画をたててみましょう。
　　　指導計画の中心は、学習する内容を構成した単元の設定と展開の計画です。これらの「単元」や「題

材」を、指導する時期や時間数の割合について配列したものが年間計画です。

　　　年間を通した全体の指導目標をもって指導形態ごとに「単元名」や「題材名」で配列します。

　　　一般的に次のような手順によると立て易いでしょう。実践例などを参考にしてみましょう。

　　　①　横に各学期（月）をとり、縦に学校行事の欄、指導形態ごとの欄、そして、備考欄等に分けた

一覧表を作成します。

　　　②　それぞれの指導形態ごとに、指導する内容（単元名や題材名………どんなことを）を指導時期（い

つごろ）を考えて大まかに配列します。

　　　　・ 領域・教科を合わせた指導（生活単元学習等）を中心にしている場合は、学校行事や季節など

まとまりのある
ものとして

（単元の流れ）

明日にどう
つなげていったら

（１週間の流れ）

この続きを
どのようにしたら

（一日の流れ）

今、この子と
どのように

（１時間の流れ）

興味・関心他の活動をどう取り入れてどんな指導内容か実　態

次の活動は
どんなことが

（単元計画）

いつ頃取り組むと
スムーズに

（年間計画）

どのような形態が
よいだろう

（指導の形態）

どんなねらいを
もって

（目標・ねがい）
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を考慮して指導の時期を決めます。

　　　③　領域・教科を合わせた指導の単元の中に予定（予想）される内容と教科別の指導で取り上げる

内容について、その関連をはかるようにして配列します。

　　　　・ 教科別の指導の欄では、教科別の指導として取り出して指導する内容と、その他、合わせた指

導の中で関連する内容とあるので、印をつけておくと分かりやすいでしょう。

　　　④　その月の総授業時間数とそれぞれの単元の指導時間数について配当し調整します。

　　　　・ 例えば、４月の授業時数は、３週計算で総授業時間数は80時間、他の行事と合わせ90時間設定

です。５月も連休などがあるため、３週計算で90時間で計画します。

　　　　　 　各学校には行事予定の年間計画が作られているはずですから、それによって授業時間数など

を予め計画しておくことは、ゆとりをもった指導の実施に大切なことです。

　　　　　 　また、週５日制の実施により、授業時間数について今まで以上に検討しておく必要があります。

月ごとの時間数を出してみましょう。

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計

時
間

　⑸　指導計画を作成する際には、次のことに気をつけましょう。
　　　①　児童生徒の心身の発達の状態や学校、地域の実態を考慮して、全体的な調整を図り、年間を見

通した計画になるようにします。

　　　　（どのような内容を、どのような形態で、どの時期に、どの程度の時間で）

　　　②　単元の配列が、単に、行事や季節的なものの羅列であったり、児童生徒の発達の状態を考えな

い指導者の押しつけの内容にならないようにします。

　　　③　児童生徒の生活経験、興味・関心、将来予想される生活等を考慮した多様な活動を用意します。

　　　④　指導計画は、あらゆる場面を想定し、児童生徒の主体的活動を促すようなものにします。

　　　⑤　実際の指導では、実態に合わせて内容を精選することも大切です。また、変化に対応して、柔

軟に実施します。
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12．週時程はどのように組むのでしょう

⑴ 　一日の生活のリズムを大切にし、それが繰り返されるような流れにします。
　 　知的障害の養護学校や特殊学級では、生活中心の教育が展開されています。日常生活の指導にしても、

生活単元学習や作業学習にしても、毎日繰り返される生活の流れの中で、いろいろな学習内容を指導し

ていくようにしています。それが、児童生徒に自分のものとして身についていくには、その活動を主体的、

自主的なものにする必要があります。

　 　主体性や自主性が育つには、生活がある一定のリズムをもって自然な流れとして繰り返され、自ら取

り組むことの見通しがもてるようになることが必要です。

　 　今、「学校の生活づくり」ということが盛んに言われています。これは、学校生活においても、このよ

うな生活の自然な流れを大切にしながら、活動が展開される必要があるからです。児童生徒の活動がリ

ズムをもって流れ、充実するにつれて活発になり、主体的、自主的なものとなるとの考えから学習活動

を組み立てていくことを目指したものです。

⑵　基本的な流れは、共通なものがみられるようになってきました。
　 　知的障害養護学校や特殊学級における基本的な生活の流れは、下の図のような共通性がみられます。

この背景には、一日の活動にゆったりと取り組めること、そのような流れは児童生徒にとって自然であり、

それが繰り返されると見通しがもちやすいこと、などが考えられます。

　図10　知的障害養護学校や特殊学級にみられる基本的な生活の流れ

⑶　特殊学級で交流の授業をする場合にも、基本的な流れを大切にしたいものです。
　 　特殊学級の児童生徒が、通常の学級で授業を受けるために出かけることが多く、まとまった時間がと

れないということをよく聞きます。特に、在籍する児童生徒数が多い学級に多いようです。このような

場合、まず、通常の学級で授業を受けることの意義を考える必要があります。

　 　交流に出かけたり、教科別の学習が多い場合にも、児童生徒の負担や身につく学習となるかどうかを

考えると、あまり、一日の流れがモザイクのようにならないように配慮したいものです。

登校

↓

一

日

の

流

れ

下校

→ １ 週 間 の 流 れ

月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 　
………………

………………

………………

………………

日常生活の指導

運動や体育、音楽

その日の中心活動

となる領域・教科

を合わせた指導等

教科別の指導や

日常生活の指導

………

………

………

………

児童生徒の実態に応じた活動を取り

上げます。

身体の諸機能や意欲を高めるように

し、次の活動へ移ります。

生活単元や作業に取り組むなど課題

を焦点化して学習します。教科別の

学習が入る場合もあります。

児童生徒の実態に応じて、ゆったり

と生活指導や教科別の学習に取り組

みます。
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　週時程表の例（特殊学級で交流の多い学級の場合）

◎ それぞれの児童の該当学年に交流学

級を設け、朝の会、給食を共にする。

 ・ 体育３時間の内２時間は○先生に

持ってもらう。１時間は担任が持つ。

 ・ ６年、４年の図工については担任の

指導であるので、該当学年の児童と

共に指導する。

 ・ 体育２時間と火曜日の生活２時間は

担任も出かけて補助をしながら児童

を側面的に援助する。

 ◎ 生活単元学習については継続して

行うことがあるので時程を変更して

行う。

 ・ 日常生活指導（D 児を除く）道徳指

導は生活全般において適宜指導す

る。

　 　一日の流れが細切れになるということは、それだけ、目当てや見通しが多くなるということであり、

あれもこれもとなってしまいます。児童生徒に、一日あるいは一週間の見通しがもてるように、「ふし」

や「くぎり」をつけてまとまりのあるものとして活動が行われるようにします。そのためには、少なく

とも一日のうちのある時間帯、一週間のうちのある曜日は、学級集団での学習が行えるよう、他の学級

での授業を入れないなどの工夫が必要です。

　 　また、生活単元学習や作業学習に取り組む期間については、その単元に継続して取り組めるよう ､ 週

時程を組み替えるなどの柔軟な取り組みも必要です。

　　（実践例の中にも、生活単元に取り組む期間の週時程を組み替えている例があります）

　 　このような時程を組むには、教育課程の編成に際して、学校全体での理解を図り、時程編成での配慮

をしてもらうなどの協力体制が必要です。

月 火 水 木 金

朝会 交流学級 交流学級 交流学級 交流学級 交流学級

１

生単 生単

６年
図工

生単 生単

２
６年
図工

音楽

３

国語 体育
（○先生）

音楽 国語

Ｄ児
日常生活

生活
（Ｍ）

４年
図工

４

体育
（○先生）

生活
（Ｍ先生）

算数

Ｄ児
日常生活

体育 生活
（Ｍ）

４年
図工

昼
給　　　　　　食　　　（学　年）

清　　　　　　掃　　　（縦わり）

５

図工 算数

Ｄ児
日常生活

国語

Ｄ児
日常生活

国語 算数
Ａ

４年
体育

６

作業 クラブ 特活 作業

２年
音楽

日
生
Ｄ
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13．単元別の指導計画はどのように立てるのでしょう

   単元（あるいは題材）別の指導計画は、一般に「学習指導案」の形式の中に示されますが、領域・教科

を合わせた指導では、多くの活動を組み合わせて単元構成をします。従って、これらの活動の展開につい

て計画を立てておくことも必要になります。生活単元学習の計画を例にしてみましょう。

⑴　興味関心のあることからスタートします。
　　何かのきっかけで「○○へ行ってみたいな」ということから、単元として計画してみます。

　 　次のページの単元計画は、かなりの長期間のものです。次々と関連する活動が自然な流れで展開され

ています。

　　注：予定する内容です。すべての子にさせたり要求するわけではありません。

⑵　児童生徒の実態によって、単元のまとまりとしての長さ（活動内容）は異なります。
　 　当然のことながら、発達段階によって、興味・関心の持続する長さが違います。「○○しよう」という

計画で始めても、その活動にたどりつくまでに目標を見失ってしまっては、興味・関心もなくなり途中

で立ち往生することになります。

　 　いろいろな活動を組み合わせるにしても、いくつかに分けて単元名をつけて、短い期間での見通しや

目標をもった活動にすることも可能です。また、今の時点では、取り上げない活動もあります。すべて

計画通りしなくてはいけないということでありません。計画の修正が必要です。

　 　全体では、「社会見学」ですが、「○○へ行こう」「版画を作ろう」「学習発表会で発表しよう」などと

区切ることもできます。要するに、子どもたちが、ある活動に対し目的意識と見通しをもって実践的に

取り組める長さやめあてをもとにして、単元の期間を設定するということになります。

⑶　さらに、それらの活動が発展し、新しい活動へと広がっていくことも考えられます。
　 　「学習発表会で発表しよう」ということから「見学の様子や心に残ったことをまとめ、発表する」とい

う取り組みも考えられます。また、絵を描いたり、版画を作ったりしたことから「作品展に出そう」と

いう単元ができ、「社会見学 ( ○○へ行こう )」の取り組みで学習した、計画をたてることや交通機関を

利用すること、見学のマナー等の学習が繰り返されることになります。

　 　そうした経験の繰り返しが、学習した事柄を身につけることになり、段階ごとに高められてくるとい

えるでしょう。
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　単元計画例（生活単元学習）

　「社会見学　　○○へ行こう」　　　　　　　１．２．３……９は順序。①、②、③は予定時間数。

１ 

２ 

５ 

６⑤ 

３ ４ 

７ ８ ９ 

計
　
画 

準
　
備 

実
　
践 

反
　
省 

発
　
展 

見学計画をたてる② 

・見学に行く日（○月○日○曜日） 
・見学に行く所 
・どんなことをして行けばいい

かな 

見学に必要なものを準備する① 

・服　装は… 
・持ち物は… 
・お金（電車賃）は… 

見学したことや絵を作文にかく⑤ 

・ビデオを見る 
・作文や絵にかく 
・見学の反省をする 

もらった苗を植えよう② 

・植え方がわかる。 
・大事に育てという気持ちをも

つ 

みんなで版画にしよう（共同製作） 

・牛の絵を描こう　花を描こう 
・みんなで分担して刷ろう 

実ができるまで育てよう 

・観察日記を書こう 
・いちごジャムをつくろう 

学習発表会で発表しよう 

・練習をする……作文発表 
　　　　　　　　観察記録 
　　　　　　　　ダンス 
 
・自信を持って発表する 作品展に出品しよう 

作品展の見学に行こう 
※　発展段階からは、子どもの要求に会わせ別の単元にする。 

・展示の仕方を考えよう 
・他の作品も出そう 
・準備をしよう 

お家の人にきてもらおう 

・案内の手紙を書こう 
・ポスターを描こう 

お礼の手紙を書こう② 

・お世話になったこと、苗を植
えたことなどを書く 

・郵便局へ出しに行く 

集　合 

○時間を意識する　○仲良く安全に行動する ○わからないことば質問する　○絵に描いたりする 

・時間に遅れな
い 

・忘れ物をしな
い 

電車に乗る 

・切符を買う 
・行き先、駅の

名前がわかる 

見学先へ行く 

・並んで歩く 
・あいさつをす

る 

農業の様子を見る 

・いちごづくりのようすが
わかる 

牧場を見る 

・牛乳ができるようすがわ
かる 

・電車の時刻や料金を調べる、
時刻がわかる、料金がわかる 

・地図で町の様子を調べる① 
　位置がわかる、記号がわかる 

・手紙を書いて行くことを知らせる 
　用件を手紙に書ける 
　手紙を出す 

どうして行くか話し合う① 

・電車に乗るには… 
・○○駅から歩くんだな… 
・行くことを知らせておかない

といけないな 

行き先のことを調べておこう② 

・地図を見よう 
・電車は、どこを通って… 
・国道や鉄道は、どこを通って… 
・どんなところを見学するのかな 

② 
② 
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14．学習指導案はどのように書くのでしょう

　　　　　　　　　　○○学級（○学年）○　○　○　○　　指導案 日　時：

 場　所：

 指導者：

1　単元（題材）

2　日標（ねらい）……単元全体について、願う行動、態度、習慣（態度目標）とそれを支える理解、

　　　　　　　　　　　技能に関する目標を設定する。

3　単元設定の理由（基盤）

　　○（児童生徒について）

　　　　・学級について－人数構成、能力差、雰囲気等

　　　　・個人について－生活習慣や態度、理解や技能、興味・関心、伸ばしたい面

　　○（教材・単元について）

　　　　・教材の選択について－設定した理由、ねらい、内容の適切さ等

　　　　・教材の内容について－教材の構造の分析、既習事項や他教材との関連、系統性

　　○（指導にあたって）

　　　　・指導のねらいや意図について－指導の方針、教師の願い、期待等

　　　　 ・指導について－展開の構想、個と集団の関わり、教材教具の工夫、安全への配慮

4　指導計画

　　　　・活動内容と時間について構造化を図る。

5　本時の指導

　　a 目標（ねらい）

　　　　・この時間の学習での共通の目標（ねらい）を設定する。

　　s 児童（生徒）のようすと目標（ねらい）

　　　　・本時の学習で願う取り組み態度などを個々に具体化し個別の目標（ねらい）とする。

　　d 展開

　　f 評価　※①児童生徒を理解し援助するための視点、②指導法を改善するための視点がある。

　　　　　　　 児童生徒の実態や目標との関連から、評価の視点とその方法を示す。

　　記入事項の留意点として、次のようなことがあります。

　　① 　指導形態ごとに、日常生活の指導指導案、遊びの指導指導案、作業学習指導案、生活単元学習指導案、

教科では、国語科学習指導案、などの書き方が考えられます。

　　② 　単元、題材については、学習内容や活動を組み合わせたまとまりとして、国語や算数の単元、生

学習の流れ（予想される活動）
教　師　の　支　え（援助）

Ａ Ｂ Ｃ 基準

1．………………する。

※予想される活動の流れ

基盤（指導にあたって）での構想

を基に予想される活動を整理し順

序立てる。

2．………………する。

○個別の支え

○個別の支え

○個別の支え　　・AT の関わり方

全体に対する働きかけ、共通する配慮、支え

活動の流れへの対応、CTの手だて、動き
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活単元学習での単元があります。単元化しない場合、題材がいいでしょう。

　　　 　生活単元学習、国語、算数等では「単元」、遊びの指導、日常生活の指導、作業学習、また、音楽

や図工（美術）では「題材」とすることが多いようです。

　　③ 　設定の理由では、まず、児童生徒の実態について述べ、次に、取り上げる題材や単元について、

そして、指導の構想を述べるようにします。児童生徒の実態については、一覧表の形で示すこと効

果的ですが、IQ の数値や障害名等は載せないようにした方がよいでしょう。

　　④ 　指導計画は、活動の構想と時間数について構造化して示します。長期間の単元に取り組む場合な

どは、別に単元計画としてまとめておき、指導案では、簡略化することもあります。

　　⑤ 　本時の指導の展開については、できるだけ個々の動きを予想し具体的な手だてを準備します。

活動（学習）の流れ（予想される活動） 教師の支え（援助）（児童生徒個々について）

活動内容によっては、「気をつけ、礼」

で始まり「気をつけ、礼」で終わる展

開とはならないこともある。

前の活動から続けて次の活動に移った

り始まりから自然に動き出すようなこ

とも考えられる。

※個々の動きを予想し、具体的な手だてを考える。

　・ ねらいと実態から ､ 特に必要とされる手だてにつ

いて個々のねらいとする場面（内容）に重点づけ

る。

　　 （ここで、こうしてほしい、そのためにこんな支

えを）

※ 「・・させる」ではなく「(・・できるよう）○○

する ｣ ｢ ○○することで (・・だろう )｣ ｢ ここでは、

こんな動きを期待（予想）する。そのときは、・・｣

といった教師の支えが具体的に見える表現が望まし

い。

　　⑥ 　Ｔ・Ｔでの授業の場合は、全体を掌握するＣＴの支えと、個別に援助するＡＴの支えを明らかに

します。その場合、特にＡＴについてもねらいをもった具体的な働きかけを明確にします。

　　　（展開例・・・・略案です。Ａ男、Ｂ子等それぞれの活動を書く場合もあります。）

活動の流れ
教　　師　　の　　支　　え

ＣＴ
ＡＴ１ ＡＴ２ ＡＴ３
Ａ男 Ｂ子 Ｃ男 Ｄ男

１あいさつ

２作る

３遊ぶ

・ 全 体 に、 め

あ て を 伝 え

意 欲 を 高 め

る

・ 進 み 具 合 を

確 か め、 様

子 を 紹 介 す

る。

・ 不 必 要 な 道

具 類 を 片 づ

け 安 全 に 配

慮する。

・ 乗 り 物 を 作

る。

・ 発 送 を 大 切

に し、 困 っ

た ら ヒ ン ト

をだす。

・ カ ッ タ ー は

手 を 添 え て

一緒に切る。

・ ト ン ネ ル を

作る。

・ テープを切っ

たり、貼った

りする時は手

伝う。

・ 友 達 を 呼 ぶ

よう促す。

・ Ｃ Ｔ の 話 を

も う 一 度 繰

り 返 し 伝 え

る。

・ 作 る こ と は

し な い で、

Ｃ男と遊ぶ。

・ Ｃ男が積み重ね、Ｄ男が倒す

など関わりながら、３人で遊

ぶ。

・ 出たり入ったりして身体を動

かすよう追いかける。
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15．交流教育はどのように位置づけるのでしょう

⑴　お互いが人に対する正しい理解を深め、ともに認め合う心を育てる教育です。
　 　交流教育のねらいは、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、学習や生活の場をともにするこ

とによって、生活経験を拡大するとともに社会性を養い、好ましい人間関係を育てながらお互いを正し

く理解し、尊重し、支えあう心を育てようとするものです。ですから、どちらか一方のねらいをもって

行われるものではありません。

⑵　交流の形態は、次のようなものが考えられます。

交 流 を す る 相 手 交 流 の 機 会 ・ 内 容

特殊教育諸学校の

　　　 児童生徒

①近隣の小学校・中学校の児童生徒

②他の特殊教育諸学校の児童生徒

③学校のある地域の人たち

行事などの交流会で

運動会、学習発表会などで

学校行事などで

特殊学級の　　

        児童生徒

④通常の学級の児童生徒

⑤他校の特殊学級の児童生徒

⑥学校のある地域の人たち

特別活動、行事などで

合同学習や合同行事などで

学校行事、校外学習などで

　 　交流教育とは、一般的に小中学校の通常の学級の児童生徒が盲・ろう・養護学校の児童生徒との間で

の交流活動を通じて理解を深める学習をさしています。

　 　特殊教育諸学校同士、特殊学級同士の交流や特殊学級と通常の学級との交流は、交流教育のひとつの

形態ではありますが、この大きな意味での交流教育という言い方はあまりしません。各小中学校に特殊

学級がある場合、通常の学級との交流は十分行われているものとの認識に立ってのものです。また、特

殊教育諸学校では、児童生徒の出身地域との交流を図ることも大切です。

⑶　全教育活動の中の教育内容をそれぞれの視点で再構成し、教育課程に位置づけた活動です。
　 　交流教育、環境教育、同和教育、金銭教育、あるいは性教育など様々な「○○教育」と呼ばれる教育

活動がありますが、これらは、教科や領域を表すものでも特別な教育課程と言うわけでもありません。

全教育活動の中の教育内容を、それぞれの視点から再構成し、ねらいをもって計画したものです。

　 　図でひとつの構想例を示しましたが、それを見れば分かるように、それぞれの教科、道徳、特別活動、

及びその他の活動の中で「○○教育」のねらいに関連する内容を取り上げ、その指導を通してねらいを

達成しようとするものです。

             

 　○交流教育の意義と実際　　　平成７年度　文部省

資　　　料
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間接的な交流 

学校教育目標 

交流教育目標 

交　流　活　動 理解を深めるための学習 

・ＶＴＲの交換 

・作品の交換 

・交流通信の発行 

直接的な交流 

・学校行事での交流 

・教科での交流 

 ○代表で、全体で 

・人権についての学習 

・健康についての学習 

・体験学習（車椅子） 

　○教科での学習 

　○道徳での学習 

　○学級活動での学習 

教　職　員　の　研　修 

・盲・聾・養護学校の視察、研修会 

・障害児の理解に関する映画会 

　講演会などの開催 

・教科、道徳、特別活動における 

　指導内容の検討　等 

ＰＴＡや地域の人たちへの啓発 

・障害児の理解に関する映画会、講演会

などの開催 

・交流会への参加 

・学年だより、PTA新聞、交流通信等で

の呼びかけ　等 

図11 

＜全体構想例＞ 

　　交流教育は、単に交流活動をするだけではありません。

　 　上の図は、理解推進校の指定を受けた学校の構想図を参考に作成したものですが、これでもわかるよ

うに、交流教育では、交流活動とともに、通常の学級の児童生徒、教職員、ＰＴＡや地域の人たちがともに、

障害児に対する理解を深めるような学習や研修活動を行うところに意義があると考えられます。児童生

徒の理解学習は、各教科の中、道徳や特別活動の中で進められます。

　　また、総合的な学習の時間の中で、福祉をテーマに交流教育に取り組むことも考えられます。

　 　今回の改訂の中では、小学校、中学校、高等学校それぞれの学習指導要領に「障害のある幼児児童生

徒との交流の機会を設けること」と明記され、交流教育の一層の推進が求められています。

　 　交流教育を通して、一般の児童生徒も障害をもつ児童生徒も、わけへだてなく一人一人を大切に教育

するという共通意識をもち、教師と児童生徒、そして、地域の人たちが円滑な人間関係をつくることが

大切です。

　　心身障害児理解推進研究指定校（交流相手校）            　　　　　　　　　　　　　　　　島 根 県

　　平成３・４年庭　　　  石見町立石見東小学校（石見養護）　　松江市立古江中学校（県立盲学校 )

　　平成５・６年度　　　  出雲市立神西小学校（出雲養護）　　　西郷町立下西小学校（隠岐養護）

　　平成７・８年度　　　  松江市立法吉小学校（清心養護）　　　浜田市立有福中学校（浜田養護）

　　交流教育地域推進事業推進校

　　平成９・10年度　　　  出雲養護学校と湖陵町立湖陵中学校　江津清和養護学校と江津市立渡津小学校

資　　　料
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16．特殊学級の交流はどのようなことに気をつけるのでしょう

⑴　交流をすることの意義は大きく、積極的にすすめる必要があります。
　 　特殊学級の児童生徒が通常の学級の児童生徒と活動をともにするなど、お互いに接し合うことは、特

殊学級の児童生徒のみならず、すべての児童生徒にとって人間形成や社会性の育成の上からもその価値

があることは確かです。

　 　特殊学級と通常の学級との交流は、日常的に行われる当然の活動であるといえます。しかし、その交

流の場が、児童生徒にとって適しているかどうかについて十分検討する必要があります。それは、全体

の教育計画において配慮されなければなりません。通常の学級の児童生徒に対して、障害児に対する正

しい理解や認識をもって接する態度を育てるような指導が継続的に行われていなければならないでしょ

う。

⑵　通常の学級で授業を受けることが交流ではありません。十分な配慮が必要です。
　 　「交流学習」という名称で通常の学級で授業を受けることがありますが、これは、どのようなねらいで、

どのような配慮がなされるか、十分検討されなければなりません。交流に名を借りた安易な授業への参

加は、特殊学級の主体的な活動を損なうばかりか、児童生徒にとって、かえって逆効果になる場合があ

ることに留意すべきです。児童生徒の実態に照らし、必要な教育内容を学習する活動として、通常学級

の教師も「特別な教育的配慮」をした学習（授業）として考える必要があります。

　　①　指導にあたっての配慮事項を十分話し合う。

　　②　指導の中の基礎的な事柄を、教材等に工夫し理解しやすいように指導する。

　　③　活動を助けるような、視覚教材や補助教材を用いる。

　 などの配慮が必要でしょう。そのために、特殊学級の担任が、こうした補助教材を作るとか、学級の人

数によっては、一緒に教室へ行って補助することなどが考えられます。

　 　また、交流の場は、必ずしも同一学年である必要はありません。場合によっては、下学年との授業も

考えられます。逆に、上学年との場合も考えられます。実際に、そういった活動を行い成果を上げてい

る学級もあります。その場合、児童生徒の負担になったり自尊心（プライド）が傷つけられたりするこ

とのないよう留意すべきでしょう。

⑶　特別活動や行事での交流を図ることも必要です。
　 　高学年になるにつれ、知識理解や技能習得を中心とした各教科等の授業を一緒に受けることは、困難

になってくる場合が多いようです。学習場面では、遅れがより強調されてしまうからです。そうした場

合には、むしろ、体験的な活動を一緒に行う交流を図るようにしたほうが効果的です。

　 　例えば、クラブ活動や委員会、清掃や当番活動などの特別活動。運動会や学習発表会などの行事の中

で役割を分担するなどです。こうした活動は、人としての特性を理解しやすく、また相手を認め、とも

に活動する方法なども受け入れやすいと考えられます。
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17．一人学級または多人数学級で気をつけることはどのようなことでしょう

〔一人学級〕

⑴　一人学級でも、生活の充実という視点から考えることが大切です。
　 　児童生徒一人に教師一人という「一人学級」が増えています。教育課程を編成する上では、一人一人

に応じた教育内容と指導時間数を計画するという点で、特殊教育の基本型ともいえるでしょう。

　 　しかし、実際の指導上は、学級生活を二人きりで過ごすことになると、子どもの成長にとって不足を

きたすことや教師との関係性の上での不安もあります。そこで、知的障害のある一人学級では二人の学

級生活を充実させるという視点から、日常生活の指導、遊びの指導、そして、生活単元学習や教科別の

指導の時間を組み合わせてみるとどうでしょう。例えば、低学年や発達段階が低い児童の場合、ちょうど、

親子二人で一日を過ごすときのように考えることもできます。日常の生活をまず大人との関係で充実さ

せ、徐々に自立的に送れるようにしていくということは、発達段階に応じた大切な教育目標です。

　　・着替えや片付け、掃除を一緒にする。　　……………日常生活の指導

　　・一緒に運動したり、絵本を見る。　　　　……………教科別の指導

　　・友達と遊んだりする。　　　　　　　　　……………生活単元学習、交流授業

　　・お出かけする。　　　　　　　　　　　　……………校外活動、合同学習

　　高学年では、より自立的な活動とし関わりを友達に広げ、教科別の学習の時間も増えるでしょう。

　 　また、知的障害のない児童生徒の学級では、実態を十分踏まえ、適切な交流学習を組んだり、教科別

の指導の中でできるだけ体験的な活動を通して学校生活の充実を図るなどの視点が大切です。ただし、

ほとんどの時間を通常の学級で学習を行うというのではなく、特殊学級が設置されている趣旨を踏まえ、

十分な実態把握のもとに障害に基づく種々の困難を改善・克服していく指導を適切に行うことに留意す

る必要があります。

　　

⑵ 　個別指導は十分できます。一方で、人との関わりも固定されやすいので、集団との関わりの場を
増やすことも大切になります。

　　①　通常の学級との交流を考える。

　　　 　通常の学級との交流の場合、朝の会や帰りの会、給食、遊びの時間を一緒にしたりする。また、

授業を一緒にする場合には、担任も一緒に行って、「Ｔ・Ｔ方式での授業」とすることも考えられる

し、学級での取り組み（例えば、生活単元学習）の中へ、通常の学級の子どもたちを参加させて展

開する場面を計画することなども考えられる。

　　②　近隣の学校の特殊学級との合同学習を計画し活性化につなげる。

　　　　年間いくつか設定する。

　　③　地域の中の人たちと関わる活動を取り入れる。

　　　 　校外学習として、学校周辺のお店や農家、公共施設、作業所等を活用した活動を計画することも

できる。

⑶　教師の発想の転換を図ることも必要です。
　 　学校では、「教科の授業をして、集団活動があって、時間通りに行動して」と考え、教科の学習を個別

指導で進めたり、朝来てから帰るまで、時間に合わせた行動のみを求めたりすれば、一人学級は、息苦

しいものになるでしょう。「学校生活をひとつの暮らしの場ととらえ、それを充実させ、主体的、自立的

に送れるようにする」という視点で計画がたてられるかどうかがポイントです。

　　①　 一日を、ともに取り組み、ともに楽しめるような活動を用意する。（子どもがわかる）

　　②　どんなときに手助けをし、どんなときに待つか、見通せる心の余裕をもつ。（心の余裕）
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〔多人数学級〕

⑴　領域・教科を合わせた指導の利点を考えてみましょう。
　 　多人数の学級では、個人差が大きくなって指導が難しいという問題がでてきます。それに対応するに

は、「領域・教科を合わせた指導」の利点をもう一度考えてみて、うまく計画することです。人数が多い

と、それだけダイナミックな活動にもなるし、自発的な活動も増えてきます。

　 　みんな同じことを同じようにさせようとしたり、それぞれの課題に応じた活動を別々に用意しようと

すると困難です。同じ活動に取り組む場面でも、発達段階に応じて、それぞれねらいが異なり、従って

取り組む活動が違ってきます。教師は、個々のねらいを明確にもち、どこで、誰の活動に、どう関わる

か計画し、できるだけ子ども同士の関わりや自立的な活動を支えていくことが大切です。

　　例えば、生活単元学習で「遠足」を計画した場合で考えてみます。

Ａ．一緒に……する Ｂ．できるだけ一人で Ｃ．自立的に取り組む

計画をたてる

・ 話を聞き、遠足に行く

ことを知り楽しみにす

る。

・ 行き先や日にちについ

て ､ 意見を言う。

・計画を考える。

・準備や日程を見通せる。

買い物に行く
・一緒に行く。

・まねて買おうとする。

・教師と一緒に品を選ぶ。

・お金を払おうとする。

・必要な品を選ぶ。

・自分でお金を払う。

電車に乗る
・手をつないで乗る。

・同じように行動する。

・切符を買って乗る。 ・時刻表を確かめる。

・乗る電車がわかる。

　 　上は大ざっぱなめあてですから、それぞれの実態に応じためあてを考え、実態や発達段階に応じた役

割分担や課題をもたせることが大切です。

⑵　時間割をエ夫してみましょう。
　　①　低学年と高学年は授業時間数が違います。

　　　 　午前中は、全体で領域・教科を合わせた指導を中心にし、午後、低学年が下校した後、高学年の

教科別の指導など、個別指導を中心にする組み方もあります。

　　② 　授業へ出かけるためまとまった活動ができにくい場合は、ある期間だけでも単元のための学級集

団の活動を優先します。

　　　  　通常の学級の授業へ行くと学年により学習の時間はバラバラになります。一週間の時間割では、

それぞれが交流学級へ出ていても、それは、基本的な時間割として、ある期間は学級の活動を主体

にした集団活動を組むことが必要です。学級の活動になれば、子どもによっては、リーダー性を発

揮したり、自力で課題解決に取り組むなど、本来その子が必要とする力を育てることができます。

　　③　時間割や交流学級での授業について固定的に考えないことです。

　　　  　交流の時間や学習形態を固定的に考えず、児童生徒の教育内容や指導の必然性、必要性を考える

べきでしょう。そのためにも、教育課程編成の留意点で述べているように、時間割編成の意味や交

流学級での学習の取り組みの基本的な考えについて、学校全体で共通理解を図っておく必要がある

のです。
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18．進路指導および予後指導はどのように進めるのでしょう

⑴ 　将来の生き方に関わる価値観の形成と個々の能力・適正等の把握に努め、その伸張を図るように
します。

　 　進路指導といえば、進学先の選択や決定あるいは就職先の斡旋等の手続きのように考えられています

が、これらは進路指導の一部に過ぎません。

　 　進路指導は、生徒一人一人が、自分の価値を認め、将来の職業生活において自己を生かし、生きがい

のある人生を築くことができるよう、また、それを実現するための計画をたて、自らの意志と責任で進

路を選択、決定できるよう指導援助することです。

⑵　教師の指導助言が大きな役割を果たします。
　 　障害をもつ生徒達にとって、現実的に自らの意志と責任で将来の進路を選択、決定していくことは容

易なことではありません。そこで、教師が重要な役割を担うことになります。

　 　進路指導に当たっては、教師は生徒や保護者の意向を十分聴取するとともに、学校における日常の学

習状況、特に作業学習や現場実習等での評価を参考にしながら、関係機関との連携をとって、必要な情

報を収集し総合的に判断することが何よりも必要です。

⑶　日常の教育活動がとても大切になってきます。
　 　知的障害児の教育においては、将来の社会生活において、社会的、経済的に、より自立的に生活でき

るよう基礎的な力を育成していくことが大きな目標です。こうした自立的な生活をめざしていく上で、

進路指導を進める際に日常の教育活動が重要です。

　 　社会人として必要な基本的態度や基礎的技能を育て、職業的自立を図る日々の指導こそ進路指導その

ものといえるでしょう。

　 　知的発達に遅れをもつ児童生徒は、自分の能力、特性を過大評価したり、あるいは逆に過小評価し劣

等意識をもったり、自己評価が困難だったりすることが多いものです。進路選択において十分な情報や

知識を得ないまま選択すれば、結果的にどのような混乱や失望、不満が生じるかは明らかです。たとえ、

高等部に進学する生徒であっても、３年後には、現実問題として社会へ巣立つわけですから、中学校の

段階から、保護者とともに社会生活、職業生活に対する基礎的な理解や心構えを育てるような指導が必

要です。

⑷　予後指導でも、担任教師の果たす役割は大きいのが現状です。
　 　卒業後、職場や社会によりよく適応し、安定して生活していくことが望ましいのですが、なかなか困

難な場合が多いようです。対人関係に起因する問題、余暇時間の過ごし方や金銭上の問題、家庭の理解

に起因する問題等によって、離職・転職あるいは家庭への引き寵もり等さまざまな問題が生じます。社

会や職場に適応して定着していくには、関係者の長期にわたる予後指導が必要です。

　 　それは、常に、職場・家庭・本人の連携のなかで進めていく必要があります。職場の理解はもとより

ですが、本人、保護者のよき理解者として、卒業後であっても担任の存在、役割は大きいといえます。

　「第３章第３節の11」知的障害学級の指導事例　⑸中学校での指導　を参照



－82 － －83 －

第３節　自立活動の指導について

19．自立活動の指導はどのように考えるのでしょう

⑴　 自立活動は、盲・聾・養護学校に特別に設けられた領域です。
　 　盲・聾・養護学校の目的について、学校教育法（第 71 条）で「（前略）幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的と

する」と規定してありますが、この指導をするために設定されているのが、「自立活動」の領域です。昭

和 46 年の学習指導要領改訂において「養護・訓練」として新設され、今回の改訂では、この領域が個々

の幼児児童生徒が自立を目指す自発的、主体的な活動であるという本来の主旨を改めて確認し、そのこ

とを一層明確にするため「自立活動」と名称変更するとともに、目標、内容も見直され、従前５つの柱

とされていた内容の区分の名称が改められ、内容も、これまでの 18 項目から、具体的にイメージしやす

いように22の項目で示されています。

 １　健康の保持
 　①生活のリズムや生活習慣の形成に関すること
 　②病気の状態の理解と生活管理に関すること
 　③損傷の状態の理解と養護に関すること
 　④健康状態の維持・改善に関すること
 ２　心理的な安定
　①情緒の安定に関すること
　②対人関係の形成の基礎に関すること
　③状況の変化への適切な対応に関すること
　④ 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲

の向上に関すること
 ３　環境の把握
　①保有する感覚の活用に関すること
　②感覚の補助及び代行手段の活用に関すること
　③ 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関

すること
　④ 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関す

ること

３　身体の動き
　①姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること
　②  姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関

すること
　③日常生活に必要な基本動作に関すること
　④身体の移動能力に関すること
　⑤作業の円滑な遂行に関すること
４　コミュニケーション
　①コミュニケーションの基礎的能力に関すること
　②言語の受容と表出に関すること
　③言語の形成と活用に関すること
　④ コミュニケーション手段の選択と活用に関する

こと
　⑤状況に応じたコミュニケーションに関すること

　また、近年の幼児児童生徒の障害の状態の多様化に対応して、一人一人の実態に応じた、適切かつき

め細かな指導を行うため、的確な実態把握に基づく個別の教育計画を作成することが明記されました。

⑵ 　知的障害養護学校と盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校とでは、自立活動のとらえ方が
違います。

　 　盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校では、対象となる児童生徒の多くが知的障害を伴わない

ということから、主障害としての障害そのものが「障害の改善・克服に関する指導」の対象となり、そ

れ以外の学習は、小学校及び中学校の教育課程に準ずることができるという考え方です。

　 　一方、知的障害養護学校では、主障害としての知的発達の遅れそのものは、障害の改善・克服の対象

とはなりえず、各教科、道徳、特別活動の内容をその障害の特性に応じて特別の教育課程を編成するよ

うまとめられています。従って、自立活動の内容は、主として遊びの指導、生活単元学習、作業学習な

どを通して指導することになります。知的発達のレベルからみて、言語、運動、情緒・行動などの面で、

顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態が知的障害に随伴してみられます。主障害である

知的発達の遅れ以外の発達の偏りともいうべき事柄（言語、運動、情緒・行動等）の指導が、自立活動

の内容となります。
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20．特殊学級での自立活動の指導はどのように考えるのでしょう

　　特殊学級において自立活動を行う場合、次のような指導の中で取り扱うことが考えられます

（１）学校の教育活動全体の中で

（２）各教科、道徳、特別活動の内容の中で

（３）領域・教科を合わせた指導の中で

（４）自立活動の時間を設定した中で

　 　特に、知的障害の特殊学級においては、知的障害に随伴して現れる、軽いマヒなどの運動障害、構音

などの言語障害、極度の情緒不安定などの障害、パニックなどの行動の障害などについて、これらに対

応した自立活動の指導を適切に行う必要があり、この場合、主に上記に示した（１）～（３）の中で取

り扱うことが多いです。その場合にあっても、個々の実態の把握、目標、内容について明確にして行う

必要があります。

　 　従来から、肢体不自由の特殊学級においては自立活動（従前は養護・訓練）の時間を設定して行って

いるところも多くありますが、情緒障害の特殊学級にあっては、特に障害に対応した自立活動の指導を

時間を設定して適切に行う必要があります。そのためにも、特殊学級の担任は、近隣の特殊学級や盲・聾・

養護学校との連携を図ったり、専門機関等と連携をとるなどの配慮をしていくことが大切です。
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第４節　総合的な学習の時間について

21．総合的な学習の時間の実施についてはどのように考えるのでしょう

総合的な学習の時間

⑴　総合的な学習の時間は、時間の枠です。
　 　教育課程の編成について規定している学校教育法施行規則が改正され、盲・聾・養護学校小学部・中

学部の教育課程は「各教科、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間によって編成する」

（73条の７、８）と改められました。これに基づいて学習指導要領総則には、総合的な学習の時間の趣旨、

ねらい、学習活動、配慮事項などが示されました。

　 　これにより総合的な学習の時間は、小学部１、２学年、知的障害養護学校の小学部及び重複障害者等

に関する特例により取り扱わない場合を除き、すべての学校で教育課程に位置付けられることになりま

す。

　 　学習指導要領では、総合的な学習の時間は総則で述べられているのみで、各教科・領域と並んだ別の

章としては設けられていません。総合的な学習の時間は、教科等から独立したひとつの領域として考え

るのは妥当ではなく、各教科、領域を越えつつ相互に関連し、また補完し合う時間の枠として位置づけ

られます。

⑵　総合的な学習の時間の内容は、その趣旨やねらいを踏まえ、学校の裁量に委ねられています。
　 　総合的な学習の時間は各学校において創意工夫を生かした学習活動を行うものであること、この時間

の学習活動が各教科等の枠を越えたものであることから、学習指導要領においてはねらい等を示してい

ますがその内容は規定していません。したがって取り扱う内容については学校の裁量に委ねられており、

各学校では、この時間の趣旨やねらいを踏まえて、それぞれの学校や児童生徒の実態に応じた適切な活

動を工夫していくことが求められます。

　　学習指導要領では学習活動について、「例えば、

　　・国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題

　　・児童生徒の興味・関心に基づく課題

　　・地域や学校の特色に応じた課題

　などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする」としています。

　 　これらはあくまでも例示であるから、ここに示されたものを網羅的に扱うことを求めているのでも、

これ以外の活動を行うことを制限しているのでもありません。むしろここに示された課題の例は、それ

ぞれ別個のものというよりも、学習活動を考えていくための視点を表しているといえます。実際の学習

課題については横断性・総合性、興味・関心、地域・学校の特色など多角的に検討し、相互の関連性を

考えて設定する必要があります。

教育課程

自　

立　

活　

動

特　

別　

活　

動

道　
　
　
　
　

徳

各　
　

教　
　

科

総合的な

学習の時間

各教科・領域 時間の枠
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　 　また、学習活動を行うにあたっての配慮事項には「自然体験やボランティア活動などの社会体験、観

察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動、交流活動など体験的な学習・問題解決的

な学習を積極的に取り入れること」と示されており、体験的・問題解決的手法が重視されています。特に、

交流活動は、盲・聾・養護学校学習指導要領にのみ示されているものです。

　 　総合的な学習の時間は、自分なりに課題を捉え、情報を集め、検討し、結論を導き、まとめるという

一連の過程を通して「学び方」を学ぶ時間であり、児童生徒が問題意識を持ちながら学習を進めていく

ことが何より大切です。

 　 　そのためにも学習活動は、地域や学校、児童生徒の実態に沿ったものとすることはもちろんですが、

その内容や方法は児童生徒自身の課題意識や興味・関心に基づいて選択・設定されることが望まれます。

課題の解決にいたることは大切ですが、それ以上に、課題を設定し探求していくこと自体に、この時間

の意義・重要性があることを忘れてはなりません。
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22．総合的な学習の時間を設けないのはどういう場合でしょう

　総合的な学習の時間が設けられていない、あるいは設けなくてよい場合は以下の通りです。

a 　小学校第１・２学年においては、生活科を中心として合科的な指導が行われているため、総合的な学

習の時間は設けられていません。そのため小学校学習指導要領に準ずる盲学校、聾学校、肢体不自由養

護学校、病弱養護学校の小学部１・２学年では総合的な学習の時間を設けません。

s 　知的障害養護学校の小学部では全学年において生活科が設けられていることなどから総合的な学習の

時間は設けません。

d 　重複障害者等に関する特例で盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校、病弱養護学校に就学している知

的障害を併せ持つ児童生徒に対して、知的障害養護学校の各教科の目標、内容に替えることができるこ

ととなっています。この場合に、小学部の児童については総合的な学習の時間を設けないことができます。

中学部、高等部の生徒については総合的な学習の時間を扱う必要がある点に注意しなければなりません。

f 　重複障害者等に関する特例で、学習の著しく困難な児童生徒に対しては総合的な学習の時間に替えて

自立活動を主として指導することができます。

　　以上の点を表にすると以下のようになります。

　○時間を設ける　－時間を設けない　△設けないことができる

校種 盲学校・聾学校・肢体不自由・病弱養護学校 知的障害養護学校

教育課程 準ずる 知的障害教科代替 学習が著しく困難 知的障害 学習が著しく困難

小学部

 1・2年
－ － －

－ －
小学部

 3年以上
○ △

△

自立活動を主として指導

 中学部 ○ ○
△

自立活動を主として指導
○

△

自立活動を主として指導

高等部 ○ ○
△

自立活動を主として指導
○

△

自立活動を主として指導

g 　特殊学級においては、総合的な学習の時間は小学校第３学年以上において実施することとなります。

　 　小学校の特殊学級は小学校の中に設置された学級であり、教育課程については、原則としては小学校

教育課程を適用して編成することになります。この原則に従って、小学校の特殊学級においても、小学

校と同様に第３学年以上において総合的な学習の時間を設けることになります。

　   特に、知的障害特殊学級の多くは、知的障害者を教育する養護学校の学習指導要領を参考にして教育課

程を編成することになりますが、この場合にあっても先に述べた原則は変わらないので、第３学年以上

で総合的な学習の時間を設けることになります。従って、教育課程編成上においては、領域・教科を合

わせた指導の形態の一つである生活単元学習もあれば、総合的な学習の時間も位置付けられることにな
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ります。但し、総合的な学習の時間の授業時数については、小・中学校におけるような定めはなく、特

殊学級の場合は適切に定めることができます。
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23．総合的な学習の時間と領域・教科を合わせた指導はどう違うのでしょう

　総合的な学習の時間と領域・教科を合わせた指導では、教育課程における位置づけ、ねらいに違いがあ

ります。

⑴　教育課程における位置づけ
　 　総合的な学習の時間は、学習指導要領において各教科・領域とは別に、総則の中で、「地域や学校の実態，

児童又は生徒の障害の状態や発達段階等に応じて、横断的・総合的な学習や児童又は生徒の興味・関心

等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。」と示されています。

　 　従って、総合的な学習の時間は、各教科等の枠組みを越えて教育課程を構成する時間の枠として位置

づけられているのです。

　 　一方、領域・教科を合わせた指導とは、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わ

せた指導の形態のことです（学校教育法施行規則第 73 条の 11）。児童生徒の発達段階や障害によっては、

教科別、領域別に分けて指導するよりも、各教科・領域に含まれる内容を統合して学習する方がより効

果的な学習となり得ることから、この規定が設定されています。

　 　従ってその位置づけは、教育課程においてはあくまでも領域及び教科を合わせたものであると考えら

れます。

⑵　ねらい
　　　・ 　総合的な学習の時間のねらいは、

　　　　① 　自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や

能力を育てること

　　　　② 　学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度

を育て、自己の生き方を考えることができるようにすることと総則に示されています。

　 　これは、各教科等で身に付けた知識や技能を相互に関連づけ、これらが総合的に働くようにすること

を目指していることを意味しています。

　　　・ 　領域・教科を合わせた指導のねらいは、自立的な生活に必要なことがらを実際的、総合的に学

習することにより、必要な知識・技能を獲得し生活上の望ましい習慣・態度を形成することにあ

ります。

　 　このように、領域・教科を合わせた指導は、学習活動を通して各教科や領域の目標や内容を指導する

形態です。その目標は、領域・教科の目標につながると考えることができます。

　 　以上のとおり、領域・教科を合わせた指導では、具体的な知識や技能を身に付けること（内容の知）

をねらいとしているのに対し、総合的な時間の学習では、主体的に学習し問題解決するための基礎的態

度（方法の知）と知識や技能を総合的に働かせる「知の総合化」をめざしているのである。

　 　なお、領域・教科を合わせた指導においては、児童生徒の発達段階や障害に応じるとしているのに対し、

総合的な学習の時間では、それに加えて地域や学校の実態に応じて創意工夫を生かした教育活動を行う

ものと示されており、各校の独自な取り組みが期待されています。

　 　以上のように、総合的な学習の時間では、各学校が創意工夫を生かし、領域・教科の枠を越えた横断的・

総合的な学習を展開します。このため、学習指導要領では、各教科のように目標や内容を示すことはせず、

総則においてこの時間の趣旨とねらいを示すにとどめています。
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第５節　個別の指導計画について

24．個別の指導計画の作成と活用はどのように進めるのでしょう

⑴ 　学習指導要領の改定により、重複障害者の指導、自立活動の指導について個別の指導計画を作成
することが明記されました。

　 　近年、盲、聾、養護学校や特殊学級に在籍する児童生徒の障害の状態は、重度・重複化、多様化して

きています。このため、一人一人の実態に応じたきめ細かな指導がこれまで以上に重要になってきてい

ます。

　 　学習指導要領の改定において、盲・聾・養護学校では、自立活動及び重複障害児については、「個別の

指導計画」を作成することが明記されました。さらに、自立活動以外の各教科、領域、総合的な学習の

時間においても、また、特殊学級の指導においても、できるだけ個別の指導計画を作成し、一人一人の

指導の充実につながるようにすることが望まれます。

　 　個別の指導計画の作成にあたっては、家庭との連携、協力が不可欠です。一層の教育効果をあげてい

くためには、保護者の願いや本人のニーズを踏まえた指導計画を作成し、指導を進めることが大切です。

⑵ 　個別の指導計画の作成の手順はどのようにしていけばいいのですか。
　 　個別の指導計画の作成にあたっては、児童生徒の的確な実態把握をし、長期的及び短期的な観点から

の指導の目標を設定するとともに、児童生徒が主体的に取り組み、意欲の高めることのできる指導内容、

指導方法、評価を個別に設定する必要があります。

　　なお、実態把握については「第１章第２節の22」に記載していますので、参考にしてください。

　　作成の手順はおおよそ次のようになります。

　

　　情報の収集

　　　　　　a　プロフィール作成

　　　　　　　①診断・判定の情報

　　　　　　　②医療・健康面の情報

　　　　　　　③心理・発達などの検査情報

　　　　　　　④生育歴・教育歴

　　　　　　　⑤地域資源活用の情報

　　　　　　　　　　　　　　保護者へのアンケート

　　　　　　s 　実態把握

　　　　　　　・学校、家庭、地域での様子

　　　　　　　・観察、アンケート、心理検査、聞き取り

　　　　　　d 　本人、保護者や家庭、指導者のニーズ

　　　　　　　　　　　　　　情報の整理

　　指導計画の作成

　　　　　　a　長期目標の決定（年間）

　　　　　　s 　短期目標の整理

　　　　　　　　　　　　　　ミーティング・保護者の参加

　　指導の展開

　　　　　　a　実際の指導

　　　　　　s 　指導の記録

　　評価・修正
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⑶　個別の指導計画の作成にあたって注意することは何ですか。
　　①　教育課程の編成・実施と関連する個別の指導計画

　　　 　教育課程を編成・実施するにあたっては、各学校が地域や学校、児童生徒の実態や学習活動の

特質を把握して、学校の全体計画を作成する必要があります。そして、全体計画に基づいて教育

課程を実施する際に、各教科等の指導目標や内容、方法を個別化するために個別の指導計画を作

成します。学校の全体計画に基づかないで、個別の指導計画を作成し、それを寄せ集めて、教育

課程を編成するのではないことに留意してください。

　

　　②　授業につながる個別の指導計画

　　 　 　個別の指導計画が作成するだけの労力で終わるのではなく、実際の指導とつながっていること

が大切です。そのためには、実際の授業での一人一人の児童生徒の学習活動を想定して、一人一

人が学習活動を十分成し遂げられるように、指導上の留意事項を明確にした個別の指導計画を作

成することが必要です。

　

　　③　肯定的な観点で行う個別の実態把握

　　　 　児童生徒の障害の状態や学習上の課題を決めつけるために実態把握を行うのではありません。

児童生徒がどのような困難やつまずきがあるのかを受け止め、児童生徒の持っている力を引き出

すためにきめ細かく、これまでの様子を把握する必要があります。どこまでできているのか、ど

のようなことに興味関心があるのか等、肯定的な観点で実態把握することにより、児童生徒の主

体的な学習活動に結びつけていくことが大切です。

　

　　④　個々の指導の手だてを明確にした個別の指導計画

　　　 　一人一人の児童生徒が目標を達成するためには、児童生徒が学びやすい学習環境を設定し、指

導内容に即して教材・教具を工夫することの他に、授業における課題の提示の仕方、主体的な学

習活動に結びつく援助の仕方などを具体的に検討する必要があります。個々の児童生徒が最も必

要とする援助の方法を明確にすることが大切です。

　

　　⑤　教師間の引き継ぎや保護者との連携に基づいた個別の指導計画

　　　 　個別の指導計画を作成するにあたっては複数の教師がかかわって、多面的に情報を収集し、共

通理解を図りながら指導に活かすことが重要です。次の指導に活かすためにも、個別の指導計画

を参考にしながら情報を引き継いでいくことが大切になってきます。また、保護者からの情報は、

学校では得難い貴重なものです。保護者の願いを受け止めながら、アンケートを通して考えを聞

いたり、ミーティングに参加してもらったりしながら一緒にやっていくことが大切です。

　

　　⑥　通知表と関連のある個別の指導計画表の作成

　　　  　これまでは、指導の結果を保護者に知らせるために通知表を作成していました。これからは、

指導を始めるにあたって、具体的には指導計画を作成するにあたって、保護者の願いや考えを十

分に反映した形のもの、実際の指導の計画が見えるものを保護者に示すことが大切です。そして、

終わりの時期には、指導の結果を記入したものを示すようにすれば、個別の指導計画と通知表が

一体となります。

　

　　⑦　個人のプライバシーに配慮した個別の指導計画

　　　 　児童生徒の個人情報は指導に必要な情報だけを収集することが大切です。人権尊重の視点から

偏見や差別につながる不必要な項目については削除するなどの配慮が必要です。また、その保存

方法と利用方法には十分留意しなければなりません。どこに保管し、誰が閲覧でき、持ち出し又
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はコピーの利用範囲はどのように規制するのかなどルールを明確にしておく必要があります。　

　

⑷　個別の指導計画の具体的な様式はどんなものですか。
　 　個別の指導計画は特に定型はありませんが、学習を効果的に進めるために、各学校においてよりよい

ものを目指して作成しなければなりません。たとえば、実際の個別の指導計画の様式には次のようなも

のがあります。

様式Ⅰ　　　　年度　　個別の指導計画 

児童名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日 

学校名　　　　　　　　　　　　　　学年　　　　　　　　　　　　　　  学級在籍 

Ａ、プロフィール 
 
 
 
Ｂ、生育歴、教育歴 
 
 
 
Ｃ、現在の状況 
 
　１、知能・認知特性 
　２、学力 
　　　国語 
　　　算数 
　　　音楽 
　　　図工 
　　　（家庭科） 
　３、運動 
　４、身体・医学面 
　５、言語・コミュニケーション 
　６、情緒・行動 
　７、生活習慣 
　８、対人関係・社会性 
　９、興味・関心 

【作成年月日 

【作成年月日　　　　　　　　　　　　作成責任者　　　　　】 

様式Ⅱ　　年度　　個別の指導計画　（児童名　　　Ｂ子　） 

指導の指針 

長期目標 

・緊張を和らげるような声がけや雰囲気をつくり、B子さんが自信を
もってできるような取り組みを増やす。 

・周囲の協力体制を整え、B子さんの対人関係を拡げ、さらに、B子さ
ん自身からも積極的なかかわりがもてるような取り組みや声がけを
工夫する。 

・自分から挨拶したり、声をかけたりすることができ、また、自分の
思いや考えを家族や親しい人に伝えることができるように励ましの
声をかける。 

・日常生活や学習の場では、継次処理様式が得意であることを考慮し、
時間をおって順序よく課題を提示し、聴覚・言語的な手がかりをも
とに指導する。 

・体験的な学習を通して知識、技能の修得を図る。 

a国語　２年生段階の漢字や文の読み書きができる。家庭では継続して日記を書く。 
s算数　具体物による繰り上がりや繰り下がりの計算や分単位の時計の読みができ

る。 
d音楽　楽器を使ってみんなと一緒に演奏したり、歌を歌ったりできる。 
f図工　教師や友だちの作品を参考にして、自分で工夫して作品を完成できる。 
g体育　固定施設や遊具を使った運動に親しむ。リレーやゲームをみんなと楽しむ。 
h家庭科　教師や友だちの作品を参考にして、ミシンや手縫いで作品を作る。友だ

ちと仕事を分担し、協力して調理活動等ができる。 

 

学

習

面

 

a鏡を見て身支度ができる。 
s自分で衣服を選び、天候に合わせた調節ができる。 
d靴の左右、服の前後に気をつける。 
f日直の仕事、係の仕事が自信をもってできる。 
g学級の下学年の友だちに学級での活動を教えてあげたり、手伝ってあげたりし、

最高学年としての自覚をもって生活する。 

生

活

面

 a自分から進んで挨拶したり、お礼を言ったりできる。 
s自分の思ったことや感じたことが、家族や担任、友だち等、親しい人に伝えるこ

とができる。 
d家庭では近所の家、学校では職員室、保健室、交流教室等に自分から進んでおつ

かいができる。 

社

会

性

 

対

人

関

係
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様式Ⅲ　　年度　短期目標（１学期）　　　　　（児童名　　　Ｂ子　） 

a 国語　←その場にふさわしい挨拶の言葉が分かり、それを使って挨拶ができる→ 
　　　　←今日あったことをお話したり、日記に書いたりすることができる　　→ 
s 算数　繰り上がり、繰り下が 
　　　　がりの計算（半具体物） 
d 音楽　鍵盤ハーモニカで１年　←　　ピアノの練習を少しずつやっていく　　→ 
　　　　生段階の曲が弾ける 
f 図工　混色して色ぬりをする 
 
g 体育　リレーや遊具の運動が　←家の周りや近くの遊園地まで自転車で往復する→ 
　　　　できる　　　　　　　　　（母親と一緒に） 
h 家庭科　手縫いによる小物作 
　　　　　り 
 
・トイレのスリッパの左右を間　・大便の拭き取りをきれい 
　違えずに揃える。　　　　　　　にする。 
←・汚れた時や暑い時等に自分から衣服を着替える　　　→ 
←・靴の左右、服の始末に気を付け、鏡を見て自分で直す→ 
←・母親や先生の用事を聞き、おつかいにいくことができる 
・購買で文房具を先生と一緒に 
　買う.　　　　　　　　　　　    ←近くのマーケットに母親と一緒に買い物に行く→ 
 
・交流学級教室に自分から入っ　・子供会行事に参加する。　・公民館活動に参加し 
　て挨拶をする。先生や友だち　　　　　　　　　　　　　　　そこの人たちと、挨 
　を見て一緒に行動する。　　　　　　　　　　　　　　　　　拶をかわしたりする 
・郡や町の特殊学級合同学習に　←・○○寺の陶芸教室に通う。  ―――――――→ 
　参加し、下級生にいろんなこ 
　とを教えてあげる。 
・他教室に自分から入る。 

【作成年月日　　　　　　　　　　　　作成責任者　　　　　】 

【作成年月日　　　　　　　　　　　　作成責任者　　　　　】 

学　校 家　庭 地　域 

生
活
・
行
動 

交
流
に
関
し
て 

学

習

面

 

様式Ⅳ　　年度　個人別年間指導計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童名　　　Ｂ子　） 

領域 環境 

領域 環境 

身辺
処理 

家庭 
学校 
地域 

家事 家庭 
学校 
地域 

健康 

教科 

コミュ
ニケー
ション 

余暇
活動 

社会
スキル 

職業
スキル 

行動
管理 

移動 

情緒 

その
他 

家庭 
学校 
地域 
家庭 
学校 
地域 
家庭 
学校 
地域 

家庭 
学校 
地域 

家庭 
学校 
地域 
家庭 
学校 
地域 

家庭 
学校 
地域 
家庭 
学校 
地域 
家庭 
学校 
地域 

家庭 
学校 
地域 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

←大便の拭き取り、靴の左右、服の始末、衣服の調節、洋服・自分の持ち物の整理・整頓、体洗い、体ふきは自分でする。爪切り、シャンプーを少しずつ自分でする。 
←靴の左右、服の始末、衣服の調節、トイレのスリッパ揃え　　　　　　　　　　　　　　歯磨き、顔洗い、手洗い、うがい　　　　←衣服の調節 

←自分の食器を流しに運ぶ　　　　　　←家族の箸・食器を並べる 
←身支度、材料の準備（調理活動） 
　　　　　　←買物（品物を運ぶ） 

片付け、食器洗いを手伝う　　　　←自分の部屋の掃除（掃除機）、整理整頓 
洗濯（給食着、体操服）　　←掃除（窓拭き）←洗濯（洗濯機を使って） 
買物（お金を出して品物をもらう、おつり） 

うがい　　　　　縄跳び 
うがい　　　　　早足歩き、縄跳び　　　　　ランニング、サッカー 
　　　　　　　　散歩　　　　　　　　　　　ランニング 
 
算数（お金、時計）　　　　　　　　　   図工、家庭科（作品展） 
買物（おおよそのお金を出しておつりをもらう） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話に出て取り継ぎができる 
おつかい、報告ができる 
店の人との対応 
映画、観劇、ピアノ発表会　　　　　　 ←トランプ、かるた、母親と手芸、料理→
手芸、切り抜き、パズル、グランドゴルフ→　 ←卓球、トランプ、かるた 
　　　　　　　　散歩 
　　　　　　　　お祭り　　　　　　　 子供会　　電話に出て取り継ぎができる 
運動会、交流会　お祭り　　　　　　　 ←作品展　交流会 
　　　　　　　　お祭り 
 
花瓶敷作り（栓あつめ）　　　　　　　　花苗の移植、土作り 

留守番　　　　　　　　　　　　　　　 ←卒業、入学前の準備 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ←卒業、入学前の準備 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バスによる移動に慣れる 
　　　　　　　　バス利用　　　　　　　　　　　　　バス利用 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　 ラジオ体操 
←発育測定、体力測定→←ラジオ体操 
←自転車で遊園地まで往復（母親と一緒に） 

←日記を書く、親子読書 
←国語（挨拶、日記）算数（繰り上がり、繰り下がり） 
　　　　　←買物 
←挨拶や返事、家族との会話 
←挨拶や返事 
　　　　　←買物（店の人とのあいさつや対応） 
←ＣＤ、カセットを聞く、雑誌を見る 
←パズル、手芸、バドミントン 
←自転車で公園まで往復（母親と一緒に） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供会、帰郷 
←交流学級に自分から挨拶して入る 
←近所の人へのあいさつ、公民館等人たちとの対応 
 
←畑、花壇の土作り、鉢花の移植、苗植え 

←起床から登校までの流れを理解し自分で準備する 
←学校の生活時程にそって行動できる 

←集団登校（最高学年の自覚をもって）　　バス利用 
←教室移動は始業前までにする→　　バス利用 
←自転車による移動 
　　　　　　　音楽を聞いてゆったり過ごす 
←土、草花に親しむ、動植物の世話 

 
 
　　　　　　　　　　　　公民館活動に参加する 

 

家族と落ち着いて対応できる 
CDやカセットテープの音楽を聞く 

バス利用 
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様式Ⅴ　年度　家庭での生活予定表　（児童名　　　Ｂ子） 

（注）　　　　は、特に今年度、家庭で取り組んでいくこと 

　　　　　　　　　　　　　　　【作成年月日 

月 時間 火 水 木 金 土 日 

6：00 
 
7：40 
　 
 
8：20 
 
 
 
12：30 
 
 
15：00 
 
 
16：30 
 
 
 
 
 
 
19：00 
 
 
 
21：30 
 
 

　　　　　　　　　　・起床 
　　　　　・着替え、洗面、朝食、用便 
　　　　　・集合場所に集合し友だちと 
 
 
　　　　　　　　　　・登校 
 
 
　学校で学習 
　　（様式Ⅴ－２「学校での生活予定」 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　・帰宅 
　　・着替え、手洗い、うがい、おやつ 
　　・家庭学習、日記 
　　・自由遊び、テレビ 
 
・ピアノ 
　練習 
　　　　　　　　　　・夕食 
　　　　　・入浴、着替え、歯磨き 
 
　　　　　・親子読書またはお話 
　　　　　　　　　　・就寝 

様式Ⅴ－２　年度　学校での生活予定表（児童名　　Ｂ子） 

（注）　　　　は、特に今年度、家庭で取り組んでいくろころ 

　　　　　　　　　　　　　 

月 時間 火 水 木 金 土 日 

6：00 
 
7：40 
　 
 
8：20 
 
 
 
12：30 
 
 
15：00 
 
 
16：30 
 
 
 
 
 
 
19：00 
 
 
 
21：30 
 

　　　　・登校 
　・靴はきかえ、ランドセル・持ち物の始末 
　・連絡帳、日記等の提出、体操服に着替える 
　　　　・朝自習 
 
 
　・日常生活の指導 
　　（おはようタイム、日直や係の仕事） 
　　（畑や花壇の仕事） 
　・体育　　　　・体育　　　　　・体育 
 
 
　　　　　・休憩 
 
　・生活単元学習　　　　・公民館活動、地域の活動に 
　　　　　　　　　　　　　参加する 
　・教科の学習　　　　　　　　　　　  ・下校の準 
　　（図工、音楽、家庭科は交流学級へ）  備 
 
　・給食（交流学級と）、歯磨き　　　　　　・下校 
　・休憩、自由遊び 
　・清掃、整頓 
 
　・教科の学習（国語、算数等） 
　・日常生活の指導（おたよりノート、下校準備） 
 
　　　　　・クラブ　　　　・委員会 
　　　　　　・下校 

【
作

成
年

月
日

　
　

　
　

　
　

　
　

作
成

責
任

者
　

　
　

　
　

　
　

　
　

】
 

様
式

Ⅵ
　

　
　

年
度

　
　

　
生

活
マ

ッ
プ

　
　

　
（
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第６節　実施上の関連事項

25．指導要録の様式はどのようになっているでしょう

⑴ 指導要録は、学校に備えなければならない表簿の一つです。
　　指導要録は、「児童又は生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に対する

証明等のために役立たせるための原簿」としての性格をもつものであり、「学校において備えなければな

らない表簿」（学校教育法施行規則第15条）のひとつです。

　　学校教育法施行規則では、指導要録は校長が作成することとなっていますが、各学校ごとにその様式が

違いすぎては公簿としての性格上望ましいことではないので、様式や記入上の諸注意は、所管の教育委員

会において定められることになります。文部省でも様式を示し通知していますので概ねそれによることに

なります。

⑵　学習指導要領の改訂とともに指導要録も改訂します。
　　平成10年度に学習指導要領が改訂されたことにともなって、指導要録の様式も改訂されました。盲・聾・

養護学校の指導要録は、児童生徒の障害の状態等に応じた指導の目標の実現状況の評価や個人内評価を重

視することとして、「自立活動」の欄の設定、個別の指導計画を踏まえた評価の推進、教育課程や学習指

導の状況及び障害の重度・重複化や多様化等に応じた適切な記録の充実などの改善が図られました。

　　また、絶対評価による評定や「総合的な学習の時間」について評価の観点と文章記述の欄の設置、行動

の記録の項目の見直しなどの改善が図られています。

⑶　知的障害養護学校と特殊学級の指導要録は、特別な様式になります。
　　知的障害養護学校の指導要録には、学習の記録に評定の欄が設けてありません。これは、「対象児の重

度化、重複化に伴い学級内の児童生徒の量的、質的違いが著しく、個人の能力に応じた目標、内容を設定

して指導し評価することから、個人内評価（個人の能力の到達可能性を考慮した評価）を文章で記述する

こととした」（文部科学省通知）ためです。

　　また、「児童の障害の状態に即して、各教科の全部又は一部について合わせて授業を行ったり、各教科、

道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部について合わせて授業を行ったり、各教科等に替えて自立活

動を主とした指導などを行った場合は、様式等を適切に工夫して、その状況を記入すること」となってい

ます。このことは、「特別の指導を行った場合」は、学習の記録の欄に各教科等の名称で記入せず、実際

の指導形態である、生活単元学習や作業学習の記録として記述してもよいことを意味します。

　　特殊学級においても、こうした考えに沿っています。

　　そこで、特殊学級の指導要録については、「小学校（中学校）の様式に準ずる」か「養護学校小学部（中

学部）に準じて作成すること」とされていることから、県教育委員会では、小学校児童指導要録（特殊学

級）と中学校生徒指導要録（特殊学級）として、それぞれの様式を各市町村教育委員会へ参考として示し

ています。なお、参考様式は、知的障害の有無によって選択できるように２種類のものを示しています。
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26．通知表はどのような様式が考えられるでしょう

⑴　通知表は、各学校でいろいろ工夫されます。
　 　通知表は、法的制約をもったものではありませんので、いろいろな様式が考えられます。学期のまとめ

として、児童生徒の学校での様子を保護者に知らせるものですから、一般に「通知表」「通信簿」と呼ば

れていますが、「あゆみ」とか「○○っ子」などというのもあります。

　　基本的な条件として、次のようなことが考えらます。

　　①　学校生活全般のようすが分かること。

　　②　保護者に分かりやすく記録されていること。

　　③　児童生徒にとって、反省の手がかりとなり、向上の目標が示され励みとなるものであること。

　　④　一人ひとりにふさわしい内容の記述がされていること。

⑵　評価をどのようにするかということと大きく関わってきます。
　　通知表には、連絡の機能と同時に、その学期の指導計画や指導の成果に対する評価の役割ももっていま

す。どのような指導目標を立て、その成果はどうであったか評価し、次の指導に生かしていくことが大切

です。また、指導目標と評価を一体化し、保護者への説明責任をきちんと果たすことも大切です。学校と

家庭の連携を図り、指導に生かす事にもつながります。

　　形式としては、①指導内容や目標の項目を設定し、それに沿って○や△などで評価していくチェックリ

スト形式、②取り組んだ内容や伸びた点などを具体的に記述してく自由記述形式、そして、③これら①、

②の併用式の３種類が考えられます。

　　チェックリスト形式は、客観性があり、すっきりとしたように見えますが、項目の設定のし方や指導内

容や指導方法、児童生徒の具体的な学習経過が見いだしにくいということがあります。

　　自由記述形式は、指導内容に沿って、児童生徒の取り組みの様子や伸びた点、課題などを記述していく

ため、具体的内容は分かりやすいのですが、客観的に読みとりにくいといった面もあります。

　　併用式は、これらを合わせた形式で、客観的評価と記述による補足とで知らせることをめざしたもので

す。

　　養護学校の指導要録の記述にあたっては、「個人の能力に応じた目標、内容を設定して指導し評価する

ことから、個人内評価（個人の能力の到達可能性を考慮した評価）を文章で記述することとした」として

あります。また、「特別の指導を行った場合」は、学習の記録の欄に各教科の名称を記入せず、実際の指

導形態である、生活単元学習や作業学習の記録として記述してもよいことになっています。特殊学級でも、

同様と考えられます。

　　いずれにしても、「できる、できない」という能力評価ではなく、「やろうとした、向上した」という意

欲・関心とともにその子が努力した過程を大切に評価することが必要です。

⑶　日々の連絡を密にし、それを生かすエ夫が必要です。
　　児童・生徒は、日々活動し変容しています。その変化の傾向を、通知表で的確に伝えていくのは難しい

ものです。従って、こうしたことがらは、学期のまとめとしてだけではなく、日々家庭と連絡を取り合う工

夫が必要となるでしょう。例えば、毎日の「連絡帳」や「実践ノート」等を使って記録したり、電話連絡や

家庭訪問などを行うことにより、具体的直接的に連絡することが有効です。
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27．教科書はどのようなものを選定するのでしょう

⑴　採択するのは市町村教育委員会です。
　　教科書の採択は「県教育委員会の指導助言及び援助によって市町村の教育委員会が行なう」こととなっ

ています。従って、使用する教科書の採択権を有しているのは市町村教育委員会です。

　　教科書の採択に当たっては、都道府県教育委員会から委嘱された教科書選定委員の答申を受け市町村教

育委員会が選定資料をもとに採択を決定します。（県立高校、特殊諸学校は県教育委員会）

　　特殊学級や養護学校では、学校によって児童生徒の実態が異なり、また、それに伴って教育課程の編成

も異なることが多いため、「採択地区内にある特殊学級（養護学校）において、教育課程が異なる場合は、

必ずしも同一教科用図書を使用しなくてもよい（注）」として、実質的には各学校で選定したものを教育

委員会へ届けて採択することになります。

　　　　　　　　　　（注） 県教委発行「小・中学校の特殊学級等において使用する教科用図書の採択基準

及び選定に必要な資料」中の「採択基準及び選定の観点」

⑵　「教科用図書を任用しなければならない」ことになっています。
 　　学校で使用する教科用図書（いわゆる教科書）は、学校教育法第 21 条に「小学校においては、文部科

学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならな

い。( 中学校は同40条で準用 )」と規定され、その取り扱いは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第

23条）で都道府県教育委員会の職務権限として定められています。

⑶　学校教育法第107条の規定による一般図書（いわゆる107条本）を採択することができます。
　　学校教育法第107条には、「高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては当分の間、

第21条第１項（第40条、第51条、第76条において準用する場合を含む）の規定に関わらず、文部科学大

臣の定めるところにより、同条同項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる」と

規定されています。

　　このことから、特殊学級（養護学校等）においては、児童生徒の実態に応じて該当学年の検定教科書で

はない一般図書を教科用図書として使うことができます。

⑷　教科書（教科用図書）には、次の3種類があることになります。
　　　　　①　 文部科学省検定済教科書（いわゆる普通の教科書。定められた学年で使用する。以下

「文部科学省検定本」という。）

　　　　　②　 文部科学省著作教科書（盲・聾・養護学校用の教科用図書など。☆印の本など。以下

「文部科学省著作本」という。）

　　　　　③　 学校教育法第107条の規定による教科用図書（一般図書一覧に載ったもの。下学年用教科書。

以下「107条本」という。）

　　※下学年用の教科書を使用する場合も、一般図書（いわゆる107条本）の扱いとなることに留意します。

⑸　小学校・中学校の教科用図書は無償です。その給与の手続きは次のようになります。
　　①　需要数の調査（７月）

　　　 　市町村の教育委員会が、次年度に使用する教科用図書について前年度の７月に需要数の調査を行い

ます。この報告の時が実質的に来年度の各教科の使用教科書を決める時となります。

　　②　納入指示書（３月）

　　　 　業者へ使用教科書を発注する。学校の教科書担当事務が行ないますが、特殊学級の場合、変更せざ

るを得ない場合が考えられるので、再度チェックする必要があります。
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　　③　納入（教科書配付）（４月）

　　④　受領報告（４月）

　　　　受領書と給与生徒名簿の作成し、市町村教育委員会（県立学校は県教育委員会）へ報告します。

⑹　教科書選定で留意すべきこと
　　①　児童生徒の実態に応じた教科書を選ぶことが大切です。

　　　　教科書を選ぶ場合、安易に該当学年のものをそのまま給与したり、ドリルや図鑑などを教科書とし

ない配慮が必要です。児童生徒の実態を十分踏まえ、興味・関心をもち、学習効果が得られるものを

選ぶ努力が必要です。

　　②　給与冊数は、各学年の課程において使用する各教科１種目１冊です。

　　　　一般図書を使用する場合も同様です。該当学年の各教科で給与される種目の区分によって、給与し

ますので、その内容を十分検討する必要があります。（１人に同じような内容の図書を何冊も給与し

たりしないよう留意します。そのためには、給与一覧表を作っておくなどが考えられます。）

　　　　知的障害養護学校の小学部（養護学校小学部の学習指導要領に準じて教育課程を編成する小学校特

殊学級を含む）は、「社会」「理科」「家庭」における図書は無償給与の対象となりません。

　　　　また、各学年段階で以前に給与した教科用図書について把握し、重ねて給与しないようにします。

例えば、文部科学省著作の☆印（こくご、さんすう、おんがく）は、１年以上にわたって使用するこ

ととされていますので、その教科については、次の年は給与できません。

　　　　なお、文部科学省検定済教科書、文部科学省著作教科用図書、一般図書を重複して給与することは、

できません。

　　③　事前の実態把握が必要です。

　　　　新入学の児童生徒の場合、その実態がつかみにくく、どのような教科書を用意すればよいか困る場

合がありますが、できるだけ小学校なら幼稚園、保育所と、中学校なら小学校と連絡を取り合って、

実態を把握するよう努め、その子に応じた教科書を用意することが大切です。
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28．教科書はどのように活用するのでしょう

⑴　すべての内容を指導することはできません。実態に応じ使い方をエ夫する必要があります。
　　知的障害養護学校や特殊学級に入学している児童生徒の能力は多様です。したがって、教科書の内容す

べてを該当する学年の全児童生徒に指導できるとは限りません。ある子には、その一部しか使えない場合

もあります。

　　文部科学省著作本の☆印教科書「さんすう」や「こくご」は、指導場面別あるいは領域別に編集してあ

ります。☆印教科書の編集の順序は、内容毎には、類別し順序だてて編集してありますが、その取り扱わ

れる事項は指導の順序を示すものではありません。

　　つまり、最初から１ページずつ順に指導するといった使い方をしないで、領域・教科を合わせた指導の

中でも必要な場面で必要な内容を取り出して指導するといった使い方をします。そして、教科別の指導で

更に深化、拡充するように活用するということです。

⑵　指導する内容や場面について教師の資料とすることも考えられます。
　　児童生徒の中には、教科書を見て、学習することは困難な場合があります。そのような場合には、教師

が、教科書に描かれている内容や状況を参考にして、使うことばを選んだり場面設定をしたりして指導す

ることも考えられます。

　　つまり、児童生徒が学習において使用する教材の一部であるとともに、教師にとっても指導内容や指導

する場や機会について参考にする資料、教材でもあるということです。

⑶　指導書を参考にしながら、児童生徒の実態や学校の実状に応じて教材を作成するようにします。
　　☆印教科書についての指導書があります。この中には、総論として「指導の意義 ( 必要性、特徴 )」「活

用の仕方 ( 指導方法、活用の仕方 )」「題材例」とともに、各論として内容について解説されています。こ

れによって、児童・生徒に必要な指導内容を選択・組織する上で具体的な内容を知ることができます。

　　そして、これを参考にすることによって、より児童生徒の実態に応じた教材を作成したり指導場面を工

夫したりすることができます。

⑷　一般図書を利用する場合でも、上に述べたような利用の仕方が考えられます。
　　興味・関心のある絵本等を使用する場合でも、他の領域・教科を合わせた指導の中で、必要に応じてひ

とつの場面、内容を繰り返し使いながら指導をするようにします。最初から指導して１回で終わりと考え

るのではなく、何回でも使うことです。そのためにも、そのような使用ができる内容の一般図書を選択す

ることが大切になります。
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29．教材・教具はどのように工夫するのでしょう

⑴ 　「教材」とは、教育の目的を達成するために選ばれた内容・素材をいい、「教具」とは、その教育
の方法手段としての具体的な道具をさすのが一般的です。

　　例えば、「身体の仕組み」を教材とすると、「人体模型図」は教具です。「数を数える」という教材に対して、

「おはじき」「数え棒」などを教具とします。教具を更に個々の状況に応じて使いやすくするものを「補助

具」といいます。

　　教材というと、そうした内容、素材を集めた教科書、副読本、ドリルなどが一般的ですが、実際的な活

動の場における「もの」「ことがら」「人」もまた教材です。働く人の様子を見たり、話を聞くなど「人の

生き方」も立派な教材です。こうしてみると、教材、教具として区別をつけにくい面もあります。

⑵　教師の工夫次第で、どんなものでも教材となり教具になるといえます。
　　このように、教材や教具は、身近なところにいくらでもあると考えることができます。学習する内容（教

材）を何にするかによって決まります。

　　次のようなことが条件として考えられます。

　　①　児童生徒の興味・関心の高いもの、あるいは喚起するものを選びます。

　　　 　学習活動を意欲的にし、積極的な活動を通して学習していくには、何よりもその教材が児童生徒に

とって興味・関心をもちやすい、年齢や特性に合ったものでなければなりません。

　　②　できるだけ生活に結びついたものを選びます。

　　　 　興味・関心をもちやすいと同時に、日常生活で経験することがらや用具が用いられることが大切で

す。生活の身近なところで目にふれ、手にふれるものを活用することが生きた教材であり、生活自立

に向けた学習が展開されることになります。道端の花でも、小石でも教材であり教具となります。

　　③　教師が工夫したものが効果的です。

　　　 　児童生徒の興味・関心を喚起し、より効果的な指導を行うには、市販されているものばかりをその

まま使うのではなく、児童生徒をよくわかっている担任がアイデアを生かし、工夫して用いることで

す。いろいろなものを参考にしてちょっと手を加えるだけでもいいのです。

⑶　教材・教具をエ夫することは、児童生徒の理解をより深めます。
　　松江教育センターでは、平成７年度より研修講座の中で「特殊教育教材教具製作講座」を設けて、教材

開発の視点や作成の実際を学んでもらうことを目的に、研修を実施しています。

　　また、この研修を受講された皆さんが、自作の教材・教具を使って実践された教育活動の成果をまとめ

た「自主教材教具集」も毎年作成しており、各教育事務所・特殊教育諸学校・講師及び受講者に配布して

いますので、指導の参考にしてください。

　　教材・教具を工夫したり自作することは、単にものを作るだけでなく、児童・生徒の想いや姿を思い浮

かべながら取り組むことによって、理解を深め、そして、それを使うことによってより人間関係を深める

ことができると言えるでしょう。
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30．家庭や地域との連携はどのように進めていくのでしょう

１．児童生徒の自立と社会参加のために、家庭や地域と学校が一体となって指導にあたることが大切です。

　児童生徒の障害の重度・重度化や多様化、障害のとらえ方の変化、学校の説明責任の明確化、家庭や地域

社会の教育力の重要性など、教育を取り巻くさまざまな状況や価値観が見直されています。子どもたち一人

一人の障害の状態をしっかりととらえ、自立と社会参加を実現するために、学校、家庭、地域社会がそれぞ

れ本来の教育機能を発揮し、相互にバランスのとれた教育が行われることが大切です。そのために学校は、

開かれた学校づくりを積極的にすすめ、家庭・地域社会との連携を一層深めて、学校内にとどまらず地域全

体を通して児童生徒の生活の充実と活性化を図ることが大切です。

２．家庭との双方向的な情報交換に努めましょう。

　障害のある児童生徒の教育において、学校と家庭とが同じ方針のもとに協力して教育を行なわなければよ

りよい効果を期待することは難しく、学校と家庭での教育に一貫性があって、はじめて子どもたちも安定し

た状況で学習に取り組めることになります。

　学校での様子や担任からの願いを保護者に伝えるとともに、保護者の要望や家庭での様子を日常的に細か

く情報収集するなど、双方向的な情報の交換に努めることが大切です。そして、子どもたちの情報をもっと

も多く持つ保護者と教育の専門家である教師が協力して、子どもたちの教育を考えていくという認識のもと

に、家庭との連携を積極的に進める必要があります。

　情報交換の手段としては、毎日の連絡帳や電話、学校の様子を記録したビデオ、学校・学部・学級だより

などがあります。常日頃から保護者とのコミュニケーションを密にし、保護者の思いを受けとめたり、学校

の様子や指導方法を具体的に伝えたり、必要なときにタイミングを逸することなく連絡をとるなどきめ細か

な対応に心がけましょう。

　さらに、保護者面談や家庭訪問などは、計画的に行うことはもちろんのこと、保護者の希望や学校の状況

に応じて柔軟かつ迅速に行うようにすることも大切です。

　また、子どもの学校生活や家庭での教育等について保護者が悩んでいる場合もあるので、担任教師以外に

も、保護者に対して相談に応じられるような体制作りを学校として進めていく必要があります。

　家庭と学校とがお互いに協力して児童生徒を育てるという意識をもち指導にあたるためには、お互いの信

頼関係が大切です。そのために学校が、個別の指導計画の作成をはじめ、さまざまな場面において説明責任

を果たすとともに、教育的サービスを提供する専門家としての責任と役割をしっかり自覚して指導にあたる

ことが重要です。

３．地域の教育資源や学習環境を一層活用していくことが必要です。

　教育活動の計画や実施の場面では、家庭や地域の人々の積極的な協力を得て児童生徒にとって大切な学習

の場である地域の教育資源や学習環境を一層活用していくことが必要です。具体的には、地域のお店や公共

施設等を教科や領域等の学習に直接活用したり、地域の行事とのかかわりを教材化したり、地域の施設を利

用した作品展示などによる理解啓発をすすめたりなどが考えられます。その中で地域の人々を講師として招

いたり、体験的な学習をすすめることにより、児童生徒の社会体験や人とのかかわりを一層拡充していくこ

とも可能となります。実施にあたっては、児童生徒のプライバシーや人権に十分留意しながら、一人一人の

実態や学習のねらいについて十分な共通理解を図り、地域教材をより効果的に活用するための配慮事項につ

いて相談する時間を確保するなどの工夫が求められます。

４．開かれた学校づくりをすすめましょう。

　家庭や地域社会における児童生徒の生活は、学校教育に大きな影響を与えています。体育館や調理など自

立訓練施設等の学校施設を積極的に地域に開放したり、障害のある子どもの教育等について、地域の人々の
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学習機会を提供するなど、開かれた学校づくりをすすめることが大切です。また、教師もそれぞれの地域の

一員としてボランティア活動に参加し、家庭や地域社会に積極的に働きかけ、それぞれが持つ本来の教育機

能が総合的に発揮されるようにすることも大切です。
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31．盲・聾・養護学校のセンター的役割とはどのようなことでしょう

　盲学校、聾学校及び養護学校には、

・各障害についての専門的な知識をもつ教師や特殊教育の経験豊富な教師等の人材

・障害のある児童生徒に適する教材や教具

・障害に配慮した施設、設備等の物理的な環境

・特殊教育に関する情報等

が整っています。

　これらの人材や設備、情報等は、地域の小・中学校や高等学校には少ないと考えられますが、これを地域

の障害のある子どもやその保護者及び学校関係者の要請に応じ、提供していこうという発想のもとに出てき

たのが、新学習指導要領に明記された、「盲学校、聾学校及び養護学校は地域の特殊教育の相談のセンター

としての役割を果たすよう努めること」であると考えます。

　従って、地域の障害のある子どもの教育の支援センターとしての役割の中身は、

　⑴　地域の特殊教育に関する教育相談センターとしての機能
　 　要請に応じ、地域の障害のある乳幼児や保護者に対して教育相談を行い、早期から見通しのある子育

てができるように支援する。

　⑵　地域の特殊教育に関する研修センターとしての機能
　 　地域の幼稚園、小・中学校等の教員が盲・聾・養護学校を訪問し、障害や特別の教育的ニーズを有す

る児童生徒等に対する指導への支援について学んだり、研修会等を積極的に開催したりし、ともに研修

する機会を充実する。

　⑶　教材・教具や人材の提供センターとしての機能
　 　専門性に応じた施設・設備、教材・教具等を活用して、地域の小・中学校等の求めに応じた情報機器

の貸し出しや教材・教具の提供を行う。また、小・中学校等の特殊学級担任への指導・助言・在籍する

障害や特別の教育的ニーズを有する児童生徒等への巡回指導や支援が求められる。

　⑷　情報の収集・提供のセンターとしての機能
　　 　特殊教育に関する情報の収集や提供等、啓発的な情報発信等が求められる。　
　⑸　障害児者の生涯学習の支援センターとしての機能

　 　卒業生や地域の障害者の生涯学習の支援をする場として、情報機器や体育施設等を活用して、文化、

芸術、スポーツ面等の多面的な活動の機会や情報を提供する。

　⑹　障害児者の理解・啓発のセンターとしての機能
　 　公開講座や学校開放事業を展開すること等により、障害児者の理解・啓発をはかる。

などのことが考えられます。

　すなわち、盲・聾・養護学校に行けば、特殊教育についての情報が得られ、適切な支援が受けられるとい

う地域の施設としての開かれた学校をめざしています。

　そして、盲学校、聾学校及び養護学校が、地域の特殊教育の支援センターとして十分に機能していくため

には、地域の病院や保健所、通園施設や児童相談所、教育センター等と連絡を密にし、適切なネットワーク

を形成し、相互に連携、協力し合うことが大切です。

　県立特殊教育諸学校では、それぞれの学校が教育相談部あるいは教育相談担当を位置づけ、相談等様々な

取り組みを行っています。



第３章

教育課程の編成と指導の実際
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第１節　知的障害養護学校の指導事例

１．日常生活の指導　指導事例

　　　　＜着替え　児童の活動と教師の支援　小学部１年生　児童Ａ＞

＊　登校後の着替え　＊

１．着替えの入ったかごをロッカーから出す

２．たたみの上にかごを置く

３．裏脱ぎにならないようシャツを脱ぐ

　　　☆ボタンをはずして欲しいときは，

　　　　両手を合わせてお願いをする

４．上着を着る

　　q 後側が上になるように上着を広げて机の上に置く

　　w 着る

５．裏脱ぎにならないようズボンを脱ぐ

６．トレーパンをはく

　　q 前側が上になるようにたたみの上にトレーパンを置く　

　　w はく

７．服をたたむ　

　　q 机の上に上着を広げて置く

　　w 上着のそでをたたむ

　　e 半分に折ってかごに入れる

　　r ズボンを机の上に広げる

　　t ２つに折る

　　y 両手で持ってかごに入れる

８．かごをロッカーに入れる

　　　　　　　　　＜指導の機会と目標・教師の支援（個別の指導計画より）　中学部２年生　生徒Ｂ＞

目　標 教　師　の　支　援

着替え

○服の前後を間違えずに体操服に着替える。

○自分でできないところは，「手伝って」と言って依頼する。

・ 体操服の名前の部分に注目できるように指で示すとともに言葉かけをす
る。着替え終わったあとには，名前の部分を手でさわって確かめる。

・ ズボンのホック等手伝いが必要な場面で，「なに？」という言葉かけを
して要求の言葉を促す。

朝の会 ○１日の学習の見通しを持つ。
・ 今日の予定の係として写真カードをボードに貼ることで，学習内容

を確かめるようにする。

係 ○洗濯物たたみをして隣の教室に持っていく。
・ たたむ物のかご，たたんだ物のかごの２つを用意しておき，たたみ

終わったことを意識できるようにする。

排　泄 ○教師にトイレにいくことを伝えてから行く。 ・トイレカードを用意し，指差しで伝えるようにする。

給　食
○ エプロンつけ→手洗い→牛乳配りまでの活動を教師の

言葉かけをうけずにする。
・ 繰り返しの活動を大切にする。次の活動がわからないときには，まずは

「次は何？」という言葉かけをして，自分からの活動を待つようにする。

フリータイム ○休憩時間に好きな遊びをして楽しく過ごす。
・ パズル，ビーズ通し，ＣＤ，自転車，体育館のカードを用意してお

き，そこから自分の好きなことを選ぶようにする。

掃　除 ○モップを使って床を拭く。
・ 色のついたスプレー式の洗剤を床にまいておき，そこを意識して拭

くようにする。

他に興味が向くと
き，ロッカーを指差
して言葉かけをす
る。

えりの部分を持っ
てひっぱるように
する。

ある程 度 おろ
したら，すそを
持ってひっぱる
ようにする。

上着が動かないように
肩を押さえて，袖が折
りやすいようにする。

手前から向こう側に折るように
身振りで知らせる。両手でか
ごに入れるように言葉かけを
する。

忘れている場合は，かごを
指差して気づくことができ
るようにする。

一番上のボタン
は教 師がはず
す。

自分から要求がでない
ときには「なに？」と
言葉かけをする。

どの服にも前側には目
印に名前をつけておく。

机の上に服のかたちの型を置いて
おき、それに合わせるようにする。

どの服にも後側に
は目印のアップリ
ケをつけておく。

むずかしい場合は，教
師が膝のところを押さ
えて折りやすくする。
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　　　　＜　高等部　３年○組　Ｃグループ（男子２名）＞

　　１．題材名　「朝のチェック」　おしゃれ編　～　整髪をしよう　～　

　　２．ねらい

　　　　・身だしなみに関心を持ち，自分から気をつけようとする。

　　　　・いろいろな道具の扱いに慣れたり，身近な生活行動をより上手に行う。

　　　　・自分が使うものを準備したり，片付けたりする。

　　３．指導計画

　　　　※　朝の会の最後に「朝の活動」の時間設定をして以下の内容を学習する。

　　　　　　　　　　かっこいい服を着よう　　　　　洗髪をしよう

　　　　　　　　　　整髪をしよう　　　　　　　　　洗濯をしよう

　　　　　　　　　　ひげをそろう　　　　　　　　　身だしなみ最終チェック！

　　４．本時の学習

　　　q �ねらい

　　　　・ヘアードライヤーの使い方を知り，鏡を見て髪を乾かしながら頭の横や後を意識する。

　　　　・整髪に必要なものを自分で準備したり，使ったものをロッカーに返したりする。

　　　w　展開

学　習　活　動
学習活動（○）　と　教師の支援（●）

Ａ Ｂ

１．移動 ○道具を準備して寄宿舎へ移動する。
● 寄宿舎指導員への挨拶を忘れているときには，言葉かけをす

る。

● 忘れ物がないか言葉かけを
する。

● 必要なものをかごにまとめ
て入れておく。

２．今日の活動について知る ○今日は整髪をすることを知る。
● ドライヤー，くし，整髪剤を見てすることが理解できるよう

にする。

３．鏡を見てチェックしよう ○置き鏡を使って自分の顔や髪を見る。
● 目，口のまわり，ひげ，髪の毛などチェックのポイントを指

差したり，言葉かけをしたりする。

４．整髪をしよう ○霧吹きで髪の毛をぬらしてヘアードライヤーで乾かす。
○整髪剤をつけて髪を整える。　
●はじめに教師がして，モデルを示す。

● 鏡を見ながらするよう言葉
かけをする。

● 整髪剤の量について言葉か
けをする。

● ドライヤーが髪にあたるよ
う，手を添えて向きを調節
する。

●  くしを使っていない場合に
は，言葉かけをする。

５．後片付けをしよう

６．移動 （略）
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２．遊びの指導　指導事例
小学部低学年　遊びの指導学習指導案

　１．題材名　「どろの国へようこそ！」

　２．目標

　　・泥の感触を味わったり，形状の変化を楽しんだりする。

　　・「どろの国」の雰囲気を楽しんだり，友だちや教師のすることを見たり，一緒に遊んだりする。

　３．単元について

　　 　昨年度から砂遊びに取り組み，ほとんどの子どもたちが場を共有して遊べるようになった。砂の感触

が平気になったり，自分から砂山に登ったり，道具を使って遊んだり，と素材へのかかわり方に変化が

見られるようになった。また，友だちがしていることを見て真似をしたり，そばに行って遊んだりと友

だちへの気持ちの表わし方やかかわり方も少しずつ変わってきた。

　　 　こうした子どもたちにもっと色々な素材に興味を持ち，自分から素材にかかわってよりダイナミック

に遊んで欲しいという願いを持った。そこで今までに子どもたちが経験したことのない泥を取り上げた。

　　 　泥は土に混ぜる水の量でその状態が様々に変化する。水が少なければ泥だんごやおにぎりなどに見立

てた遊びに適した状態になる。水が多くなるとぬるぬるとして，その感触を楽しむことができる。さら

に水を加えると泥水になり水の感触に近くなり，手の上で土が溶けていくおもしろさを感じたり，ぬる

ぬるとした感触が苦手な子どももさわりやすくなったりする。コーヒーなどに見立てて遊ぶこともでき

る。また，乾いた状態の土に水を流していくと，刻々と変化していく土の様子を見て楽しむことができる。

　　 　このように泥は，発達段階や興味関心が様々な子どもたちにとってどの子どもにも何らかの魅力のあ

るものとなる素材ではないかと考えた。

　４．取り組みにあたって

　　○ 毎回授業の最初にはキャラクターが登場したり，ブースター号に乗って歌を歌いながら「どろの国」

に移動したりすることで，泥遊びへの見通しや期待感がもてるようにする。

　　○ キャラクター（どろぞう）は子どもたちの中に入り，新しい遊びをやって見せたり，一緒にしたりし

て同じ遊ぶ仲間として活動する。

　　○ 色々な状態の泥を作っておく。泥のプールの中央に大人の膝程度の深さの穴を掘り，柔らかい泥を入

れておき，全身で使ったり，足を深くはまらせたりする感触を楽しめるようにする。

　　○ 子どもたちの興味が最後まで続いたり，新しい遊びをやってみようという気持ちがおきたりするよう

に授業の途中で遊び道具などを登場させ流れに変化を付ける。

　　○ 「どろの国」として全体的に広く捉える。泥に直接ふれなくても活動できるような場の設定や支援も

し、どの子どもも楽しめるような場の設定をする。

　　　・ 泥のプールの周りに巧技台や梯子や滑り台を設置したり，長い斜面をつくり上から走り下りたりブ

ルーシートで滑ったりできるようにする。

　　　・ 洗体漕を準備し，そこで泥水遊びをしながら友だちの様子を見たり，場の雰囲気を楽しんだりでき

るようにする。

　　　・ 斜面の上を休憩所としたり，カラフルな絵や缶を木につり下げたり，揺りモックを用意したりして

ゆったりとした気分で「どろの国」を自分なりに楽しめるようにする。
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　５．指導計画　全１３．５時間

　　　「どろの国」で遊ぼう・・・・・・・・全１３．５時間

　　　　・泥プールに入ろう・・・・・・・１．５時間

　　　　・ソリ子と遊ぼう・・・・・・・・３時間

　　　　・泥の国へ行こう・・・・・・・・９時間

　　　　　　　　すべってみよう

　　　　　　　　泥プールにドボン

　　　　　　　　どろぞうとどろがっせん

　　　　　　　　みんなの「どろの国」

　　　　　（５月に「砂で遊ぼう」・・・１２時間を実施）

　６．配置図
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　７．本時

　　a　目標

　　 　・「どろの国」で自分の好きな遊びを見つけたり場の雰囲気を感じたりして遊ぶ。

　　s　児童の実態とねらい

児童の実態 ねらい

Ａ
さ
ん

・ シートに乗ったり教師に手を引かれたりし

た勢いで泥の中に入ることはあるが，自分

から入ろうとはしない。

・ 洗体漕の水の中には自分から入るが長くは

続かず，周辺で過ごすことが多い。

・汚れた服を脱ごうとする。

・ 休憩所を中心に，風船や缶を見たりさわっ

たり，揺りモックで揺れたり，友だちが遊

ぶ様子を見たりして泥の国の雰囲気を感じ

る。

・ 教師と一緒に泥の中に入って，泥の感触を

味わう。

Ｂ
さ
ん

・積極的に泥に関わって遊んでいる。

・ 坂から駆け下りて泥の中に入ったり，まま

ごと遊びをしたりして楽しんでいる。

・ 自分の好きな遊びを見つけて主体的に活動

する。

・ 他の人の楽しそうな遊びを見て自分もしよ

うとする。

Ｃ
さ
ん

・ 形が作れる程度の堅さの泥を好み，手に取

り，丸い形やひものような形を作って遊ん

でいる。

・ 泥の固まりを洗体漕や泥プールに入れたり

して水しぶきがあがるのを見ている。

・友だちの遊んでいる様子をよく見ている。

・ 「どろの国」で自分の好きな遊びを見つけて

主体的に遊ぶ。

・ 友だちの遊ぶ様子を見てやってみようとす

る。

Ｄ
さ
ん

・ 「どろの国」へ行くことが分かると，自分か

らブースター号に乗り込んだり，「どろの国」

のある畑まで走って向かったりする姿が見

られる。

・ 泥の中には自分から入り，泥の中を歩いた

り，深い部分にはまったり，泥の斜面を登っ

たり下りたりして楽しんでいる。

・ 自分から泥プールに入ったり，泥の斜面を

上り下りしたり，青シートのそりに乗った

りすることを楽しむ。

・ 「どろの国」を散策したり，友だちの様子を

見たりして楽しむ。

Ｉ
さ
ん

Ｊ
さ
ん

・ 時々泥の斜面を登って泥プールに走って

入ったりする。

・ 好きな遊びに集中し下を向いていることが

多く，友だちの様子が見えていないことが

多い。

・ 泥の中を歩いたり，斜面を登ったり下りた

りしながら，足や身体で泥を感じて楽しむ。

・ 友だちの遊んでいる様子を見て楽しんだり，

自分もやってみようとしたりする。
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　　d　展　開

（○児童の活動　●教師の支援）

学習活動
個別の学習活動と教師の支援

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｊさん

１． ブースター号
に集まろう

○ブースター号に乗り込み，「どろの国」へ出発する。
● キャラクターが登場したり，「どろの歌」を歌ったりすることで，泥遊

びをすることが分かり，楽しみに思えるようにする。

２． 「 どろの 国 」
で遊ぼう

○ 休憩所で風船や
缶を見たり叩い
たりして遊ぶ。

● 友だちが遊んで
いる様子や，風
船，缶に目が行
くように声かけ
や指さしをする。

○ 教師と一緒に泥
プールに入る。

● 泥プールにはい
るように誘いか
けたり，一緒に
勢いよく走り込
んだりする。

○ 洗体漕に入った
り出たりして楽
しむ。

○ 泥プールに入っ
たりままごと遊
びをしたりする。

● 主体的に遊んで
いる時は，活動
を見守る。

○ 洗体漕に入る。
● 場の雰囲気や意

思を大切にする
声がけをする。

○ 坂を上ったり下
りたりする。

● 危険がないよう
に注意する。

○ 洗体漕の近くで
泥を手にとって
丸めたり，形を
作ったりして遊
ぶ。

● 一緒に形作りを
楽しみながらフ
ライパンなどを
準備する。

○ 水たまりに投げ
て水がはねる様
子を見て楽しむ。

● 泥の斜面を登っ
ている友だちを
紹介して，一緒
にしてみようと
誘いかけてみる。

　・ 揺りモックで
遊ぼう

　・ 青シートのそ
りで遊ぼう

○ 揺 りモックに
乗って楽しむ。

● 揺りモックに気
持ちが向くよう
に歌いかけたり，
友だちが揺れて
いる様子を一緒
に見たりする。

○ 他の人の楽しそ
うな様子を見て
自分も遊んでみ
る。

● 他の人に注意を
向けたり遊びを
促したりする。

○ 友だちの遊びを
見て真似して遊
ぼうとする。

● 友だちが遊んで
いる様子を紹介
しながら目が向く
よう声かけをす
る。

● 人が少なくなっ
たら誘ってみる。

３． 終わりにしよ
う

○「終わりの歌」を聞いて，終わりを感じ，ブースター号に向かう。
● 活動の終わりに歌を歌って，楽しい思いで活動が終わるようにする。

● 遊びの終わりを
感じられるよう
にそばで終わり
の歌を歌いかけ
る。

○ 終わりに気づき，
ブースター号に
戻る。

● 気づかない時は，
声をかける。

○ 自分からブース
ター号に向かう。

● 歌を歌いながら
ブースター号の
方 を 指さし て，
向かえるように
する。



－118 － －119 －

小学部○組　遊びの指導学習指導案

　１．題材名　「ポンくんランド」で遊ぼう

　２．目標

　　・好きな遊具で身体を使って遊ぶ楽しさを味わう。

　　・友だちや教師を意識したり，かかわったりしながら遊ぶ。

　３．題材について

　　 　この学習グループは，１年生４名（男子１名，女子３名）２年生２名（男子２名）の計６名で構成さ

れており，知的障害に併せ自閉症（１名），肢体不自由を有する児童（２名）の集団である。コミニュケー

ション面では，言語指示はほぼ理解できるが，一語文や二語文で自分の気持ちを伝える児童，発声や表

情，動作で伝えようとする児童と実態は様々である。身体を動かす遊びはどの児童も好きで，自分から

ボールプールや滑り台で遊んだり，好きな乗り物に乗って移動したり，ユリモックやトレーニングバルー

ンで揺れたりすることを楽しんでいる。その遊びの様子を見ると，友だちの顔をのぞき込むなど，友だ

ちを意識した様子の見られる児童もいるが，友だちと遊んだり一緒に活動したりすることが苦手な児童

もいる。

　　 　この道具を組み合わせた遊びの題材は，滑ったり，揺れたり，飛び跳ねたり，くぐったりして遊べる

道具を用意することで，いろいろな運動感覚が養われる。また，同じ空間の遊具で遊ぶことを通して，

自然に友だちを意識したり，対人関係の拡がりが期待できると考える。また，子どもたちがことばの学

習で親しんできている「ポンくん」を遊具遊びの名前に用いることで，より親しみやすく，「やってみよう」

「行ってみたい」「のぞいてみたい」などの気持ちを高めることができると考える。

　　 　このような遊具を使った「ポンくんランド」は，その配置や組み合わせ方を変えることで，子ども一

人一人が楽しめるように実態を考慮した遊具を設けることができ，好きな遊びを中心に他への拡がりが

期待できる遊びである。また，大型ブランコや円木・タイヤ，大型滑り台など，身体を大きく揺すった

り，回転したり，スピード感があるなど子どもたちが日常生活の中で親しんできている遊具にポンくん

の絵を貼ったり，風船，タフロープのカーテン等視覚的な教材を共に用いたりすることで，やってみた

い気持ちをより高めることができると考える。ランドという題材では，遊具の苦手な子どもたちにとっ

ても他の遊びを設定しやすいということがある。その中で，取り上げた箱や戸棚といった狭い空間は子

どもたちの好きなものの一つである。段ボールトンネルで好きな空間を作り，そこへブラックライトや

ファイバーライトをつけることで「何だろう。入ってみたいな」と思うような場を作ることで，興味を

より持つことができるのではないかと考える。

　　 　このように，日頃の遊びの場を少し変化させることで，遊びの面白さを感じたり友だち同士のかかわ

りも生まれたりするのではないかと考えこの題材を用意した。

　４，指導計画〈全12時間〉

　　第１次　プレイルームの遊具で遊ぼう２時間

　　第２次　「ポンくんランド」で遊ぼう10時間

　５，本時の指導

　　a　ねらい

　　　・好きな遊具でたくさん身体を動かして遊ぶ。

　　　・友だちや教師と一緒に，いろいろな遊具で遊ぶ。



－118 － －119 －

　　s　児童の実態とねらい

実態（人とのかかわり，遊具遊び） ねらい

Ａ

・ 教師の手を取り，好きな遊びに誘うことが出来る。

・ 友だちの遊んでいる様子をよく見ているが，一

緒に遊ぶことはない。

・ 身体を動かす遊びは好きで，特に円木の揺れや

滑り台は好きである。

・自分から好きな遊具で遊ぶ。

・教師と一緒に友だちとの遊びを楽しむ。

Ｂ

・ 活動の場に友だちがいるとなかなかその場に入

ることが出来ない。しかし，一人になると教師

と一緒に遊ぶことが出来る。

・ 身体を動かす遊びは好きで，どんな遊具でも挑

戦して遊ぶことが出来る。

・ 教師が友だちの遊びの様子を伝えたりすること

で，その場の活動を意識する。

・教師と一緒にいろいろな遊びに挑戦する。

Ｃ

・ 友だちや教師の話し声をよく聞いており，自分

の好きなことばが出てくると，笑顔や発声が見

られる。

・ 大型ブランコの揺れや滑り台でのスピード感

は，特に好きな遊びである。

・ その場の雰囲気を感じて，様々な揺れや光のト

ンネルを楽しみ，自分の気持ちを表情や発声，

身振りで表現する。

以下省略

※ポンくんランド配置図
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　　d　展　開

教師の支援とねがい 

A B C
準備物 学習活動 

１，はじまりの歌 
　♪（あつまれ）の歌 
　　はじめのあいさつ 
 
 
 
 
２，「ポンくんランド」から

手紙が来たよ 
　・ビデオレターを見よう 
　・ポンくんの歌を歌おう 
 
 
 
３，「ポンくんランド」へ行

こう 
　・ピンクカーに乗り　　
　　廊下を一周する。 
 
 
 
 
４，「ポンくんランド」で 
　遊ぼう 
 
　qトンネル 
　　・ブラックライト 
　　・ファイバーライト 
 
 
 
 
 
 
 
　w遊動円木，吊したタイヤ 
 
 
 
 
 
 
　e大型滑り台 
　　・カーテン 
　　・手押しポンくん 
　　　スイッチ 
 
　r箱形ブランコ 
 
 
 
 
　tセーフティマット 
　　・吊り風船 
　　・壁面の鏡 
 
５，「ポンくんランド」閉店 
 
 
６，終わりにしよう 

・キーボード 
 
 
 
 
 
 
・テレビ 
・ビデオ 
・キーボード 
 
・クッションチ

ェア２個 
・ピンクカー 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ポンくんドア 
・MD 
 
 
 
・トンネル２つ 
・ブラックライ

ト 
・ファイバーラ

イト 
 
 
 
・吊り円木 
・吊りタイヤ 
 
 
 
・大型滑り台 
・ビックマック 
・タフロープカー

テン 
 
・大型ブランコ 
・ヘリウムガス

入り風船 
・毛布 
 
 
 
・セーフティマッ

ト 
・吊り風船 
 
 
・MD 
・ピンクカー 

○授業が始まることを意識できるように，はじまりの歌を歌う。歌いながら一人一人の顔をの
ぞき込みCTに注目できるようにする。 

○個々の実態に応じた座り方をし，日直の号令に合わせてあいさつができるよう，声かけをする。 

○「ポンくんランド」から来たビデオレターは，大きな紙カバンにビデオを入れて提示するこ
とで注目させる。子どもたちの目の前に提示したカバンに注目したところで，開けて取り出
し，セットする。 

○ビデオを見ているときに発する子どもたちの声を取り上げ，他児への興味の一つとする。 
○ビデオを見終わった後，「みんなでポンくんランドへ行ってみよう」と誘いかけをし，「ポ

ンくんの歌」を教師が一緒に歌いながら，手拍子をしたり身体を揺らしたりすることであそ
びの雰囲気を盛り上げる。 

○「エイエイオー」コールをした後，廊下に準備しておいたピンクカーを教室入り口に用意するこ
とで，活動への期待を高める。ピンクカーは，できるだけ自分から乗るのを待つようにする。 

○安全に留意しながらATが乗り物を押す。雰囲気を盛り上げるため「ポンくんの歌」を歌いな
がら廊下を一周してプレイルームへ移動する。 

○「ポンくんランド」が見えてきたら，ポンくんドアのあることを伝えたり，音楽を流したり
しておくことで，到着したことを知らせる。教師が扉を開けて入っていくことでその方法を
知らせ，子どもたちも自分から扉を開けて中に入るよう促す。 

○子どもたちが自分から好きな遊具を見つけて遊び出すまでその様子を見守る。なかなか遊びに
入らないようであれば，教師が遊び出すことできっかけをつくり遊びの楽しさを伝えていく。 

○一つの遊具だけで長く遊んでいる子どもには，友だちが楽しそうに遊んでいる様子を見せたり，
話して伝えたり，教師がやって見せたりすることで，他の遊具にも気持ちが向くようにする。 

○光のトンネルに子どもたちが入らないようであれば，CTが入ってその美しさを声に出して伝
えることで誘いかける。光の変化を楽しめるように，光り方をいろいろと変えたりする。 

○どの遊具の場面でも，一人でその動きを楽しんでいるような場合は，教師が一緒に遊んだり，
友だちを誘ったりすることで一緒に遊ぶ楽しさを感じさせる。 

○照明が消え，流れていた音楽が止まることで子どもたちに「ポンくんランド」の終了を伝える。 
○来た時と同じようにピンクカーに乗って教室に戻ることで，遊びの終わりが理解できるようにする。

Ｂ児については，友だちが帰った後での自発的な遊びが考えられるので，遊びたい気持ちを大切にし
ながら教師と一緒にポンくんランドでの活動を続けさせ，教師と二人でおわりのあいさつをする。 

○Ｂ児が一緒に帰らない場合は，ピンクカーに乗って帰りながら，今日の活動を思い起こし，子ど
もたちの活動を誉めるなど，次の活動に意欲が持てるような声かけをし，自然な形での終わりと
する。Ｂ児が一緒に戻る場合は，日直の号令に合わせて終わりのあいさつをする。 

・声かけをすることで，椅子
に座るよう促す。 

・はじまりの挨拶をすること
で活動に対しての安心感を
持たせ，椅子に座るように
誘う。 

・車椅子に乗る。 

 

・友だちの様子を見るように
声をかけることで，自分で
乗り込むことが出来るよう
にする。 

・友だちと一緒に乗るように
誘うが，難しい場合は気持ち
が落ち着くまで待ったり，
教師と別ルートで行ったり
するなど子どもの様子を見
ながら行動する。 

・スクーターボードのクッショ
ンチェアに乗ることで楽に
移動できるようにする。 

・一つの遊びに固執しているよ
うであれば，友だちの遊びを
伝えたり，見せたりすること
で，他の遊びに誘う。また，
一緒に乗ったり，滑ったりす
ることで他の遊具の楽しさを
伝える。 

w縦揺れを楽しめるよう教師
が一緒に遊ぶ。 

e教師がいっしょになって階段
を上り，「高いねー」「天井
に手がつきそうだよ」などの
声かけをし，高さを感じられ
るようにする。 

t友だちが飛び跳ねている様
子を伝えたり，教師が一緒
にすることで，誘いかけて
いく。 

・遊びの場に入らない場合は，
教師が中で遊んでいる友だち
の様子やどんな遊具があるの
かを伝えることで中に入って
いきやすいようにする。 

・中にいる教師に物を持って
行くという用事を頼むこと
で，自然な形で中に入るこ
とが出来るようにする。 

e興味が持てるよう，教師がビ
ックマックを押してみたり，
「５，４，３，２，１」など
の声かけをしたりする。 

r興味が持てるように，風船が
ついていることを伝え，遊具
で遊べるよう誘いかける。 

t友だちが「あっぷっぷ」をし
ていることや風船があること
を知らせることで，マットの
上に上がったり，友だちと遊
べるよう声かけをする。 

q光り方のバリエーションを
変えることで光の変化を楽
しめるようにする。 

w教師が身体を支えて乗るこ
とで，揺れの速さや揺れ方
を変化させ，揺れを楽しむ
ことができるようにする。 

e声かけをして，教師が安全
に配慮しながら抱いて一緒
に滑り降りる。 

・友だちが意識してくれるよ
うに，滑っていることをみ
んなに伝える。 

r一人で横になって乗ったり，
友だちと乗ったり，教師と一
緒に座位で乗ったりすること
で様々な揺れを感じる。 

t教師が身体を支えて風船を
目の前に出し，自分から風
船を触ることができるよう
にする。 

 

以
　
下
　
省
　
略 
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平成○年度　小学部○組　遊具遊び年間指導計画
　　a　ねらい

　　　・教師や友だちとのやりとりの中でかかわりを広げたり、ことばを拡げたりする。

　　　・いろいろな遊具を使って身体を思い切り動かしながら遊び、好きな遊びを増やす。

　　　・手、指をしっかりと使って、いろいろなものに触れたり、働きかけたりして遊ぶ。

　　s　指導の方針

　　　・ いろいろな遊具遊びを通して、身体をしっかり動かすことで、いろいろな運動感覚を養い、好きな

遊びを増やしたり、拡げたり出来るように援助する。

　　　・ いろいろな遊びを経験できるように、おもちゃ、遊具、道具などを豊富に用意し、それらを使って

遊べるように働きかける。

　　　・ 子どもが経験していないことや興味関心のあることを取り入れ、自発的な動きを大切にしながら、

遊びを発展させていくよう援助する。

　　　・手、指を使ってものを操作する力をつけるための教材、教具を工夫する。

　　　・教師を仲立ちとして一緒に活動する場面を設定することで、子ども同士のかかわりを大切にする。

　　　・ 教師も子どもと一緒になって遊び、キャラクターを登場させたり音楽などを取り入れたりして遊び

の場の雰囲気作りに心がける。

　　d　題材と指導内容および活動の様子 児童名（　○　○　○　）

月 単元名（時数） 活　動　内　容 個における支援（●）と活動のおもな様子（○）

４
「外へ出かけよう」（４）

「遠足へ行こう」（６）

　・ユリモック

　・ボールスライダー

　・滑り台　など

「風雲○組城へ行こう」（６）

　・吊り円木

　・吊りタイヤ

　・滑り台

　・ブランコ など

「アウトドア」（外あそび）をた

のしもう」（３）

　・ブランコ

　・ジャングルジム

　・固定遊具 など

「ボーリングをしよう」（３）

「ポンくんランドq」（12）

　○いろいろな遊具だぞ

　　・大型滑り台

　　・箱形ブランコ

　　・吊りタイヤ

　　 ・吊り円木

　　・セフティーマット

　　・その他

「ポンくんランドw」（８）

　○ボールがいっぱい

「ポンくんランドe」（６）

　○乗り物でゴー

　　・三輪車

　　・スクーターボード

　　・ピンクカー

　　・自転車その他

・校庭の遊具（滑り台、ブランコ、固定遊具等）を使って遊ぶ。

・校庭でブースター号や三輪車、補助付き自転車、三輪自転車に乗って遊ぶ。

・校庭に駅や休憩場所を設けたりして、楽しめるようにする。

・ユリモック、大玉…揺らし・弾ませて感触を楽しむ。

・すべり台…自分から滑ったり、転がったりする。

・ボールスライダーに乗り、スピード感を楽しむ。

・ブローワーの風を感じ自分からマットの上を移動したりする。

・吊り円木…落ちないようにしがみついたり、教師に揺らしてもらったりして楽しむ。

・吊してあるタイヤの中に入り、教師に回してもらったり、揺らしてもらったりして楽しむ。

・ 城のキャラクター（お殿様）を登場させ、一緒に遊んだりすることでその遊びがより楽

しめるようにする。

・滑り台にマットを敷き、その上のシーツを持ち上げることで転がる感じを楽しむ。

・ ベランダにテント（基地）を張り、そこから校庭にある遊具（ブランコ、ジャングルジム）

で遊ぶ。

・たもで身近な小動物や昆虫を捕まえて遊ぶ。

・ 遊んだ後はアウトドアの簡単なお菓子（焼きリンゴなど）を作って食べ、外あそびを満

喫する。

・ジャンボピンでボーリングをする。

・ピンには音の出るものを入れたり、子どもたちの好きなキャラクターの絵を貼ったりする。

・投げるボールは、個の実態に合わせる。

・ 子どもたちが普段親しんできている遊具を少し変化させることで、個の実態にあった遊

びを用意する。

・ ポンくんということばの学習で親しんできているキャラクターを用いることで、遊びや場

への抵抗を少なくし、自分から遊びに向かっていけるようにする。

・段ボールトンネルでは、ブラックライトを使い幻想的な雰囲気を醸し出す。

・光や音を使った遊具、水袋、風船など感触系の遊びも取り入れる。

・q の遊びを少し残しながら、ボールでの遊びを中心とする場の設定をする。

・ ボールに自然と親しみやすくするため、様々な素材のボールを用意し、触ったり、乗っ

たりしてみたくなるような場の設定をする。

・ 子どもは車掌さん、お客さんになってピンクカー、スクーターボード、自転車などに乗っ

て遊ぶ。

・教師がトーマスなどのキャラクターに扮し、一緒に乗りたくなるような遊びを盛り上げる。

・ 暗室を宇宙空間に見立て、乗り物（ロケット）に乗って行くような遊びの場を設定する

ことで、遊びの楽しみを拡げる。

一

学

期

● 気温が高いときには、薄着にし、

裸足にする。

○ 外の大好きな本児にとって、さ

わやかな風を感じながらブラン

コやブースター号に乗ると表情

がにこやかになった。遊びを終

えて教室に戻ると、ブツブツと

言い出し最後には泣き出して、

外に出たいことを訴えていた。

裸足にしたことで足をよく動か

すことが出来た。

５

６

７

９

二

学

期

10

11

12

１

三

学

期

２

３

　この覧には上記のように、

・活動に対する個への支援。

・ 活動に対する児童の反応

と様子

・ 児童に対する支援はどう

であったか。

　　を簡潔に記入する。
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小
学

部
２

組
　

年
間

指
導

計
画

学
習

形
態

名
ね

ら
い

１
学

期
２

学
期

３
学

期
４

月
５

月
６

月
７

月
９

月
10

月
11

月
12

月
１

月
２

月
３

月

学 校 学 部 行 事

学
校

行
事

○
 い

つ
も

と
違

う
集

団
の

中
で

い
ろ

い
ろ

な
人

と
触

れ
合

い
そ

の
雰

囲
気

を
味

わ
う

。
○

生
活

経
験

を
広

げ
る

。
○

 多
様

な
集

団
の

中
で

活
動

し
な

が
ら

，
た

く
さ

ん
の

刺
激

を
受

け
る

こ
と

で
，

感
情

表
現

を
引

き
出

す
。

始
業

式
・

入
学

式
全

校
遠

足
避

難
訓

練
運

動
会

サ
ッ

カ
ー

教
室

終
業

式
始

業
式

避
難

訓
練

○
養

ま
つ

り
な

か
よ

し
発

表
会

終
業

式
始

業
式

避
難

訓
練

お
別

れ
会

卒
業

生
を

送
る

会
卒

業
式

・
修

了
式

学
部

行
事

歓
迎

会
親

子
行

事
○

○
小

と
交

流
七

夕
会

川
遊

び
○

○
小

と
交

流
ク

リ
ス

マ
ス

親
子

行
事

ス
ケ

ー
ト

雪
山

あ
そ

び
豆

ま
き

会
祝

う
会

校
外

学
習

イ
チ

ゴ
狩

り
○

○
公

園
買

い
物

学
習

な
ご

み
の

里

領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導

あ そ び の 指 導

素 材
○

 い
ろ

い
ろ

な
素

材
に

手
や

身
体

全
体

で
触

れ
，

感
触

を
楽

し
む

。
○

 い
ろ

い
ろ

な
道

具
を

使
う

中
で

そ
の

素
材

の
変

化
を

楽
し

む
。

畑
の

土
あ

そ
び

新
聞

紙
を

使
っ

て
水

を
使

っ
て

寒
天

あ
そ

び
泥

，
砂

，
水

を
使

っ
て

土
粘

土
を

使
っ

て
ダ

ン
ボ

ー
ル

を
使

っ
て

落
ち

葉
を

使
っ

て
芋

を
使

っ
て

紙
粘

土
，

プ
リ

ン
絵

の
具

を
使

っ
て

小
麦

粉
粘

土
豆

を
使

っ
て

雪
あ

そ
び

ち
り

紙
，

綿
を

使
っ

て

遊 具
○

 い
ろ

い
ろ

な
遊

具
を

使
っ

て
身

体
を

動
か

し
，

好
き

な
遊

び
を

増
や

す
。

○
 友

だ
ち

や
教

員
を

意
識

し
，

か
か

わ
り

を
深

め
る

。

外
に

出
か

け
よ

う
遠

足
へ

行
こ

う
風

雲
○

組
城

へ
行

こ
う

ア
ウ

ト
ド

ア
を

楽
し

も
う

ボ
ー

リ
ン

グ
を

し
よ

う
ポ

ン
く

ん
ラ

ン
ド

q
ポ

ン
く

ん
ラ

ン
ド

w
ポ

ン
く

ん
ラ

ン
ド

e

日 常 生 活 の 指 導

○
 繰

り
返

し
の

活
動

を
通

し
て

，
一

日
の

ス
タ

ー
ト

が
わ

か
り

，
大

ま
か

な
見

通
し

を
持

つ
。

○
 基

本
的

な
生

活
習

慣
に

つ
い

て
自

分
で

で
き

る
部

分
を

増
や

す
。

◎
朝

の
会

　
　（

日
直

の
司

会
，

あ
い

さ
つ

，
学

級
の

歌
，

今
月

の
歌

，
健

康
観

察
，

日
に

ち
と

天
気

カ
ー

ド
，

今
日

の
予

定
）

◎
帰

り
の

会
　（

日
直

の
司

会
，

あ
い

さ
つ

，
１

日
を

振
り

返
っ

て
，

帰
り

の
歌

）
◎

か
ば

ん
な

ど
自

分
の

持
ち

物
の

か
た

づ
け

　（
連

絡
帳

を
出

す
，

ロ
ッ

カ
ー

に
し

ま
う

）
◎

衣
服

，
靴

の
着

脱
　

　
　（

脱
ぐ

，
着

る
，

た
た

む
，

片
づ

け
る

）
◎

排
泄

指
導

　
　

　
　

　
　（

定
時

排
泄

，
排

便
指

導
）

◎
手

洗
い

，
歯

磨
き

指
導

◎
食

事
指

導
　

　
　

　
　

　（
食

べ
る

習
慣

，
姿

勢
，

道
具

使
用

，
そ

し
ゃ

く
力

な
ど

に
関

し
て

）
◎

係
の

仕
事

　
　

　
　

　
　（

清
掃

，
水

や
り

，
健

康
観

察
カ

ー
ド

，
日

付
と

天
気

カ
ー

ド
，

電
気

の
ス

イ
ッ

チ
）

教 科 別 の 指 導

こ と ば ・ か ず

○
 お

は
な

し
を

見
た

り
聞

い
た

り
し

て
内

容
や

こ
と

ば
の

リ
ズ

ム
を

楽
し

む
。

○
 色

や
形

の
違

い
が

わ
か

る
。

○
 自

分
の

気
持

ち
を

表
情

，
発

声
，

動
作

，
こ

と
ば

で
表

現
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

集
団

で
の

学
習

と
個

別
で

の
学

習
時

間
で

指
導

　
　

　
　

・
お

話
で

は
，

絵
本

，
紙

芝
居

，
パ

ネ
ル

シ
ア

タ
ー

，
ブ

ラ
ッ

ク
シ

ア
タ

ー
，

エ
プ

ロ
ン

シ
ア

タ
ー

，
腹

話
術

の
太

郎
く

ん
タ

イ
ム

等
　

　
　

　
・

個
に

適
し

た
教

材
で

の
学

習
（

個
別

の
指

導
計

画
に

よ
る

。）
ブ

レ
ー

メ
ン

の
音

楽
隊

お
花

が
い

っ
ぱ

い

金
太

郎

運
動

会
だ

ぞ

お
だ

ん
ご

パ
ン

雨
だ

ぞ

た
な

ば
た

雷
だ

ぁ

月
に

の
ぼ

っ
た

ウ
サ

ギ
森

の
人

気
者

素
敵

な
帽

子
屋

さ
ん

３
匹

や
ぎ

の
ど

ん
が

ら
ど

ん
落

ち
葉

か
さ

か
さ

ね
ず

み
の

よ
め

い
り

台
風

だ
ぁ

動
物

た
ち

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

メ
リ

ー
ク

リ
ス

マ
ス

ア
ラ

ジ
ン

と
魔

法
の

ラ
ン

プ
ね

ず
み

の
す

も
う

大
工

と
鬼

六

豆
ま

き
だ

ぁ

お
ひ

な
さ

ま

お
も

ち
ゃ

ば
こ

体 　 育
合 同

○
 各

種
の

運
動

を
通

し
て

基
礎

的
な

運
動

能
力

や
体

力
を

高
め

る
。

○
 教

員
と

の
関

わ
り

を
基

盤
に

し
な

が
ら

友
だ

ち
と

仲
良

く
楽

し
く

運
動

す
る

。
○

 マ
ッ

ト
や

跳
び

箱
な

ど
い

ろ
い

ろ
な

用
具

や
遊

具
を

使
っ

た
運

動
に

慣
れ

る
。

音
楽

サ
ー

キ
ッ

ト
柔

軟
体

操
運

動
会

練
習

室
内

サ
ー

キ
ッ

ト

音
楽

サ
ー

キ
ッ

ト
柔

軟
体

操
室

内
サ

ー
キ

ッ
ト

表
現

運
動

音
楽

サ
ー

キ
ッ

ト
柔

軟
体

操
柔

軟
体

操
室

内
サ

ー
キ

ッ
ト

ボ
ー

ル
運

動
　

ゲ
ー

ム

音 　 　 楽

合 同

○
 音

を
通

し
て

自
分

を
表

現
し

た
り

，
音

楽
に

よ
っ

て
集

団
と

一
体

感
を

持
っ

た
り

で
き

る
こ

と
を

た
く

さ
ん

体
験

す
る

。
○

 メ
ロ

デ
ィ

ー
，

ハ
ー

モ
ニ

ー
，リ

ズ
ム

の
様

々
な

特
徴

を
持

っ
た

音
楽

を
歌

唱
，

楽
器

，
身

体
表

現
に

よ
っ

て
味

わ
い

楽
し

む
。

世
界

中
が

と
も

だ
ち

に
じ

海
ボ

ウ
ズ

山
ボ

ウ
ズ

天
気

予
報

を
お

知
ら

せ
し

ま
す

歌
よ

　
あ

り
が

と
う

ド
ン

グ
リ

坂
の

ド
ン

グ
リ

サ
ン

タ
ク

ロ
ー

ス
は

ど
こ

だ
み

ん
な

に
み

ん
な

の
お

し
ょ

う
が

つ
空

よ
り

高
く

ス
マ

イ
ル

お
は

な
し

を
た

の
し

も
う

お
話

の
歌

　
絵

本
の

音
づ

け

楽
器

を
楽

し
も

う
（

演
奏

・
鑑

賞
）

歌
あ

そ
び

・
手

遊
び

（
歌

唱
・

ふ
れ

あ
い

）

グ ル ー プ 別

○
 音

や
メ

ロ
デ

ィ
ー

を
聴

い
て

身
体

を
動

か
し

た
り

リ
ズ

ム
を

感
じ

た
り

す
る

。
○

 歌
あ

そ
び

を
通

し
て

，
友

だ
ち

や
教

師
と

触
れ

合
っ

た
り

，
身

体
や

気
持

ち
を

リ
ラ

ッ
ク

ス
さ

せ
た

り
す

る
。

歌
っ

て
あ

そ
ん

で
み

ん
な

な
か

よ
し

リ
ト

ミ
ッ

ク
・

う
た

あ
そ

び
・

手
あ

そ
び

・
リ

ズ
ム

あ
そ

び
・

鑑
賞

○
 友

だ
ち

や
教

師
と

関
わ

り
な

が
ら

音
楽

（
身

体
表

現
，

リ
ズ

ム
演

奏
，

歌
，

鑑
賞

）
に

興
味

や
関

心
を

持
ち

楽
し

む
。

・
歌

あ
そ

び
 

・
音

と
光

の
世

界
 

 
【

活
動

の
流

れ
】 

②
月

の
活

動
・

楽
器

あ
そ

び
 

・
音

と
動

き
 

→
 

　
①

は
じ

ま
り

の
歌

 
　

　
・

バ
ル

ー
ン

，
布

，
風

，
光

な
ど

の
感

覚
遊

び
と

音
の

世
界

・
音

あ
そ

び
 

・
お

話
し

と
リ

ズ
ム

（
歌

） 
 

　
③

お
わ

り
の

歌
 

　
　

・
音

で
の

コ
ミ
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３．生活単元学習　指導事例

　a　個別の指導計画をもとにした授業づくり

　　１．実態把握

 個別状況調査表 家庭調査表 観察 保護者との懇談

 生育歴及び教育歴 客観的指標 障害の特性 等

　　２．生徒Ａ　　　　個別の指導計画

　　　項目別年間目標

項目 年　間　目　標

健　　康

生活習慣

・朝のランニング等を通して，基礎体力の向上を図る。

・ 登校後教室でする活動，給食後の活動の流れがわかり，教師の言葉かけ

や写真カードを手がかりに自分から取り組もうとする。

感　　覚

運　　動

技　　能

・自転車やボールを使った運動などの経験を増やす。

・はさみやのり，セロテープ，マジック等，身近な道具をより上手に扱う。

対人関係

集団参加

・ 中学部でのいろいろな学習や活動に慣れ，友達と一緒に取り組めるよう

になる。

・ 人や物とのかかわりの中で，声や身振り，カードなどを使ってコミュニ

ケーションする力を高める。

知　　識

理　　解

・友達や場所，身の回りの物の名前の理解を高める。

・具体物を配るなどの活動を通して，１対１対応の力を確実にする。

社 会 性

生活能力

・表脱ぎができるようになり，脱いだ服を一人でたためるようになる。

・ＣＤの操作を自分ですることができるようになる。

作業能力
・簡単な作業工程を理解し，自分で取り組む。

・いろいろな道具の扱いや動作に慣れる。

d

d
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　　領域・教科等の目標・内容・手立て
領　域
教科等

学習内容・目標 指導の手立て 評　価

日
常
生
活
の
指
導

〇衣服の着脱
・ ホック，スナップなど難しい時には教師に手伝ってもら

いながら着替えをする。

〇排泄
・ トイレに行くことを伝えて，トイレに行くことができる。

〇朝の会，終わりの会
・ 友達からの働きかけを受けて，友達と挨拶の握手がで

きる。
〇ランニング
〇余暇活動　　　　　　
〇掃除
〇係活動　※各領域・教科の内容を合わせて指導する

・ 難しいときには，教師の肩をたたくことで知らせるよう
にする。初めは手をとり一緒にその動作をする。徐々
に言葉かけにかえていく。

・ トイレカードを用意する。言葉かけをしながらカードを
提示していくようにする。

・ 握手に抵抗がある場合には，教師とともに行うように
する。

　

生
活
単
元
学
習

〇 学級や学部での活動に，自分なりの見通しをもって取
り組む。

○学級や学部の友達と関りながら活動する。
○ 日常生活に必要な知識や技能（配る，入れる，はさみ

等の道具の扱い）を身につける。
○ 自分の意思や要求を動作やカード等を使って表現する

力を高める。
※各領域・教科の内容を合わせて指導する

・ 好きな活動や見通しのもてる活動を核とすることで安
心して活動に取り組むことができるようにする。

・ 様々な経験やいろいろな人とのかかわりが得られるよ
う内容に配慮し，繰り返しの経験を大切にする。

・ 活動を繰り返したり具体物や絵・写真カードを準備し
たりして活動をわかりやすくする。

・ 複数の選択肢を準備する等して，自分の意思を表現し
やすいようにする。

作業学習

〇 ２～３工程の作業工程を理解し，自分から取り組む。
○ いろいろな道具の扱いに慣れたり，できる作業活動の

幅を広げたりする。
※各領域・教科の内容を合わせて指導する

・ 活動を繰り返したり具体物や絵・写真カードを準備し
たりして，活動をわかりやすくする。

・ 経験のない道具の扱いや作業内容については，初めは
教師が手をそえて一緒にする。慣れてきたら本人の活
動する部分を多くしていく。

音　楽

保健体育

自立活動

＜時間の指導＞
〇友達や場所，身の回りの物の名前の理解を高める。
○自分がしたい活動を選んで取り組む。
○ 歌や物を介して教師と楽しく活動することを通して，

やりとりをする力を高める。
＜全教育活動を通して指導＞
○ 自分の意思や要求を動作やカード等を使って表現する

力を高める。

・毎日取り組むことで理解を促す。
・ 自分がしたい活動を選びながら学習を進めるようにす

る。
・ できたときには手を合わせるなどしてしっかりと認め，

意欲がもてるようにする。
・好きな歌などを取り入れる。
・選択や要求の場面を意図的に設定していく。

特別活動

総合的な　
学習の時間

　　３．１年　○組　生徒一人一人の生活単元学習の目標（個別の指導計画より）

生徒Ａ

〇 学級や学部での活動に，自分なりの見通しをもっ
て取り組む。

○学級や学部の友達とかかわりながら活動する。
○ 日常生活に必要な知識や技能（配る，入れる，は

さみ等の道具の扱い）を身につける。
○ 自分の意思や要求を動作やカード等を使って表現

する力を高める。

生徒Ｂ

〇 様々な学習活動や体験を通し，生活経験や興
味関心の幅を広げる。

〇中学部の教師や友達と楽しく活動する。
〇 活動に見通しをもって，より自立的に取り組

む。
○ 活動の終わりや困ったときに支援カードを

使って伝えながら活動する。

生徒Ｃ．Ｄ

○

○

（略） （略）

d

（略）

（略）



－124 － －125 －

d

　　４．１年○組　生活単元学習の計画　（２学期）

　　　　　・クッキー＆ケーキで GO ！

　　　　　いらっしゃいませ！　カフェテリアひまわり

　　　　　・○○まつりで発表しよう

　　　　　・年賀状をだそう

　　５．単元の計画

　　　q　単　元　「いらっしゃいませ！　カフェテリアひまわり」

　　　　（目　標）

　　　　　○ 喫茶店の準備や活動で，アイディアを出したり自分なりの見通しをもったりしなが

ら，自分でまたは教師とともに活動する。

　　　　　○ 喫茶店のお客さんとのかかわりを楽しんだり，学級の友達や教師とかかわったりし

ながら活動に取り組む。

　　　　　○ 料理づくり，喫茶店グッズ製作，お客さんとのやりとり等を通して，日常生活に必

要な知識や技能を身につける。

　　　　（生徒一人一人の目標）

生徒Ａ

○ 喫茶店の準備や開店を繰り返す中で，具体物
やカード，教師の言葉かけを手掛かりに自分
がすることを理解して取り組む。

○ 学級の友達や教師と一緒に喫茶店の活動に楽
しく取り組む。

○ 料理づくりや喫茶店グッズの製作を通して道
具の扱いに慣れたり，いろいろな動作をする
力を高めたりする。

生徒Ｂ

○ 喫茶店の準備や開店の活動で必要なものや手
順がわかり，自分から準備をする。

○ 喫茶店でお客さんとやりとりしたりお金をも
らったりして楽しく活動する。

○ お客さんとの対応を通して，やりとりの仕方
や金銭についての理解を深める。

生徒Ｃ．Ｄ

○

○

d
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　　　w　指導計画

　　　　全38時間

第１次　喫茶店でティータイムをしよう（校外学習）　４時間

　　　　　　　　　　第２次　喫茶店を開いてみよう

　　　　　　　　　　　　　・どんなメニューにしようかな？ １時間

　　　　　　　　　　　　　・調理練習 ３時間

　　　　　　　　　　　　　・喫茶店を開いてみよう ３時間

　　　　　　　　　　第３次すてきな喫茶店を開店しよう　27時間

 生徒 AB 生徒 BD

 料理をつくろう ４時間 料理をつくろう ２時間

 調理をしよう ２時間 飾りを作ろう ×３回繰り返す

喫　茶　店　開　店　　　　　３時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この活動を３回繰り返す

　　　e　本　時

　　　　（目　標）

　　　　　〇 開店のために必要なものや自分がすることがわかり，自分でまたは教師と一緒に準

備をする。

　　　　　〇 お客さんとやりとりをしたり，友達や教師と一緒に活動したりすることに楽しく取

り組む。

　　　　（生徒一人一人の目標）

生徒Ａ

○ 喫茶店を開店するためにお茶とコップを準備
することがわかり，自分で調理室に取りに行
く。　

〇 友達が提示した写真カードを見て，同じもの
を決められた場所に置く。

生徒Ｂ

○ やきそばコーナーでいるものがわかり，自分
で準備をする。

〇 やきそばコーナーのお客さんに注文を聞いた
り，お金の受け取りをしたりしながら楽しく
活動する。

生徒Ｃ．Ｄ

○

○

d

d

d

d
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　　　　（展　開）

学　習　内　容
学　習　活　動（〇）　と　教　師　の　手　立　て（●）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１．あいさつ ● 活動全体を通して，教師は見守る姿
勢で支え，要求があった場合に手伝
うようにする。

〇 カフェテリアひまわりを開店するこ
とを知り、自分の準備をする。

２． 自分が準備することを確
かめよう

３．準備をしよう

４． カフェテリアひまわりを
開店しよう

● メニューのカードを提示し，これか
らの活動への見通しがもてるように
する。

〇お茶，コップを調理室に取りに行
　く。
● はじめは言葉かけをして自分からの

活動を待つ。自分からの活動が見ら
れない場合には，写真カードを提示
する。

● 教師は離れたところから見守る。活
動がそれたときにはしばらく待ち，
それでも活動に戻れないときには，
言葉かけをしたり写真カードを提示
したりする。

● 取りに行くことが難しい場合には，
次の活動から取り組むようにする。

● お茶，コップの写真カードを貼って
おき，置く位置を示す。

○ 生徒Ｂ，Ｃが提示した写真カードと
同じものをとって，決められた場所
に置く。

　　・グラタンをレンジで温めて出す
　　・お茶をコップに入れてだす
　　・ポップコーン，ケーキをだす
● 自分から活動しなかったり活動がわ

からなかったりしたときには，言葉
かけや動作で促す。それでも，活動
できないときには，机をＤが活動し
やすい位置に変えたり，教師が品物
を取ってＤに渡してそれを決められ
た位置に置くようにする。

● レンジは，押すボタンにシールを
貼っておく。

● お茶の量が少ない時には，言葉かけ
をする。

● 時計模型を準備し，準備の終わりの
時間を確かめる。

○ やきそばコーナーの準備をする。
● 忘れているものがあった場合，大丈

夫かどうか質問してみる。「大丈夫」
と答えた場合には，実際に喫茶店を
開店してから自分で気づくことを待
つ。質問の意味が理解できないとき
には，ホワイトボードを使って文字
で示しながら確かめる。

● 支援カードを用意しておき，「でき
ました」と困ったときに「お願いし
ます」という言葉を促す。

○やきそばの注文をとって，運ぶ。
● 「いらっしゃいませ」「ありがとう

ございました」のカードをはってお
き，自分から言うことができるよう
にする。

● 注文をとっていないお客さんがいる
場合には，「お願いします」と声を
かけてもらう。

○料金を受け取る。
● ２品以上の金額を受け取るときは合

計した金額ではなく，１つずつの金
額で受け取るようにする。そのこと
をレジに書いておき，お客さんにわ
かるようにする。

（略） （略）

６．評　価

個別の指導計画の見直し

次単元の授業づくり

d

d
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　s　授業の組み立て事例　１

　　★児童の実態

　　　・知的障害に併せ自閉症，緘黙，肢体不自由を有する児童がいる集団。

　　　・友達の活動に目を向けたり声をかけたりするなど，少しずつ仲間意識が芽生え始めている集団。

　　　・ コミュニケーション面，特に自己表現の方法に様々な課題を抱え，自己選択が苦手な児童が多

い集団。

　　★授業の実際『お弁当を作って，外で食べよう』

　　　◎単元のねらい

　　　　○一人1品担当の弁当づくりを通して達成感や期待感・仲間意識を高めることができる。

　　　　○選択場面で自己選択したり自分の考えを伝えたりして , 主体的に取り組むことができる。

　　　◎単元設定の理由

　　　　○ 「自分の弁当を作って外で食べる」という活動は，児童が期待感をもって意欲的に取り組め

る題材である。

　　　　○ 「出かける場所によって」「自分の好きな人のために」というように，発展が可能であると共

に，食生活に結びつく題材である。

　　　　○ 一人一人が自分が作りたいメニューを選択し，１品を作り上げることで責任感や達成感が味

わえる。

　　　　○ 自分が作りたいおかずを選んだり，できあがったおかずを大きなカップと小さなカップに自

分の考えで詰めたりすることで，自己選択の場を設定できる。

　　　　○ 同じメニューで繰り返し調理活動することで，活動に見通しを持ったり自分の活動に自信を

もって取り組んだり報告ができるようになったりする。

【児童Ｂ】

・知的障害

・ 興味のあることは積極的に取り組み集中で

きるが，他のことに興味が移りやすく持続

できないことがある。

・ 言葉は明瞭だが，意味を理解している語彙

が少ないため，言葉と行動が一致しなかっ

たり，言うことが自分の意思と違ったりす

ることもある。

【児童Ａ】

・知的障害，自閉症

・ 言語指示だけで行動することは難しいが，

視覚的な情報処理に優れ，それを手がかり

に活動できる。

・ 自分の好きなこと等好みははっきりもって

いるが，質問の意味が理解できず，意思に

合った選択ができないことが多い。
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　　　◎指導計画

　　　　第１次　「どんな弁当があるのかな？」 （２時間）

　　　　　　　　 教師の弁当を見たり，行事で弁当を食べているビデオを見たりして，弁当の献立に意

識を向けたり，弁当作りへの期待感を高める。

　　　　第２次　 「自分の弁当を作ろう」 （２時間 + 会食）

　　　　　　　　 教師が作ったおかず１０品から，自分の考えで５品を選んで弁当箱に詰めたり，１０

品の中から次時に自分が作りたいおかずを選んだりする。

　　　　第３次　｢ 自分のおかずを作ろう ｣　 （２時間 + 味見会）

　　　　　　　　 自分が担当するおかずを作ってみて，味見会をする。

　　　　第４次　｢ 弁当を作って外で食べよう ｣　 （２時間 + 会食）

　　　　　　　　 それぞれが作った５品のおかずをアルミカップの大３と小２に選んで詰め，風の広場

で会食する。

　　　◎主な学習場面と個々への支援

主な学習場面 全体への支援 児童Ａへの支援 児童Ｂへの支援

弁当について考え

たことを発表する。

（第１次）

発表場面を意識できるよう

に「発表ノート」を用意する。

教師やビデオの弁当の「写

真」，おかずの「絵カード」

を用意する。

弁当の「写真」を見ておか

ずの名前を ｢ 発表ノート ｣

に書くよう促す。

発表はそれを読み上げるよ

うにする。

｢ 発表ノート ｣ には好きなお

かずの「絵カード」を貼る

よう促す。

それを見て自分の言葉で発

表するように促す。

自分が作りたいおか

ずを１品選ぶ。（第

２次）

意思表示しやすいよう，実

物のおかずの前に自分の「顔

写真カード」を貼るという

方法をとる。

スケジュールに「ちょうり」

と示し，おかず作りをするこ

とが理解できてから，｢ 顔写

真カード ｣ を渡し貼るよう促

す。

前時の ｢ 発表ノート ｣ を見

て作りたいものを確認し，｢

顔写真カード ｣ を貼るよう

促す。

おかずを作る。

（第３次）

道具を自分で準備できるよ

うに，食器棚，引き出し等

に絵や文字表示をする。

声がけや援助は最小限にし，

見守る姿勢を大切にする。

「絵入りのレシピ」を用意し，

できるだけ一人でできるよ

うにする。

『おわりました』『おしえてく

ださい』の「コミュニケーショ

ンカード」を用意し，必要に

応じて使えるようにする。

２度に分けて調理すること

によって，失敗から学ぶ機

会を作る。

『おわりました』という報告

をすることを約束する。

関心がそれないように，周

囲に不必要なものを置かな

いなど，調理の場所に配慮

する。

アルミカップ（大３

小２）に詰める。

（第４次）

大きさの違いが分かるよう，

はっきりと大きさが違うアル

ミカップを用意する。

手本となる児童からおかず

選びをするよう促す。

順番を３番目以降にし，自

分で詰めるという活動が分

かるようにする。

『どれがいいですか』という

質問だけにし，余計な声が

けで混乱しないようにする。

必要に応じて２者選択にす

る。

順番を最後にし，選んで詰

めることが分かるようにす

る。
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　d　授業の組み立て事例２

　　１．単元名　友だちと町で遊ぼう

　　２．単元について

　　　a  卒業後に何らかの形で働くことを中心とした生活を送る生徒たちが、余暇の過ごし方を実際に　

経験することによって、趣味や遊ぶことを楽しみにして働くということを知り、自分たちの生　

活の幅を広げることにつながる。

　　　s  仕事の場面でも必要な「わからないことを聞く」、「相手に気持ちや要求を伝える」、「自分で判　

断し行動する」、「時間を意識して行動する」「約束事を守る」等の力を育てる内容が含まれている。

　　　d   「公的交通機関の利用の方法」、「公共の場所の位置やその利用の方法とマナー」、「情報収集の仕方

や機器の利用」、「相手との交渉」、「友だちとの協力」、「金銭処理」、「時間の理解」といった余暇

の利用だけでなく将来の生活のために必要な内容が多く含まれている。

　　　f  行き先を変えたり、グループを変えたりすることで繰り返しや長期間にわたって設定できる学　

習であり、失敗も大事な経験ととらえることにより、次の機会でその経験を生かすことができる。

　　　g  生徒たちがイメージを持ちやすく、自分たちから進んで取り組みやすい学習である。

　　３．学習の流れ

　
　現場実習

　現場実習の反省（仕事の面）

　町に遊びに行くことを楽しみ（励み）にして

　実習をがんばることができたか？

d

d

d

仕事が終わった。みんなで遊びに行こう

一人もいいけど今回はみんなで出かけよう

仲のよい人といこうか

それとも行きたいところでグループを

作ろうか　　何をする？

今までの経験から考えてみよう

どこに行く？　どうやって行く？

お金は？

楽しかった　リフレッシュした

失敗した　　困った　でもまた行きたい

出かける計画を立てよう

・行き先を決めよう

・調べてみよう　　

　　　　　　調べることは何？

　　　　　　調べ方を考えよう

とりあえず出かけてみよう
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d

d

d

他のみんなはどうだった？

違うところも行ってみたい

次はもっと楽しもう

失敗したことを経験としよう

前に調べたから大丈夫

でも、もっとうまく電話してみよう

前に行った人にも聞いてみよう

楽しかった

（働いてお金を儲けて）また行こう

もう一度計画を立てよう　　

　・調べてみよう、聞いてみよう

　　　行き先は？ インターネット、地図、雑誌

 電話、電話のマナー、メモ

 問い合わせ・予約、金額

　　　行き方は？ 集合場所、時間、交通手段、経路　

 療育手帳、金額

　　　準備は？ 服装・おしゃれ、携帯電話（使い方）

 お金の計算

　　　困った時は？ 交番、近くにいる人、携帯電話

　・協力しよう、分担しよう、確認しよう

みんなに話してあげよう

（ビデオで見てみよう）

よかったこと、困ったこと

d

さあ、出かけよう。楽しもう

次、どこへ行こう

　【ボウリングで楽しもう】（集合は○○駅▲時に自宅、寄宿舎、学園からそれぞれ集合）

　　・出かける前に 服装やおしゃれ　　集合場所と時間の確認

　 療育手帳と交通手段　バス、電車賃　　自転車は交通ルール

　　・集合 場所が分からなかったら交番か近くの人に　携帯電話で連絡

　　　ボウリング場へ 受付、記入　シューズのサイズ　マナー

 記念に写真やビデオ　ゲーム代

　　・昼食 どこで、何を　食事代　マナー

　　・買い物に バスの時間　時間を考えて店に　バス代を考えて買い物

　　・学校へ 携帯で先生に連絡　乗車場所　バス代
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＜生徒の活動＞ ＜支援のポイント＞ 

まず，機織を楽しもう！ 

　自由に織って 
　糸をたくさん使って 

布を織ろう 

　端の始末に 
　気をつけて 

全工程を一人でやってみよう 

　糸巻き→整経→おさ通し 
　巻きとり→織り 

思いのままに織ろう 

　糸のほつれも織のすきまも 
　すてきな作品だ 

いろいろな織りに挑戦しよう 

　平織り　つづれ織り 
　模様を入れて　見本を見て 

ミシンを使ってすてきな製品を作ろう 

　　　　手順表を見て 

一人一人に応じた 
作業内容，手立てを！ 

教師が先回り 
しない！ 

作業担当者と 
担任はいつも 
連絡を！ 

販売しよう 

○はじめて経験する時は，まず楽しさを 
 
○慣れるまでは 
　　　正確さよりも持続することを 
 
○糸の色や種類は自分で決めるように 
 
　　　○自信がもてるように… 
 
○生徒が自分からするのを待つ！ 
　　　・報告　・わからないことを聞く 
　　　・失敗したとき　・困ったとき　… 
 
 
○生徒によって緊張感，責任感， 
　　　厳しさを持った条件づけや 
　　　対応の工夫を 
 
 
　○自分でしたことを 
　　　　　自分で評価できるように　 

　s　事例１　　（機織班）

　　　①　作業学習のねらい

　　　　　＜作業態度・作業習慣＞

　　　　　・「○○まつり」「○○販売会」などで販売するというめあてに向かって意欲的に作業をする。

　　　　　・自分の仕事を根気強く最後までやり遂げる。

　　　　　・自分からあいさつ，返事，わからないことを聞くことなどができるようになる。

　　　　　・相手の話をきちんと聞いたり，ことば遣いに気をつけたりして周りの人と対応できる。

　　　　　・道具や材料などの準備や片付け，管理をきちんとする。

　　　　　＜知識・技能＞

　　　　　・各作業内容や作業工程を理解し，一人で作業することができる。

　　　　　・道具や機械などを正しく使うことができる。

　　　②　生徒の活動と支援のポイント
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　　　③　展開

作　業　内　容　・　活　動　内　容 教師が行う作業 支援のポイント

【機　織　り】
整　経

筬通し

綜絖通し

巻き取り

織　り

・縦糸の色を決め，予めセットしておく。
整経台の矢印に沿って綾を取りながら糸
の必要本数だけ配色通りに張っていく。
縦糸を一往復ごとにカウントし，表に印
をつける。

・筬の細長い穴に端から隙間なく縦糸を通
す。　（100本～200本）

・二人ペアになり，綜絖（足を踏むと上下
する織り道具）の小さな穴に縦糸を一本
ずつ通す。
一人は筬の穴から順番に糸を出していく。
もう一人は綜絖の小さい穴に前後の順番
に気をつけて交互に通す。

・綜絖通しが終わった縦糸を織り機の巻き
取り器具に巻く。糸を巻き取る時，糸が
ずれないように厚紙をはさみながら強く
引っ張って巻いていく。

・見本を参考に色や織り方を自由に考えて
横糸を織り込む。
足を正確に踏みかえ，織りの幅が一定に
なるように横糸の張りを調節しながら端
を揃えて織る。
＜正確な織りができない生徒は，足と手
の動作を意識しながら自由に織る。＞

・織りの幅を決め，
整 経 の 往 復 回 数
をカウント表に示
す。

・筬の通しはじめ
の場所を予め示し
ておく。

・筬通しの終わっ
た 筬 を 織 り 機 に
セットする。

・縦糸のテンショ
ンを最大限に保っ
て巻き取りができ
るように，引っ張
る役割をする。

・織りの幅が一に
ならない時には横
糸の張りを調節す
る。

・各作業手順を写真で
表示する。
糸の通る流れに沿っ
て木枠に矢印をつけ
ておく。

・糸が最後まで絡まな
いように交差のミス
がないか確認する。

・順序良く糸を出して
いるか，手前と後ろ
の綜絖に交互に通し
ているかなど確認す
る。

・自分から質問や報告
をするまで，待つよ
うにする。
・基本的な織りができ
た場合には，技術的
に難度の高い技法を
教える。

・一つの作業に集中で
きない場合には，他
の作業内容に誘う。

【織り布を使った縫製】
作業台の準備
縫製道具のセット
織り布裁断
ミシンのセット

ミシンを使った縫製
　　＜基本の縫い方＞

縫製１
　コースター①　
　テーブルセンター
　スカーフ
　ペンケース

・テーブルを拭く。
・道具類（はさみ，針10本，ものさし，チャ
コ）を自分の箱にセットする。
・布に型紙をとめ，型紙周囲を切る。又は，
ものさしで測って切る。
・ミシンの上糸を通す。
・矢印の方向に糸をボビンに巻く。印位置
にボビンをセットする。
・糸の縫い目ダイヤルを作り方手順表の図
に合わせてセットする。（縫い目の長さ，
幅，種類）
・作り方手順表を見ながら，一人で縫製す
る。型紙使用。縫い始め，縫い終わりは
返し縫いをする。

＜基本の縫い方＞　　
各製品の長さに切り，両端をジグザグに
縫う。糸を抜いて房を作る。
布裏面に接着芯をアイロンでつける。
ファスナーのついた織り布の両端を待ち
針でとめて縫う。

・織りのゆるい布
の裁断。印づけ。

・タグ付け

・型紙製作。

ファスナー付け。

縫製に適した織り
布の選択。

・自分専用の箱を使う
ことで，自分の道具
を責任をもって準備，
管理できるようにす
る。
・ボビンに巻く糸の方
向の矢印をミシンに
つけておく。
・各生徒の実態に応じ
た作り方手順表を作
成する。

・ものさしの使い方を
その都度指導する。
・わからないことやト
ラブルがあった時に，
自分から聞いてくる
まで待ち，できるだ
け指示を出さないよ
うにする。

縫製２
　コースター②
　ミニティッシュケース
　携帯電話ケース①②

縫製３
　ポーチ　
　トートバッグ①②③
　ティッシュボックスカバー
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　d　事例２　（食物班）

　　 　食物班は年間を通してクッキー作りに取り組んでいる。時期ごとに単元を設定し、活動のまとまりを

つくり、以下のように、短期の目当てをめざすことで、見通しをもって意欲的に活動できるようにして

いる。

年間の活動内容 支援のポイント

《通年》クッキーづくり
①クッキーの種類を決める。（ココア、抹茶、木の実）
②用具の準備をする。　　　　　③材料の分量を量る。
④バターを練る。　　　　　　　⑤砂糖を入れて練る。
⑥卵を入れて練る。　　　　　　⑦粉を入れてまとめる。
⑧麺棒で厚さをそろえてのばす。⑨端から隙間なく型を抜く。
⑩冷凍するための板に並べる。
⑪冷凍したものを種類ごとに整理しラップをかける。

・分からないことの質問や報告をするまで待つ。
・ 道具の種類別に色を決め、棚に色テープと写真

を貼っておき、道具の整理をしやすくしておく。
・生徒によってははかりに目印をつけておく。
・作業終了の報告をうけ，確認する。
・材料はむだなく製品にするように指導する。
・ 副木を置く位置やのばしむらがないか確認す

る。
・ラップは必要量だけ使うように声がけする。

《単元》現場実習のお土産を作ろう
①○養マーク・品質表示のシールを袋にはる。
②オーブンの天板にクッキー生地を並べて焼く。
③シリカゲルと焼いたクッキーを袋に入れる。
④シーラーの温度設定を行い、シーラーをかける。　
⑤袋の口をモールでとめる。
⑥できあがり数を種類ごとに数え、包装する。

・袋の上下を確認する。
・ 授業のはじめに、膨張することを予想して適度

に間隔を開けて並べることを伝えておく。
・ シーラーの温度設定が適温になっているか目盛

を確認するように声がけする。
・報告を待ち、確認する。

《単元》クッキーの校内販売をしよう
①各職員室、事務室に注文表を作って配る。
②注文表を個人別、製品別に計算し、集計する。
③注文の数だけ冷凍した生地を焼く。
④メッセージを入れた個人票を作る。
⑤ 焼きあがったクッキーの袋の数を注文数に応じて数え、かご

に分類しておく。
⑥注文表をもとに職員室ごとに分類し、配達、集金をする。

・ 見本を示し、注文に必要な事柄や注文表の使い
方を示す。

・集計を確認する。
・種類ごとの注文個数の報告を待ち、確認する。

・ 注文や配達、集金時の対応について、その場で、
その都度指導してもらうように依頼しておく。

《単元》弁当販売をしよう
①メニューを決めるための話し合いをする。
②自分でレシピを書く。
③一人が一品を担当し、試作する。
④注文数に応じて弁当を作る。
⑤職員室に配達する。
⑥学年ごとに分担して集金する。
⑦空の弁当箱を回収し、洗ってからごみを分別する。

・ １食としてのバランス、自分たちで作れるもの、
予算、食べる人の好みや年齢層を考えて、決め
るようにアドバイスする。

・ 分量が量りやすいように、自分でメモリに印を
つけるようにする。

・ 責任がもてるように一人が一品を作る。
・ 相手に対する適切な対応ができるように、その

場で指導してもらうように依頼しておく。

《単元》○○まつりで喫茶店をひらこう
①メニューを決めるための話し合いをする。
② 必要数にあわせて製品（クッキー、スイートポテト、マフィ

ンケーキ）や食券（品名、金額、イラスト）、ポスターを作る。
③まつり当日には配膳、食器下げ、洗い物を分担して行う。

・ 製品数や価格についてはアドバイスする。
・ トラブルが起きた場面を想定してリハーサルを

行う。
・ 当日の混雑状況に合わせて、教員も作業仲間と

して生徒の指示を受けて働く。

《単元》○○苑を訪問しよう
①訪問時に持参するお土産（やわらかいもの）を決めて作る。
② 交流時の役割分担（司会、学校紹介、歌、ゲーム、プレゼン

ト渡し）について相談し、練習する。
③作ったお土産を持って訪問する。

・ 今までに作ったものの中から、年配の方にはど
んな菓子がよいかを考えられない場合はアドバ
イスする。

・ 当日に不安がないように、リハーサルをする。
・ 教師も一緒に楽しむ。
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第２節　盲学校、聾学校、肢体不自由・病弱養護学校の指導事例

５．盲学校の指導事例（小学部）

　a　教育課程の編成にあたって

　　 　教育課程の編成にあたっては、視覚的情報の少なさや視覚的模倣と行動の制限等が発達に及ぼす影響

を十分考慮し、実態に応じた教育課程を編成します。また集団での学習経験が少なくなりがちな環境に

あることから、次のような課題を持っています。

　　　①　本校の児童・生徒の実態と課題

　　　　　・　日常の生活範囲が限られ、少人数の固定的な人間関係の中で生活している

　　　　　・　生活全般において自分から新しいことに取り組むことが難しい

　　　　　・　体験が不足しがちで社会的事象に関する知識も限られるため、興味や関心を持ちにくい

　　　これらの課題から、次のような配慮事項をふまえて教育課程を編成します。

　　　　　　

　生活経験の拡大

　豊かな人間関係

　主体的にものごとに関わる力

　興味関心のひろがり

　　　②　教育課程編成の基本方針

　　　　　・　学部・学年を超えた学習集団の編成を行う

　　　　　・　交流教育の改善と工夫を図る

　　　　　・　総合的な学習の時間の活用を図る

　　　　　・　地域とのかかわりを深める

　s　指導事例（小学部）

　　　①　実態把握

　　　　 　「＊広Ｄ－Ｋ式視覚障害児用発達診断検査」等の各種検査の判定基準や対象児の発達の状態をよ

く理解している担当者の話し合いや観察により、「＊広Ｄ式　各種発達基準表」に照らし合わせ、

既に獲得している項目と、今後 1 年間で獲得して欲しい項目を領域別に次のようなチェックリスト

であげています。（その他視知覚検査や学習への適応、感覚補償・補強機器の活用状況・運動技能・

歩行の状態・視覚管理等を把握する個人プロフィールもあります。）　

　　　　＊　個別指導計画チェックリストの一部（運動に関する項目の一部を抜粋）

領域 小領域 達　成　目　標 ５ ６ 7 8 9 10 11 12 １

　
　

運　
　
　
　
　

動

移
動
・
昇
降
運
動

移　

動

足先をまっすぐ進行方向に向けて歩く △ △ △ △

足を高く上げて歩く

音を立てないようにそっと歩く ○

昇　

降

階段を手すりなしで後ろ向きで降りる

太鼓橋の上を渡る

ターザンロープを渡る

調
整
的
運
動

平
衡
性

個人シーソーで１分間に50回以上重心を移動させる

ひもなどにつかまって片足立ちを保持する △ ○

バランスボードの上に立つ △ △ ○

跳び箱２段から飛び降りて静止する △ ○
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タ
イ

プ
ラ

イ
タ

の
使

い
方

　
w

書
き

方
の

基
本

練
習

（
単

語
）

 

　
き

く
　

お
は

な
し

よ
ん

で
（

絵
本

、
物

語
の

読
み

聞
か

せ
）

　
　

は
な

す
　

１
日

の
振

り
返

り
（

日
記

）
　

　
か

く
　

詩
の

暗
唱

 

領
域

・
教

科
 

  
国

　
語

 
  

算
　

数
 

 
体

　
育

 
 

自
立

活
動

 
 

ど
う

ぞ
よ

ろ
し

く
 

う
た

に
あ

わ
せ

て
あ

い
う

え
お

 
詩

を
よ

も
う

 
こ

と
ば

で
あ

そ
ぼ

う
（

し
り

と
り

に
挑

戦
）

 

お
む

す
び

こ
ろ

り
ん

 
か

ず
と

か
ん

じ
 

お
お

き
な

か
ぶ

 
と

も
だ

ち
 

く
じ

ら
ぐ

も
 

ぼ
く

ん
ち

の
ゴ

リ
 

ず
う

っ
と

、
ず

う
っ

と
、

大
す

き
だ

よ
 

あ
る

け
あ

る
け

 

日
づ

け
と

よ
う

日
 

お
み

せ
や

さ
ん

ご
っ

こ
を

し
よ

う
 

た
ぬ

き
の

糸
車

 

 形
の

弁
別

 
線

た
ど

り
 

   か
ず

の
な

ま
え

 

  い
く

つ
と

い
く

つ
 

１
学

期
の

お
さ

ら
い

 
 長

さ
く

ら
べ

 
形

の
見

本
合

わ
せ

 
 あ

わ
せ

て
い

く
つ

 

    の
こ

り
は

い
く

つ
　

ち
が

い
は

い
く

つ
 

10
よ

り
大

き
い

か
ず

 
ど

ち
ら

が
な

が
い

 
   ふ

え
た

り
へ

っ
た

り
 

か
た

ち
あ

そ
び

 
   く

り
あ

が
り

の
あ

る
た

し
ざ

ん
 

20
よ

り
大

き
い

か
ず

 

日 常 生 活 の 指 導  自 立 活 動  さ ん す う  こ く ご  体 育  年
間

指
導

目
標

 

年
間

指
導

計
画

 

 

た
し

ざ
ん

 
ひ

き
ざ

ん
 

 

　
②

　
年

間
指

導
計

画
の

例

　
　

 　
①

の
実

態
把

握
を

も
と

に
、

児
童

の
年

間
指

導
目

標
を

立
て

、
各

教
科

・
領

域
に

つ
い

て
も

そ
れ

ぞ
れ

の
目

標
を

実
際

に
設

定
し

て
、

ど
の

よ
う

な
内

容
を

指
導

し
て

い
く

か
を

計
画

し
ま

す
。

年
間

指
導

目
標

や
年

間
指

導
計

画
の

一
部

を
抜

粋
し

た
一

例
を

次
に

あ
げ

て
い

ま
す

。
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指
導

方
針

 
・

＊
手

指
運

動
訓

練
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
＊

感
覚

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

＊
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
参

考
に

発
達

課
題

を
明

ら
か

に
し

、
学

習
場

面
だ

け
で

な
く

、
学

校
生

活
や

家
庭

生
活

で
課

題
に

取
り

組
め

る
よ

う
に

働
き

か
け

る
。

 
・

課
題

学
習

に
ゲ

ー
ム

的
な

要
素

や
ご

っ
こ

遊
び

を
取

り
入

れ
、

楽
し

く
「

手
の

べ
ん

き
ょ

う
」

に
取

り
組

め
る

よ
う

に
す

る
。

 

所
　

見
（

次
期

に
向

け
て

の
課

題
等

）
 

・
　

学
校

や
家

庭
で

の
生

活
や

教
科

学
習

の
中

で
意

識
づ

け
て

取
り

組
ま

せ
る

課
題

と
、

「
手

の
べ

ん
き

ょ
う

」
と

し
て

設
定

し
た

時
間

に
取

り
あ

げ
る

課
題

と
を

整
理

し
、

精
選

す
る

必
要

が
あ

る
。

特
に

、
感

覚
訓

練
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
算

数
の

学
習

と
の

関
連

が
深

い
の

で
、

検
討

を
要

す
る

。
 

・
　

課
題

学
習

の
中

で
も

、
継

続
し

て
毎

回
取

り
組

む
も

の
、

単
発

で
取

り
組

む
も

の
と

整
理

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
 長

期
目

標
 

・
手

指
の

操
作

、
探

索
、

認
知

、
生

活
機

能
の

向
上

を
図

る
。

 

◎
　

ひ
と

さ
し

指
１

本
立

て
る

 
　

・
「

グ
ー

」
「

チ
ョ

キ
」

「
パ

ー
」

の
形

に
慣

れ
る

 
　

・
指

を
１

本
ず

つ
折

っ
て

数
を

数
え

る
こ

と
に

慣
れ

る
 

　
・

水
す

く
い

の
形

を
つ

く
ろ

う
と

す
る

 
 ◎

　
蛇

口
や

ビ
ン

の
ふ

た
等

を
手

の
ひ

ら
で

な
く

、
指

先
だ

け
で

開
閉

す
る

 
◎

　
洗

濯
バ

サ
ミ

を
上

や
横

か
ら

抜
い

た
り

、
は

さ
ん

だ
り

す
る

 
　

・
ジ

ュ
ー

ス
の

缶
に

ひ
も

を
ま

く
こ

と
に

慣
れ

る
 

◎
　

２
分

以
内

に
玉

さ
し

板
に

ペ
ッ

グ
を

10
個

ラ
ン

ダ
ム

に
入

れ
る

 
◎

　
ビ

ン
に

コ
ル

ク
の

栓
を

す
る

 
 ◎

　
輪

郭
図

の
○

△
□

を
識

別
す

る
 

◎
　

二
次

元
で

の
手

前
向

こ
う

、
左

右
を

識
別

す
る

 
◎

　
積

み
木

を
大

小
の

順
に

並
べ

る
（

３
個

）
 

 ◎
　

鉛
筆

で
縦

横
の

線
を

描
く

 
　

・
は

さ
み

や
の

り
、

セ
ロ

テ
ー

プ
の

使
用

に
慣

れ
る

 
   ◎

　
砂

を
シ

ャ
ベ

ル
で

す
く

い
、

バ
ケ

ツ
に

入
れ

る
 

◎
　

５
個

の
積

み
木

を
積

む
 

◎
　

５
個

の
積

み
木

を
横

に
並

べ
る

 
◎

　
点

字
用

紙
を

は
っ

き
り

折
り

目
を

つ
け

て
２

つ
に

折
る

 

△
　

介
助

が
必

要
だ

が
、

意
識

し
て

人
差

し
指

は
動

か
し

て
い

る
 

○
　

グ
ー

と
パ

ー
　

△
　

チ
ョ

キ
：

グ
ー

を
作

っ
て

か
ら

3本
の

指
を

押
さ

え
て

や
る

と
で

き
る

 
△

　
ガ

イ
ド

し
な

が
ら

練
習

中
 

△
　

手
を

合
わ

せ
る

こ
と

は
で

き
て

も
、

水
を

た
め

る
ま

で
に

は
至

っ
て

い
な

い
 

 ○
　

声
が

け
す

れ
ば

意
識

し
て

片
手

で
閉

め
る

こ
と

が
で

き
る

 
 ○

　
台

紙
を

確
認

す
る

左
手

と
洗

濯
バ

サ
ミ

を
持

つ
右

手
と

の
協

応
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

て
き

た
 

○
　

夏
休

み
の

宿
題

で
か

な
り

練
習

し
た

。
缶

を
持

つ
左

手
を

固
定

す
る

と
う

ま
く

巻
く

こ
と

が
で

き
る

 
○

　
最

高
は

1分
40

秒
　

穴
を

探
し

て
ぺ

ぐ
を

さ
す

と
い

う
両

手
の

協
応

動
作

に
ま

だ
課

題
が

あ
る

 
○

　
ク

リ
ア

ー
 

 ○
　

凸
図

、
輪

郭
図

と
も

弁
別

が
で

き
る

 
○

　
算

数
の

教
科

書
、

給
食

時
の

配
膳

、
型

は
め

等
、

い
ろ

い
ろ

な
場

で
学

習
し

た
 

○
　

ク
リ

ア
ー

 
 ○

　
ク

リ
ア

ー
 

　
　

は
さ

み
：

左
手

で
紙

を
持

つ
こ

と
、

は
さ

み
を

立
て

て
切

る
こ

と
が

課
題

　
 

　
　

の
り

：
ま

だ
指

で
つ

け
る

こ
と

に
は

抵
抗

あ
り

 
　

　
セ

ロ
テ

ー
プ

：
引

っ
張

り
続

け
切

る
こ

と
が

で
き

な
い

 
 ○

　
ク

リ
ア

ー
 

○
　

左
手

で
つ

ん
だ

積
み

木
を

抑
え

て
お

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た
 

○
　

電
車

に
見

立
て

1号
車

か
ら

数
え

て
く

っ
つ

け
て

い
く

。
ま

っ
す

ぐ
整

え
る

こ
と

は
ま

だ
難

し
い

 
○

　
折

り
目

を
つ

け
る

動
作

は
、

点
字

教
科

書
を

開
く

と
き

に
も

練
習

し
た

 

手 指 運 動  操 　 作  探 索 認 知  道 　 具  構 　 成  

課
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

題
 

評
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

価
 

③
　

自
立

活
動

領
域

教
科

別
個

別
の

指
導

計
画

の
例

（
一

部
）

平
成

14
年

度
Ⅰ

期
　

領
域

・
教

科
別

個
別

指
導

計
画

　
　

＜
自

立
活

動
　

手
指

＞
　

　
小

学
部

２
年

　
Ａ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

記
入

者
　（

　
　

　
　

　
）
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　　　④　指導の実際（教室の構造化）

　　　　 　目の不自由な子どもたちは日常生活の中で必要な自分の体の動かし方を知り、教室の中で相対す

る他人を知り、自分のわかる場所にある物を知り、教室の中の位置関係を通して空間を知り、繰り

返しの生活リズムや、時間割に見通しを持つための様々な手立てによって、時間の流れを知ってい

きます。このような指導のために次のような教室環境の工夫をしています。

　　　　＜教室の配置図＞

　　　　 　Ａさんは、保健室、職員室、食堂へ一人で移動できるようになった。途中迷っても、壁やレール、マッ

トなどを手がかりに方向を修正することもできる。しかし教室ではいまだに迷うことが多く、目的

の場所へさっと移動できない ｡ それは廊下をつたって歩くという線のイメージはできても、教室の

ような空間となるとどこに何があるかという位置関係が把握できないためではないかと考えた ｡ 教

室ではつたって移動するだけでなく、自分の方向感覚をたよりに移動することが必要になってくる

からである。そこで、教室をいくつかのスペースに分け、教室の中心から八方向に何があるかを把

握しやすいように配置した。その際、床にウレタンマットやカーペットを敷いたり、レールを貼り

付けるなどして、足の感触を手がかりに移動できるように工夫した。１学期末からは、空き箱で作っ

た教室模型を手がかりに、自分の動いた方向を触って確認する活動も取り入れている。
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＜＊印　注釈＞

＊　広Ｄ－Ｋ式視覚障害児用発達診断検査

　 　発達検査は遠城寺式や津森式等が一般的だが、これらの検査には「顔をじっとみつめる」「目で追う」

といった、視覚を使った検査項目が含まれている。これはこのような検査項目を含まないもので、視覚障

害児の実態を正しくとらえるために作られた視覚障害児のための発達検査。

＊　広Ｄ式各種発達基準表

　 　「広Ｄ式　手指運動発達基準表」、「広Ｄ式　運動発達基準表」、「広Ｄ式　言語発達基準表」、「広Ｄ式　

概念発達基準表」、「広Ｄ式　社会性発達基準表」、「広Ｄ式　身辺処理発達基準表」を含む。６領域につい

ての０歳から６歳までの幼児の行動を、発達段階別に細かく記述したもの。

＊　プリケーン

　 　白杖導入に先立つ、白杖前補助具。

＊　手指運動訓練プログラム・感覚訓練プログラム

　 　視覚障害児の発達にとって必要な内容が設定されているもので、指導内容が発達段階別に整理されてい

る。この他にも各種プログラムがあり、内容を取捨選択して、児童の実態に合わせて応用することが可能。

＊　チェックリスト

　 　「広Ｄ式　視覚障害幼児用発達指導計画立案システム」の過程の中で、発達の各領域における未学習項

目の確認に用いられるもの。児童の実態に応じて個別に作成する。

　これらの検査類や指導内容についての問い合わせは盲学校教育相談部で受け付けていますので、いつでも

連絡してください。



－141 －

６．ろう学校の指導事例

　a　教育課程の編成にあたって

　　　教育の編成にあたっては次の点に留意します。

　　　①　体験的な活動を通して言語概念を形成するとともに、積極的な言語活動を促して言語の習得を図

ります。それと同時に思考力を育てます。

　　　② 言語力に応じた読書指導を行い、読書習慣の形成を図るとともに子ども自らが情報を獲得してそ

れを選択し、活用する態度を養います。

　　　③　子どもの聴覚障害の状態に応じた指導内容を精選し、基礎的基本的な事項の指導に重点を置きま

す。

　　　④　補聴器等の利用により、子どもの聴覚を最大限に活用した学習活動を展開します。

　　　⑤　聴覚を補うものとして視覚的に情報を獲得しやすい教材、教具、コンピュータ等の情報機器を活

用します。

　　　⑥　子どもの聴覚障害の状態に応じ、音声、文字、手話等コミュニケーション手段の適切な活用を図

り、意思の相互伝達が行われるようにします。

　s　指導事例

　　　ろう学校での自立活動では、１つの例として、言語・聴覚的な内容を中心に、４つの指導項目を独自

に設定し、それぞれの指導プログラムを作成して実践に取り組んでいます。

　　　個別の指導計画を作成する時は、４つの指導プログラム参考にして、児童・生徒個々の実態に合わせ、

またそれぞれの発達段階に合わせて４つの項目がバランスよく指導されるように配慮しています。

　　　ろう学校独自の自立活動の４つの指導項目と、学習指導要領に示されている自立活動の内容との関連

は次の通りです。

ろう学校の自立活動指導項目　　　　学習指導要領の自立活動の内容

聴覚活用・管理　　　　　　　　　　→　コミュニケーション　環境の把握

　○補聴器の管理に関すること

　○聴覚学習の関すること

　

言語事項　　　　　　　　　　　　　→　コミュニケーション　環境の把握

　○発声・発語・発音に関すること

　○語彙・文型に関すること

　

障害の認識　　　　　　　　　　　　→　コミュニケーション　環境の把握　心理的安定

　○障害の理解に関すること

　○障害の自己受容に関すること

　○社会自立に関すること

　

コミュニケーション手段　　　　　　→　コミュニケーション　心理的安定

　○キューサインに関すること

　○手話指文字に関すること

　

　以下、小学部の「障害の認識」指導プログラムと、小学部・中学部の自立活動実践例と、高等部の知的障

害を併せ持つ生徒の自立活動の実践例を紹介します。
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①
　

自
立

活
動

「
障

害
の

認
識

」
指

導
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
例

　
（

小
学

部
「

自
立

活
動

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

：
松

江
ろ

う
学

校
編

よ
り

抜
粋

）
 

小
学

部
低

学
年

 
ア

．
障

害
に

つ
い

て
考

え
る

 
・

補
聴

器
が

自
分

に
と

っ
て

大
切

な
も

の
で

あ
る

こ
と

が
わ

か
り

、
大

切
に

扱
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

・「
わ

か
ら

な
い

」「
も

う
１

回
言

っ
て

く
だ

さ
い

」「
お

願
い

し
ま

す
」と

言
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
補

聴
器

を
付

け
て

い
る

人
と

付
け

て
い

な
い

人
が

い
る

こ
と

に
気

づ
き

、
身

近
な

大
人

に
理

由
を

尋
ね

た
り

、
自

分
な

り
に

考
え

た
り

す
る

。
 

・
自

分
が

聞
こ

え
に

く
い

こ
と

を
理

解
し

な
が

ら
、

の
び

の
び

と
自

信
を

も
っ

て
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

  

・
補

聴
器

が
必

要
だ

と
感

じ
、

管
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
い

ろ
い

ろ
な

障
害

に
つ

い
て

知
る

。
 

・
自

分
の

障
害

に
つ

い
て

考
え

た
り

、
話

し
た

り
で

き
る

。
 

・
障

害
に

つ
い

て
科

学
的

な
知

識
（

聞
こ

え
に

く
い

原
因

な
ど

）
を

得
る

。
 

・
障

害
者

手
帳

に
つ

い
て

知
る

。
 

・
家

族
や

担
任

、
友

達
等

と
の

１
対

１
の

関
係

の
中

で
、

自
分

の
こ

と
（

経
験

や
考

え
）

を
相

手
に

話
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ・
話

し
か

け
る

相
手

に
注

目
し

、
集

中
し

て
話

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

・
集

団
の

中
で

、
自

分
の

考
え

を
分

か
る

よ
う

に
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

自
分

の
考

え
に

理
由

付
け

を
し

て
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

話
の

中
心

を
理

解
し

て
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

イ
．

自
分

の
将

来
に

つ
い

て
考

え
る

。
 

ウ
．

人
と

の
か

か
わ

り
 

オ
．

行
政

サ
ー

ビ
ス

 

ツ
ー

ル
 

社
会

情
報

 

社
会

性
 

公
共

施
設

 ・
校

内
や

社
会

で
い

ろ
い

ろ
な

仕
事

に
携

わ
っ

て
い

る
人

々
の

様
子

を
見

学
す

る
。

 
 ・

い
ろ

い
ろ

な
仕

事
の

ご
っ

こ
や

遊
び

を
通

じ
、「

大
き

く
な

っ
た

ら
」と

い
う

気
持

ち
を

も
つ

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
補

聴
器

を
付

け
た

上
級

生
が

活
き

活
き

と
活

動
し

て
い

る
姿

を
知

る
。

 

・
身

近
な

人
に

葉
書

や
手

紙
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

で
の

や
り

と
り

を
見

た
り

、
助

け
を

借
り

て
送

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

Ｆ
Ａ

Ｘ
を

使
っ

て
や

り
と

り
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  ・
家

の
人

と
一

緒
に

新
聞

の
写

真
や

テ
レ

ビ
の

ニ
ュ

ー
ス

を
見

る
。

 
   ・

日
常

生
活

の
中

で
、

自
分

か
ら

挨
拶

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

基
本

的
生

活
習

慣
を

身
に

付
け

る
。

 
・

社
会

生
活

に
は

マ
ナ

ー
や

ル
ー

ル
が

あ
る

こ
と

を
知

り
、

守
ろ

う
と

努
力

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
リ

ー
ダ

ー
の

話
を

聞
い

て
、

縦
割

り
グ

ル
ー

プ
の

い
ろ

い
ろ

な
活

動
に

参
加

す
る

。
 

  ・
定

期
券

や
回

数
券

を
使

っ
て

バ
ス

や
電

車
を

利
用

し
た

り
通

学
す

る
。

 
・

学
校

図
書

館
で

教
師

と
一

緒
に

本
を

借
り

た
り

返
し

た
り

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
地

域
を

描
い

て
目

的
地

等
を

表
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

て
必

要
な

情
報

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

メ
ー

ル
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
パ

ソ
コ

ン
を

使
っ

て
簡

単
な

文
書

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 ・

新
聞

を
読

ん
だ

り
テ

レ
ビ

の
ニ

ュ
ー

ス
を

見
て

話
し

合
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
情

報
が

入
り

に
く

い
こ

と
で

い
ろ

い
ろ

不
便

な
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
気

づ
き

、
福

祉
機

器
（

字
幕

放
送

Ｔ
Ｖ

、
お

知
ら

せ
ラ

ン
プ

・
ブ

ザ
ー

等
）

に
つ

い
て

知
る

。
 

 ・
行

事
や

校
外

学
習

等
に

応
じ

た
挨

拶
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
目

上
の

人
に

対
す

る
接

し
方

が
わ

か
る

。
 

・
集

団
生

活
の

中
で

リ
ー

ダ
ー

性
を

発
揮

す
る

。
 

・
日

常
生

活
の

中
で

困
っ

た
経

験
を

話
し

合
う

こ
と

に
よ

り
、

解
決

方
法

を
考

え
て

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ・
自

分
で

切
符

を
買

っ
て

バ
ス

や
電

車
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
公

共
の

図
書

館
で

自
分

で
本

を
借

り
た

り
返

し
た

り
で

き
る

。
 

・
い

ろ
い

ろ
な

仕
事

に
携

わ
っ

て
い

る
人

々
の

様
子

を
見

学
し

、
そ

こ
に

従
事

し
て

い
る

人
の

工
夫

や
努

力
を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
「

大
き

く
な

っ
た

ら
」

な
ど

の
題

名
で

自
分

の
将

来
の

夢
を

考
え

、
書

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
・

身
の

回
り

の
成

人
聴

覚
障

害
者

や
社

会
で

活
躍

し
て

い
る

聴
覚

障
害

者
の

話
を

聞
き

、
自

分
の

将
来

を
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

小
学

部
高

学
年

 

・
い

ろ
い

ろ
な

人
と

の
関

わ
り

の
中

で
、

分
か

り
合

お
う

と
努

力
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

○
○

小
学

校
や

地
域

校
と

の
交

流
）

  
・

自
分

の
住

ん
で

い
る

地
域

に
関

心
を

も
ち

、
地

域
の

行
事

や
活

動
に

参
加

し
、

経
験

を
広

げ
る

。
 

・
バ

ス
、

電
車

や
公

共
施

設
を

利
用

す
る

時
、

身
障

者
手

帳
を

提
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
  

・
聴

覚
障

害
者

情
報

セ
ン

タ
ー

の
役

割
を

知
り

、
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
や

福
祉

機
器

の
利

用
の

仕
方

が
わ

か
る

。
 

エ ． 社 会 と の つ な が り  
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②
　

自
立

活
動

「
言

語
事

項
」

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

例
　

　
（

小
学

部
・

中
学

部
・

高
等

部
「

自
立

活
動

指
導

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

：
松

江
ろ

う
学

校
編

よ
り

抜
粋

）
 

小
学

部
　

低
学

年
 

小
学

部
　

中
学

年
 

小
学

部
　

高
学

年
 

生
活

の
身

近
な

言
葉

に
つ

い
て

 
地

域
社

会
の

中
の

い
ろ

い
ろ

な
言

葉
に

つ
い

て
 

社
会

の
中

の
い

ろ
い

ろ
な

言
葉

に
つ

い
て

 

中
学

部
　

高
等

部
 

ａ
. 安

定
し

た
自

然
な

声
を

出
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

ｂ
. い

ろ
い

ろ
な

声
の

出
し

方
が

で
き

る
。

（
大

小
・

強
弱

・
長

短
等

）
 

ｃ
. い

ろ
い

ろ
な

息
の

出
し

方
が

で
き

る
。

（
強

弱
・

長
短

・
継

続
・

息
止

め
・

破
裂

）
 

ｄ
. 舌

や
顎

や
唇

の
い

ろ
い

ろ
な

動
き

の
調

節
が

で
き

る
。

 
ｅ

. 言
葉

や
文

章
や

日
常

会
話

の
中

で
、

発
音

に
注

意
し

な
が

ら
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

ａ
. 口

形
に

気
を

つ
け

て
母

音
が

言
え

る
。

 
ｂ

. 濁
音

・
拗

音
が

言
え

、
全

音
の

発
音

要
領

が
わ

か
る

。
 

 ａ
. ○

関
心

・
意

欲
・

態
度

 
　

i  
興

味
を

持
ち

、
使

お
う

と
す

る
。

 
  ｂ

. ○
理

解
 

　
i  

事
物

や
経

験
と

一
致

さ
せ

て
理

解
で

き
る

。
 

　
ii 

上
位

概
念

語
を

理
解

で
き

る
。

 
ｃ

. ○
表

現
 

　
i  

経
験

や
思

い
を

表
現

で
き

る
。

 
　

ii 
順

序
を

負
っ

て
整

理
し

な
が

ら
話

せ
る

。
 

　
iii

動
き

の
言

葉
や

挨
拶

な
ど

の
対

の
言

葉
を

使
っ

て
話

せ
る

。
 

a.
 ○

構
文

 
　

i  
簡

単
な

単
文

を
書

い
た

り
話

し
た

り
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

ii 
簡

単
な

重
文

や
複

文
の

意
味

が
わ

か
る

。
 

 b.
 ○

時
制

の
区

別
 

　
i  

内
容

に
応

じ
て

、
現

在
と

過
去

の
使

い
分

け
が

で
き

る
。

 
c.

 ○
敬

語
 

　
i  

相
手

に
よ

っ
て

、
丁

寧
語

を
使

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
 d.

 ○
言

語
で

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

 
　

i  
疑

問
詞

を
使

っ
た

簡
単

な
疑

問
文

に
答

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

e.
 ○

言
葉

や
話

を
楽

し
む

 
　

i  
絵

本
や

紙
芝

居
等

の
ス

ト
ー

リ
ー

を
理

解
し

、
イ

メ
ー

ジ
を

広
げ

た
り

、
想

像
し

た
り

し
な

が
ら

、
展

開
を

楽
し

む
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

ii 
い

ろ
い

ろ
な

言
葉

遊
び

を
楽

し
む

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

 i  
知

ろ
う

と
し

、
進

ん
で

使
お

う
と

す
る

。
 

   i  
事

物
や

経
験

と
関

連
付

け
て

理
解

で
き

る
。

 
ii 

上
位

概
念

語
を

理
解

で
き

る
。

 
 i 伝

え
た

い
こ

と
を

相
手

に
わ

か
る

よ
う

に
、

い
ろ

い
ろ

な
言

葉
で

表
現

で
き

る
。

 
  i  正

し
い

接
続

詞
を

使
っ

て
重

文
を

作
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

ii 
重

文
や

複
文

を
正

し
く

読
み

取
っ

た
り

使
っ

た
り

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 i  
現

在
・

過
去

・
未

来
の

時
制

の
区

別
が

で
き

る
。

 
    i  

正
し

い
疑

問
文

を
使

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

 i い
ろ

い
ろ

な
文

章
表

現
に

ふ
れ

る
こ

と
で

、
豊

か
な

言
語

感
覚

を
身

に
付

け
る

。
 

 i  
進

ん
で

調
べ

、
工

夫
し

て
使

お
う

と
す

る
。

 
   i 既

習
の

言
葉

と
関

連
付

け
て

理
解

で
き

る
。

 
ii 

上
位

概
念

語
を

理
解

で
き

る
。

 
 i 相

手
や

場
に

応
じ

て
伝

え
た

い
こ

と
を

適
切

な
言

葉
で

表
現

で
き

る
。

 
  i  

二
つ

の
単

文
を

あ
わ

せ
て

一
つ

の
重

文
や

複
文

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
  i  

時
制

を
正

し
く

使
い

分
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 i  

時
や

場
所

、
相

手
に

応
じ

て
丁

寧
語

や
、

尊
敬

語
を

正
し

く
使

お
う

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 i  

た
ず

ね
ら

れ
て

い
る

こ
と

に
的

確
に

答
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 i  
自

ら
の

語
彙

を
増

や
そ

う
と

す
る

。
 

ii 
分

か
ら

な
い

語
句

に
出

会
っ

た
と

き
に

、
い

ろ
い

ろ
な

方
法

で
調

べ
た

り
確

認
し

た
り

し
、

実
際

に
使

お
う

と
す

る
。

 
 i 抽

象
的

な
言

葉
や

、
外

来
語

な
ど

を
理

解
し

、
使

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
  i  

新
聞

や
書

籍
な

ど
の

様
々

な
メ

デ
ィ

ア
を

通
し

て
語

彙
を

増
や

し
、

言
葉

を
使

い
こ

な
せ

る
。

 
  i  

文
法

の
基

本
を

身
に

つ
け

、
適

切
な

文
章

表
現

が
で

き
る

。
 

     i  
敬

語
の

使
い

方
に

習
熟

し
、

Ｔ
Ｐ

Ｏ
に

応
じ

た
表

現
で

き
る

。
 

  i  
相

手
の

言
っ

て
い

る
こ

と
を

正
確

に
理

解
し

、
対

応
で

き
る

。
 

ii 
話

し
言

葉
と

書
き

言
葉

の
使

い
分

け
が

で
き

る
。

 

ａ
. 母

音
の

大
切

さ
を

知
り

、
母

音
の

練
習

が
で

き
る

。
 

ｂ
. 定

着
し

て
い

な
い

音
や

苦
手

な
音

を
知

り
、

意
識

し
て

発
音

練
習

が
で

き
る

。
 

ａ
.自

分
の

発
音

の
不

明
瞭

な
点

を
認

識
し

、
明

瞭
度

の
低

い
音

は
、

特
に

注
意

し
て

発
音

し
よ

う
と

す
る

。
 

ｃ
. 発

音
サ

イ
ン

や
キ

ュ
ー

サ
イ

ン
の

意
味

を
理

解
し

、
意

識
し

て
使

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
ｄ

. 発
音

器
官

の
名

称
を

理
解

で
き

る
。

 
ｃ

. 発
音

器
官

の
名

称
・

役
割

を
理

解
し

、
発

音
連

取
に

役
立

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

ａ
. 言

葉
の

ア
ク

セ
ン

ト
や

イ
ン

ト
ネ

ー
シ

ョ
ン

や
リ

ズ
ム

の
意

味
を

知
り

、
意

識
し

て
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
ａ

.話
す

速
さ

や
、

間
の

あ
け

方
、

ア
ク

セ
ン

ト
な

ど
を

意
識

し
な

が
ら

、
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　　　③小学部の自立活動実践事例

指 導 項 目 障害の認識　　社会とのつながり　　ツール
実 施 学 年 ２・３年生
題 材 名 先生にＦＡＸを送ろう
目 標 ・ＦＡＸを利用した送受信を意欲的に取り組むことが出来る。

・質問を理解し、それに対する返事の文を相手に分かりやすく書くことが出来る。
学 習 内 容 転勤された先生の職場からリアルタイムでＦＡＸを送ってもらう。

ＦＡＸの内容を理解し、質問事項に対して答える。
返事を書く。
ＦＡＸを送る。
再び送られてきたＦＡＸを見る。

指 導 項 目 障害の認識　　障害について考える
実 施 学 年 ５年生
題 材 名 ぼくの耳
目 標 ・耳のしくみ、聞こえの仕組みについて知り、自分の障害の原因と状況を理解すると共に、自

分を見つめようとする心情を培う。
学 習 内 容 図や模型などから耳の構造や聞こえの仕組みについて知る。

障害の原因と状況を知ると共に、自分自身について考える。

指 導 項 目 障害の認識　　自分の将来について考える
実 施 学 年 6年生
題 材 名 上を向いて！前を向いて！
目 標 ・自分の障害について考え、自分を見つめ、その中でどう生きていくか考えると共に、一生懸

命に生きていこうとする心情を培う。
学 習 内 容 社会で活躍されている成人の聴覚障害者のことについて知る。

障害があるから難しいのではなく、自分に出来ることもたくさんあり、素晴らしい力も沢山
持っていることも確認し、自分の将来について考える。

指 導 項 目 言語事項　言語　語彙　関心意欲態度　理解
実 施 学 年 5年
題 材 名 いろいろな意味を持つ言葉
目 標 ・「かける」の意味をいろいろ考えることができる。

・「かける」にはたくさんの意味があることを理解する。
・「かける」の意味の違いを考えながら短文を作ることが出来る。

学 習 内 容 同じ意味でもいろいろな意味である言葉にはどんなものがあるか思い出す
「かける」のいろいろな意味を考える。
　　どんなとき使うか
　　　かばんをかける　電話をかける　迷惑をかける・・・・・・等
教師のジェスチャーを見て「かける」のいろいろな意味を考える。

「かける」に、たくさんの意味があり、使い方があることを理解する。
「かける」が２つ以上入った文を作る。
　　「メガネをかけて、アイロンをかける」等
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　　　④中学部の自立活動実践事例

指 導 項 目 障害の認識　　行政サービス
実 施 学 年 １年生
題 材 名 聴覚障害者に対する福祉制度を知ろう。
目 標 ・松江市での聴覚３級の福祉制度について理解する。

・実際に活用する方法を知り、活用してみる。
学 習 内 容 身体障害者手帳が活用できる場面を知る。

実際に活用する。

指 導 項 目 障害の認識　　自分の将来について考える
実 施 学 年 2年
題 材 名 自分の進路について考える
目 標 ・将来の自分の進路希望を考え発表する。

・自分の将来について具体的に考えることができる。
学 習 内 容 将来の希望職業について発表する。

どうしてろう学校の教師になりたいかを考える。
目標達成のために何をすべきか考える。
今後努力すべきことについて知る。
ろう学校の教師になりシュミレーションをしてみる。

指 導 項 目 聴覚活用・管理　補聴器装用　補聴器の管理　補聴器の仕組み及び知識
実 施 学 年 1年生
題 材 名 補聴器のしおりを作ろう　補聴器を使うことの良さや大切さを知ろう
目 標 ・補聴器装用の良さや大切さが分かる。

・補聴器管理の大切さが分かり、方法を理解することができる。
・補聴器の仕組みや各部品の名称が分かる。

学 習 内 容 自分の聞こえる音を体感する。
生活音を体感する。
補聴器が悪い状態の時の音を体感する。
補聴器が良い状態の音を聞く。
補聴器を良い状態にしておくことの大切さを理解する。

指 導 項 目 言語事項　　発声・発音
実 施 学 年 3年生
題 材 名 自分の発音をチェックしよう
目 標 ・発音明瞭度検査の結果を自分で処理することにより、自分の発音のくずれに気づく。
学 習 内 容 発音明瞭度検査の処理。

　ア行のみマトリックス表に記入する。
　マトリックス表から自分の発音の特性を知る。
発音の構音の要素を考える。
鏡を見ながら注意して発音の練習をしてみる。
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　　　⑤高等部の自立活動実践事例

　　　ア　題材　　　自立課題

　　　イ　生徒の実態

　　　　　聴力の状態は音場で 60 ～ 70dB（500 ～ 2000Hz）である。知的障害を併せ持ちコミュニケーショ

ン上にも課題を持つ。コミュニケーション手段は指文字中心で簡単な手話も使い、それに音声言語

を伴っている。簡単な漢字の読み書き、短文の読解ができる。自発的な表出言語は挨拶、スケジュー

ルの確認等が中心である。指示内容の理解は、短文に必要に応じて絵や写真を併用した方が正確で

早い。

　　　ウ　指導目標

　　　　　a　形の弁別学習と微細運動のスキルを向上させる。（身体の動き）

　　　　　s　手順書を見てボールペンの組み立てや絵カード、ことばの分類ができる。（環境の把握）

　　　　　d　コミュニケーションカードを利用して「分かりません。教えてください。」「終わりました。」

を言うことができる。（コミュニケーション）

　　　エ　展開

学習活動 教師の支援 備考
１、取り組む課題を知る。

① ボ ー ル ペ ン の 組 み 立 て

（20本）

②絵カードの分類

　　　　（10袋）

③ことばの分類

　　　　（20枚）

２、課題①ボールペンの組

み立てをする。

３、課題②絵カードの分類

をする。

４、課題③ことばの分類を

する。

５、「終わりました」の報

告をする。

・視覚的な理解の強さを利用した課題を準備し、一人

で取り組むよう促す。

・課題の順番を数字で示し、左から右への流れで行う

ようセットする。

・終わった課題を置く場所も、数字で表示しておく。

・コミュニケーションカード「分かりません。教えて

ください。」「終わりました。」「静かにします。」を

置き、カードを使って見せる。そしてカードを手

掛かりに分からないことや作業の終了の意思表示

を促し、課題に集中して取り組めるようにする。

・課題①は数字、写真、ことばを用いた手順書を見て

ボールペンを組み立てるよう促す。

・課題②はピクチャ－ディクショナリを利用して、指

示どおり絵カードを分類し袋に入れるよう促す。

・課題③は単語カードを語頭音でアイウエオに分類す

るように３回してみせる。

課題１、２、３コミュ

ニケーションカード

手順書、

ボールペン

絵カード

ピクチャ－ディクショ

ナリ

単語カード
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　　　オ　指導を終えて

　　　　　視覚的な順序性を使うことで活動内容に見通しを持って取り組むことができた。また、課題を置

く場所と片付ける場所を示したことで、自分の行動とその結果を結びつけることもできたと思う。

その結果、見通しを持って頑張る態度や意欲も出てきたように思われる。

　　　　　同じ枠組みの中で内容を変えた課題に繰り返し取り組み、変化を受け入れる経験を積ませたい。

そうすればどこが変わったのかという変化にも気付き、それを受け入れる柔軟性も生まれてくるの

ではないかと考える。

　　　　　また、ことばを持っていてもその表出や受容に困難がある場合、その子に適した手立てを工夫す

ることが大事である。「分かりません。」「終わりました。」「静かにします。」というコミュニケーショ

ンカードを、必要なとき提示したり、指差したりして自己発信を促したことで、課題への意識の集

中ができた。日常生活の中でもカードを手掛かりに自己発信できる場面が増えることを願っている。

　（資料）

課題　①　②　③をセット 課題　①「ボールペンの組み立て」

課題　②　「絵カードの分類」 課題　　③「ことばの分類」と終わった課題
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※ 電動車椅子に乗って

いるところ。左手をブ

ロックし右手の操作

性を高めています。

※摂食指導。

食事の形態、摂食機能の

状態等を十分考慮し誤

嚥することがないよう

行います。

７．肢体不自由養護学校の指導事例

　a　教育課程の編成にあたって

　　　教育課程の編成にあたっては次の点に留意します。

　　　①　身体諸機能への配慮

　　　　 　障害によって身体の動きに困難のある児童生徒は、基本動作が未習得であったり、誤って身につ

けてしまったりしているため、生活動作や作業動作を十分に行うことができかねる傾向があります。

また、学習課題に応じた姿勢保持が十分に行われていないと側弯をはじめとする２次的な障害を引

き起こしたり、直接学習活動に支障をきたしたりします。そのため、肢体不自由の児童生徒にとっ

て身体機能面における実態把握は大変重要であり、状態によっては医療機関等と連携して行う必要

があります。それらの実態に応じた自立活動の時間を教育課程の中に確実に位置づけ、具体的な身

体への取り組みが十分に行えるよう教育課程を編成していくことが重要です。

　　　②　コミュニケーションへの配慮

　　　　 　音声言語の表出が困難な児童生徒でも豊かな内言語を有し、文字言語の理解ができる場合があり

ます。この場合、文字板、ボタンを押すと合成音が出るコミュニケーションエイドや入力方法を工

夫したコンピュータ等の有効活用によって改善していけることが考えられます。これらは身体諸機

能面と同様に自立活動の中に位置づけて実践を積み重ねていくことが大切です。

　　　③　生活経験を拡げるための配慮

　　　　 　障害によって身体の動きに困難のある児童生徒は、日常の生活範囲が限られ行動にも制限が多く、

どうしても経験不足、体験不足になりがちです。そのため社会性が育ちにくかったり、学習面での

理解が表面的になってしまう傾向があります。認知面についての実態把握が必要な児童生徒もおり、

個々の実態を十分に把握し、生活単元学習や校外学習など生活経験を拡げる取り組みが必要です。

　s　指導事例

　　 　身体に何らかの障害がある児童生徒にとって自立活動の取り組みは、大変重要な位置を占めています。

それは摂食（食事）や日常生活に必要な動作にかかわること、姿勢保持にかかわること、身体の変形や

拘縮にかかわることなど多岐に渡っています。（写真参照）そして、そのどれをとっても毎日こつこつ

と積み上げて行かなくてはならない活動ばかりです。

　　 　肢体不自由養護学校ではからだの取り組みに同じような課題を持つ児童生徒について自立活動の時間

を設定しています。それぞれの児童生徒の課題を設定し年間を通して取り組み、年に何度かは教師の研

修を行ったり、学期の終わりには児童生徒のビデオを見て指導の成果を確認したりしています。また、

活動内容もできるだけ児童生徒の主体性や自発性を引き出せるよう工夫しています。そして、この自立

活動の時間の課題が「日常生活の指導」の時間や、学校生活全体を通しても達成できるよう配慮してい

ます。

　　　それでは、自立活動の取り組みについて以下に紹介したいと思います。
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（写真１）

（写真２）
（写真３）

（写真４） （写真５） （写真６） （写真７）

　　　①　自立活動の取り組み

　　　　　ア）事例　１（からだ）

　　　　　　○対象生徒　　　高等部　　男　　脳性まひ　　　　

　　　　　　○実　態

身体の動き 移　動　： 車椅子を使用。自力での車椅子移動はできないが、車椅子に乗るときは、
近くまで四つ這いで移動し、自分から膝立ちをして、乗せてもらうのを待っ
ている。目的の場所まで四つ這いで移動することができる。

座　位　：あぐら座位は不安定であるが、正座位等は右に傾きながらも保持できる。
立　位　：介助することにより立ち上がり動作を引き出すことができる。
手指機能：主に右手を使おうとする。指先の細かい動きは難しい。
その他　： 成長期による身長や体重の増加に伴って、変形拘縮と筋力低下が見られる。
　　　　　下肢は拘縮、上肢は側弯による変形拘縮が進んできている。
　　　　　短下肢装具を使用。

コミュニケーション 　発語はないが、手を伸ばす、声を出す、笑顔で体を揺らすといった手段で、興味の
ある物や人に対して自分の気持ちを表現する。

　　　ねらい

　・上肢、下肢のリラクゼーション　　・安定した膝立位の獲得

　・膝、腰に入力しての立位保持　　　・移動能力の向上および筋力の維持

　下肢へのアプローチ

　実際の取り組みを紹介します。始めに下肢の伸展、リラクゼーションから取

り組みます。後半に行う膝立ちの時に股関節の緩めがきちんとできるよう、充

分時間をかけて取り組みます。

　下肢へのアプローチは「足首の緩め」から始めます。（写真１）手の親指を

足の親指の付け根に、掌で足首を包むようにします。内側に向いている足を正

しい方向に誘導しながら脱力するのを待ちます。自分で脱力できたら「足首の

曲げ伸ばし」をします。次に自分の体重を感じ、踏み

しめることを目的として、足の裏をしっり床面につけ、

両膝を手前に引くような形で足首や膝を曲げます。（写

真２）　続いて、後半の膝立ちや立位の動作を誘発す

ることにもつながるように、指導者の腹部を蹴るよう

な動作で「股関節と膝の曲げ伸ばし」をします。（写真３）

　上肢へのアプローチ

　最初に側臥位の生徒に指導者

がまたがり、腰を足で固定しな

がら上肢をひねる「躯幹ひねり」

をします。（写真４・５）　次に

あぐら座位の生徒の後ろから背

骨の両側（腰の上の辺り）に膝がくるように両脚を乗せ、真っ直ぐ後ろに倒して伸ばします。（写真６）

　続けて左右に傾けてそらします。（写真７）この「上体そらし」では、側弯のある上肢を伸ばすことで、

体重移動や左右のバランスを保ちやすくすることをねらいとしています。
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（写真９）

（写真８）

（写真 10） （写真11）

（写真12） （写真 13） （写真14） （写真15）

　膝立ちの取り組み

　上肢や下肢へのアプローチは寝転がって取り組むため、膝立ちの取り組みをす

る前に「腰の緩め」をします。腰が引けると膝立ちはできないので、膝立ち位の

生徒の腰を前方から抱え込み引き寄せるようにして緩めます。（写真８）　腰を緩

め伸ばしたら、膝立ちの取り組みをします。正座位から自力で立ち上がることが

できる場合は、できるだけ介助をなくし、膝立ち位に移せるようにします。自力

で立ち上がることが難しい場合は、前から両手をとったり、後ろから補助したり

して腰の正しい位置（重心）に誘導したりします。その際、頭や手の位置も注意しながら腰が引けない

よう前後左右のバランスをとります。

腹筋や背筋の筋力が低下すると、姿勢

保持が難しくなるため、合わせて筋力

を維持する活動も必要だと考えます。

（写真９～11）

　立位へのアプローチ

　立位は、生活面や介助面（排泄や更衣等）からも必要な姿勢です。「立たせればいい」のではなく、「下

肢に力を入れ体重を感じながら踏みしめる」ことが大切だと考えます。体育座りをしている生徒の後ろ

から、脇の下に腕を通して膝にのせ、かけ声に合わせ膝を下に押すことにより、立ち上がりの動作を誘

発します。

　その際、下肢に体重がかかっているのを確認しながら、足の裏を床にしっかりつけ踏みしめることが

できているかを確認します。立ったら膝や腰が伸びるように補助しながら、顔を上げるように促します。

（写真12～15）

　以上、特設自立活動のからだの取り組みを紹介しました。このほかにもいろいろなアプローチや取り組み

があると思います。児童生徒の実態によってもまた変わってきますが、脱力と正しい入力方向の体得、筋力

の維持は、身体の変形、拘縮の進行を予防する上でもとても大切であるといえます。ただ、即効性がないの

で短時間でも毎日のようにくり返し、学習場面でも意識して取り入れるなど、継続していくことが重要であ

ると考えます。肢体不自由養護学校に通う児童生徒の多くは、変形や拘縮が進むなど何らかの体幹機能に障

害を持っています。体の仕組を正しく理解し、児童生徒の活動に取り組む意識を考え合わせながら、また、

各医療機関の主治医、あるいは訓練を受け持っている機関などと十分連携を取りながら指導をすすめていっ

ていただければと思います。

　　参考図書　

　　　　　動作法ハンドブック　　　　　　大野清志　村田　茂　　　　　　　慶應義塾大学出版会

　　　　　基礎から学ぶ動作訓練　　　　　九州大学発達臨床心理センター　　ナカニシヤ出版

　　　　　自立活動指導ハンドブック　　　西川　公司　宮崎　昭　他　　　全国心身障害児童福祉財団
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（写真１） （写真２）

（写真３）

　　　　　イ）事例　２（プール）～健康の保持、身体の動きに視点をあてて～

　　　　　　 　温水プールといえば、すぐにスイミングスクールを連想しますが、身体に障害がある児童生

徒にとってもこの温水プールの取り組みはたいへん有効です。県内の養護学校や施設に設置さ

れているプールを利用すれば、楽しみながら心肺機能を増進させたり、関節可動域を拡げたり、

また、身体の変形、拘縮を予防したりすることができます。さらに、それぞれの児童生徒にあっ

たプールでの楽しみ方を獲得すれば、生涯にわたってプールに入るのを楽しむことができ、こ

れはＱＯＬの向上につながります。

　　　　　　　それでは、児童生徒の実態に即した温水プールの取り組みを以下に紹介します。

　主な実態

　・ 自立活動を主とする教育課程をとっている全介助の生徒。側弯が大きく身体各部の変形、拘縮も進

んできているが、プールに入ると身体の力がよく抜けリラックスすることができ、表情も和らぐ。

　ねらい

　・ プールに入ることにより、抗重力姿勢（立っている姿勢）をはじめとする平素あまり体験すること

ができない姿勢を経験させ、循環機能を促したり関節可動域の保持、拡大を図る。

　・（水中で左右に大きく揺らせることにより）側弯の進行予防を図る。

　・循環機能を促すことにより体力の増進を図る。

　指導の流れ

シ
ャ
ワ
ー

・更衣した後、シャワーを行います。手や足から順番にかけていきます。水圧によっ
て温水の温度が変化して熱くなることがありますので、温度の変化に注意しなが
ら、慎重にかけます。

入
水
・
水
慣
れ

プールへの入水はその生徒が日常一番過ごすことが多
い姿勢（座位、仰臥位　等）で入水します。しばらくプー
ルフロアの上で一緒に過ごしプールの水を身体にかけ
るなどしてプールの水に慣れるようにします。（写真１）
また、少しずつ水に浮くことにも慣れさせていきます。

（写真２）
プールの水の適温は使用する児童生徒の実態や活動内容によっても変わって
きますが、重度の児童生徒の場合は普通よりやや高めの３４℃くらいが良い
ようです。よりリラクゼーションが得られやすいように思います。プールの
水に慣れた頃を見計らって、抱っこした状態でプールの中を移動したり、揺
らしたりしながら、リラクゼーションが促されるようにします。（写真３）で
きるだけゆっくり行い、急激な姿勢変化や動きがないように注意します。

水
流
遊
び

クラスのみんなと一緒の活動です。歌にあわせてみんなでプールの中を輪に
なって移動して水流を作ります。できた水流にのって水に浮きリラクゼーショ
ンを得られるようにします。また、補装具（浮き等）をつけることによって
一人で水中に浮くのを楽しませたり、水流の感触を味わわせたりすることが
できます。なお、水流の勢いは人数が多くなると思いのほか強くなるので、
指導者は事故がないよう、常に生徒から目を離さないようにします。
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い
ろ
い
ろ
な
姿
勢

　体の大きい重度の生徒にいろいろな姿勢や姿勢変換を
体験させてあげるのは教室の中では大変で、また、危険
も伴います。ところが、水中では浮力によってこれらの
事柄をはるかに楽に、また自由に行うことができます。
特に「抗重力姿勢」といわれる「立った姿勢」を楽に体
験させてあげることができます。斜めの姿勢、前屈みの
姿勢などいろいろな姿勢や姿勢変換を体験させてあげま
す。できるだけゆっくりした動きで、生徒の様子をよく
見ながら行います。

Ｓ
字
の
動
き
・
上
下
の
動
き

　生徒によっては側弯や変形、拘縮が進んでいることがあります。温水につかりリラクゼーションを
得ることができるようになると、水中で体を左右に動かし側弯の凸部を押すことにより側弯の進行を
予防したり、拘縮している部分を伸ばしたりすることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進行方向
　写真は介助者が生徒の腰を横から押しながら後方に移動しているところです。
　水の力を十分に利用しながら大きく左右に揺らしてあげます。また、側弯同様、背中が猫背になっ
たり、背骨が曲がった状態の生徒にはプール内を後方に移動しながら背中を押し上げてあげます。浮
力を利用することにより、陸上で行うより生徒にかかる負担を少なく行うことができます。
　写真は介助者が生徒の背中（健康骨と健康骨の間あたり）を下から押し上げながら後方に移動して
いるところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進行方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進行方向
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　　　　以上、プールにおける自立活動の取り組みを紹介しました。

　　　 　以下に参考文献を載せておきますので、実際の指導にあたってはそれらを参考にしていただき、そ

れぞれの児童生徒にあった温水プールの取り組みをぜひ探求していただければと思います。　

　　　参考図書　等

　　　a　発達障害児の水泳療法と指導の実際 児玉、覚張　著　　　　 医師薬出版　

　　　s　障害児のためのハロウイック水泳法 英国水泳療法協会　著　 文理閣　

　　　d　スキンシップ水泳療法 池田君子編著　　　　　 ぶどう社

　　　f　脳性まひ児の水泳 矢部、高松、川村著　　 杏林書院

　　　g　水泳療法の理論と実際 宮下、武藤著　　　　　 金原出版

　　　h　発達障害児のスイミングセラピーと空間構成法　　　　　　　　 全国心身障害児福祉財団

　　　j　水治療法　　　　　　　　　　　　 宮下、他　　　　　　　 杏林書院

　　　k　脳性麻痺児の水泳療法（ビデオ）　　 児玉、覚張　著　　　 ジェムコ出版株式会社
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８．病弱養護学校の指導事例

　a　教育課程の編成にあたって

　　 　本校に在籍する児童生徒は、継続的な医療、生活規制の必要のある子どもたちです。慢性疾患、筋疾

患、心身症、肥満等の病気を抱えていたり、知的障害を併せもったり、重度重複障害であったり等、病

状や障害、発達、生活の状況は様々です。児童生徒一人一人について家庭、医療と連携を取りながら情

報を収集し、個別の指導計画を作成して指導にあたっています。

　　 　本校の児童生徒の特徴として、重い病気を抱えて生活しているので、社会体験が少なかったり、自分

に自信が無かったり、自分をうまく表現できなかったりして、物事に対して消極的になりがちな面があ

ると言えます。学習全般において児童生徒の自己肯定感、自己効力感を育んでいくことが求められます。

児童生徒の主体的な気持ちを大切にし、自己選択、自己決定の場面を作り、達成感、成就感の得られる

活動を用意していくことが重要です。

　　 　自立活動においては、全校縦割りであるいは学部で病種別にグループを編制し集団学習のよさを生か

して学習課題に迫ったり、個別学習に取り組んだりなど、児童生徒の実態、課題に合わせて適切な学習

集団での学習を行っています。自立活動の時間の指導時数は、週２時間から 30 時間まで児童生徒の実

態に合わせて設定しています。指導においては、意識できる児童生徒には、その時間が何を目的とした

学習時間なのかを明確に意識づけしていくことが大切です。また自分の病気について理解を深め、自己

管理の力をつけていくことが重要な課題としてあります。この力をつけていくためには、客観的で肯定

的な自己認識、自己受容が大切です。そのためにも前述した自己肯定感、自己効力感が重要な意味をもっ

ているのです。

　　 　以下に示す事例は、病種別自立活動グループの取り組みの中の、小学部の慢性疾患グループ、心身症

等のある子どものグループ、筋疾患による肢体機能に障害のある子どものグループの事例です。

　s　指導事例

　　　①　慢性疾患のある子どものグループ（小学部）

　　　　　ア　慢性疾患児における基本的な考え方

　　　　　　 　慢性疾患をもつ児童生徒は ､ 病気による制限のある中で日常的に食事や運動、投薬、感染予

防等の生活管理をしていかなければなりません。そのためには ､ 自分の病気をしっかり理解し

（病状理解）､ 病状に即した生活行動ができる力（自己管理能力）を身につけておくことがこ

れからの自分の生活を切り拓いていく上で大切となってきます。

　　　　　イ　小学部としての考え方

　　　　　　 　小学部低学年のこの時期は、｢ 病状理解 ｣ と ｢ 自己管理 ｣ の二つの大きな柱をこれから築き

始めようとしているスタート地点に立っているのです。その二つの柱の土台となる“土づくり”

に焦点を当て、学習を進めることで自分のからだを見つめ、自分のからだを大切にしようとい

う気持ちの芽生えを期待しています。そしてこの気持ちを自分自身の中で育んでいく中で、自

分のからだや生活と向き合い、その時々の今の自分を肯定的に受け止め、より豊かな生活を自

分自身で作り上げていく基盤を培ってほしいと願っています。

　　　　　ウ　取り組みに当たって

　　　　　　 　まず的確なきめの細かい実態把握をすることから始め、それを個別の指導計画に書き込みな

がら検討し合っています。そしてグループの目標を実態把握のもとに、指導が必要な事項を取

り上げて設定し、子どもたちに提示し、自立活動の学習は“自分”のからだや生活の学習であ

ることを確認しています。そして、これから「どんなことをがんばっていきたいか」｢ どんな

ことに気をつけてがんばりたいか ｣ というそれぞれ児童の気持ちを確かめ合い、個人目標（子

どもの願い、親の願い）を出し合います。次に、それらを総合的に考え、現在の子どもたちに

つけたい力（教師サイドの願い）を考えていきます。
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きめの細かい実態把握

グループの目標

個別の指導計画に書き込む。検討し合う。

個人目標

　　このグループの目標は、（自立活動の指導と実態より指導が必要な事項）

①　自分のからだを知るお勉強です。 　（１. 健康の保持―a d）

②　 毎日の生活が自分のからだに合ったよい生活ができるようなお勉強です。

 （１. 健康の保持―a s d）

③　心がほかほか温かくなるようなお勉強です。 （２心理的な安定―a s）

④　いろんな人とのびのびと自分でお話ができるようになるお勉強です。

 （5コミュニケーション－ g）　　Ａ児　　　　　　　　Ｂ児

大きくなりたい　　　ごはんをいっぱい

おおべんぴに　　　　食べられるように

ならないように

○今の自分の心やからだを大切にする ( 子ども )

○自分の病気を素直な気持ちで受け入れる ( 子ども )

○自分のからだに主体的にかかわっていく（子ども）

つけたい力（教師の願い）

つけたい力（教師の願い）

　　　　　エ　平成14年度の取り組み～単元設定に当たって～

学習内容 １学期 ２学期 ３学期

①自分のからだを知

る勉強

外から見えるからだ

口 ､ 鼻 ､ 耳 ､ 目

（病状理解基礎）

外から見えないからだ

　血、心臓、肺の働き

② 自 分 の か ら だ に

合った良い生活がで

きる勉強

からだに合った良いくらし

（基本的生活習慣）排便 ､

食事 ､ 睡眠、おべんぴ体操

風邪と私たちのからだ

　風邪に対する知識

　風邪予防

作って食べて学ぼう

寒さに負けない強いからだ

オリジナル体操

③心がほかほか･

④のびのびとお話が

できる勉強

母の日のプレゼント

夏バテ防止のお手軽料理

小学部の友だち

　友達の頑張りと自分

さつまいものお料理

小学部の友だち

がんばりウォークラリー

　　　②　心身症等のある子どものグループ

　　　　　ア　単元名：命の教育「私の生い立ち」

　　　　　イ　ねらい

　　　　　　　・ 自分が誕生し現在にいたる成長過程での、家族の思いを知ることを通し、自分の存在の大

切さを感じること ができる。

　　　　　　　・命の大切さに気付き、今の自分を大切にしようとするきっかけにする。

　　　　　ウ　設定理由

　　　　　　 　命の教育はかけがえのない大切さ素晴らしさを実感し、それを共有することを通して自分自

身の存在を肯定できるようになることをめざす教育的営みです。自分の存在が誰かとつながっ

ていることを感じさせ、自分がまわりの人にとって意味ある存在であることに気づかせること

で、今の自分を肯定的に受けとめることができるのではないだろうかと考えこの題材を設定し

ました。自分の存在が誰かとつながっていることを感じさせる時、まず大切にしたいのは家族

との関係においてです。人との関係作りに問題を抱える子ども達にとっては、家族との関係づ

くりにおいても課題がないわけではありません。家族の中で、存在を感謝されていることを実

感させるためには、自分という存在の原点すなわち自分の誕生に対し、家族がどんなに喜んだ
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り、苦労したりしてきたかに気づかせ、自分の存在（誕生）が家族にとってどういう意味をもっ

ていたのか、そしてそれは今も変わらないものであることを感じさせなければならないと考え

ました。

　　　　　エ　指導計画（全6時間）

　　　　　　　①②時間目「おなかの中で成長していた私」　　　③時間目「出産について知ろう」

　　　　　　　④時間目「出産劇に取り組もう」　　　　　　　　⑤時間目「乳幼児期の私」

　　　　　　　⑥時間目「お母さんの思いを受け止めよう」

　　　　　オ　展開（④時間目「出産劇に取り組もう」）

活動内容 教師の支援 準備物

・はじめのあいさつ

・前時の学習を振返る

・本時の学習内容について知

る。

・出産劇を体験してみよう。

＊まずは先生達の出産劇を見

よう

＊次はみんなで取り組んでみ

よう

・劇に取り組んでみた感想を発

表しよう。

・お母さんは私を産んだ時どん

なことを思ったのだろう。

・ＡＴが体験した「大切な命」

の話を聴こう

・終わりのあいさつ

・前時までに行ったことが振返りやすくするために、

作成した資料等を掲示しておく。「ムンメル」の写真の

ページを何枚か見せ、出産の大変さを思い出させる。

・本時は前時の続きで出産について学習していくこと

を伝える。

・出産をすることがどんなに大変か感じ取るために、

出産シーンの劇化を行う。

・最初は教員が役（妊婦・医師・父・兄弟等）を行い、

途中で生徒を引き込めるようならさりげない役（妊婦

の手を握る兄弟や看護婦）から引き込んでいく。

・盛り上がり、生徒が妊婦の役にも取組めそうなら、

取組ませていく。特に生徒Ｂは躊躇すると予想される

ので、最初に生徒Ａに誘いかけてみる。

・みんなでそれぞれの役に扮し、一体感を感じられる

ようにしたい。劇化のなかで生徒のなかから大切な言

葉がでてきたら、うまく捉えるように配慮する。

・簡単に素直な感想をとりあげたい。

・母親に記入してもらった資料をもとに、無事出産し

た後の母親の思い（喜び）を伝える。

・自分たちは無事に生まれたが、そうではない場合も

あること、今ある命がとても大切な意味を持っている

ことを A Ｔに体験を交え話してもらう。

・次時は乳幼児期について取組むことを伝える。

「ムンメルなぜ子

どもを生むのか」

の写真

・白衣

・布団

・はさみ

・バスタオル

・赤ちゃん人形

母親作成の資料

　　　　　カ　この単元を通して

　　　　　　 　指導計画通り進めることが困難な場合もあったが、本人と家族に思いを伝える努力は無意味

ではなかったと実感しました。自分の思いと向き合うことを避けてばかりいた生徒が、周りの

援助を受けながらも少し向き合うことができた単元となりました。

　　　③　筋疾患による肢体機能に障害のある子どものグループ

　　　　 　テーマ：「『やってみよう』という意欲と『こうすればできる』という工夫していく力を育て、生

活を豊かにしていく自立活動をめざして」
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　　　　　ア　グループの指導内容

　　　　　　　○　題材設定にあたって

　　　　　　　　 　本グループは、筋疾患の児童生徒を対象にしたグループです。児童生徒の生活を見つめ

たとき、以下の点からの学習が必要ではないかと考えて年間の題材を設定しました。

　　　　　　　　　＊ 　健康の維持、体調管理や清潔保持への意識を高め、主体的に健康チェックに取り組

む力を育てる。

　　　　　　　　　＊　身体各部位の可動域の維持、呼吸機能の維持に努める。

　　　　　　　　　＊ 　自分の得意なこと、やってみたいことを見つけ、生活の中に“張り合い”となる時

間を作る。

　　　　　　　　 　特に、児童生徒の主体性を育む上では、③の「生活を豊かにする」視点からの取り組み

を重視しています。

　　　　　　　○　年間の活動

１学期 ２学期 ３学期

健康管理・生活習慣
水分補給の意味

筋肉と骨格　体温

身体機能の維持 呼吸の仕組みとゲーム 排痰法

生活の充実・質的向上

食生活の工夫

　「お好み焼き」

車いすサッカー

道具作り

食生活「おやつ作り」

車いすグランドゴルフ

趣味を広げよう

「音楽ＣＤ作り」

　　　　　イ　生活の充実・向上をめざす取り組みから

　　　　　＜事例１　「車イスサッカー」の工夫＞

　　　　　　 　高等部生徒Ａの発案で、車イスの前側に塩

化ビニルパイプで作った“クワガタ”をつけ、

車イスサッカーに取り組みました。ゲームを

繰り返しながら全員が楽しむために、「ゴー

ルを広くして得点しやすくする」「電動車イス

でない友達には車イスが当たらない様にする」

というルールを決めて取り組むようになって

いきました。夏休みには、自分たちでサッカー

大会を企画するに至りました。自分たちの発

案から始まった車イスサッカーが、休業中の

すごし方の工夫にまで発展していきました。

　　　　　＜事例２　「お茶つぎ器」の工夫＞

　　　　　　 　２学期になり、生活を豊かにする道具づく

りに取り組みました。道具の意味について考

えたり、介護センターを見学したりしながら、

それぞれに自分の生活を見直す機会をもちま

した。

　　　　　　 　小学部児童Ｂは、「自分でお茶を入れるよう

になりたい。」という願いを出してきました。

毎日、水分補給の時にお茶をいれもらってい

るからです。自分で茶を入れるためにはどう

すればよいか、理科室の実験道具などを使っ
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て試行を繰り返しました。お茶を入れる雰囲気に合う道具を作りたいという願いから、木と竹

を素材にし、滑車を利用して「お茶注ぎ器」を作りました。お茶を飲む時間（水分補給）が「お

茶を入れてもらう時間」から「友だちや先生に茶を入れてあげる時間」になり、「お茶を飲む

時間が楽しみになった」と B 児は感想を述べていました。

　　　　　　 　他の生徒も、黒板の溝掃除器を考案したり、足元が見えやすいカットテーブルを考案したり

しました。ちょっとした工夫で、自分のできなかったことができるようになっていくことを体

験することができました。このような学習の積み重ねが「ぼくも工夫次第でできるようになる

ことがいっぱいある。」という自信をもつことにつながったと思います。

　　　　　ウ　実践をふりかえって

　　　　　　 　自立活動の時間の様々なところで「ぼくもやってみたい。」「こうすればできるよ。」という

言葉を聞くようになってきました。一年前に比べ「積極的になった。」「意欲的になった。」「ま

わりの人の意見を聞くようになってきました。」という姿も見られるようになってきました。

このような学習の積み重ねが「生活を見つめ、生活を作り上げていく力」の育ちに結びついて

いるのではないかと考えます。
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９．重度・重複障害の指導事例

　a　教育課程の編成にあたって

　　　重度重複障害のある児童生徒の教育課程は、各教科、道徳、特別活動の目標及び内容に関する事項の

一部又は各教科若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うことができると

いう特例があります。自立活動を主とした指導は、自立活動の指導が教育課程の多くを占めることにな

りますが、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間については、児童生徒の実態に応じ、その

必要性を十分検討することが必要です。（第1章第2節Ⅱの11参照）

　　　学習指導要領には、自立活動を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要

な基本的な指導内容を、個々の児童生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにする

ことが示されています。そのために自立活動の5つの区分、22の項目の中から児童生徒の実態に応じて

必要な指導内容を選び出し、それを相互に関連づけて総合的に指導することが重要です。（参考文献：

自立活動指導ハンドブック　全国心身障害児福祉財団）

　　　自立活動を主とした指導は、学習内容によって自立活動を幾つかの区分に分けて教育課程を編成して

います。その分け方については児童生徒の実態に合わせて各学校において独自に決められています。以

下に示す事例は、自立活動の内容をそれぞれ異なる分け方で取り組んでいる2つの学校での実践例です。

　　　1つ目の実践例は、自立活動を「おひさまタイム」「からだ」「個別」「ふれる・あつかう」「みる・きく・

はなす」に分けて指導しています。また例に挙がっている児童については、教育課程に教科学習の「体

育」「音楽」も含まれています（年間指導計画参照）。

　　　2 つ目の実践例は、自立活動を「せいかつ」「からだ」「○○あそび（6 つのあそび）」に分けて指導し

ています。この例では教科学習は教育課程に含まれていません（年間指導計画参照）。

　　　教育課程において、これらの自立活動の区分ははじめから決まったものがあるのではなく、個々の児

童生徒の実態に応じて設定し、各区分の活動内容の授業時数は児童生徒の実態によって適切に確保して

いくことが重要です。
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　　　②　実践事例

小学部○組　自立活動「ふれる・あつかう」学習指導案

　　　　

a　単元名　「秋と遊ぼう（いろいろな感触を味わおう）」

s　ねらい　・ 秋の自然物に触れ、いろいろな感覚の刺激（触覚・視覚・聴覚）を味わい感覚の幅を拡げていく。

　　　　　　　・ 友だちや先生と楽しく遊ぶ中で、いろいろな刺激を受け止め、要求や感情を表現しようとする。

d　児童の実態と個別のねらい
Ａ児 Ｂ児 Ｃ児 Ｄ児

実態 ・いろいろな感触に敏感
・聴覚での取入れがしやすい
・にぎやかな雰囲気を好む
・感情は表情で表す

・いろいろな感触を楽しめる（土、
絵の具、牛乳パック、粉、紙等）

・聴覚が弱い
・うれしい、楽しい等全身で表現する

・触ることに抵抗は少ない
・手を口の中に入れてしまう
・興味のあるものは見ようとする
・要求を声で表現したり、近づく・

手でたたく等動作で表したりする

・いろいろな感覚（特に触覚）に過敏
・いやな感触も多い
・追視をする
・表情で感情を表現する

ねらい ・いろいろな感触を試し体験する
・聴覚への刺激を楽しむ（3－1）
・体験を通して感じたことを表情等

で伝える（5－1）

・いろいろな感触を楽しみ体験を重
ねる（3－1）

・視覚や聴覚による遊びを楽しむ
（3－1）

・人と一緒に楽しむ中で感情の表現
を豊かにする。（5－1）

・全身で感触を楽しみ、外界のもの
に触れる体験を重ねる（3－1）

・触覚・聴覚を使って外界を探索し
ようとする（3－1）

・教師とのかかわりを楽しむ
（5－1）

・楽しい雰囲気の中で見通しをもち
ながら、さまざまな感触に触れ、
受け入れられる幅を拡げる

（3－1）
・視覚や聴覚による遊びを楽しむ

（3－1）

（　）の数字は自立活動の項目を示す

f　本時の展開

学習活動 ＣＴの支え
ＳＴの支え

Ａ児 Ｂ児 Ｃ児 Ｄ児

・秋とあそぼうのテーマ曲
「大きな栗の木の下で」
を歌う。

・落ち葉のじゅうたんの
上でごろごろ転がって遊
ぶ。

・しかけ遊びのコーナーで
遊ぶ

　＊どんぐり転がし
　＊ 紐を引くと落ちてくる

葉っぱ

・キャスター遊びをみんな
でする

・おわりのあいさつ

・「秋とあそぼう」の学習
を始めるという意欲がも
てるようにみんなで歌を
歌う。

・いちょうを降らせ学習へ
誘いかける。

・学級のみんなで楽しむ
雰囲気を作り、苦手な児
童も楽しい雰囲気の中で
遊べるような声かけをす
る。

・場の移動を児童とともに
し友だちを誘うように声
かけをする。

（いちょうからプラタナス
へ）

（しかけ遊びのコーナーへ）

・児童の様子を見てキャ
スターで遊べるコーナー
もあることを紹介する。

・楽しく遊べた様子を評
価し、次回につなぐ。

・いちょうでは葉っぱに触
れる体の部位を手先、足
先から少しずつ全身へひ
ろげていくとともに、声
かけをしながら触れさせ
ることで葉っぱの感触を
感じることができるよう
にする。

・プラタナスでは、耳元
で葉っぱを揺らしたりこ
すり合わせたりすること
で、音の刺激を楽しむこ
とができるようにする。

・どんぐりが木琴に当たっ
て出る音を本児の近くで
聞かせることで、音の刺
激を楽しむことができる
ようにする。

・教員と一緒にキャスター
に乗って活動に取り組む
ことでにぎやかな雰囲気
を楽しむとともに、葉っ
ぱの感触を感じることが
できるようにする。

・いちょうの葉、プラタナ
スの葉を優しくなでた
り、頭から降らせたり、
寝転んだり、いろいろな
方法で葉っぱと遊べるよ
うにする。

・楽しさを表現する児童
の様子を捉え言葉にして
返すようにする。

・本児は紐を引くことが得
意なので、それによって
木琴の上に落ちるどんぐ
りの様子や音を楽しめる
ようにする。

・好きな風の刺激を受け
ながら葉っぱの感触も感
じられるようにする。

・ダイナミックに遊ぶこと
で喜びをより豊かに表現
できるようにする。

・全身への刺激から体の
部位を意識させるように
一緒に遊ぶ。

・いちょうの葉に埋もれた
りかけたりすることで葉
の感触を楽しめるように
する。

・音を楽しむことができる
ように本児の近くで乾い
た葉をつぶす。

・音に興味を示すよう友
だちの出す音を近くで聞
き自分でも鳴らしてみる
ようにうながす。

・Ｃ児の好きなブロア、
キャスターを使い、自発
的な動き、声を引き出
す。

・本時の学習の内容の見
通しがもてるように実物
を降らせ意識させる。

・まず葉っぱを見てから体
にかかるようにする。

・柔らかないちょうの葉を
かけたり、埋まったりし
て葉っぱの感触を受け入
れやすくする。

・少しずつ葉が体に当た
る量を増やしていく。

・いちょうの葉に慣れてき
てから、かさかさの感触
のプラタナスの葉の方へ
移動する。

・紐を引くと落ちてくるど
んぐりや葉を見られるよ
うに何回か繰り返す。

・友達が楽しむ雰囲気
・友だちが楽しむ雰囲気

を感じ、本児も楽しめる
ように周りが場を盛り上
げる。

・落ちてくる葉の様子が見
え、優しい刺激になるよ
うに配慮する。

【準備物】
　落ち葉（いちょう、プラタナス、桜など）　木の実（どんぐり）　ブロア　　秋の歌のテープ

・本時の学習に見通しをもたせるよう、テーマ曲を一緒に歌う。
・葉を広げたシート上に座位をとるようＴが抱く。Ｄ児は一人で座れるように後ろから支える。
・気持ちが活動に向くように声がけをする。

・かさかさした葉っぱ、ふんわりした葉っぱの感触の違いを全身で感じられるように葉をかけたり一緒に寝
転んで遊んだりする。

・感触のほかにもにおい、音も楽しめるように声がけをする。

・児童一人ひとりの実態に応じて葉のふらせ方や風の送り方などを変えて楽しむようにする。
・手足など危険のないように配慮して抱っこ、移動をする。
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　d　自立活動「運動あそび」の実践事例

　　　①　年間指導計画（高等部生徒の例。月の計画の下には各学期の評価欄があります。）
長
期
目
標

①　登校を月５～６回できるようになる（気候のよい時期）。昨年並みの欠席で1年を健康に過ごす。
②　主担任以外の教師の指導回数が増えることに慣れ、リラックスして活動に取り組んだり、普段の力を発揮したりする。
③　様々な体験を通して好きな活動を増やす。自発的な腕の動き、舌、眼球、首の動きを増やす。
④　担任を中心に、他者とのコミュニケーションを豊かにする。表情、舌、首、腕、体の動きで相手にわかるように感情や思いを表現する。

自立活動
（せいかつ）

自立活動
（からだ）

自立活動
（運動あそび）

自立活動
（お話あそび）

自立活動
（音楽あそび）

自立活動
（かかわりあそび・総合あそび）

年
間
の
目
標

・ 呼 び か け 、語りか け
に対して、視線、舌の
動き、笑顔などで応え
る。

・カレンダーの日付替え
で、自分で左手を動か
す。

・曲にあわせた揺れを楽
しむ。

・体を動かしてもらった
り、さわってもらったり
することを楽しむ。

・自分の体への意識を高
める。

・体の血行を促す
・様々な刺激に対する抵

抗力をつける。

・さまざまな動きを経験
する。

・体を動かしてもらうこ
とを楽しむ。

・表情、体の動きで運動
に対する思いを表現す
る。

・好きな動きを増やす。

・絵、音楽、ことばなど
を楽しむ。

・ストーリーに合わせて
の動きや光、風、感触
など様々な刺激を感じ
る。

・感じたことを、表情、
動作で表現する。

・曲 の も つ 様 々 なリズ
ム、メロディ、楽器の
音色などを感じて楽し
む。

・自分で楽器を鳴らして
楽しむ。

・好きな曲を増やす。

・歌にあわせたかかわり
あそびを楽しむ。

・コミュニケーションを
深める。

・好きなかかわりあそび
を見つける。

・様々な刺激を楽しむ
・幾つか合わせた刺激を

楽しむ。

４

５

６

７

９

10

11

12

１

２

３

○朝の取り組み（通年）
・健康チェック
・おむつ交換
・顔手足拭き

○朝の会（通年）
・あいさつ
・学級の歌
・カレンダーの日付替え、

確認
・月の歌
・今日の予定

○昼の会（通年）
・あいさつ
・始まりの歌

○終わりの会（通年）
・終わりの歌
・あいさつ

○ねむポイ体操（通年）
○ふあふあ体操（通年）
○ふれっ手・ふれ足体操

（通年）
○ブラッシング体操（通

年）
○ふれ愛リラックス体操

（1,2学期）

○REMAC（３学期）

○松江グリーンランドへ
行こう

・バランスボード
・ローリングカー
・板ブランコ
・ユリモック
○運動会の練習

○修学旅行に行こう
・トランポリン
・キャスターボード
・お湯袋

○ゆらゆら
・寝ゆら
・ローリングカー
・抱っこでの揺れ

○絵本の読み聞かせ（通
年）

○ペープサート劇「ピノ
キオ」

○スクリーン映像＆影絵
「スーホの白い馬」

○ブラックライトシアター
　「スイミー」

○生演奏を聞こう（通年）
○森のお祭
・鳥の鳴き声（CD）
・動物、虫の声（擬音笛）
・大太鼓

○手づくり楽器で楽しも
う

・アルミ缶太鼓
・手づくりバスドラム

○新春大波
・ティンパニ
・波の音
・ワルツ（ダンス）
・琴の演奏

○かかわりランドへ行こう
・手と手と手と
・わらべうた
・手あそび歌

○からだも心もほっかほか
・手と手と手と
・顔あそび体操
・ビタミン愛
・ゆりのきゆりかご（ユリ

モック）
○各あそびの中で
・おでんぐつぐつ体操
・のはらうた体操
○山小屋へ行こう
・ユリモック引き
・ブラックライト
・雨音（豆等）
・トーンチャイム

評　価　欄

自立活動
（素材あそび）

自立活動
（学校学部行事）

自立活動
（児童生徒会活動）

自立活動
（HR活動）

校外活動 進路指導

年
間
の
目
標

・様々な触覚刺激を受け
止める。

・素材をさわりながら、
主体的に手を動かす。

・表情、体の動きで、素
材にふれた思いを表現
する。

・好きな素材を増やす。

・生活の節目の行事に参
加する。

・全校集団の雰囲気を感
じる。慣れる。

・ 高 等 部の友だちや 先
生とのふれあいを通し
て、高等部集団での活
動に慣れる。

・児童生徒会の一人とし
て、活動に参加する。

・学級の友だち、先生と
のふれあいを通して、
自分の学級の仲間を意
識する。　

・学級の友だちや教師と
のコミュニケーション
を深める。

・普段利用することのな
い地域の交通機関を利
用したり、地域の文化
施設を見学･利用したり
して、自然や文化に親
しみながら見聞を広め
る。

・高等部1､2年生合同で
旅行をすることで、高
校生活の楽しい思い出
をつくる。

・カンファレンス等を通
して病棟関係者との連
携を深め、生徒への理
解と教育活動への協力
を促す。

・ 保 護 者に、将 来 の 生
活について主体的に考
えてもらうために、情
報を提供したり、話し
合いの場を設けたりす
る。

４

５

６

７

９

10

11

12

１

２

３

○海のものにさわろう
・わかめ・ひじき
・てんぐさ
・もずく・寒天
・ところてん

○タペストリー作り
・大豆　・すくも
・豆がら・もみがら等
○うどんを作ろう
・小麦粉
・うどんの生地
・生うどん
・ゆでたうどん
○エステに行こう
・ホットタオル
・ツボ押し
・顔マッサージ
・パフ＆ブラシ
・片栗クリーム

○入学式
○始業式
○高等部合同学習
○耳鼻科検診
○身体測定
○運動会
○終業式

○始業式

○○○まつり

○終業式

○始業式

○卒業生を送る会
○卒業式
○終業式
○離任式

○全校集会（各学期）

○児童生徒総会

○児童生徒会役員選挙

○合同集会（各学期3回）

○ふれあい学習（人形劇）
○壁面飾りつくり
○節句会
○七夕会

○誕生会
○親子お楽しみ会
○ふれあい学習（マリン

バ演奏）
○書初め
○節分会
○ふれあい学習（フルー

ト、声楽、ピアノ）
○卒業おめでとう会
○お楽しみ会

○修学旅行

○保護者懇談

○カンファレンス

○保護者懇談

○保護者懇談

○親子自立活動
○カンファレンス

○保護者懇談

評　価　欄
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　　　②　実践事例

自立活動「運動あそび」学習指導略案

　　　　　　　　　　　　　　　　

〔題　材〕　松江グリーンランドへ行こう

〔ねらい〕

　・遊園地に見立てた教室の普段と違う雰囲気を感じ、期待感をもったり、楽しんだりする。

　・キャスターボードの直線のスピード、板ブランコの揺れなどいろいろな前庭刺激を感じる。

　・感じたことを、表情、動作、発声で表現する

〔展　開〕

学　習　内　容 教　師　の　支　え

○昼の会をしよう
　あいさつ
　健康チェック
　歌「かきくけこんにちは」

○松江グリーンランドへ行こう
　・オープニング（ミラーボール）
　

　・ビッグサンダーマウンテン
（キャスターボード）

　・スプラッシュマウンテン
( 滑り台 )

　・ジェットスカイ（板ブランコ）
　・スペースフライ

（トランポリン）
　・空飛ぶじゅうたん

( ゆりモック )
　・ティーカップ

（ローリングカー）
　・グリーン島いかだ

（バランスボード）

○感想
○終わりの会をしよう
　歌「一緒に帰ろう」
　あいさつ

・リラックスして始められるように、姿勢を整えたりスキンシップをとった
りする。

・生徒に合わせた指導ができるように、体調や様子を伝え合う。
・始まりが感じられるように楽しく歌いかけたり、身体を動かしたりする。
・他の教室に移動するとき、廊下での動きに気をつける
・テーマパークに来たという設定で、雰囲気の違いを感じたり、期待感を

持ったりできるように、ミラーボールや楽しい曲を使い、案内役が元気に
話すようにする。

・狭いスペースで行うので壁に気をつけながらスピードをあげ、一緒に乗る
教員が生徒の様子を見てスピードを調節する。

・列車の効果音や声掛けで雰囲気が伝わるようにする。
・移動や遊具で活動中など、生徒の足や手の骨折などに充分気をつける。
・クッションチェアやマットなどを用いるなどして、安定して乗れるように

する。
・生徒に合った乗り方（クッションチェアに座る、仰臥位など）、揺れを調

節する。
・生徒の調子に合わせて、ゆったりとしたＢＧＭの中で、のんびりできるよ

うに揺らす。
・生徒達の様子を伝え合い頑張りを認めたり誉めたりする。
・また松江グリーンランドへ行くことを伝え、期待を持って終わる。
・気持ちよく一日の締めくくりができるようにやさしく歌いかける

準備物： キャスターボード、滑り台、板ブランコ、トランポリン、ローリングカー、ゆりモック、バランスボード、

　　　　 クッションチェア、ミラーボール、スポットライト、ＭＤデッキ、ＣＤデッキ、ラジカセ、ＣＤ（楽しいＢＧＭ、

ゆったりとしたＢＧＭ、汽車の効果音）、歌詞カード（「かきくけこんにちは」「一緒に帰ろう」）

〔評　価〕　普段と違う雰囲気や様々な前庭刺激をしっかりと感じ、表現することができたか。
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10．訪問教育の指導事例

　a　教育課程の編成にあたって

　　　訪問の児童生徒の教育課程を編成するにあたっては、次の点に留意しています。まず第１に児童生徒

の実態をなるべく正確にとらえるようにしています。身体機能の面、健康状態、障害の様子など医療的

な側面については、保護者および主治医と連携をとることによって把握するようにしています。また、

教育環境については、家庭、施設など学校と異なる場において指導が行われることが多いことから、個々

の児童生徒の家庭状況などを考慮し保護者および関係する方々と相談しながら、どのような指導方法や

内容が適切かを検討していきます。

　　　教育課程を編成していく上で重要な点として、指導内容と指導要領との関連をしっかりと持たせるこ

とが大切であると考えています。私たち指導する側が指導要領をよく理解し、例えば、「自立活動の内

容」の把握と理解、そして具体的な指導内容の作成といった一連の流れの中で指導計画を作成していく

ことが必要であると考えています。障害のある児童生徒についての教育課程を編成する際は個々に実態

が違うこともあり、自主的、独創的な教育内容等を計画立案し実施することが多いのですが、この内容

と指導要領との関連を付けておくことがよりしっかりとした教育課程へと発展させやすいと考えるから

です。その結果として、「教科を主とした教育課程」を編成する場合、「自立活動を主とした教育課程」

を編成する場合などそれぞれの児童生徒の実態に応じた教育課程を編成していくこととなります。

　s　指導事例　　　　　　　　

　　　①　指導内容　　　　　　　　

　　　　　・健康観察　　　　　　あいさつ、だっこ、歯磨き

　　　　　・朝の会　　　　　　　あいさつ、呼名の歌、季節の歌、お天気調べ、手遊び歌

　　　　　・からだに関する活動　外気浴（さんぽ）、水遊び、乾布摩擦、動作法、リマック

　　　　　・音楽的な活動　　　　楽曲を聴く（季節の歌、とらや帽子店の遊び歌、他）

　　　　　　　　　　　　　　　　楽器の音色を聴く、触れる（打楽器、管楽器等）

　　　　・感覚に関する活動　　　揺れる（バルーン、ゆりモック）

　　　　　　　　　　　　　　　　感触（温度、固さ等）、感覚遊び

　　　　・聞くことに関する活動　お話の読み聞かせ

　　　　　　　　　　

　　　②　１目の学習の流れ

　　　　　　１０：００　　児童宅着健康観察（保護者とお話、歯磨き、洗面）

　　　　　　１０：２０　　朝の会　朝の歌、（訪問の歌）

　　　　　　　　　　　　　呼名の歌（２曲）

　　　　　　　　　　　　　今月の歌（ドングリころころ）

　　　　　　　　　　　　　お天気調べ（歌）

　　　　　　　　　　　　　手遊び歌（一本橋こちょこちょ他）

　　　　　　１０：４０　　休憩

　　　　　　１０：５０　　※音楽的な活動（合奏「虹」を聴こう、そして打楽器を叩こう）

　　　　　　　　　　　　　からだに関する学習　（フワフワ、動作法）

　　　　　　１１：３０　　聞くことに関する活動　　お話「おむすびコロリン」

　　　　　　１２：００　　昼食

　　　　　　１３：１０　　午後の活動

　　　　　　　　　　　　　感覚遊び　バノトンで遊ぼう他

　　　　　　１４：００　　終了後、保護者とお話

　　　　　　　　　この時間帯に気候がよければ外気浴（さんぽ）を実施
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　　　③　朝の会（略案）

○本時のねらい

　・指導者とのやりとりを受け止め自分の気持ちを表現することができる。

　・自分の興味関心がある物に対して手を出して確かめることができる。

○展開

学習活動と内容 教師の支え 配慮事項等

・出会い（話しかけ、抱っこ、
　　　　　歯磨き）
・朝の会
　訪問の歌
　おはようの歌
　呼名の歌（2曲）
　今月の歌
　お天気調べ（歌）
・休憩
・音楽的な活動
　　合奏を聴こう
　　気持ちを表現しよう
・からだに関する活動
　　バルーンに乗って転がろう
・昼食

・感覚遊び
　　くすぐり遊び
　　手遊び
・休憩
・読み聞かせ
　　絵本

・終わりの歌

・明るいトーンでの声かけと、からだ全体
を包み込むように抱きかかえることで教
師の来訪を伝える。

・健康状態を確認
・学習の始まりを知らせる。
・やりとりの楽しさをあじわう。
・リズミカルに歌い動きを引き出す
・横になってリラックスさせる。
・歌を聴いて受け止め感情の表出を促すよ

う努める。

・ゆっくりといろいろな揺れを味わう。
・目的物に向かって横転移動
・自分の手を添えるように指導
・明るく楽しい雰囲気の中で食す。
・手遊びをリズミカルに
・皮膚感覚を重視して

・童話を中心にゆっくりと、効果を使いな
がら。

・学習の終わりを告げる

・使用楽器はギター
・体調がよければクツション

チェアーに座り学習する。

　　　④　まとめ

　　　　 　本事例は、在宅訪問指導を行っている小学部４年生の児童の事例です。本児は、週３回の訪問指

導を受けています。音楽がとても大好きで、学習は音楽的な活動を中心に、からだの勉強や、感覚

の勉強、そして読み聞かせや散歩などその日の体調や家庭事情に合わせて行うようにしています。

また、普段の学習では得られない集団の学習の場を、本校ヘのスクーリング及び居住地域にある学

校での交流学習によって経験できるように配慮しています。しかしながら、訪問教育は指導回数、

指導時間、指導スタッフ、教材など毎日学校に通う児童生徒に比べ制限を多く受ける教育形態とい

えます。また、医療や家庭事情によって教育内容が大きく左右される指導形態でもあります。そし

て、指導している私たちと、保護者の方との意思の疎通が最も大切であると感じるような事例を多

く見かけます。いずれにしても、前述したような諸条件の厳しさは、裏返せばすべて教育を行って

いくうえで、欠かすことのできない事柄であるともいえます。子どもたちの明るい笑顔と生きる強

い意欲をみんなで一緒に育てていくことができればと願っています。
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d 病気療養への対応としての訪問教育

　　　①　長期入院している子どもたちへの訪問教育

　　　　　ある日突然けがや病気で長い間入院することは、どの子どもたちにもあり得ることです。入院当

初は、本人も家族も何はともあれ早期回復を願います。しかし、その状態が一段落してくると、病

状によっては病室の中や病院内ならば動くことができるようになり「少し退屈してきたし、学校の

勉強も気になる」という状態が続く場合もあります。

　　　　　そのような場合、病状に配慮しながら、教育の空白をなくすために何らかの形で教育を行う必要

があります。病気療養への教育対応としては、特殊学級として設置する院内学級がありますが、入

院先の病院にその院内学級が設置されていない場合は、訪問教育の制度を活用した教育が可能です。

つまり、上記のようなケースで院内学級が設置されていない場合は、盲・ろう・養護学校へ転校し

た上で、その学校の教員が入院先の病院に出向き、学習をすすめることができます。

　

　　　②　学校復帰に向けた関係機関の連携

　　　　　近年、退院できたとしても、病気の状態により学校内での細かな支援や施設設備の対応が必要に

なるなどのケースが見られ、学校復帰については、就学先を再度検討する必要が生じる場合があり

ます。その場合、本人や保護者の願い、病気の状況、受け入れ先の状況などを踏まえ、総合的に判

断しなければなりませんが、何よりも、関係するそれぞれの機関が情報を共有し合い、十分な連携

を図りながらよりよい就学先を判断し学校復帰へとつなげていくことが必要だと思います。

　　　　　そこで、関係機関の連携により原籍校への復帰が可能となった事例を紹介します。

　　　

　　　③　事例（対象生徒Ａ）

　　　　　ア　入院前

　　　　　　 　Ａさんは、足の手術のために入院しました。入院前、主治医から「手術をしても完全には治

らないかもしれない」「車椅子か松葉杖での生活になるかもしれない。元の学校へ戻るのは難

しいのではないか」と告げられました。

　　　　　　 　保護者が教育委員会に相談すると、肢体不自由養護学校も選択肢のひとつとして考えてみて

はどうかと助言されました。

　　　　　イ　手術後

　　　　　　 　手術後の経過は順調で、術後４ヶ月経ったころ、主治医から退院の判断が出ました。当初の

予想より足の状態は良好で、車椅子の使用は必要ないが、まだ足で全体重を支えるのは危険で

あるため、松葉杖の使用が必要であるとの判断でした。ただし、どのくらいの療養期間を過ぎ

れば松葉杖を使わなくても良いかは分かりませんでした。

　　　　　ウ　養護学校の見学

　　　　　　 　退院後の学校復帰の問題については、入院前に教育委員会から中学校では松葉杖での生活は

難しいと言われており、肢体不自由養護学校の見学に出かけました。

　　　　　　 　見学した養護学校では、Ａさんや保護者が思っていた以上に教科指導を中心とした生徒が少

なく、就学先に迷うこととなりました。そして、「やっぱり元の中学校に帰りたい」「友だちと

一緒に過ごしたい」という思いが次第に強くなっていきました。

　

　　　　　エ　テスト通学の実施

　　　　　　 　訪問教育担当者として、Ａさんや保護者の熱い思いや願いを受け止め、何とか中学校へ復帰

できないものかと、中学校へのテスト通学を提案してみました。テスト通学の計画を立て、中

学校側に伝えましたが、中学校では入院前の主治医の話から受け入れに躊躇し、慎重な姿勢で
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した。

　　　　　　 　その後、中学校から連絡を受けた教育委員会から、テスト通学についての話しがあり、教育

委員会担当者と保護者とともに医師面談を行いました。主治医からは、松葉杖がなくても階段

が上がれるようになっており、予想以上にリハビリの効果が上がっているとの話がありました。

教育委員会からは、留意するべきことはあるが中学校への復帰が可能ではないかと判断され、

トイレのなどの整備についても善処したいとの意向を示していただいき、中学校側に前向きに

働きかけてもらうことができるようになりました。

　　　　　オ　原籍校への復帰

　　　　　　 　教育委員会が、Ａさんや保護者と原籍校との橋渡しをして、テスト通学が可能となり、中学

校側にもＡさんの足の状態を知ってもらうことができました。そして、テスト通学を経て、周

囲の支えが必要ではありましたが、原籍校へ復学することができました。　

　

　　　r　市町村教育委員会も含めた転出手続きの流れ（例）

　　　　　～配慮の必要な児童生徒が、安心して通えるようになるために～

　　　　　上記の事例を含めいくつかの事例から、病気やけがなどが完全には治っていないかまたは病気を

抱えたままで転学を希望した場合、教育委員会との連携や後押しが必要となることが分かりました。

学校復帰のためには、本人や保護者の気持ちや病気等の状態を理解してもらった上で、復帰のため

の最善の方法を一緒に考えてもらう必要があります。

　　　　　今回の事例では、次のような流れで転学に向けての手続きを行いました。下線部分が今回新たに

取り入れた手続きです。

　　　　　この手続きはあくまで、学校として行ったものであり、ケースによってさらに必要な事柄や省略

可能な事柄もあると思いますが、参考までに示します。　　　　　
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【市町村教育委員会を含めた転学に向けての手続き】 

転入先 市町村教育委員会 県教育委員会 担任・学校 保護者 主治医 

保護者の許可を受けて医師面談。退院にあたっての注意

事項の説明を受ける 

教育委員会の転出の見通しの連絡・

転出先の確認 

転出手続き、転出 

教育委員会に連絡。転出手続きを教

務とともに始める（「退院時療養計

画書」）等を添付。） 

【テスト通学を行わずにすぐに転学する

場合】「退院時療養計画書」（または「意見

書」「退院証明書」「診断書」）（コピー可） 

保護者の許可を受けて医師面談。 
本人の状態を知ってもらうこと
やテスト通学にあたっての注意
事項の説明を受ける。 

テスト通学の受け入れ、担任、保

護者とのテスト通学についての意

見交換。 

転入に際しての配慮事項等の検討、

体制づくり 

（必要に応じて）転入にあたって、

主治医との連絡方法（養護教諭に
よる医師面談など）を検討。（保

護者との話し合いを通して） 

テスト通学の実施 

退院後の在宅療養の必要性と通学体制（テスト通学を何

度かする？すぐ通学？）を判断する。 

テスト通学形態を主治医に連絡。指導を受ける。（回数、

配慮事項、テスト通学の終了見極めなど） 

テスト通学の受け入れ、市町村教育

委員会、転入先校とのテスト通学に

ついての意見交換。 

テスト通学の実施 

転出時期決定時に、「診断書」（コ

ピー可）を出す。（正式に転出が可

能な時期の記載） 

保護者の許可を受けて医師面談。市町村教育委員会、
転入先学校に本人の状態を知ってもらうことやテス
ト通学にあたっての注意事項の説明を受ける。 

○希望する転出先

校を検討 

○市町村教育委
員会へテスト通
学希望の連絡 

○ 担 任 か ら 受 け

た テ ス ト 通 学 状

況 か ら 、 テ ス ト

通 学 の 終 了 時 期、

正 式 な 転 出 時 期

の判断。 

○ テ ス ト 通 学 の

内 容 を 記 録 。 医

師への報告。 

○ テ ス ト 通 学 の

終 了 見 通 し の 連

絡。 

○ 転 入 先 校 へ テ
ス ト 通 学 希 望 の
連絡 

　　　　　

　　　※　基本的には保護者が各関係機関に働きかけるが、訪問担当として保護者の支えとなるように、連

携をもちながら手続きをする必要があります。

　　　　　また、心の病気を抱えた生徒の場合、それを受けとめる保護者の負担は計り知れないものがあり

ます。生徒の支えだけでなく、家庭の支えとなれるように児童相談所、市町村福祉課などの専門機

関との連携が必要となります。

　参考文献　「病弱教育Ｑ＆Ａ」「病弱教育Ｑ＆Ａ　PART Ⅱ」全国病弱養護学校長会　ジーアス教育新社
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第３節　特殊学級の指導事例

11．知的障害学級の指導事例

　a　一人の学級

　　　①　学級の実態

　　　　　本学級には、2年生のＡさん（女子）１名が在籍している。

　　　　　Ａさんは、知的な面でも体力や身体のバランスの面でも、比較的発達の遅れが大きく、日常生活

全般に支援が必要な子どもさんである。簡単な指示の理解や単語での要求はできるが、表情や言葉、

動作などで人とやりとりすることが苦手で、自分から人にかかわることも少なく、集団の中でも一

人で感覚遊びに浸ることが多い。しかし、担任との1対１の関係の中では、簡単な質問に答えたり、

「おいで。」「来て。」と担任を誘ったりする姿も見られるようになり、二語文（助詞なし）も増えて

きている。また、さまざまな活動への興味や関心も少しずつ広がってきている。認知面では、人の

動き、絵、写真、テレビなど視覚的な情報からの取り込みがよい。それらを手がかりに活動の流れ

や手順を理解したり、見たことを真似して楽しんだりすることができる。調理など興味のある活動

では、視覚的な支援によって、集中したり見通しをもったりでき、すすんで動いたり、人を誘った

りする姿も見られる。発達がアンバランスで個人内差の大きな子どもさんだと考えられる。

　　　②　教育課程の編成にあたって

　　　　　学校教育目標やＡさんの様子、保護者の願いを踏まえ、次のような学級目標と経営方針をたて、

領域・教科を合わせた指導を中心にした教育課程を編成した。

　　　　ア．学級目標と経営方針

学級目標 ともだちいっぱい　やるきまんまん　げんきもりもり　○○学級

子どもへの願い ○　共に活動することの楽しさを感じ、言葉や表情、動きなどで人にはたらきかけ
たり、人のはたらきかけに応えたりしてほしい。

○　自分なりの期待や見通しをもって、意欲的に遊んだり活動したりしてほしい。
○　着替え・食事・排泄など、基本的な生活習慣を身につけ、自分でできることを

増やしてほしい。
○　体力をつけるとともに、いろいろな運動に親しみ、できることを増やしてほしい。
○　禁止がわかり、自分の行動や気持ちの切り替えができるようになってほしい。

h
経　　　　営　　　　の　　　　方　　　　針

○　一人学級のよさを生かし、学校生活全体をＡさんと担任とのコミュニケーションの場と捉え、Ａさ
んとの関係や生活を楽しみ、共感することを基盤とした学級作りをすすめる。担任との 1 対 1 の関係
を基盤にし、互いに楽しむことのできる活動をとおして、「先生といっしょに○○したい。」という気
持ちを育てていく。

○　発達や障害の状況、興味・関心等を踏まえながら個別の指導計画を作成し、個に応じた指導を進め
るとともに、期待や見通しをもって、意欲的に活動できるための支援や指導を工夫していく。

○　友だちや職員など、人といっしょに好きな活動や遊びをする体験を大切にし、その楽しさを味わう
とともに、具体的なやりとりの場面をとおして、言葉でのコミュニケーションの方法を身に付けてい
くことができるようにする。

○　具体的な場面の中で、集団生活でのルールや行動をコントロールする力を身につけていくようにす
る。

○　段階を踏んだ繰り返しの指導を大切にし、日々の具体的な活動を通して、基本的な生活習慣の確立
を図る。

○　体力づくり、運動能力の向上を目指し、日々の継続した取り組みを進める。　
○　保護者への共感的理解に立ちながら、家庭や医療との連携を密にした取り組みを進める。
○　学級やＡさんについての、校内や地域での理解推進に努め、地域での生活の基盤をつくる。
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　　　　イ　週指導時数と週時程表

領域・教科を合わせた指導 教科別の指導
※Ａさんの様子から、音楽については、1

時間交流、1時間学級単独で取り組む
ことにした。学級単独の音楽では、リ
ズム遊びや歌遊び、楽器遊び、キーボー
ド演奏などに取り組み、教師とかかわ
りながら、個に応じた学習ができるよ
うにした。

日常生活
の指導

遊びの指
導

生活単元
学習

国
語

算
数

体
育

音
楽

図
工

合
計

５ ３ ５ ３ １ ３ ２ ２ 24

月 火 水 木 金

持ち物の整理後、交流学級の朝の会に、部分参加する。（挨拶・歌・日直のスピーチ）

１ 日常生活の指導（着替え・朝の会・リトミック・Ａさんと先生のお話コーナー）

２ 体育（交流） 音楽※（学級） 体育（交流） 音楽（交流） 体育（交流）

３ 生活単元 遊びの指導 図工 遊びの指導※ 遊びの指導

４ 生活単元 生活単元 図工 生活単元 生活単元

給食（全校でランチルーム形式。交流学級児童とともに食べる）・昼休み・清掃

５ 国語 国語 算数 国語

　　　　留意点
　　　　○ 　一日の生活の流れがＡさんにとって見通しのもちやすいものとなることを考え、交流の時間となる体育や音楽

の時間を２時間目に揃え、３・４時間目にはゆったりと 1 日の中心の活動ができるようにする。網掛け部分（学
級単独で担任と活動する時間）については、Ａさんの活動の流れや気持ちのつながりを考えて、柔軟に運用して
いく。

　　　　○ 　担任以外の教師が指導する時間を２時間（表の※）設け、それぞれの教師の個性を生かしながら、Ａさんとと
もに楽しむことのできる活動に取り組んでもらうようにする。

　　　　○ 　教師の身体の動きをまねたり、Ａさんの好きな感覚遊びを取り入れながらスキンシップすることで、情緒の安
定を図ったり、コミュニケーションの楽しさを感じたりすることができるように、日常生活の指導の中に、20 分
間のリトミックを取り入れる。

　　　　○ 　朝の会の中に、「Ａさんと先生のお話コーナー」を設け、担任との言葉のやりとりを録音し、聞いて楽しむ。
取り上げる内容は、連絡帳により伝えてもらったこと、前日の活動で楽しかったこと、好きなテレビのことなど、
担任が大まかな内容を把握できており、Ａさんが興味をもっているものにする。必要に応じて、絵や写真などを
用いる。

　　　③　指導にあたって

　　　　　Ａさんと人とのかかわりの場を、図のように考え、学校の教育活動全体で取り組むことにした。

　　　　図の①　→　担任といっしょに遊んだり活動したりする中で、コミュニケーションの楽しさや言葉

で伝え合う楽しさを経験し、人にかかわろうとする気持ちや言葉を育てていく場。

　　　　図の②　→　人といっしょに楽しい経験をしたり、集団での活動の雰囲気を楽しんだりするととも

に、具体的な場面の中で、言葉でのやりとりの仕方や集団でのルールなどを学ぶ場。

　　　　　　　　　　　・・・直接的な交流・理解の場

　　　　図の③　→　Ａさんのよさやがんばり，学校生活の様子について情報を提供する場　　　　　　

　　　　　　　　　　　・・・かかわりのきっかけともなる間接的な交流・理解の場
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《指導内容》　

　 　以下は、生活単元学習、遊びの指導、国語の学習活動の中から、人とのかかわりやコミュニケーション

に視点を当てたねらいと、かかわりの深いと思われる活動内容について、抜粋したものである。

ねらい（○）と支援（★）の方法 活　　動　　内　　容

生　

活　

単　

元　

学　

習

○　人といっしょに活動を楽しみ、かかわりや言葉を
広げる。

★好きな活動をたくさん取り入れ、期待や意欲をもっ
て活動できるようにし、Ａさんが自分から人を誘っ
たり、はたらきかけたりしやすい状況、Ａさんのよ
さや頑張りが伝わりやすい状況をつくる。その中に、
人との具体的なかかわりの場を設定する。（例、学
級だよりを手渡す、用件を伝える、レストランに招
待するなど。）

★　絵や写真などを選択肢として用意することで、Ａ
さんの思いを正確に汲み取り、単元の中に生かすよ
うにする。また、これらの支援を意欲や見通しのた
めにも役立てる。

・郵便屋さんになろう（学級だよりに絵を描き、印刷
した後、ゴーカートを運転し全教室に配布する。）

・１年生、ようこそ○○学級へ
（パネルシアター発表）

・牛乳パックの船を作って遊ぼう（1年生と交流）
・○○学級の劇を発表しよう

（2年生・教職員との交流）
・6年生卒業おめでとうカレーパーティ

（6年生と交流）
・Ｂ養護学校との交流・Ｃ養護学校Ｄさんとの交流
・町を歩こう（→展開例参照）
・お料理を作って、友だち・先生・お母さんを招待

しよう
・お楽しみ会をしよう（各学級と交流）

遊　

び　

の　

指　

導

○　担任とかかわって遊ぶことや、いっしょに物を介
して遊ぶことの、楽しさや充実感、満足感を味わい、
自分から人にかかわっていこうとする力を育てる。

★　Ａさんの好きな揺れや回転など感覚的な刺激を遊
びに取り入れたり、ファンタジーの世界を楽しむ力
を生かしたりして、内容を組む。Ａさんのペースに
合わせ、楽しさを共有しながら、担任としっかりか
かわって遊ぶ中で、自分から担任を誘ったり、要求
したりする場面を引き出していく。

・ごっこ遊び（Ａさんが興味をもっている実生活で
の場面や、テレビや絵本の場面を真似し、言葉や
動きでのやりとりを楽しむ。）

・スクーターボード遊び（担任に、引いてもらった
り回転させてもらったりして、楽しむ。また、そ
の役割を交代する。電車に見立て、ごっこ遊びに
発展させる。）

・ゆらゆら遊び・ぐるぐる遊び・手遊び・歌遊び
（身体を揺らしたり、回したり、膝に乗せたり、
くすぐったりするなど、担任とＡさんが直接かか
わりあって遊ぶ。）

《Ａさんと人とのかかわりの場》

②　校内児童とのかかわり
・交流学級ほか、各学年を巻き込ん

だ生活単元学習
・交流学級との授業交流（体育・音

楽）
・各学級からの招待活動
・掃除、給食、行事、休み時間の交流

②　校内の職員とのかかわり
・職員を巻き込んだ生活単元学習
・担任外の教師との授業
・校内研究授業→教職員がＡさんと

ふれあいＡさんを理解する場。

②　地域とのかかわり
・地域を巻き込んだ生活単元学習
　「町を歩こう」（事例参照）
　「郵便局で学級の作品展をしよう」
　「地域のお年寄りと交流しよう」

（笹まき作り、ミニ運動会）

②　校外の児童とのかかわり
・近隣の小学校特殊学級との合同学習
・Ｂ養護学校との交流会
・Ｃ養護学校Ｄさんとの地域交流

Ａ
さ
ん

担
任

③　○学級だよりの全校・地域の方への配布　　　　○校内・地域・市郡での作品展の開催
　　○ 校内掲示物の工夫・・・学習活動の様子や写真、合同学習便り、「大きくなあれ、Ａちゃんの木」（Ａさんの頑

張りや良さをその都度、葉っぱに書いて、掲示していく。）等

①

遊び
学習
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国　
　
　
　

語

○　語彙を増やすとともに、言葉を使ってやりとりす
る力をつける。

★　表現を受けとめ応えたり、経験や思いを言葉にし
たりしながらかかわることで、話したいという気持
ちを育てていく。

★　言葉のやりとりをするための手がかりとなる写真
や絵を用意し、理解や意欲、集中力につなげていく。

★　パターンを楽しみ、模倣を楽しむＡさんの強みを
生かし、劇遊びやパネルシアターを取り入れる。言
葉でのやりとりを楽しむことができる内容を選ぶよ
うにする。→生活単元学習等で発表の場をもち、Ａ
さんの魅力が周囲に伝わるようにする。

・写真日記（楽しかったできごとの写真を見て、Ａ
さんが指差したり、つぶやいたりしたことに、共
感したり反応したりしながら、経験や気持ちを言
語化していく。）

・劇遊び（お話の中の好きな部分を取り上げて、２
人で役割を演じる。）・パネルシアター（レスト
ランや病院を舞台にしたものなど、2人で言葉で
のやりとりがしやすいもの）・読み聞かせ

※写真日記、パネルシアターは、朝の会の「Ａさん
と先生のお話コーナー」（週時程表参照）ととも
に、有効であった。

　　　④　実践事例

　　　　ア．生活単元学習　「町を歩こう」

　　　　イ．ねらい

　　　　　○　簡単な見通しや自分なりの思いをもち、楽しんで活動する。

　　　　　○　地域を歩き、人や自然やものとふれあう中で、好きな場所や好きなことをたくさん見つける。

　　　　　○ 　地域の人とふれあい、そのかかわりを楽しんだり、自分の思いや要求を言葉や動きで相手に

伝えたりするとともに、具体的な場面を通して、社会生活上のルールやマナーの習慣化を図る。

　　　　　○　さまざまな場所を散歩することを通して、運動能力と体力の向上を図る。

　　　　ウ．支援の方法

　　　　　○ 　地域を歩くことで生まれるさまざまな活動について、Ａさんとともに楽しむ。Ａさんの言葉、

表情、動きなどの表現を受けとめ反応したり、Ａさんの思いや動きを言語化したり、担任の思

いを言葉、表情、動きに表したりしながら、共感的にかかわる。

　　　　　○ 　具体的な人とのかかわりの場面で、コミュニケーションの方法や対人関係上のマナーやルー

ルを具体的に示していく。すべきでないことについては、「あとでね。」「がまん。がまん。」「見

るだけ。」といった短い言葉とともに、手を添え行動をとめて、繰り返し伝えていく。

　　　　　○　Ａさんのペースに合わせてかかわることを心がけ、ゆったりとした時間設定をする。

　　　　　○ 　主な場所の写真を貼り付けた、学校周辺の地図を用意し、自分で行き先を選んだり、自分の

意思を表現したりできるようにするとともに、見通しがもてるようにする。また、新たな場所

や楽しかった活動の写真をその都度貼っていき、活動の記録としても利用する。

　　　　　○ 　保護者と担任それぞれのＡさんや地域に対する願いを話し合い、単元を進める。また、親し

くなった地域の人に学級通信を配ったり、生活単元学習の活動に招待したりして活動を広げる。

　　　　エ．活動の実際　（年間を通じて毎週月曜日の３、４時間目に設定。活動の流れは、次のとおり。）

どこにいこうかな。地図を見て行き先を決めよう。
　・ 本時の学習に見通しをもつ。・地図を指したり、言葉を使ったりして、行きたい場所を担任に

伝える。
　・身じたくをする。（持ち物、帽子等の準備）

《行き先の決め方》
① 「今日は買い物に行こう。どこのお店にいきますか。」・・・目的を伝え、Ａさんが場所を選択す

るとき
②「Ａちゃん、今日はどこに行きたいですか。」・・・Ａさんが自分で活動を決めるとき
③「きょうは○○に行って、××しよう。賛成かな。」・・・担任がねらいをもち、場所を示すとき
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（第2章第２節の６参照）

教頭先生にあいさつに行こう　・「行ってきます」のあいさつをする。
　　　　　　　　　　　　　　・行き先をことばで伝える。「うし、いく。」等。

約束
・地域の人に挨拶しよう　「こんにちは」
・見たいものや入りたい場所があるときはお願いしよう
　「見せてください」「ありがとうございました」
・自分の足で最後まで歩こう
・してはいけないことは我慢しよう
・先生といっしょに上手に歩こう（右側歩行・横断歩道）

さあ出発！○○に行こう　　　・楽しいこと、好きなことを見つけよう。発見しよう。
　　　　　　　　　　　　　　・地域の人となかよくなろう

Ａちゃん、どこへ行くの。
いってらっしゃい。

教頭先生にあいさつに行こう　・「ただいま」のあいさつをする。
　　　　　　　　　　　　　　・ 担任と一緒に、見たことやしたことを職員室の先生に伝えたり、先

生の質問に答えたりする。

お話日記・絵日記　　　　・体験したことを担任と話したり、絵に描いたり、絵に描いてもらったりする。
　　　（国語）　　　　　　・Ａさんの言葉をもとに、担任が作った文章を聞く。

お帰り、どこへ
行ってきたの　

楽しかったんだね

電気屋さん

大好きなものがたくさ

んあって、おしゃべり

したくなるよ。見せて

もらうのが楽しみだよ。

Ｍ商店

買い物にいくよ。

時々、お手伝いをた

のまれるよ。

ＪＡ・マーケット

買い物にいくよ。

郵便局

入ってみるのが好き

だよ。年賀状も買っ

たよ。毎年３月には、

私の作品展をするよ。

裏山

がけのぼりや探検ができるよ。野いちごやどんぐ

りもいっぱいあるよ。野いちごジャムを作って、

ジャム入りクッキーを作ったよ。あり地獄を見つ

けるのも楽しいよ。ターザンロープや水晶取りも

できるよ。

公民館

見学したり、お話したり、教室をのぞかせてもらっ

たり。一番楽しかったのは、ラミネーターを借り

て、カルタ作りをしたこと。公民館のみんなとな

かよしだよ。

牧場

牛を見せてもらうよ。

牛のお母さんと赤

ちゃんがいるよ。

保育所

私が過ごした保育所。

時々、行って遊びま

す。先生や友だちが

話しかけてくれるよ。

川

水遊びは気持ちいい

よ。小さなコンクリー

トの滝があるよ。水

のしぶきが飛ぶのを

見るのが好きだよ。

駐在所

花や生き物が大好き

なお巡りさんは、い

つも歓迎してくれま

す。カメを見せてく

れるのが楽しみです。

Ｋさん宅

作業場にはたくさん

の機械があるよ。パ

ズル作りを教えても

らったよ。いつも声

をかけてくれるよ。

自転車やさん

いつも頭をなでてく

れるおじさん。おじさ

んは、私が頼むとお店

の中のバイクに乗せ

てくれたり、電気で光

る自転車を見せてく

れたりするよ。自転車

やさんごっこもさせ

てもらうよ。背の高さ

を柱につけて、私が大

きくなるのを楽しみに

してくれているよ。
いのししを見に行こう
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　s　多人数の学級

　　　①　学級の実態

　　　　　本校には、現在知的障害学級１学級の他に肢体不自由学級１学級、病弱学級１学級がある。児童

　は比較的軽度の知的障害児であり、１年生１名（Ａさん）、２年生１名（Ｂさん）、４年生１名（Ｃ

さん）、５年生２名（Ｄさん、Ｅさん）、６年生１名（Ｆさん）の計６名である。１年から６年まで

という生活年齢差は大きいが、教科学習の内容もある程度理解できる子どもたちであり、精神年齢

の差はあまり大きくない。しかし、通常学級から入級してきた児童も２名あり、新入生１名も迎え

新しい学級集団のスタートである。

　　　　　この６名の子どもたちのそれぞれの良さを引き出し、思いやりのある学級集団をつくり、子ども

たちが生き生きと活動できる場を設定し、学校生活を楽しみにし見通しをもって取り組めるように

考えてきた。そして、「できる」「できた」という体験を多く積み、自信を持って行動できるよう支

援している。

　　　　　児童の実態は、身体運動面から見るとやや小柄な児童が多いが、身の回りのことに配慮が必要な

Ａさんを除いて、後の児童は自分のペースでできている。体を動かすことが好きな児童が多いが、

Ｄさんは運動面が苦手である。知的活動面は１～２年生の学習内容をそれぞれの実態に応じて学習

している。社会適応面では、言葉が不明瞭なＡさん、特定な友だちとのトラブルが多いＣさん、集

団行動面は大変良いＦさんなど、さまざまな個性があるので配慮が必要である。

　　　②　教育課程の編成にあたって

　　　　ア．基本的な考え

　　　　　○　学級の教育目標及び経営方針

☆　自分の考えを話せる子

☆　仲良く助け合う子

☆　根気強くがんばる子

☆　いっしょうけんめい取り組む子

・自分のことは自分でやろうとする習慣をつける。
・仲間と共に活動する楽しさを体験し、友だちと助け

合うことができるようにする。
・最後までがんばる態度を身につけさせる。
・分かる喜びやできる喜びを体験させ、自信を持って

自分の考えを話したり、活動したりする。
・基礎的、基本的な学力の定着をはかる。

　　　　　　具体的に年間指導計画や時程表の作成にあたっては次のことを配慮している。

　　　　　　　・ 集団、個別両方の指導形態の良さを取り入れ、生活単元を中心にした集団でのダイナミッ

クな活動と教科別学習を中心とした個別学習の両方を取り入れ指導している。

　　　　　　　・児童の実態や保護者の希望を考慮し、各学年の通常学級との交流学習も実施している。

　　　　　　　　 通常学級の担任との連携を密にし、交流学級での学習実態の把握に努めている。交流学習

の単元によっては、学級で個別に学習する場合もある。

　　　　　　　・ 週時程の作成において、学級の全員がそろって活動できる時間が必要だと考え、１、２校

時に取り入れた。そのため４月当初の時間割編成の際、本学級を優先して考えてもらった。

　　　　　　　　学級としての仲間意識を育てるためにも、一緒に活動する場面は大切である。
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　　　　　　　・ 肢体不自由学級や病弱学級の児童との交流も大切だと考え、一緒に活動する時間を週１時

間とっている。

　　　　　 　以上のように、学級内の発達年齢差による指導の困難性を少しでも解消するよう計画し、年間

指導計画や週時程表の作成に取り組んでいる。

　　　　イ．週時程表

時　間 月 火 水 木 金

８：５０ 連 絡 帳 の 提 出・ ト イ レ

１

・

２

９：０５ 日 常 生 活 の 指 導

１０：２５

生　活　単　元　学　習

（自由あそび）

３

１０：５０

１１：３５

国語

１体育２音楽

５総合６総合

算数

１体育２図工

４音楽６総合

国語

１体育２音楽

４図工

国語

１音楽４体育

算数

４

１１：４０

１２：２５

算数

４総合５音楽

６体育

国語

１図工２図工

４体育６総合

算数

５体育６音楽

算数

２体育５家庭

国語

２体育

給食・歯みがき・昼休み・そうじ

５

１３：５５

１４：４０

国語

４音楽５体育

算数

１音楽２体育

４総合

国語

５総合６体育

国語

５総合６家庭

国語

４体育６音楽

６

１４：４５

１５：３０

４総合

５体育６図工

委員会

クラブ

国語

５図工６家庭

☆ 表内の数字１～６は学年を表す。例えば月曜日の５時間目は、４年生のＣさんは音楽の交流授業に行き、

５年生のＤさんとＥさんは体育の交流授業に行き、他の３人は国語の授業をクラスでする。

☆　コメント

○　教育課程を計画するに当たって、事前に保護者との話し合いを持ち、共通理解を図って計画した。

○　総合的な学習の時間については、交流学習の他に特殊学級の中で個別に指導したほうが適切な場

合があるので、配慮する。

○　それぞれの児童は交流学級で給食を食べている。この他に、情報交換をしたり、仲間意識を深め

るため、週１回は特殊学級で交流給食会を開き、通常の学級の子どもたちをグループごとに招いて

いる。
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　　　③　実践事例（通常学級との交流が多い場合）

　　　　ア．はじめに

　　　　　 　本学級は、保護者の願いや児童の実態から通常学級との学習や活動を共にすることを多く取り

組んでいる。本学級の他に、肢体不自由学級と病弱学級があるため、全教職員で共に学ぶ仲間と

して障害児を理解し、自然な交流ができるよう理解教育を実践している。当初は、あまりかかわ

りをもとうとしなかった子どもたちが、「いっしょに遊ぼう。」「車いす、運んであげる。」など自

分の方から声をかけてくれるようになってきた。

　　　　　 　しかし、「なかよしタイムでは、どんな学習してるの？」「この子の話してること分からんよ。」

などの質問があるように、具体的には、本学級の様子を知らない子が多い。そこで、お互いのこ

とをよく知り合うことが大切だと考え、いくつかの交流の場面を計画し実践してみた。お互いの

心に“思いやりの心”や“共に生きようとする心”が育ってくれるよう願いながら活動してきた。

それぞれの子どもが通常学級での交流学習をスムーズに進めていくためには、どのようにしたら

よいかを考え取り組んでみた。

　　　　イ．教職員への取り組み

　　　　　○　教育課程をどのように理解してもらったか

　　　　　　 　本学級が児童の特性に応じて活動していくためには、全員そろっての活動の時間が取れるこ

とが重要であると考え、毎日１校時～２校時は６人全員そろうように計画した。そのために４

月当初の時間割編成の際、本学級を優先して考えてもらい、みんながそろえる時間を確保して

取り組んだ。

　　　　　○　交流学級での学習への配慮

　　　　　　 　交流学級での学習に参加する児童が伸び伸びと活動していくためには、交流学級の担任が児

童の特性を理解していることが必要である。そのため、本学級担任は交流学級の担任と事前に

児童の実態や保護者の願い、前年度の交流の実態などを資料にし、児童のことをよく知っても

らうよう話し合いをもった。その上で、児童が交流する教科や場面について話し合いをし、効

果的な学習が展開されるよう計画した。そして、６人の児童について交流する教科の具体的な

目標を決め、学習のめあてを明確にして取り組んだ。

　　　　　○　通常学級への働きかけ

　　　　　　 　本学級で学習する児童について、全校児童に正しい理解をしてもらうため、各学級で本学級

の役割を話してもらう。具体的には、本学級は、「児童の実態に応じて、学習や社会生活が高

まるよう指導していく学級であること」「学習や生活に個別的な支援が必要な児童の学級であ

ること」などである。

　　　　　　 　特に、学年途中から入級する児童については、通常学級の児童の仲間意識が持続するよう配

慮が必要である。

　　　　　○　個別的な配慮が必要な児童についての研修

　　　　　　 　本学級の研究授業をもち、児童の理解や生活単元学習についての研修を深める。また、通常

の学級における個別的な配慮が必要な児童に対して、全教職員で研修会をもち、支援のあり方

や周りの児童への対応に共通理解を図った。とくに、「ＡＤ／ＨＤ児への支援のありかた」に

ついての研修を深めた。
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　　　　ウ．児童への取り組み

　　　　　○　さまざまな交流の場の設定

　　　　　　 　交流の場面として、教科の学習の他に、給食、児童会、特別活動、行事、掃除、休憩時など

の場がある。児童は、友だちの助けや担任の支援により共に活動している。ときには、本学級

担任もいっしょに参加し学習の支援をする場合もある。

　　　　　○　本学級担任による学級紹介

　　　　　　 　本学級や肢体不自由学級や病弱学級の紹介ビデオを全校児童に視聴してもらい、担任が説明

したり、全校児童に感想を話してもらったりした。中には、「本学級の勉強を簡単でいいなと

以前は思ったが、みんなのがんばりが分かり自分も何に対してもいっしょうけんめいやろうと

思った。」など自分のこととしてとらえている児童もおり、共感が広がっていった。

　　　　　　　また、校内で作品展を開催し、全校の児童や保護者のみなさんにも参観してもらった。

　　　　　　　　　　　　　　　◆　校内合同作品展の感想より

　　　　　　・ 牛乳パックで作った家は、大変そうで外や中に色のついた紙をくっつ

けてすごかったね。（３年女子）

　　　　　　・ 今日、ぼくは本気になれば何だってできるんだな～と思った一日でし

た。今度、ぼくも何かにチャレンジしてみたいです。（６年男子）

　　　　　　・ みなさんのすてきな作品を見て、あったかい気持ちになりました。

（Ｐ）

　　　　　○　通常学級における実践

　　　　　　 　通常学級でも、学級活動や道徳の時間に障害児（者）理解のための授業を全学年で取り組ん

でもらった。その実践は、本校の研究のまとめにも掲載している。

　　　　エ．地域・保護者へのはたらきかけ

　　　　　○　保護者への配慮

　　　　　　 　児童の指導目標や指導内容を計画する前に、本学級の保護者に対して「学校生活・学習に関

するアンケート」をお願いし、保護者の方の意見を生かして個別の教育計画を作成した。作成

後、保護者と懇談の機会をもち、さらに意見を述べてもらったり、感想を聞いたりして個別教

育計画を修正して実施した。

　　　　　○　３つの特殊学級だよりの発行

　　　　　　 　全校の保護者に向けて、特殊学級の児童の様子やイベントの案内を知らせる便りを月１回発

行している。この便りでは、それぞれの児童のがんばっている様子や学級の学習の様子やかか

わりのある児童の紹介などを掲載し理解の一助にしている。（次ページに便り掲載）

　　　　　○　市郡特殊学級作品展への案内

　　　　　　 　保護者・地域の方に市郡特殊学級作品展への案内状を出し、参加を呼びかけ多くの人に見て

もらうことができた。
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○○○だより
○○小
特殊学級便り
NO.7
Ｈ14.12.25

＜○○学級の子どもたちの感想＞

　・マフラーをがんばった。みんなが来てくれてうれしい。（Ｆさん）

　・お話が完成してうれしい。（Ｄさん）飾るときおもしろかった。（Ｃさん）

　・たくさんの人が来てくれてうれしかった。（Ｅさん）

　・Ｄさんのゲームがおもしろかった。（Ｂさん）

　２学期末のお忙しい時に、○○学級作品展をご覧いただきま

して、ありがとうございました。

　○○学級の子どもたちは、全校のみんなを始め保護者のみな

さま、先生方に観ていただき、ちょっぴり照れながらもうれし

く思っています。

　３学期には、市郡の作品展があります。それに向かってさらに、

充実したものにしようと話し合っているところです。

　保護者のみなさまや子どもたちからすてきな感想をいただき

ました。勝手でしたが以下に掲載させていただきました。

　・ 牛にゅうパックで作った家は、たいへんそうで外や中に色のついた紙をくっつけて

すごかった。（３年）

　・ みんなの作品は私達にはとてもまねできません。これからもみんなをびっくりさせ

る作品を作ってください。（５年）

　・ 今日、ぼくは本気になれば何だってできるんだな～と思った一日でした。今度、ぼ

くも何かにチャレンジしてみたいです。（６年）

　・ みんなで力をあわせて作ったんだね。ていねいにしていて「すご～い！」と思いま

した。クリスマスのかざりもきれいでした。（２年）

・   みなさんの学校生活が目にうかびます。みんないい

顔をされているし、力強さがうかがえます。写真か

らも同級生のやさしさがうかがえます。（Ｐ）

・みなさんのすてきな作品を見て、私も子どもたちと

似たようなものを作ってみようと思いました。あっ

たかい気持ちになりました。（Ｐ）

　（この他たくさんの感想をお寄せいただきました。ありがとうございました。）

○○学級作品展を終えて・・・　  　　　　　
　　　　　　  ご参観ありがとうございました
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　d　生活単元学習

　　　q　学級の実態

　　　 　本学級は，１年生男子２名，３年生女子１名，６年生男子１名の計４名で編成されている。生活面

では，ほぼ身辺は自立している子がほとんどだが，排泄が確実でなく時々小便が漏れていてもそのま

まで平気な子，ダウン症候群で指先の力が弱く衣服のボタン，紐結びや給食の袋あけなどの場面で手

助けがいる子，軽い自閉的傾向があり友だちの言動が気になりつい手が出てしまう子，幼児音が残り

依頼心が強い子など実態はさまざまである。

　　　 　学習面では，ひらがな 50 音の読み書きは４人ともほぼできる。実態にあわせ漢字や簡単な文章の

読み書き，読解の学習にも取り組んでいる。算数でも繰り上がりの足し算に取り組む子，３ケタの数

の位取りに取り組む子，かけ算九九に挑戦している子とさまざまである。

　　　 　発達段階の違いから気持ちの伝え方や人とかかわり方もさまざまだが，４人ともとても明るく人な

つこく，またいろいろなことに興味を示し意欲的に取り組むことができる。仲間意識もできつつあり，

トラブルもあるが困っている友だちを助けたり，思いやりのある言葉もよく聞かれる。また，クラス

以外の友だちや先生にも自分からかかわっていく姿も見られ，人とのかかわりが広がりつつある。

　　　w　教育課程の編成にあたって

　　　 　教育課程を編成するにあたっては，本校の特殊教育全体計画に基づき，一人一人の実態にあわせ個

別の指導計画および個別の年間指導計画を作成し週時程を組むようにしている。

　　　　作成する手順は次のようにしている。

　　　　 　（例）１年生Ａ児の場合

　　　　 　　①保育所，幼稚園からの情報を得る（連絡会や就学前の教育相談などで）

　　　　 　　②入学後の実態把握

　　　　 　　　　　　↓

　　　　 　　③保護者へのアンケートを実施（保護者のニーズを把握）

　　　　 　　　　　　↓

　　　　 　　④長期目標および短期目標の設定→保護者への提示，確認

　　　　 　　　　　　↓

　　　　 　　⑤年間指導計画の作成

　　　　 　　　　　　↓

　　　 　　　⑥週時程表の作成（主な枠組みは年度当初に決める）

　　　 　こうした過程を経て週時程も決まる。時程の作成にあたっての考慮点については，多人数学級の指

導例を参照。
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　　　e　教育課程表

　　　 　※本校には，知的障害学級，肢体不自由学級，難聴学級の３つの特殊学級が設置されている。

特殊教育全体計画（途中まで省略） 

松江市立○○小学校

教　科　別　の　指　導 

国 語 
 
 
 
 
 

算 数 
 
 
 

生 活 
 
 
 
 
 

音 楽 
 
 
 

体 育 
 
 
 

図 工 
 
 
 
 

家 庭 
 

領域・教科を合わせた指導 領　域　別　の　指　導 

　日常生活に必要な話す，聞
く，読む，書くといった基礎
的な力を養う。 
　個に応じた言語能力と伝え
合う力を高める。 
 
　日常生活に必要な数の力を
養い 生活に生かそうとする態
度を育てる。 
 
　自分の身近な人々，社会及
び自然とのかかわりに関心を
もち，生活上必要な習慣や技
能を身につけ自立への基礎を
養う。 
 
　音楽の美しさや楽しさを味
わい，自ら表現しようとする
力を養う。 
 
　基礎的な運動に取り組み，
運動を楽しみながら健康の増
進と体力の向上を図る。 
 
　絵をかいたり，工作したり
する活動を通して物を創り出
す楽しさを味わい，自分を自
由に表現する。 
 
　調理や裁縫などの活動を楽
しむとともに，基礎的な技術
を身につける。家族の一員と
して役割をもち，実践してい
く態度を養う。 

《日常生活の指導》 
・基本的生活習慣の確立（着脱，

排泄食事，洗顔，歯磨き，手洗
い，掃除等） 

 
・朝の会，連絡帳書き，帰りの会

を充実させ，１日の学校生活の
流れを理解し，見通しをもった
生活ができるようにする。 

 
・朝の運動(ひまわりタイム)の取

り組みにより，継続的に体力作
りを行うとともに，サーキット
，ゲームを通して基本的なルー
ルやマナーを身につける。 

 
《生活単元学習》 
・学校生活のメインの活動として

位置付けさまざまな課題を単元
化して取り上げ，見通しをもっ
て自ら課題に取り組み，自分の
生活を切り拓いていく力をつけ
る。 

 
・活動をやり遂げる成就感を味わ

い， 豊かに生きていく基礎とな
る力をつ ける。 

《道徳》 
特設の時間や教育活動全体を通し
て，人とかかわり思いやりの気持
ちや仲間意識，自らを高めていこ
うとする実践力を養う。 
 
《特別活動》 
委員会，クラブをはじめ縦割りそ
うじや全校活動などに積極的に参
加することで望ましい人間関係を
養う。 

自立活動 

それぞれの児童の実態を把握し，
障害の状態の改善及び障害に随伴
してみられる配慮を必要とする様
々な状態の改善を目指し，特設し
た時間および 教育活動全体を通し
て取り組む。 
 
【肢体不自由】(特設の時間) 
　１日１時間，体の取り組みの時
間を設け，筋力強化を図ったり，
自己コントロールができるように
していく。 
 
 【難聴】（特設の時間） 
手話やボディランゲージなどコミ
ュニケーション手段の拡大を図る
とともに 可能な限り聴力の保持の
ための取り組みを進める。 

総　合　的　な　学　習 

自分を取り巻くさまざまな課題に
対して，自ら学び，考え，問題を
解決していく力を育てる。 

環境の整備・充実 

・掲示などにより活動を紹介し，
理解啓発を図るとともに教室を開
放することで子ども同士の交流を
促す。 
 
・備品，教材など環境整備を充実
する。 

地域・保護者との連携 

・日々の連絡帳や学級便りに
より情報を交換し連携を深め
る。 
 
・地域との交流活動を積極的
に進め仲間を増やしていく。 
 

教職員との連携 

・授業に担任外の先生に入ってもらう
ことにより，連携を深め啓発を図る。 
 
・学級便りを全教職員に配るなどオー
プンな学級経営を図る。 
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　　　r　指導事例

○○学級生活単元学習指導案

　　　 　　a　単元名　　幼稚園のみんなとなかよし秋ランドであそぼう

　　　 　　s　ねらい　・ 秋の自然物やいろいろな材料を使って，自分たちのランド作りの活動に自分なり

の見通しをもって取り組む。

　　　　　　　　　　　・いろいろな場面での活動を通して自分たちで考えて解決したり，工夫したりする。

　　　　　　　　　　　・ 幼稚園のみんなとかかわる中で相手の気持ちを思いやり，親切にしたり，助け合っ           

たりする。

　　　 　　d　単元について

　　　　　　 　本単元は，隣にある幼稚園との交流を取り上げて設定したものであり，一昨年度から取り組

み始めたものである。これまでの交流は校内の交流学級を中心にして進めてきたが，これから

は地域へ出て交流し新しい関係を作っていくことも必要ではないかと考え，一番身近な地域で

ある幼稚園との交流を始めたものである。

　　　　　　 　ふだんの校内の交流では，どうしても本学級の子どもたちは，「○○してもらう」「～会にいっ

しょに参加する。」といった言わば受け身の立場になりがちである。今回の交流相手である幼

稚園の子は，自分たちよりも幼い相手であり，ことばだけでは理解できなかったり自分たちの

ペースでは予想できないことが言動に表れたりする。子どもたちが相手の立場に立って思いを

くみとろうとしたりして，試行錯誤しながら交流できるいい機会になるのではないかと考えた。

子どもたちにとっては弟，妹にあたり「○○してあげたい。」「お世話したい。」という相手に

なる。また，幼稚園の子に注意したりする場面もあると思われる。こうしたメリットを生かし，

「弟や妹たちとなかよくなろう。」という気持ちで活動に取り組んでくれたらと考えて計画して

きた。

　　　　　　 　一昨年度は，「なかよくなろう会」に招待し，劇を見せてあげたり，ぜんざいをごちそうし

たりした。喜んで迎え，楽しく過ごすことができたが，交流機会も少なく，また１対１でのふ

れあいがもてず深まりは今一つだった。

　　　　　　 　昨年度はさらにふれあいを深めるために招待型ではなく一緒にお祭りを創り上げる形にして

「おみせまつり」に取り組んだ。まず幼稚園へいって「いっしょにおみせ祭りをしよう。」とも

ちかけるところから始め，お祭りの日を決めてそれに向けていくつかのグループに分かれてお

みせ作りを進めていった。たくさんの友だちとかかわりながらいっしょにおみせ作りを楽しむ

とともに，困っている友だちを助けたり，おみせ作りの提案をしたり，うまくいかずに困った

り，トラブルになったり，それを自分たちの力で解決していったりするような姿が見られた。

　　　　　　 　そこで，今回は，一緒に活動を創りあげるという昨年度の形態を生かし「なかよし秋ランド

であそぼう」という単元を計画した。昨年度は空容器やダンボール，包装紙，発泡スチロール

などの素材を使ったが，今回は秋の自然に目を向け，木の実やはっぱ，つる，枝，木切れ，石，

虫など自然物を中心に使いたいと思う。そうした素材を自由に使い，友だちとかかわりながら

遊んでほしい。まず，一緒に秋の野山へ出かけ，さまざまなものを見つけて遊んだ後，持って

帰りたい。それからみんなで相談し，例えば，『楽器ランド』『ごちそうランド』『ごっこランド』『お

みせランド』などいろいろななかよしランド作りに自分なりの見通しをもって取り組み，満足

感や成就感を味わってほしい。さらに，昨年度の経験を生かし，幼稚園児への言葉がけの仕方，

困っている子への援助の仕方，トラブルの解決の仕方など試行錯誤しながら考え，責任感や思

いやりの心をもって接しながら活動を進めていってほしいと考えている。

　　　　　　 　指導に当たっては次のことに配慮していきたいと考えている。
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第１次 

 

第２次 

 

第３次 

 

第４次 

 

 

 

第５次 

 

 

 

第６次 

 

第７次 

秋のなかよしランドであそぼう 

 

りす組にさそいにいこう 

 

秋の野山でいっしょにあそぼう 

 

みんなでなかよしランドで使うものを取りに行こう 

 

なかよしランドを創ってあそぼう 
 

　 ・楽器ランド・ごちそうランド・ごっこランド 

　 ・おみせランド・おもちゃランド・かざりランド　など 

 

 

なかよしランドにあそびにおいでよ 

 

楽しかったね 

（相談 小）   　　w

 
（　　 幼）   　　q

 
（校　 外）   　　w

 
（校　 外）   　　w

 
 
 
（　　 小）   　　!0 

（本時9・10/10） 

 

 

（　　 小）   　　e

 
（　　 小）   　　w

　　　　　 　《よりよいかかわりをうながすために》

　　　　　　　・ 自分たちの方から一緒に遊ぼうと声がけしたり，困っている友だちをお世話したり，時に

は注意もしたりするようなかかわりや，自分たちでなかよしランドを創りあげていく姿勢

を大切にしていきたい。そのために手だし，支援はなるべく控え子どもたちの自由な発想

にまかせるとともに試行錯誤したり，トラブルを起こしたりする場面もかかわりを深める

場面としてとらえたい。

　　　　　　　・ 最後にはお客を招いてなかよしランド祭りを開き，それぞれが店番やお客にもなり，ラン

ド作りではかかわりの少なかったほかのグループの友だちともかかわれるようにしたい。

　　　　　　　・ 本単元に入る前に，休憩時間を利用して何回か幼稚園に遊びに行って顔見知りになり，単

元でのかかわりがもちやすくなるようにしたい。

　　　　　 　《見通しをもって活動できるように》

　　　　　　　・ 活動が１回１回とぎれないように場を「○○学級」に固定し，毎回そのままの形で残したい。

　　　　　　　・ 見通しをもちやすいように単元全体の日程表を用意したい。

　　　　　　　・ 各時間の始めにはそれまでの活動を振り返り，見通しがもちやすくなるようにしたい。　

　　　　　　　・ 自由な発想で活動できるように，自然物のほかにもいろいろながらくた素材や道具を用意

しておきたい。

　　　　　 　《一人一人の実態に合うように》

　　　　　　　・ Ａ児… 友だちとのやりとりの中でわがままやトラブルが起こることが考えられるので解決

できない時は教師が関わりの仲立ちになりたい。

　　　　　　　・ Ｂ児… 言葉でのコミュニケーションが取りにくいので，気持ちが伝わらず困ったりした場

面では教師が間に入って伝えたい。

　　　　　　　・ Ｃ児… 活動のペースがゆっくりになり，他の子や幼稚園の友だちとあわない時は教師がか

かわりの仲立ちになって支えたい。

　　　　　　　・ Ｄ児… 年長者としての意識をもたせ，単元の初めからなかよしランド全体への見通しもも

たせるような声がけもしていきたい。

　　　　　　　・ Ｅ児… 初めての幼稚園との交流なので慣れるまでに時間がかかるかもしれないが，かかわ

りを無理強いせず見守りたい。また単元の初めから年長者としての意識ももたせた

い。

　　　 　　f　単元指導計画（全22時間）
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、
迎

え
よ

う
。

・
幼

稚
園

の
み

ん
な

を
迎

え
に

出
る

。
・

お
世

話
で

き
る

こ
と

を
す

る
。

き
ょ

う
も

な
か

よ
し

ラ
ン

ド
で

遊
ぼ

う
よ

。
・

そ
れ

ぞ
れ

の
ラ

ン
ド

に
分

か
れ

て
、

作
っ

た
り

、
遊

ん
だ

り
し

て
、

活
動

に
取

り
組

む
。

＜
予

想
さ

れ
る

ラ
ン

ド
＞

〇
楽

器
ラ

ン
ド

〇
ご

ち
そ

う
ラ

ン
ド

〇
お

う
ち

ご
っ

こ
ラ

ン
ド

〇
お

み
せ

ラ
ン

ド
〇

か
ざ

り
ラ

ン
ド

〇
お

も
ち

ゃ
ラ

ン
ド

　
な

ど

き
ょ

う
は

こ
こ

ま
で

。
片

付
け

を
し

よ
う

。
・

み
ん

な
で

協
力

し
て

片
付

け
る

。
今

度
は

り
す

組
を

な
か

よ
し

ラ
ン

ド
に

よ
ぼ

う
。

・
り

す
組

を
呼

ぶ
こ

と
を

き
り

ん
組

の
み

ん
な

に
伝

え
る

。
幼

稚
園

の
み

ん
な

を
送

ろ
う

。
・

友
だ

ち
を

見
送

り
す

る
。

・
予

定
表

・
み

ん
な

で
優

し
く

迎
え

る
よ

う
声

が
け

し
、

教
師

も
一

緒
に

玄
関

ま
で

出
る

。

・
ラ

ン
ド

作
り

の
材

料
や

道
具

（
枝

、
つ

る
、

木
の

実
、

葉
っ

ぱ
、

石
、

木
切

れ
、

虫
な

ど
）（

ダ
ン

ボ
ー

ル
、

包
装

紙
、

ひ
も

類
、

カ
ッ

プ
、

空
き

箱
な

ど
）

（
木

工
用

ボ
ン

ド
、

は
さ

み
、

の
り

、
ガ

ム
テ

ー
プ

、
セ

ロ
テ

ー
プ

、
マ

ジ
ッ

ク
、

ポ
ス

カ
、

ク
レ

ヨ
ン

な
ど

）
・

教
師

も
ラ

ン
ド

作
り

の
仲

間
と

し
て

一
緒

に
活

動
す

る
。

・
ほ

と
ん

ど
完

成
し

た
ラ

ン
ド

は
、

他
の

ラ
ン

ド
へ

も
行

っ
て

み
る

よ
う

に
声

を
か

け
る

。

・
Ｂ

Ｇ
Ｍ

・
予

定
表

を
見

て
次

の
予

定
を

確
認

さ
せ

、
自

分
た

ち
で

力
を

合
わ

せ
て

伝
え

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

見
守

る
。

A
B

C
D

E
・

挨
拶

が
で

き
や

す
く

な
る

よ
う

に
、

教
師

が
そ

ば
に

い
て

、
一

緒
に

迎
え

る
。

・
自

分
な

り
の

表
現

で
歓

迎
し

て
い

る
気

持
ち

が
伝

わ
る

よ
う

に
必

要
に

応
じ

て
園

児
に

伝
え

る
。

・
友

だ
ち

へ
の

気
持

ち
を

表
現

し
や

す
い

よ
う

に
教

師
も

近
く

で
共

に
迎

え
る

。

・
前

回
ま

で
を

振
り

返
り

、
幼

稚
園

の
子

へ
の

言
葉

が
け

を
自

分
で

考
え

さ
せ

る
。

・
前

回
ま

で
を

振
り

返
り

、
幼

稚
園

の
子

へ
の

言
葉

が
け

を
自

分
で

考
え

さ
せ

る
。

・
自

分
た

ち
の

ラ
ン

ド
で

今
日

す
る

こ
と

を
、

始
め

る
前

に
確

認
し

て
、

活
動

に
入

り
や

す
く

す
る

。
・

自
分

で
用

意
し

た
材

料
や

使
い

た
い

材
料

を
選

ん
で

、
作

り
た

い
も

の
を

決
め

て
か

ら
活

動
に

入
る

よ
う

に
す

る
。

・
同

じ
ラ

ン
ド

で
一

緒
に

作
っ

て
楽

し
も

う
と

い
う

気
持

ち
が

も
て

る
よ

う
に

見
守

り
、

困
っ

て
い

る
時

に
は

友
達

と
の

橋
渡

し
を

す
る

。

・
材

料
や

道
具

を
丁

寧
に

扱
っ

て
片

付
け

が
で

き
る

よ
う

に
、

教
師

も
一

緒
に

活
動

す
る

。

・
活

動
中

に
友

だ
ち

と
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
と

り
に

く
い

時
は

、
教

師
が

仲
介

役
に

な
る

。

・
自

分
の

ラ
ン

ド
と

ち
が

う
活

動
へ

移
っ

て
い

っ
た

時
は

、
声

が
け

を
し

て
意

図
を

聞
い

た
り

、
元

の
活

動
へ

誘
っ

た
り

す
る

。

・
材

料
や

道
具

を
丁

寧
に

扱
っ

て
片

付
け

が
で

き
る

よ
う

に
、

教
師

も
一

緒
に

活
動

す
る

。

・
友

だ
ち

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

と
り

に
く

い
時

や
、

ペ
ー

ス
が

合
わ

な
い

時
は

、
教

師
が

共
に

活
動

し
な

が
ら

仲
立

ち
す

る
。

・
自

分
な

り
の

や
り

方
で

、
作

り
た

い
物

が
で

き
る

よ
う

に
見

守
り

、
ど

う
し

て
も

難
し

い
時

だ
け

手
助

け
す

る
。

・
片

付
け

る
場

所
を

決
め

て
、

そ
の

場
所

は
責

任
を

も
っ

て
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・
自

分
が

や
り

た
い

こ
と

に
熱

中
し

す
ぎ

て
、

友
だ

ち
に

意
識

が
向

か
な

く
な

っ
た

時
は

、
声

が
け

を
し

て
、

同
じ

仲
間

で
協

力
し

合
う

気
持

ち
を

持
て

る
よ

う
に

す
る

。

・
出

来
上

が
り

を
イ

メ
ー

ジ
し

な
が

ら
、

ラ
ン

ド
作

り
が

で
き

る
よ

う
に

、
時

々
確

認
す

る
。

・
少

し
ず

つ
全

体
を

意
識

で
き

る
よ

う
に

、
他

の
ラ

ン
ド

を
手

伝
っ

て
も

い
い

こ
と

を
伝

え
る

。

・
友

達
と

協
力

し
て

活
動

し
、

自
分

か
ら

声
を

か
け

た
り

、
お

世
話

し
た

り
で

き
る

よ
う

に
、

声
を

か
け

て
励

ま
す

。

・
み

ん
な

で
楽

し
め

る
ラ

ン
ド

に
な

る
よ

う
に

、
見

通
し

を
も

っ
て

活
動

で
き

る
よ

う
、

必
要

に
応

じ
て

声
が

け
す

る
。

・
少

し
ず

つ
全

体
を

意
識

で
き

る
よ

う
に

、
他

の
ラ

ン
ド

を
手

伝
っ

て
も

い
い

こ
と

を
伝

え
る

。

・
今

度
は

り
す

組
さ

ん
に

も
来

て
も

ら
っ

て
、

ま
た

一
緒

に
楽

し
く

活
動

し
よ

う
と

す
る

期
待

感
を

持
つ

。
・

自
分

の
こ

と
ば

で
き

り
ん

組
さ

ん
に

お
願

い
が

言
え

る
よ

う
に

、
そ

の
場

で
一

度
言

っ
て

み
る

。

・
自

分
な

り
の

表
現

の
仕

方
で

き
り

ん
組

さ
ん

に
お

願
い

が
言

え
る

よ
う

に
、

ゆ
っ

く
り

待
つ

。

・
自

分
の

こ
と

ば
で

き
り

ん
組

さ
ん

に
お

願
い

が
言

え
る

よ
う

に
、

ゆ
っ

く
り

待
つ

。

・
き

り
ん

組
さ

ん
に

こ
の

次
の

予
定

が
正

し
く

伝
え

ら
れ

る
よ

う
に

、
予

定
表

を
見

て
確

認
す

る
。

・
き

り
ん

組
さ

ん
に

こ
の

次
の

予
定

が
正

し
く

伝
え

ら
れ

る
よ

う
に

、
予

定
表

を
見

て
確

認
す

る
。
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　f　教科別の指導

　　　q　学級の実態

　　　 　本学級の在籍は２年生男子１名（以下 A さん），４年生女子１名（B さん）である。言葉による意

思の疎通が可能で，楽しく会話をしたり，一緒に遊んだりする姿が見られ，明るい雰囲気の学級である。

　　　 　A さんは好奇心が強い反面，自分が不思議に感じたり，試してみたくなったりしたときには衝動的

な行動をとることもがあるが，２年生の国語の教科書の音読がすらすらとでき，内容の読み取りも可

能で，理解力がある。

　　　 　B さんは明るく素直な性格で，友だち思いである。しかし，目や耳から入ってくる刺激を整理する

ことが困難であるために，きまりを覚えたり順序立てて考えたりする記憶や思考の力を必要とする学

習は苦手である。

　　　w　教育課程編成にあたって

個別の指導計画 

児童の実態 

学級経営方針 学級目標 

学校教育目標 

教育課程・計画 実　践 評　価 

保護者の願い 

　　　 　児童が「楽しい」と実感できるような教育課程を編成したいと考えている。そこで読み書き計算の

力の向上のために，個別学習中心の形態で繰り返しの指導ができるようにしている。しかし，「友だ

ちを増やしたい」「大きな集団の中で生活ができるようになって欲しい」という児童や保護者の願い

もあるので，児童の負担にならない範囲で交流学習の機会も設けている。また，各教科で学習した力

を生活に生かしたり，考えたり，計画したりする楽しさを味わえるように生活単元学習も大切にして

いる。

　　　e　教育課程表

　　　 　　ア　時程表

　　　　　　　○○学級　　　　　　　　　　時　間　割

月 火 水 木 金
学年 ２年 ４年 ２年 ４年 ２年 ４年 ２年 ４年 ２年 ４年

朝活動
集会活動

１
朝の会・スピーチ・歌・運動など 朝の会・スピーチ・歌・運動など

クラスタイム（学活） 国 道 音 国 生 体・社
２ 算 算 音 体 国 クラスタイム（生単）クラスタイム（生単）

大休けい
３ 音 道 算 日生 算 算 体 算 算
４ 国 体 算 書写・読書 日生 算 算・図 社・図

給食・休憩 交流学級へ 交流学級へ 交流学級へ
そうじ なし

５ 体・算 音・理 国
総

算
理

クラブ 図・体 図・理
６ 国
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　　　 　　イ　実際の教育課程表

　　　r　指導上の留意点，配慮事項

　　　 　児童が「生き生きと活動に取り組めること」「学習したことが生活に反映できること」の２点に重

点を置いて教育課程を編成している。そのために，前年度の個別の指導計画の評価と今年度の保護者

の願いをもとに，一人一人の生活や学習全般の個別の指導計画を作成する。この段階で，一年間の見

通しを立て，つけたい力の焦点化を行う。次に，児童が主体的に取り組めるような学習内容を選択し，

年間指導計画を立てる。そして，それぞれの活動で学習したことが現在もしくは将来の生活にどう生

きていくのかを，教科と教科，教科と領域，教科と生活の関連から考えるようにしている。指導の実

際については，学期末や保護者面談の折に目標と指導方法の評価を行い，それを保護者に示し，話し

合いを通して，個別の指導計画に修正を加え，実践を見直しながら，児童の実態や保護者の願いによ

り近い指導のあり方を考えることを心がけるようにしている。

知 的 障 害
児 童 名 A B
学 年 ２　年 ４　年

時数
区分

年 間 授 業 時 数 年 間 授 業 時 数

教 科・ 領 域 を
合 わ せ た 指 導

日常生活の指導   35   35
生 活 単 元 学 習   70   70

教 科 別 の
指 導

国 　 　 語 210 210
社 　 　 会   35
算 　 　 数             245（一部交流） 180
理 　 　 科       90（交流）
生 　 　 活   35
音 　 　 楽       70（交流）       60（交流）
図 　 　 工   35   35
家 　 　 庭
体 　 　 育       70（交流）       90（交流）

総 合 的 な 学 習       70（交流）
道 徳   35   35

特 別 活 動
学　級　活　動   35   35
クラブ　活　動       20（交流）

自 立 活 動     0     0
年 間 総 授 業 時 数 840 965
年 間 授 業 日 数 200 200
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　　　t　指導事例

　　　 　　１，単　元　　ゲーム『100をこえろ！』（算数）

　　　 　　２，ねらい　・ ルールと順番を守って，友だちとゲームを楽しむことができる。

　　　　　　　　　　　 ・  何十何という数は，十のまとまりの個数と端数の個数という数え方をもとにして

構成されていること，さらに百は十が１０個集まった数であることを理解できる

ようにする。

　　　　　３，単元設定の理由

　　　　　 　本単元は，何十何という数は，十のまとまりの個数と端数の個数という数え方をもとにして構

成されていることを理解できるようにすること，そして，これまで学習した直感的な数の把握，

加法（合併，増加）や減法（減少）を状況に応じて繰り返し使うことでそれらの力を定着させる

ことをねらいとして設定した。

　　　　　 　中心的な操作活動の「まとめると便利」といった状況は日常の生活場面でも起こってくる。そ

こで，十，百…と数がまとまることで同じ数字であっても示される位置が変わってくること，反

対に同じ数字であっても位置する位によって量的な違いがあることを集合数として残すことで，

数字が生活の中の数に生きていくと考える。

　　　　　 　教材としては，厚さ１㎝のタイル積木（市販教材）を使う。視覚認知優位型の B さんと C さ

んには広さとして，言語認知優位型の A さんには重さとして数の大きさを量としてとらえやす

い教材であると考えた。また，加法（合併）の操作活動には自作のフラッシュカードを準備する。

　　　　　 　ゲーム形式の学習形態としたのは，三人がコンピューターゲームやバトルカードゲームなどの

対戦型の遊びに関心をもっていることから，楽しみながら数の学習をするのにふさわしいと考え

た。

　　　　　 　こうした「数と計算」領域の内容は，他の領域，特に「B 量と測定」や「D 数量関係」などの

内容と深い関わりがあり，他領域を支え，同時に他領域に支えられているという関係にある（小

学校学習指導要領解説　算数編 P.31）こと，また，数や数字を読んだり，個数を調べたり，大

きさを比べたり，分けたり，配ったりする思考や行為は日常生活のいろいろな場面で活用される

ものであるため，年間を通じて週に１時間程度，題材を変えながら指導している。

　　　　　 　この学習の成果を試したり，確かめるために関連単元として生活単元学習で「文具屋さん（心

のとも運動）をしよう」を並行して取り入れ，生活に生かすことも配慮しながら指導計画を立てた。

　　　　　４，指導計画  （全15時間）

月 

 

４ 

５ 

６ 

 

７ 

９ 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

12 

１ 

２

３ 

合　同　単　元 

　　　　　　（時間） 

りょうがえゲーム 

　　　　　　k 

・10までの合成分解 

・大小関係 

 

ゲーム『100をこえろ！』 

qカードで足し算，速く答えを見つけ 

る方法を考える。　a 

w１０１，１０２，…１１０，１１１ 

…の書き方，読み方。a 

eゲームをしよう。（本時7/10） 

r銀行役を交代でする。d

 

ルーレットゲーム¡0 

・２倍，３倍に増やす。 

・１０倍に増やす。 

どんじゃらゲーム  k 

・組み合わせ 

・順序 

・きまりを見つける 

個別の指導内容 

・かけ算九九 

・小数　半分（0.5）のある数 

　探し 

主な関連単元 
A 

・２学 年

の内容 

B 

・時計を読もう 

・ものさしを使おう 

 

 

 

・３桁の数を読もう 

・３桁のおよその数 

 

 

 

・４桁の数を読む 

・４桁のおよその数 

C 

 

 

 

 

 

・時計を読もう 

・ものさしを使おう 

 

よもぎ団子を作ろう 

（生単） 

牛乳パックの船造り 

（生単） 

 

 

 

 

 

文具屋さんをしよう 

（生単） 

・チラシ分け 

・鉛筆分け 

 

 

ゲームやさんをひらこう 

 （生単） 

・○ブロお別れ会で 

・交流学級を招待して 
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　　　　　５，本時の学習

　　　　　　　a　本時のねらい

　　　　　　　　・ルールを守って，友だちとゲームを楽しむことができる。

　　　　　　　　・タイル積木で表された自分や友だちの得点とその大小がわかる。

　　　　　　　s　個別の実態とねらい

月 

 

４ 

５ 

６ 

 

７ 

９ 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

12 

１ 

２

３ 

合　同　単　元 

　　　　　　（時間） 

りょうがえゲーム 

　　　　　　k 

・10までの合成分解 

・大小関係 

 

ゲーム『100をこえろ！』 

qカードで足し算，速く答えを見つけ 

る方法を考える。　a 

w１０１，１０２，…１１０，１１１ 

…の書き方，読み方。a 

eゲームをしよう。（本時7/10） 

r銀行役を交代でする。d

 

ルーレットゲーム¡0 

・２倍，３倍に増やす。 

・１０倍に増やす。 

どんじゃらゲーム  k 

・組み合わせ 

・順序 

・きまりを見つける 

個別の指導内容 

・かけ算九九 

・小数　半分（0.5）のある数 

　探し 

主な関連単元 
A 

・２学 年

の内容 

B 

・時計を読もう 

・ものさしを使おう 

 

 

 

・３桁の数を読もう 

・３桁のおよその数 

 

 

 

・４桁の数を読む 

・４桁のおよその数 

C 

 

 

 

 

 

・時計を読もう 

・ものさしを使おう 

 

よもぎ団子を作ろう 

（生単） 

牛乳パックの船造り 

（生単） 

 

 

 

 

 

文具屋さんをしよう 

（生単） 

・チラシ分け 

・鉛筆分け 

 

 

ゲームやさんをひらこう 

 （生単） 

・○ブロお別れ会で 

・交流学級を招待して 

実　　態 ね　ら　い 評　　価

A

・その都度の状況判断ができ，勝っている

ときは機嫌がよく，その見込みがなくなる

と意欲が極端になくなる。

・暗算で繰り上がりの足し算，繰り下がり

の引き算ができ，位取りの考え方も理解し

ている。

・負けそうになってもあ

きらめないでゲームに参

加する。

・友だちの得点も計算す

ることができる。

・ものを投げたり，乱暴

な言葉遣いにならなかっ

たか。

・見通しをもってチャン

スカードを使うことがで

きたか。

B

・友だちから言われた言葉や周囲の物音が

気になると，ゲームに集中できないことが

ある。

・足し算，引き算ともに指を使う。一から

十の変換はできるが，十から五十への変換

はできない。

・友だちの活動や得点に

も注意を向ける。

・十の補数を使って繰り

上がりの足し算をする。

・途中の順位を気にして

いたか。

・２つの数から繰り上が

る場合を判断できたか。

C

・ゲームは楽しんでいるが，友だちが考え

ているときに先に答えを発するなど，みん

なのペースで待つことが苦手である。

・繰り上がりの足し算，繰り下がりの引き

算になると指を使う。

・自分の参加態度を振り

返ることができる。

・十の補数を使って繰り

上がりの足し算をする。

・「～ので～だった」と理

由をつけて感想発表がで

きたか。

・足し算を暗算でしよう

としたか。
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　g　中学校での指導

　　　q　学級の実態

　　　 　本学級は，３年生男子１名，２年生男子１名，２年生女子２名の合計４名で構成されている。３年

生の男子は，言語面で軽い障害があり，初めての場面などでは緊張度も高いが，何事にも前向きに取

り組み，話すことにも一生懸命に努力している。２年生３名の内の男子１名は，交流学級で社会と理

科を学習し，知的には高いが体を動かすことをあまり好まない。女子の１名は，音楽を交流学級で理

解し，もう１名は，すべての教科を特殊学級で学習している。知的には個人差も大きいが，情緒面，

生活面では比較的落ち着いていて，指示された内容を理解し自分なりの目標を持って活動することが

できる。みんなで協力する，自分たちで考えて行動するという点では，まだまだ支援が必要な状況で

ある。しかし，それぞれ個性が豊かでとても明るく元気なのが学級の一番の長所である。

　　　 　　ア　特殊学級経営目標

　　　　　　　○　健全な身体と豊かな情操を育てる。

　　　　　　　○　社会生活の基礎的知識・技能を育てる。

　　　　　　　○　働くことへの意欲と協調してやりぬく態度を育てる。

　　　 　　イ　指導の基本方針

　　　　　　　○　幅広い体験を通して意欲を育て実行する力を養う。

　　　　　　　　　・　ゆとりある「活動の場」「時間」を設定する。

　　　　　　　　　・　生活能力に応じて具体的場面での指導を大切にする。

　　　　　　　○　人とのかかわりを大切にし社会生活への適応力を養う。

　　　　　　　　　・　合同学習を計画的に実施し体験学習の場を設定する。

　　　　　　　　　・　活動の場を広げ，多くの人とのかかわりを通して，社会生活のルールを学ばせる。

　　　w　教育課程の編成にあたって

　　　 　　ア　基本的な考え

　　　　　　　○ 　生徒の実態が多様化しているので，それぞれの生徒の実態・保護者本人の意向も組み入

れて，交流学級での学習や学級行事などに参加し，集団の中での活動経験の場を設定する。

この場合，交流学級の担任，教科担当教師に生徒の実態・交流の目的等を説明し理解して

もらうことが大切である。また，授業中の様子を連絡しあって，参加しやすい環境や雰囲

気をつくるよう配慮する。

　　　　　　　○ 　中学生になったという意識の中に，教科によっていろいろな教師に指導をしてもらうこ

とを楽しみにしている生徒もいる。このことは，たくさんの教師とかかわりが持てるとい

うことと，この学級を多くの教師に理解してもらうという両面の利点がある。本年度は，

国語（書写），数学，音楽，体育，美術，技術家庭，英語（ALT）の教科の授業に来てもらっ

ている。そのうち技術と英語は担任と TT で学習を進めている。また，できるだけ管理職

に授業に来てもらうように依頼し，本年は体育を指導してもらっている。各教科の担当時

数の関係もあり，希望通りにはいかない面もあるが年度当初，教務と連携をとって編成を

している。

　　　　　　　○ 　教科別の指導では，生活単元学習，作業学習，合同学習，部会行事などの指導と関連を

図り，合科的な取り組みをし，できるだけ実生活と結びついた指導内容を設定するように

している。そのために，教科担当教師と十分に連携をとるように配慮している。
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　　　　　　　○ 　近隣の中学校の特殊学級との合同学習を計画的に実施し，「自分たちの願いや思いを実

現する経験の場」を設定した。

　　　　　　　○ 　進路指導も学年を追って計画的に行うことが大切である。社会生活や自分のことを理解

し，自信を持って生きていくような人格形成の素地を培うことが中学校の進路指導として

は大切だと考える。

　　　 　　イ　編成例

　　　　　　　○　教育課程表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊学級教育課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害種別：知的障害）

　　　　　　　　＊市内の中学校特殊学級との合同学習や小中交流学習を含む。

　　　　　　　○　週時程

　　　　　　　時間割りＡ週　　　　　　　　　　　　時間割りＢ週

生 徒 名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
学 年 ２年 ２年 ２年 ３年

区分 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数 年間授業時数

領域・教科を

合わせた指導

作 業 学 習   90   90   120 120
生 活 単 元 学 習   78 108   108 108
現 場 実 習   48   48   48   48
合 同 学 習   70   70   70   70

教
科
別
の
指
導

国 語   60   60   60   60
社 会   90   60   60   60
数 学   60   60   60   60
理 科   90   60   60   60
音 楽   30   60   30   30
美 術   60   60   60   60
体 育   60   60   60   60
技 術 家 庭 120 120 120 120

選択教科
外 国 語   30   30   30   30
選 択 教 科
そ の 他 の 教 科

道 徳   17   17   17   17
特 別 活 動 学 級 活 動   17   17   17   17

総 合 的 な 学 習 の 時 間   60   60   60   60
年 間 総 授 業 時 数 980 980 980 980
年 間 授 業 日 数 201 201 201 196

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

月 

 

音 

生 

 

国 

火 

数 

 

国 

体 

 

水 

家 

家 

Ｍ 

体 

 

木 

生 

 

総 

総 

作 

 

金 

数 

美 

美 

 

作 

 

社 

理 

社 

理 

英 

技 

社 

（TT） 

（TT） 

技 
（TT） 

作 

社 

理 作 

生 
理 理 

理 社 

音 

社 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

月 

 

 

作 

音 

国 

火 

数 

 

国 

体 

 

水 

家 

家 

Ｃ 

 

 

木 

生 

生 

総 

総 

作 

作 

金 

数 

美 

美 

体 

 

理 

社 英 

技 

理 

（TT） 

（TT） 

技 
（TT） 

作 

理 

社 

社 

社 

生 
社 

社 

理 

音 

右下は生徒Ａ）（右上は生徒Ｂ） 
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○
 　

年
間

指
導

計
画

月
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級

行
事

 

４
月

 
５

月
 

６
月

 
７

月
 

８
月

 
９

月
 

10
月
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月
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１

月
 

２
月

 
３
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遠
足
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会
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会
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練
 

参
観

日
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会
選

挙
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面
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会
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ト
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を

送
る

会
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式
 

終
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式
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ら
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習

 
（
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会
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会
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マ
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） 
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会
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会
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☆
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☆

☆
合

同
学

習
 

（
市

陸
上

大
会

） 
☆

☆
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習
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（
か

ん
べ

の
里

風
土

記
の

丘
） 
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学 校 行 事  

生 　 活  

教 科 ・ 領 域 を 合 わ せ た 指 導  

作 　 業  国 語  社 会  数 学  理 科  音 楽  美 術  体 育  技 家  英 語  
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　　　e　合同学習・進路指導の実践例

　　　 　　ア　近隣の中学校との合同学習

　　　　　 　この合同学習は，近隣のＡ中，Ｂ中，Ｃ中，Ｄ中，４校で取り組んでいる。現在は，Ｄ中が閉

級中のため３校の合同で実施している。各学校では，独自に通常学級との交流や校内行事等の取

り組みを大切にしている。この時期，同年代の生徒たちとかかわりを持つことは，対人関係を広

げる上では，もちろんのこと，本校の一員であるという自覚の上でも大切なことである。いろい

ろなかかわりを持つことは，それぞれの地域社会でより豊かな生活を送るための条件の一つと考

える。しかし，通常の学級での特殊学級生にとっては，友達とのかかわりは持てるが，自分の思

いや意思が反映されにくく，個性を生かし満足感や成就感のもてる活動にはなりにくい現状があ

る。このような状況の中で生徒たちには，ある程度の人数集団や生徒一人一人が存在感を持って

活動できる場として合同学習の意義は大きいと考える。

　　　 　　イ　合同学習の目標

　　　　　　　○ 　合同学習を通して，友達とのかかわりを深めるとともに，地域社会の人々とのかかわり

を広げ深める。

　　　　　　　　　・　自分たちの思いや願いを実現する経験を通して，存在感や成就感を味わう。

　　　　　　　　　・　幅広い活動を積み重ねることにより，さまざまな生活経験を広げる。

　　　　　　　○　人とのかかわりを大切にし社会生活への適応力を養う。

　　　　　　　　　・　合同学習を計画的に実施し体験学習の場を設定する。

　　　　　　　　　・　活動の場を広げ，多くの人とのかかわりを通して，社会生活のルールを学ばせる。

　　　 　　ウ　指導の目標

　　　　　　　○ 　人とのかかわりを広げ深める場の設定

　　　　　　　　 　コミュニケーションを積極的にとることの苦手な生徒には，自分から人に関わっていく

ことは社会に出て生活する上で重要な課題である。合同学習では，安心して集団の中で意

思を伝えたり自分が出せたり，人から認められ信じ合える活動の場所となるようにする。

　　　　　　　○  　自分たちの思いや願いを実現する活動の設定

　　　　　　　　 　年間活動計画を立案するにあたって，個々の生徒の思いや願いが反映でき，主体的に活

動できるものや周りの人（友だち，教師，地域社会の人）との関わりのある活動内容を生

徒と共に考える。

　　　　　　　○ 　合同学習における個別の指導の充実を図る

　　　　　　　　 　集団の中で，最大限自分の力が発揮できるようにするために『個々の生徒への願う姿』

を求めていく。複数教員で多角的な視野で観察支援をしていく。

　　　　　　　○ 　保護者との連携を図る

　　　　　　　　 　保護者に活動のようすや学習の成果を伝え，合同学習に対して理解を得たり，生徒の成

長を確かめ合ったりする。

　　　 　　エ　活動の実際

　　　　　　　ａ，☆☆☆☆合同学習

　　　　　　　　　○　第１回　出会いの会（仲良くがんばろう）

　　　　　　　　　　　　自己紹介…新しい仲間を迎えて，この１年間の活動の見通しを立てる

　　　　　　　　　　　・　２年生，３年生から昨年までの活動の様子を聞き，１年生も意欲的に質問した。

　　　　　　　　　　　・ 　特に一人学級の１年生は，先輩の生き生きした表情，発言にすごく魅力を感じ

たようだ。

　　　　　　　　　　　・ 　新１年生が地域の茶畑で摘んだお茶をお土産に持ってきた。お茶が地域で作れ

る事を知り非常に興味を持った。

　　　　　　　　　　　・　今年度の調べ学習は，『松江とお茶』について学習することに決定した。
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　　　　　　　　　　　　芋の苗植え

　　　　　　　　　　　・ 　３年生が中心になって，グループ作りをする。「同じ学校の人ばかりにならな

いように」とか「１年や２年だけにならないように」などと工夫しながら３グルー

プができた。

　　　　　　　　　　　・ 　グループ名を決め，めあてを話し合い，畑の整備をはじめた。

　　　　　　　　　　　・ 　この芋を収穫したら，「みんなで収穫祭をしよう」と楽しみにしながら畝作り

をした。

　　　　　　　　　　　・　校務技師の「芋植え先生」に芋の苗の植え方を教えてもらいながら苗植えをした。

　　　　　　　　　　　　第２回～第12回の活動

　　　　　　　　　　　　 「松江とお茶について」をテーマに１年間活動した。陶芸では，抹茶茶碗を作り，

ふれあいフェスティバルでは，『☆☆☆不思議発見，松江チャ・ちゃ・茶物語』

を発表。好評につき，デイサービスを訪問し，もう１度，発表の機会を得た。

　　　　　　　ｂ，進路指導をふまえた活動

　　　　　　　  　３年間を見通した指導計画は，次ページの通りです。

　　　　　　　  　障害のある生徒たちの進路指導は，本人，保護者の意向を大切にすることは勿論だが，各

機関と連携をとることも大事な要素となってくる。そこで，１年時より，進路に関する情報

を与えることが必要である。そこで，１年に１回高等部の体験学習をし，保護者は，参観や

話し合いをし，情報交換の場とする。また，２年次より現場実習を実施し働く経験もし，１

年生は，先輩の働いている姿を参観に出かける。働く経験を通して，職場の人とのかかわり

を深めたり，根気強く継続することの大切さを実感し，自分の進路選択に役立てたりするよ

うに支援していく。

　　　　　　　  　近年は，社会全般に，就職難で中学校を卒業すると養護学校高等部への進学がほとんどで

ある。その後，職場や社会に適応し，明るく安定した生活を送ることが望ましいが，現状で

は，なかなか難しい面もある。そこで，困ったことに直面した時に，両親や担任に相談する

ことは勿論であるが、転勤等で連絡のとれないことも多々あるので，合同学習のお別れ会に

「生活福祉課訪問」を計画する。

　　　　　　　　　○　第13回　お別れ会（これからもがんばろう）

　　　　　　　　　　　　生活福祉課に行こう

　　　　　　　　　　　・ 　今年度の卒業生は，全員高等部に進学することが決まったが，将来社会にでて

困った時に，相談に行くところがあれば，安心して巣立つことができると考える。

　　　　　　　　　　　・ 　まず初め，市の特別支援教育室に挨拶に寄り，次に，生活福祉課へ訪問した。

　　　　　　　　　　　・ 　福祉制度の説明の後，生徒からの質問がでた。「大人になっても療育手帳はあ

るのですか？」とか「もし，工場や会社に勤めて，辞めたくないのに，どうして

も辞めなければいけない時，どうしたらいいですか。」などの質問に『そんな時は，

この生活福祉課に相談してもらったら，相談員に連絡したり，どこへ行けば良い

か教えてあげますよ。』『ここですぐ解決できることと，できないことがあるけど，

相談に来られたら次にどうすれば良いか，教えてあげることができるので，ひと

りで悩まないでぜひ相談にきてください。』と親切に対応して下さり，生徒たち

は生活福祉課の窓口ナンバーを見て『困ったときには 17 番』を合言葉に福祉課

を後にした。

　　　　　　　　　　　　 　先輩が働いているホテルのバイキングでお別れ会をした。先輩が高等部卒業後

４年間もがんばって働いていることに感心しながら，自分の将来を考える機会と

なった。
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12．情緒障害学級の指導事例

　a　情緒障害学級に在籍する児童生徒について

　　 　学校で行われる全ての教育活動は、児童生徒の情緒の安定という条件の上に成り立つものである。し

かしながら、情緒障害学級に在籍する児童生徒の中には、自閉症等の障害の特性により、受け取った情

報を整理できにくいことや、コミュニケーションがとりにくいこと、興味や関心に著しい限定があるこ

と等から、不安定になったり、混乱してしまうことがある。また、相手の意図をくみ取ることが難しい

ため、児童生徒と担当者との関係においても、児童生徒が担当者の心情を理解することは難しいことも

ある。したがって、こうした点をふまえて、情緒障害学級においては、障害の特性を理解して教育課程

を編成し、安定した学校生活が送れるように十分配慮していくことが重要である。

 情緒が不安定になる主な要因

・活動内容の見通しがもてない。（はじまりや終わり、活動内容、活動量、時間等）

・活動に急な変更があった。

・いつもやっている活動ができない。

・何を言われているのかわからない。（受信の難しさ）

・どう伝えて良いのか、伝わるとどうなるのかわからない。（発信の仕方、意味が不明）

　　 　上記のような要因で情緒が不安定になる児童生徒に対して、言葉の指示をしても意味や意図が伝わら

ないことが多い。場合によっては余計に混乱させ、パニックを引き起こすこともある。まず、どのよう

な方法で情報を受け取ったり、発信したりするのが得意なのかを知り、情報が正しく伝わっているかを

確かめる必要がある。そして、そうした方法で事前に情報を伝えておくことで混乱を減らすことができ

る。自閉症の場合、目から入る情報（視覚情報）に強さを示すことが多く、言語による指示だけでなく、

写真、絵、文字といった視覚的な情報を示していくことが有効であると言われている。

　s　教育課程の編成にあたって

　　 　具体的な援助のあり方として有効だと思われる例を下記にあげてみた。児童生徒の情報の受信、発信

に対する支援が中心である。必要があれば、個に応じたコミュニケーションや社会性の力をつけるため

の個別の時間を設ける。児童生徒によっては示された活動に取り組もうとしないことや、特定の活動、

行動にこだわりをみせることもある。しかしながら、興味・関心が狭くても、こだわりであっても、そ

こを伸ばし広げることで長所となる可能性がある。大切なことは、児童生徒がどんなことに興味を持ち、

意欲的に取り組めるのかを知り、その活動を節目にして学校での生活を組み立てていくことである。

・必要な情報や指示は視覚的な提示（文字や写真、絵）を行い、単純にかつ具体的に出す。

・学校生活の流れにパターンをもたせて、わかりやすくする。・・・全般

・１日の活動の流れを表（スケジュール）にして示し、活動の変更は事前に、そこに示して伝える。

　・・・週時程・日課

・活動の始めと終わり、順序、量が目で見て（何をどれだけすれば終わりか）わかるように示す。

・同じ学習内容の繰り返しで定着を図る。・・・授業
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　d　自閉症の特性を生かして

　　　①　学級の実態

　　　　 　本校の特殊学級には、情緒障害学級に１名（４年女子、以下Ａさん）知的障害学級に２名（３年

男子、５年女子）、が在籍している。

　　　　 　Ａさんは、自閉症と診断されている。家族は、両親と祖母の４人である。幼稚園から入学してき

た。１年生のときから特殊学級に在籍している。

　　　　 　基本的な生活は大体一人でできるが、そのつど指示が必要である。注意が散漫で、目に映ったも

のにすぐ興味や関心がいくので、今何をすればよいのか忘れてしまう。また、頭に浮かんだことを

話すのに夢中になり、活動が中断することもしばしばある。一方、見ないで行うので、たとえば汚

れたところを見ずに手洗いをするので、きれいに洗えなかったり、服の裏表を見ずに着るので、裏

だったりすることがある。登下校での道路の横断についても、左右の確認が不十分である。そのた

め現在は、朝は登校班で登校するが、下校時は、保護者が途中まで迎えに来ている。

　　　　 　動作が、非常にぎこちないため、あらゆる生活場面で時間がかかるし、さまざまな運動が苦手で

ある。手先が不器用なので、はさみで曲線を切るのが難しいとか、給食のデザートの袋が開けられ

なかったりする。箸の使い方も不十分で、うまくつまめないので、皿をくわえ箸で寄せておかずを

食べていることもある。

　　　　 　平仮名は大体読める。書くことは、時々忘れる文字がある。漢字に、興味があり「～を、漢字で

書いてください。」といってくる。興味のある漢字は覚えている。書くことは、線と線の交差、横

に並んだ数本の線などがわかりにくく、なぞり書きでも正確に書けない。カタカナはよく使う文字

は多少覚えていて書ける。平仮名、カタカナ、数字の文字は、音が同じだと区別して使うことが難

しいようである。５文字程度の語句は読める。お話を書くことは好きである。脱字が多いのでただ

読んでは、意味が通らない。紙芝居を読んでもらうのが好きであるが、「どれを読もうか。」とたず

ねると、いつも同じ紙芝居である。その中に特別に好きな言葉（音）があるようだ。

　　　　 　数は、数唱なら20まで正確にできる。数えることは６ぐらいまでは正確である。ものの大小、軽重、

長短は二つの比較なら正確にできる。

　　　　 　よくおしゃべりをするが、自分の一方的な話題が多く、会話は難しい。こちらが質問したとき、

その質問の意味がわからないことも多い。また、自分の気になる語句に反応し、話の全体を捉える

ことは難しい。自動車、アニメのキャラクターが大好きである。家族の中では父親が特別な存在で

ある。学校では、休憩時間は、絵を描いたり（父親の車、アニメのキャラクター、そのとき非常に

関心を持っていることなど）、図書室で本を借りたりしている。借りる本はいつも同じである。校

庭で遊ぶときは、サッカーボールとフリスビーを持ってでるが、ほとんど砂場で砂遊びをしている。

昼休み終了のチャイムは、聞こえず、他の児童の様子から状況を察することも難しく、迎えに行く

ことが多い。下校時には、必ず自分でピアノを弾いて好きな歌を歌って帰る。

　　　　 　通常の学級では、４年生と交流している。図工、体育、音楽で交流している。最近、音楽の交流

は難しいと感じている。図工は個人作業なので、楽しく参加している。素材を扱いやすいものに変

えて同じ教材で学習をしている。道具の貸し借りを通してかかわりが生まれている。体育も図工と

同様、方法を工夫して同じ活動の中に参加している。

　　　　 　学校行事は４年生の交流学級の中で参加している。縦割り班活動、クラブ活動も行っている。

　　　　 　近隣に５校の小中特殊学級があるので、学期に２回合同学習をしている。小学校だけでの合同学

習もある。

　　　②　教育課程の編成にあたって

　　　　　先に述べた児童の実態から、次の点を大切にして、教育課程を編成した。

　　　　　ア．基本的な考え

　　　　　　　①身辺の自立につながる習慣をつけるために、日常の生活指導の時間を取り入れる。

　　　　　　　② 領域・教科をあわせた指導である、生活単元学習を取り入れ、知的障害学級の児童と合同



－198 － －199 －

の小集団の活動を行い、かかわりの中で生活する力をつけることにする。また、通常の

学級の児童とのかかわり、近隣の特殊学級や、地域とのかかわりを重視した単元を取り

入れるようにする。

　　　　　　　③国語、算数については、個別学習を取り入れ、一対一で指導を行う。

　　　　　　　④身体機能を高めるため、体育以外にも日常の生活指導の中で活動していく。

　　　　　　　⑤通常の学級の児童と交流できる時間を教科指導の中でも取り入れていく。

　　　　　　　⑥道徳については、生活全般を通して、タイムリーに指導することとする。

　　　　　　　⑦近隣の特殊学級と合同学習を行う。

　　　　　イ．学級目標

　　　　　　　①たくさん運動しよう。

　　　　　　　②友だちとたくさん遊ぼう。

　　　　　　　③いろいろな事をやってみよう。

　　　　　ウ．授業時間数

児　　童　　名 Ａ

学　　　　　年 ４年

区　　　　　分 年間授
業時数

領域･教科を合
わせた指導

日常生活の指導 70

生活単元学習 105

教科別の指導

国 語 175

社 会 70

算 数 140

理 科 70

図 画 工 作 70

音 楽 70

体 育 70

総 合 的 な 学 習 35

道　　　　　徳 35

特 別 活 動
学 級 活 動 35

ク ラ ブ 活 動 17

自　立　活　動 0

年間総授業時数 962

年 間 授 業 日 数 201

エ．週時程表

　 　これらのことを考慮に入れ，次のような週時程を

作成した。

曜日
時

月 火 水 木 金

8:20
8:40 カバンの片付け、読み聞かせ

1
8:40

～

9:25
●学活

日常生活
の指導

● 生活単
元学習

日常生活
の指導

○体育

2
9:35

～

10:20
算数 算数

● 生活単
元学習

○音楽 ●算数

10:20 

～

10:40
自　由　遊　び

3
10:40

～

11:25
○図工 社会 算数 ●図工 ●音楽

4
11:35

～

12:20
国語 国語 理科 ●社会

● 総合的
な学習

給

食

12:20

～

13:00

給　食　指　導
手洗い、着替え、準備、食事指導、片付け、歯磨き

昼
休
み

13:00

～

13:40
自　由　遊　び

掃

除

13:40

～

13:55
掃 　除　指　導

5
13:55

～

14:40
○体育

● 生活単
元学習

国語 国語 ●理科

14:40

～

15:00
終礼、下校準備

6
15:00 

～

15:45
道徳

クラブ
（隔週）

国語

下　校　指　導

○通常の学級との交流　●知的障害学級との交流

　生活単元学習、総合的な学習を合わせてにこにこタ

イムと呼んでいる。
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　　　　　オ．展開例

生活単元学習指導案

　　　　　　　１　単元名　　人形劇「おむすびころりん」をしよう

　　　　　　　２　ねらい　　・ 町内の特殊学級の友だちや保護者の前で発表するための活動を、楽しみな

がら取り組み、自分の役割を果たす。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　・友だちのせりふを聞きながら、場にふさわしく答える経験を積み重ねる。

　　　　　　　　　　　　　　・人形劇を通してたくさんの人と出会い交流を深める。

　　　　　　　３　単元について

　　　　　　　　 　昨年度、特殊学級の発表会で知的障害学級の児童と合同でパネルシアター「さるかに合戦」

を行った。今年度になり、それを校内の１年生や、幼稚園、また地域のデイサービスセンターで

発表することができた。児童は、たくさんの人に見てもらい、ほめてもらえたことがとてもうれしく、

またやりたいと意欲を持っていた。教師のほうでもその経験を生かしたいと考えていた。幼稚園

での交流の後、地域のお母さん方が行っておられる人形劇団「ぽんぽこ」の公演の誘いを受けた。

早速出かけ、児童は大変に喜んで見ていた。その後、自分たちも人形劇をして、発表会で見て

もらいたいという気持ちが生まれた。そこで、絵本や紙芝居を読みながら作品を探し、「おむす

びころりん」に決まった。また、発表もパネルシアター同様に校内の友だちや幼稚園、デイサー

ビスセンターにも出かけ発表することになった。そして、話し合いを進めていく中で、先に見た

人形劇団「ぽんぽこ」のお母さん方に人形を借りたり教えてもらったりすることになった。

　　　　　　　　 　Ａさんについては、紙芝居や絵本を通しての昔話が好きであり、先のパネルシアターに

も大変意欲的に取り組んでいたこともあり、楽しめる活動になると考えられた。一方でＡさ

んの実態から、先の見通しが立ちにくい面があるので、発表会までのスケジュールを日めく

りカレンダーにして（Ａさんは、カレンダーが大好き）今日する活動がわかるように工夫す

ることにした。さらに、発表会までのスケジュールと時間的長さがわかるように連続したカ

レンダーも作成した。物語の内容は、何度か紙芝居を読むことでつかめると考えられるので、

繰り返し読むことにした。さらに、紙芝居の絵をつなげて掲示し、視覚的に物語の流れが

わかるように工夫した。人形劇の練習では、準備からせりふの練習、片づけまでの流れを

パターン化し、練習を進めていくうちには、次の活動が指示がなくても見通せるようにした。

道具作りも知的障害学級の児童と協力して作ることとした。

　　　　　　４　指導計画

　　　　　　　　　知的障害学級の子どもと一緒に話し合う時間を持ち、次のような指導計画を立てた。

　　　　　　　　第１次　（２時間）　　人形劇「おむすびころりん」について話し合おう。　　　　

　　　　　　　　　･役割を決めたり、どんな道具が必要なのか相談する。

　　　　　　　　　･発表会をいつ誰にするのか話し合う。

　　　　　　　　第２次　（20時間）　発表会の準備と練習をしよう。

　　　　　　　　　･人形劇団「ぽんぽこ」と交流する。

　　　　　　　　　･せりふを練習して覚える。

　　　　　　　　　･小道具や舞台を作る。

　　　　　　　　第３次　（６時間）　　発表会で見てもらおう。

　　　　　　　　　･人形劇団「ぽんぽこ」と、親しい人に招待状を書く。

　　　　　　　　　･校内の友だちにリハーサルを見てもらうよう呼びかける。

　　　　　　　　　･発表会で発表する。

　　　　　　　　　･発表会を見に来てくださった方にお礼状を書く。

　　　　　　　　第４次　（７時間）　　たくさんの人に見てもらおう。

　　　　　　　　　･幼稚園、デイサービスセンター、近くの保育所へ電話をかけて、発表会の交渉をする。

　　　　　　　　　･幼稚園、デイサービスセンター、近くの保育所へ発表に出かける。
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　　　　　　　５　本時の学習　　　第２次　　８時間目

　　　　　　　　　①ねらい　･自分のせりふを言う順番がわかり、すすんで言うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　･見ている人に好感の持てる立ち居振る舞いをする。

　　　　　　　　　　　　　　･舞台の大道具の色塗りを、友だちと仲良く協力し合ってできる。

　　　　　　　　　②展開

活動の流れ 個別の支援 評  価

１ ．今日の学習は

何か確認しよう。

○ スケジュールカレンダーを提

示し、今日の学習内容を教師

に続けて読む。

○ 教師の指差す文字を追視で

きたか

○ 教師の読みを聞いて範唱で

きたか。

２ ．［おむすびころ

りん］せりふの

練習をしよう。

○ 繰り返しせりふ

を聞いたり、台

本を見たりしな

がら、自分のせ

りふと、言う場

面を覚える。

○ 練習をしてよく

できたことや気

をつけることを

話し合う。

○Ａさん専用の台本を使う。

　・ Ａさんのせりふは、赤い文

字で書き、文字を拡大する。

　・  他の子どもや教師のせりふ

は、役柄によって色分けし

ておく。文字は、普通の大

きさ。

　・ せりふにふさわしい場面の

絵を隅にのせる。

○ せりふのタイミングを覚えるた

めに、その場面にきたら、鐘

を鳴らす。鐘は、ラの音を使う。

（自然に受け入れられる音）

○ 友だちが言った内容を聞いて

から、発表をする。

○ 覚えたせりふにシールを貼り、

できたことを確認する。

○ 自分のせりふが書かれてあ

る文字を見て、多少読むこ

とができたか。

○ 他の子どもや教師のせりふ

を台本をみながら聞くことが

できたか。

○ 色によって役割の区別がで

きたか。

○ 鐘の音を聞いてせりふを言

うことができたか。

○ 友だちのいった内容を聞く

ことで、場にあった内容の

発表ができたか。

３．舞台を作ろう。

○ 舞台の板を絵の

具で塗ろう。

○片づけをしよう。

○ スケジュールカレンダーを提

示し、次の活動を確認する。

○ ローラー、刷毛、筆など自分

で選べるように準備する。借

りるときは、「貸して。」と頼

むようにあらかじめ言ってお

く。

○ 何を片付けたらよいのかを確

認して始める。

○ 教師の指差す文字を追視で

きたか。

○ 教師の読みを聞いて範唱で

きたか。

○ 使いたい道具を「貸して。」

といって借りることができた

か。

○ 片付けることにしていた道

具を片付けられたか。

４ ．おわりの挨拶

をしよう。
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　　　　　カ．指導の際の支援の在り方

　　　　　　　・スケジュールの導入

　　　　　　　　 　今から何をするのかわかり、自分で動くことができるように、また、一日の学校生活のどの

辺りにいるのかわかるようにスケジュールを使っている。終わるとカードをはずすことで、そ

の次の活動がわかるので、指示が減る。１単位時間の流れも同じように示すことで、見通し

をもって活動できる。複数の児童を担任している場合も、一人一人のスケジュールを作り提

示することで、個別に対応できる。

　　　　　　　・活動のはじめと終わりがわかるように

　　　　　　　　 　はっきりとはじめと、終わりを指示することで、今何をすればよいのかがわかり、集中する

ことができる。また、何をどれだけすればよいのかを提示することで、見通しを持って行うこ

とができる。

　　　　　　　・指示は、文字や絵を使って、かつ単純に

　　　　　　　　 　複数の事を一度に理解し、行うことが難しいので、指示はひとつずつ、先に指示したことが行

えてから出す。その際も、児童の理解に応じて、文字や絵を使い、今何をすればよいのか自分の

目で確認できる状況を作ることが必要である。言葉による指示だけでは、確認が難しいと思われる。

　　　　　　　・できる状況を作る

　　　　　　　　 　課題について、可能な限り自力でできる方法、支援を工夫することが必要である。たとえば、

４年生の図工の「針金を使って」という教材があるが、通常の学級の児童が使う針金は、固

く使いにくいので、少し柔らかな針金に変えることで、児童は一人で、針金が扱え、同じ教

材で交流しながら活動できることになる。全校活動についても同様である。運動会や、縦割

り班での長縄大会など、ルールを変更してもらうことで、他の児童と同じ活動が行える。そ

のことが通常の学級の児童にどのように歩み寄ればよいのか示すことにもなる一方で、情緒

障害学級の児童も一緒にできた満足感を味わうことができる。その結果、お互いに望ましい

態度を示しあうことができる。

　　　　　　　・望ましい態度はしっかりほめて強化する。

　　　　　　　　 　その場の状況がわかりにくく、そのためにどう振舞うことを期待されているのかわからない

ことがある。望ましい態度をほめることでその場の振る舞いを確認できる。ふさわしくないと

きは、具体的に指示することが必要である。たとえば「静かに。」ではなく「口を閉じて」と

いうようにである。「～してはいけません。」では、何の指示にもなっていない。

　　　　　　　・自分の行動の確認をする。視覚的な足跡を残す。

　　　　　　　　 　たとえば、日常生活習慣にかかわることや、係り活動など、約束されたことができたときには、シー

ルを貼るなどして、できたことを確認するとよい。それにより、行動の足跡が目で確認できる。シー

ルを張ることに関心があると、シールが強化子になり、ねらう活動の意欲につなぐこともできる。

　　　　　　　・場と活動が明確になるように、場の設定を工夫する。

　　　　　　　　 　１つの場を１つの目的で使用することは、そこで行う活動を視覚的に理解することにつながる。

できるだけ、教室を目的にあわせて使用できるように、つい立てやロッカーなどで仕切るとよい。

　　　　　　　・さまざまな生活経験を通して社会生活に必要な技能を修得する。

　　　　　　　　 　学校生活、家庭生活を通して、生活を児童自身が広げていくことはなかなか難しい面があ

るため積極的にひろげていくことが求められる。

　　　　　　　・通常の学級の児童に対する指導と教職員の理解

　　　　　　　　 　独自の行動パターンがあったり、その場にふさわしい会話にならなかったりと、通常学級

の児童が戸惑うことも多くある。通常学級の児童の発達段階に合わせた指導を通常学級の中

で行うことが必要である。と同時に、校内の教職員の理解を得る機会をもち、心していきた

いことや、指導の方法を具体的に話し、同じ態度で接してもらうようにする。同じ状況で、

指示が違うと児童は混乱するからである。



－202 － －203 －

　　　　　キ．その他の実践の概要

　　　　　　　①　日常生活の指導

　　　　　　　　 ・登校してからすることを机の前に提示する。「かばん」

という項目の中には、教科書を机の中にしまうこと、連絡

帳〈保護者用、児童用〉を机上のかごの中に入れること、

かばんをロッカーにしまうことが含まれる。かごの中にも、

「連絡帳」と書いておく。そして、かごに入れるノートに

はシールを貼っている。

　　　　　　　　・手洗い場には、手の洗い方の絵を貼る。

　　　　　　　　・給食の白衣は、裏と表がわかりにくいので、表のポケットにアップリケをつけている。

　　　　　　　②　生活単元学習

　　　　　　　　　週４時間を取っているが、内容によっては、各教科に振り分けて行うこともある。

　　　　　　　　・パネルシアター「さるかにがっせん」

　　　　　　　　 　通常の学級の１年生の学級を回り、見てもらった。初め、お知らせを書き学級へお願い

に出かけた。１年生は、とても喜んで見てくれたので、次に幼稚園へ出かけることにした。

幼稚園で見てもらい、その後園児と一緒に遊んだ。幼稚園とも交流ができ、幼稚園に人形

劇団が来たときには、招待していただいた。また、地域のデイサービスセンターにも出か

け、おとしよりに見ていただいた。後で一緒にお話をした。

　　　　　　　　 　そして、３学期には、人形劇「おむすびころりん」を練習し、全校に呼びかけて見ても

らった。その後、特殊学級合同の発表会で行ったり、幼稚園やデイサービスセンターでも

見てもらったりした。

　　　　　　　　・５年生と友だちパーティー

　　　　　　　　 　５年生と共同企画でパーティーを行った。きっかけは、連合音楽会に向かって一緒にが

んばったことや、当日ステージ前に励ましてもらったことからである。（特殊学級は、近

隣の小学校と合同で参加した。）５年生には、パーティーの司会や飾りを頼み、特殊学級

では、おやつ作りをした。献立を考えて、買い物に出かけた。事前に練習をして、試食し

た。当日は、朝からおやつ作りをし、５年生と一緒に会場作りもした。大好きなキャラク

ターの絵が貼られていたり、好きな歌が用意されていたりで、大変盛り上がった。これを

機会に５年生とも親しくなり、一緒に遊ぶこともあった。

　　　　　　　③　国語、算数

　　　　　　　　 　一対一の学習形態をとっているので、ドリル的な内容については準備された課題を自分

で進めていく方法を取り入れている。課題の入ったボックスからそれを取り、行う。それ

をいくつか準備し、一人で学習課題に取り組んでいく場面を作っている。

　　　　　　　④　理科、社会

　　　　　　　　 　身近な自然にふれたり、花や野菜を育てたりもする。身近な材料を使って理科工作を作っ

たりする。また、季節ごとの行事にも取り組み、年末の餅つきや、年賀状作りなども行う。

生活単元学習として取り組むことも多い。

　　　　　　　⑤　音楽

　　　　　　　　 　特殊学級単独で音楽を行う時間を設定している。リズム遊びや、楽器を使ったリズム打

ちなどをたくさん取り入れている。歌もさまざまなジャンルの歌を楽しく歌っている。中

でも和太鼓は意欲的に取り組んだ。それを生かし「連合音楽会」という生活単元で取り組

み、このときは、地域の方に指導をお願いし、地域の方とのかかわりも生まれた。
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　f　ことば・かずの指導

　　　①　学級の実態

　　　　 　３年生１名（Ａさん）、６年生２名（Ｂさん）、（Ｃさん）の計３名の児童が在籍している学級である。

このうち、２名の児童は自閉症と重度の知的障害を併せて有し、１名の児童は高機能自閉症という

診断を受けている。３名の児童とも自閉症特有のコミュニケーションの難しさや、興味・関心の狭

さ、こだわりの行動等がある。コミュニケーションにおいては、発声の段階から簡単な日常会話が

できる段階まで、発達の状況は、２歳段階から６歳段階までと個人差がかなりある。

　　　②　教育課程の編成にあたって

　　　　　ア．取り組みについて　 

　　　　　　 　児童の実態をみると発達状況や能力差の大きい学級集団である。したがって、集団での学習

における個別の配慮が必要である。また、自閉性障害の特性を配慮して教育課程に反映させる

必要があると考える。教育課程の編成にあたっては、学習の見通しが持ちやすいように時間割

を工夫することやコミュニケーションの難しさがある児童の実態があることから一人一人に応

じた個別の指導の時間を確保していくことが必要であると考えた。具体的な取り組みは下記の

ようなものである。

①時間割の曜日による変化を極力減らす。

② 集団での学習「集会」を毎日１校時に行い、学校の生活リズムを作る。「集会」は、朝の

会の内容を豊かにしたもので、集合、あいさつ、歌、読み聞かせ、運動といった内容を

同じ順番で行う。

③ ２校時は、活動場所を変え、「ことば・かず」（A 児については国語または算数）を行い、

それぞれの児童が机上での課題学習に向かうようにする。

④体育の時数を十分確保し、学校生活にメリハリをつけるとともに運動量を確保する。

⑤マンツーマンで行う個別学習（自立活動）を行う。

⑥指示は声がけを減らして、写真カードなどの視覚的な情報を伝えるようにする。

　　　　　イ．教科領域の週指導時間数

指　導　形　態　　　　区　分 Ａ Ｂ Ｃ

領域・教 科を
合わ せた指導

 日常生活の指導
（集会として実施）

１７５ １７５ １７５

 生活単元学習 ７０ ７０ ７０

教 科 別 の
指 　 　 導

国　　　語 １０５ ９０ ９０

算　　　数 ７０ ８５ ８５

体　　　育 １４０ １４０ １４０

音　　　楽 ７０ ７０ ７０

図　　　工 １０５ １０５ １０５

特 別 活 動（ ク ラ ブ ） ０ ３５ ３５

自 立 活 動 ７０ ７０ ７０

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５

※ 「ことば・かず」は、国語、

算数の基礎となる、認識の

力（弁別、比較、分類、記

憶など）をつけるための課

題を設定して取り組んでい

る。従ってＢさん、Ｃさん

の「ことば・かず」の指導

時数においては「国語」「算

数」の時間としてカウント

している。
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　　　　　ウ．週時程

月 火 水 木 金

１
 集　　会

（日常生活の指導）

集　　会 集　　会 集　　会 集　　会

２
ことば・かず ことば・かず ことば・かず ことば・かず ことば・かず

 国　　語 算　　数 国 　　語 算 　　数 国　　語

３ 体　　育 体 　　育 体 　　育 体　　育 生活単元

４ 図 　　工 音　　楽 図 　　工 図 　　工 音　　楽

５ 自立活動（Ａ） 自立活動（Ｂ） 自立活動（Ｃ） 生活単元 全児自立活動

６  総合的な学習 クラブ

　　　　　エ．「ことば・かず」指導計画（学期）例　　　　　　　　　　　　　　　　名前〔　　Ｂ　　〕

月 ９ １０ １１ １２

学　習　内　容 主　な　題　材

◎認知の学習

　・見る・見比べる

　・目と手の協応

　・マッチング

　・覚える

◎ コミニュケーショ

ンの方法の学習

　・ 相手を見て、カー

ドで、１～２語文

で

◎学習の仕方

　・順や量

　・はじめとおわり

・貼り絵（顔、花、車、船、家）

・ビーズひも通し

・おつかい（文字と具体物のマッチング）

・カード封筒入れ（文字と写真のマッチング）

・色分け

・視写

・学習内容を書いたカード

学　習　の　め　あ　て 評　　　価

・ ２つ以上の活動を組み合わせてする学習（書いて

貼る、覚えて、選んで並べる等）ができる。

・ １～３の数字と具体物の数を正しく対応させる

・ 担当者との関係の中で、１つ１つの課題のしめく

くりができるようにする。

・要求をことばやカードで伝える。

備
考 ・情緒の安定を第一に考えて、不安定な時には無理に学習に向かわせない。
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　　　③　展開例

　　　ことば・かず、国語学習指導案

　　　　　ア．学習の目標

　　　　　　　ことば・かず（Ｂさん、Ｃさん）

　　　　　　◇ 目と手の協応動作や手指の操作性を高める課題に取り組みながら、ことばやかずの基礎とな

る力を身につける。

　　　　　　◇コミュニケーションのスキルを身につける。

　　　　　　◇学習の仕方（課題学習のやり方、手順、１対１のやりとり）を学ぶ。

　　　　　　国語（Ａさん）

　　　　　　◇順序を考えて話したり、簡単な文章を書いたりする。

　　　　　　◇ あらすじをつかみながら話を聞いたり、書かれている事柄の大体を理解しながら文章を読む。

また、易しい読み物を楽しんで読もうとする。

　　　　　　◇学習の仕方を学ぶ。

　　　　　イ．「ことば・かず、国語」について

　　　　　　 　本学級に在籍する３人の児童は、年齢や障害、発達の程度に大きな個人差がある。こうした

個人差を考えて、毎日２校時に、３人の児童がそれぞれ異なった課題に向かう時間を設定して

いる。１つの教室で実施しているが、児童の机は離して配置し、お互いが自分の課題に集中で

きるよう環境を整えている。

　　　　　　 　３年生のＡさんは、簡単な会話が成立し、既習の漢字を含むかなの文章を読んだり、書いた

りすることができるため、内容に応じて交流学級において教科の学習も行っている。このため、

２校時のこの時間は、集団での学習に安定して参加できるための準備学習の意味合いももつ。

６年生のＢさんは、情緒が不安定になりやすい。原因は、体調不良、見通しの持ちにくさ、活

動のしめくくりのできにくさ等が考えられる。しかし、この２校時はＢさんが安定して過ごす

ことの多い時間である。６年生のＣさんは 、発声はあるが有意味語はない。日常使う簡単な

言語指示には応じることができるが、まわりの状況を判断して理解しているところがあり、こ

とば（単語）と実物の一致は難しい。１つの課題への集中できる時間は短いので、多種の課題

に取り組んでいる。

　　　　　　 　 「ことば・かず」は、目標にも上げているとおり、ことば・かずに関する土台となる認知の

力をつけたり、コミュニケーションのスキルを身につけることをねらうとともに、学習の仕方

を学ぶ時間でもある。情報を整理して受けとめることが難しいことに配慮し、刺激を限定した

環境で、何をどれだけすればいいのかを明確にすることによって見通しを持ち安定して課題に

向かうことができると考える。そうした意味では、自立活動の内容区分「コミニュケーション」

とも関連している。また、この学習で身についた学習の仕方は他の学習にも通用するようにし

ていきたいと考える。

　　　　　　 　指導にあたっては、児童の調子や課題の内容によって、そばで一緒にする、モデルをしてみ

せる、指さす、声をかける、横で見る、後ろから見る、離れるといった具合に意図的に援助の

仕方を変える。  教師は３人の児童の間を動きながら指導にあたるため、課題の内容は、一人で

ほぼできるものを準備するが、やりとりを必要とする課題もそれぞれ取り入れていきたい。
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　　　　　ウ．学習の流れと支援のあり方

学習の内容 課題別の支援のあり方 学習の見通しの持たせ方

Ａ

①教科書を読む
②文を視写をする
③漢字の練習をする
④プリントをする

・読む場所に印を入れる
・ 字形にこだわる時は下段の余白に書かせ

る
・ 視写を中心にして、一人でできるように

する

・ 学習内容を書いたカー
ドを掲示しておく。課
題の量は本人と相談し
て決めておく。

Ｂ

①文字を書く
②カード（封筒入れ）
③ビーズひも通し
④数える
⑤貼り絵
⑥おつかい

・ラインマーカーで字を書いておく
・ 封筒を渡す時に間を取り、人を意識させる
・ 間違えたら、見本の絵を指さして知らせる
・ 数字、ドット、実物の関係をカードで示す
・ 貼る色紙に余分がないようにする
・やりとりができるよう間をとる

・ 学習内容を書いたカー
ドを掲示しておく。課
題の入った箱を順に並
べておく。

・ 一つ一つの課題の「終
わり」を明確にする。

Ｃ

①木製パズル
②ビーズひも通し
③色ビーズケース入れ
④絵と実物合わせ
⑤片づけ

・簡単なものからやることでリズムを作る
・調子に合わせてビーズの量を調整する
・実物のサイズの絵から徐々に小さくする
・ はさみ、のり等の道具をしまう場所には

写真カードを貼っておく。

・ 課題の入った箱を棚に
載 せ て 並 べ て 置 い て、
どれだけやるのか見え
るようにしておく。

・ 片づけと学習の終わり
が結びつくようにする

　　　　　エ．課題のねらいと実施方法　　名前（　Ｂ　）

貼　

り　

絵

《ねらい》２段階の作業を見通しをもって取り組む
○ 準備する物・・・作る物のパーツ、フェ

ルトペン、のり《方　法》
　はじめは顔、或いは花の絵を描いておきそこに
それぞれの部分に合ったパーツをのりで貼りつけ
ていく。自分で、顔や、花の絵が描けるようになっ
たら、「絵を描く」→「のりで貼る」という一連の
作業を一人で行う。

カ　

ー　

ド

《ねらい》文字とその意味する物、人、場所との一致 ○準備する物・・・封筒、写真カ－ド

《方　法》
　机に写真カードを並べる。封筒に書いてある文
字（物、人、場所）を見せた後、封筒を渡す。そ
れを表す写真カードを選んで封筒に入れる。

お　

つ　

か　

い

《ねらい》文字の意味する物を２～３つ覚える ○ 準備する物・・・文字カード、果物、
模型、皿

《方　法》
　カードに書いてある２～３の野菜や果物の名前
を見て、それと同じ果物模型を別の場所で選び皿
に並べる。
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　g　中学校の作業学習の指導事例

　　　q　学級の実態

　　　 　本校は，全校生 300 人余りの中学校である。その中に，知的障害学級（在籍，Ａさん・・中３男）

と情緒障害学級（在籍，Ｂさん・・中３男，Ｃさん・・中２男）の２学級がある。Ａさんは，軽度の

知的障害があるが，後でＡＤＨＤという診断をもらう。ＢさんとＣさんは，軽度の知的障害を併せも

つ自閉症の生徒である。

　　　 　Ａさんが落ち着いてきたら，一緒に学習することもできるのではないかと考えて，知的障害学級と

情緒障害学級の指導時間はそろえておいて，場所を変えて，指導していくことに決めた。総合的な学

習の時間，生活単元学習，作業学習（合わせて“アサヒタイム”と呼ぶ。）は，同じ内容の学習を組んだ。

　　　 　Ｂさんは，こだわりが強く，多動で常同行動もある生徒であったが，中学校では，多動もおさまり，

教師の指示をきちんと聞いて行動に移せるよう成長した。「こうするんだ」「こうなんだ」と自分に言

い聞かせて自ら行動できる場面も出てきた。   

　　　 　Ｃさんは，コミュニケーションはとりやすいが，こだわりは強い。明るくよくおしゃべりするので

かわいがられる。周囲の人に関心はあるが，つき合い方に苦慮している。場にそぐわない同じ質問を

繰り返す。質問が相手に通じたと思うと大変喜ぶ。特に，友だちがしかられたことや自分が失敗した

と思うことが忘れられず，何度も口にしている。

　　　 　Ａさんは，軽度の知的障害があったが，中学校入学時には，通常の学級に在籍した。しかし，机の

周りを教科書で囲み人目を避けたり，給食も一緒に食べられなくなるなど不適応を示すようになり，

中２より知的障害特殊学級に入級した。仕方なく入級したという感が本人にもあり，担任の指示には

ことごとく従わず，通常学級のＤさんを従えて反社会的行動をとった。

　　　 　以上のような状況の生徒たちである。また，無理に通常学級での交流授業は行わないこととする。

但し，学校行事などの特別活動や部活などの課外活動では交流する。

　　　w　教育課程編成にあたって

　　　　　ア　基本的な考え

　　　　　　　〇 　知的障害学級と情緒障害学級とは，合同学習も可能となるように，同じ時程の教育課  

程を組むが，指導の場を変えて，実態に応じて内容を変えて組む。

　　　　　　　〇 　基本的な一日の流れをあまり変えないようにする。１時間目は，必ず日常生活の指導  

の時間を設定し，一日の活動の見通しを十分に時間をかけて確認するようにする。３，  ４

時間目は，“アサヒタイム”とする。その他の時間は，教科別の指導にする。さらに， 終

礼時には，一日の活動の足跡を確認し，明日の活動を見通せるようにする。できるだけ，

帯状にとっていき，自主的に動ける力を養うようにする。

　　　　　　　〇 　指導の形態としては，領域・教科を合わせた，また総合した指導である総合的な学習  

の時間，生活単元学習，作業学習 （“アサヒタイム”）を中心とした指導計画を立て，  教科

別の指導をその補完として考える。

　　　　　　　〇 　総合的な学習の時間は，“アサヒタイム”のなかで年間を通して行うものとする。

　　　　　　　〇 　高等部との連携を図り，現場実習を年間３回各３日～５日とり，働くことへの意欲や  

態度を育てる。

　　　　　　　〇 　通常の学級での授業は，難しい場合は無理に行わない。授業でなく，学校行事等の特  

別活動や休憩・給食の時間や課外活動などに通常の学級の生徒との交流を促進する。校  

内よりも，市内の小中特殊学級合同学習の仲間や現場実習先などとの交流を重視する。

　　　　　　　〇 　担任以外の教師が指導する時間は，教科別の指導の時間にする。指導に来級する教師  

と連絡・調整をして，“アサヒタイム”の時間の活動を理解してもらうよう心がける。
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　　　　　イ　学級目標

　　　　　 　新学習指導要領，学校教育目標，特殊教育目標，生徒の実態を踏まえて，学級目標を設定し，

めざす生徒像を以下のようにした。

　　　　　　学級目標　　　q 自分のめあてや課題に向かって進んで取り組もう。

　　　　　　　　　　　　　 w 友だちや周りの人となかよくしよう。

　　　　　　　　　　　　　e 進んで体を鍛え，体を使って運動したり，作業したりしよう。

　　　　　　めざす生徒像　q 自分のめあてや課題に向かって主体的に取り組む生徒

　　　　　　　　　　　　　w 友だちや周囲の人となかよく活動できる生徒

　　　　　　　　　　　　　e 健康でたくましく，進んで体を鍛える生徒

　　　　　ウ　授業時間数

　　　　　エ　週時程表・・・情緒障害学級の場合

予   定   時   数
備   考 Ｂさん

（３年）
 Ｃさん

（２年）
 Ａさん

（３年）

 領域・教科を合
わせた指導

生 活 単 元 学 習   １４０    １４０   １４０ ・生活単元学習と作業学習と日常生活
指導と総合的な学習の時間を“アサ
ヒタイム " と呼ぶ。

作 業 学 習   １４０    １４０   １４０
日常生活の指導   １７５    １７５   １３０

教科別の指導

国 語   １０５    １０５   １４０ ・知的障害学級と情緒障害学級と別々
に学習する。数 学   １０５    １０５   １０５

英 語     ７０      ７０     ７０
音 楽     ５２      ５２     ３５
美 術     ５３      ５３     ３５
保 健・ 体 育     ７０      ７０     ９０

特 別 活 動 学 校 行 事 ・通常の学級と交流をする。

総 合 的 な 学 習 の 時 間     ７０      ７０     ９５
・総合的な学習の時間は，内容によっ
ては通常の学級と交流を試みる。

合　　　　計   ９８０    ９８０   ９８０

Ａ　　週
  月   火    水   木   金

１ 生活 生活 生活 生活 生活
２ * 数学 * 音楽 * 国語 * 保体 * 数学
３ 生単  生単  作業  作業  生単
４ 生単 * 保体 作業  作業 * 英語
５ * 国語 * 英語 総合 * 国語 * 美術
６ * 数学 総合 * 美術

★Ａ週 , Ｂ週を適宜に運用する。

Ｂ　　週
月 火 水 木 金

１ 生活 生活 生活 生活 生活
２ * 音楽 * 数学 * 国語 * 保体 * 国語
３ 作業  生単 作業 生単 生単
４ 作業 * 英語 作業 生単 * 英語
５ * 数学 * 保体 総合 * 国語 * 美術
６ * 音楽 総合 * 数学

＊印は，担任外の教員が学級で指導をする時間

□印は、アサヒタイムと呼んでいる。
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　　　　　カ　編成上の留意点・配慮点

　　　　　　　＊ “アサヒタイム”の活動の単元の流れは，担任がつくっていく。生徒たち自身があらかじ

め見通しをもつことは難しい。活動しながら，分かっていくように導く。まずは，流れを

つくってやることによって，自分から動き出せるように進めていく。

　　　　　 　　＊ 　やる気を起こさせるためには，終わりを見せることが大切である。 また，終わりを経  

験すると，より見通しがもて，意欲を喚起することとなる。そして，やってきたことを振

り向かせることも大切である。ここまでの歩みとして，写真や文章で掲示し，目に見える

ように絶えず評価していくと，効果的である。後ろを振り向かせることが，より主体的な

生活へと導く。

　　　　　 　　＊ 　生徒一人一人が自分一人でできるよう，補助具を用意したり，手順表を提示したりして，

できる状況をつくっていく。

　　　　　 　　＊ 　本物の体験をさせる。 作業学習で作った製品のバザーを行うことによって，社会生活の

仕組みを理解させ，楽しさや難しさを体験させる。

　　　e　展開例

　　　　　作  業  学  習  指  導  案

　　　　　a　単元名　焼杉製品作りをしよう

　　　　　s　ねらい　・ 焼杉製品の作り方を覚えて，たくさん作っていくことによってバザーをしたいと

いう目的意識を高める。

　　　　　　　　　　　・ 自分の仕事の内容を理解し正確に繰り返して，友だちといっしょに作業すること

ができる。

　　　　　　　　　　　・ 電動糸鋸，バーナー，ドリル，ペンチなどの焼杉製品作りに必要な用具の扱い方

に慣れる。

　　　　　d　単元について

　　　　　 　４月情緒障害学級の○学級の３年Ｂさんと２年Ｃさんと中学校新任担任の一年間がスタート

する。同じことの繰り返しやきちんとやらないと気がすまないＢさん，Ｃさんにとって，作業学

習を中核に据えることは有効ではないかと考えた。教室には，先輩が作って残しておいた焼杉の

カレンダー掛けがあり，日々を入れ替えることから，学級の一日が始まっていた。ところが，16

の木札が見当たらなく，困ってしまった。

　　　　　 　そこで，担任が提案し，杉板を焼いて作ることにした。担任自作の焼杉製品の看板 , コースター ,

写真立て , 鍋敷き , 壁掛け , 花台などを持って来て並べて，興味を喚起した。

　　　　　 　二人のめあてを次のように設定して，単元がスタートした。

　　　　　 　Ｂさんのめあて　・指示に従って，自分からやることがわかって自分から動こうとする。

　　　　　　　　　　　　　　 ・Ｃさんや担任の活動も少しでも意識しながら作業する。

　　　　　 　Ｃさんのめあて　・やらねばならないことを理解し，指示がなくても動くことができる。

　　　　　　　　　　　　　　 ・人とかかわって作業することを楽しむ。

　　　　　f　指導計画

　　　　　 　教師が以下のような流れを設定して，自分から動ける状況を作る。生徒たちは，活動を繰り返

していくうちに，見通しがはっきりしてきた。そして，やり遂げたことを積み上げることによっ

て，満足感や成就感を味わっていった。

　　　　　 第１次・・・【先輩たちが作った焼杉製品を僕たちも作ってみよう】　　・・・１５時間

　　　　　 第２次・・・【校長室で使ってもらう焼杉の壁掛けを作ろう】　　　　　　・・・６時間

　　　　　 第３次・・・【市の作品展に焼杉の色紙掛けや壁掛けを作って出品しよう】　 ・・６時間

　　　　　 第４次・・・【学校祭文化祭に焼杉製品バザーをしよう】　　　　　　　 ・・・１５時間

　　　　　 第５次・・・【『○○』作業所の方々に焼杉製品の作り方を教えてあげよう】　・・ ５時間

　　　　　 第６次・・・【お世話になった先生方に焼杉の掲示立てをプレゼントしよう】　 １５時間
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　　　　　g　作業工程分析

　　　　　

　　　　　h　おわりに

　　　　　 　一年間，焼杉製品作りを通してきて，Ｂさんが , 何かをする時に，「これは，何だ。」「何するんだ。」

「こうじゃない？」とことわり , 確かめて , 自分からしようとする行動が目立ち出した。恥ずかし

がりやのＣさんも，少しずつ積極的になってきた。時には，担任に教えたりすることもある。情

緒障害学級の生徒にとって，作業学習は有効であった。

作 業 の 流 れ Ｂ さ ん の 活 動 Ｃ さ ん の 活 動 教 師 の 支 援
杉板に絵を描く。 ・ 教師の絵カードによる指示を聞

いて , 型紙を選ぶ。
・ 杉板に型紙を両面テープで貼

り，なぞって絵を描く。

・ 自分の作りたい製品の型紙を選
ぶ。

・ 杉板に型紙を両面テープで貼
り，なぞって絵を描く。

・ 作業工程を記した絵カードを用
意して示す。

・ さまざまな形の型紙を用意す
る。

線に沿って，電動
糸鋸で切る。

・ 初めは，教師に手をそえても
らって一緒に切ってみる。

・ やり方が分かったら，自分一人
で，線からはみ出さないように
注意して切る。

・ 切り抜いた板を種類ごとに重ね
て置く。

・ Ｃさんや教師の仕上がりを確か
める。

・ 初めは，教師に手をそえても
らって一緒に切ってみる。

・ 怖がらないで自分で電動糸鋸の
スイッチを入れたり止めたりし
て，自分一人で切れるようにな
る。

・ 糸鋸の歯が折れたり，線からは
み出してしまったら，教師を呼
んで，歯を替えてもらったり，
直してもらったりする。

・ 切り抜いた板を種類ごとに重ね
て置く。

・ Ｂさんや教師の仕上がりも確か
めることができる。

・ 線をマジックでなぞって，はっ
きりさせておく。

・ 　　　 の 中 を く り 抜 く 時 に
　　　　 は キ リ で 四 隅 に 穴 を
　 開けておく。その穴に歯を通

すよう援助する。
・ 教師も，Ｃさんの手助けをする

他は共に作業をする。
・ 出来上がった板を並べさせるこ

とによって，見通しをもたせる
と共に，満足感を味わわせる。

バーナーで焼く。 ・ Ｃさんの言葉かけに応じ , 軍手
をはめて，バーナーで焼く場所
に切った杉板をＣさんと持って
行く。

・ 火傷をしないよう注意して，全
体が黒くなるように隅々までき
れいにていねいに焼く。

・ Ｃさんが切った杉板でも気にせ
ずに焼くことができる。

・ バーナーの点火の仕方やボンベ
の入れ替えの仕方を覚え，一人
でできるようになる。

・ 切った杉板が 10 枚以上たまっ
たらＢさんに「バーナーで焼こ
う。」と誘う。

・ 軍手をはめ , バー ナーで焼く場
所に切った杉板を持って行く。

・ 火傷をしないよう注意して，全
体が黒くなるように隅々までき
れいにていねいに焼く。

・ バーナーの点火の仕方やボンベ
の入れ替えの仕方に慣れ，なる
べく一人でできるようにする。

・ バケツに水を入れてセットして
おき，バーナーで焼く場所を固
定する。

・ バーナーの点火の仕方やボン
ベの入れ替えの仕方に慣れさ
せ，一人でもできるようにする。

・ 火傷をしないよう注意して見守
る。

・ バ ー ナ ー の 火 力 を 調 節 し た
り，二人が焼き上がった杉板を
点検し仕上げをする。

炭をきれいに洗い
流す。

・ Ｃさんの言葉かけに応じて，火
がついていないことを確かめ
て，焼き終えた杉板を洗い場ま
で持って行き，水道の水を流し
てブラシで炭を落とす。

・ 炭を落としたら，古タオルで拭
いて，並べる。

・ 焼き終えたら，Ｂさんに「持 
って行こう。」と誘い，火がつ
いていないことを確かめて，焼
き終えた杉板を洗い場まで持っ
て行く。

・ 水道の水を流して，ブラシで炭
をていねいにきれいに落とす。

・ 炭を落としたら，古タオルでて
いねいに拭いて，Ｂさんと共に
並べる。

・ 黒光のある所に炭が残っている
ことを伝え，ブラシか古タオル
で擦って見せ，なるべくきれい
に炭を落とさせる。

・ 木 が 乾 燥 し て 反 ら な い よ う
に，二人が並べた炭落としが
すんだ板の上に重しを置いてお
く。

鎖やタイルやコル
クや切り文字など
の飾りをつけて製
品を組み立てる。

・ 絵カードや実物で自分のする作
業内容を理解して鎖つけやタイ
ル貼りやコルク貼りなど，自分
でする。

・ 鎖，タイル，コルク，段ボール
紙，プラスチックフィルムなど
の材料やボンド，ラジオペンチ，
ネジ，キリなどの用具の使い方
に慣れる。

・ 出来上がった製品を箱に詰めな
がら，満足感を味わいバザーへ
の意欲を高める。

・ 絵カードや実物で作業内容を理
解して，鎖つけやタイル貼りや
コルク貼りなど，できるところ
は自分でていねいにする。

・ 難しい所は，教師の手助けを頼
んでする。

・ 鎖，タイル，コルク，段ボール
紙，プラスチックフィルムなど
の材料やボンド，ラジオペンチ，
ネジ，キリなどの用具の使い方
に慣れる。

・ 出来上がった製品を箱に詰めな
がら，満足感を味わいバザーへ
の意欲を高める。

・ 用途によって作業が異なるの
で，絵カードや実物を示し作業
内容を理解させる。

・ Ｃさんは，手先がうまく動きに
くいので，難しいこともある。
あらかじめＣさん自身にその
ことを伝えておき，手伝っても
らっていいということを納得さ
せる。

・ Ｂさんは，手先が器用でとても
きれいに仕上げることができる
が，作業の途中で自分の世界に
入り込んでしまい，作業が止ま
ることがある。「今日は，ここ
までするんだよ。そしたら，終
わりだよ。」と視覚で捉えさせ，
納得させる。
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13．肢体不自由学級の実践事例

　a　学級の概要

　　 　本校には，肢体不自由学級に２年生の女子（Ｏさん），情緒障害学級に１年生の男子（Ｎさん）が在

籍している。そして，合同の朝の会や生活単元学習を一緒に行い，お互いにかかわり合いながら学習し

ている。通常学級との交流についても，教科や行事を通して進めている。肢体不自由学級のＯさんの実

態については下記の通りである。　

　　　・ 左の手足に麻痺がある。そのため，必要に応じて衣服の着脱・食事・作業等で介助が必要である。また，

はさみや包丁等を使用し，両手を使う作業に対して困難さがある。しかし，走ったり跳んだりすること

や遊びの中で体を動かすことは大好きである。

　　　・ 基本的な生活習慣はほぼ身についており，左足に装具をつけ自分で歩行もできる。階段については，

手すりを利用して一人でゆっくりと昇降することができる。

　　　・ 毎週１回医療機関に通い，１時間程度のリハビリを受けている。

　　　 ・ 集団での生活経験や語彙量の少なさ，緊張しがちであることからコミュニケーションに困難な面が

あるが，慣れた人に対しては自分を少しずつ表現できる。

　　　・知的障害も合わせ持っており，見通しを持つことが困難である。

　s　教育課程の編成 にあたって                                                

　　ア．目標から　　　　　　　　　　

    　　　学習指導要領，学校教育目標，特殊教育の目標，児童の実態を踏まえて，学級目標を設定した。

　　　　　学級の教育目標

　　

具体目標　　　ア，せいいっぱい取り組む子ども

　　　　　　　イ，やさしい心で，なかよくできる子ども

　　　　　　　ウ，元気に体を動かす子ども

　　　　　　　エ，地域や自然に親しむ子ども

　　　　　　　　　　　　　  

　　　 　自主的，主体的に生活できるようになるために，学校生活や地域の中でいろいろな体験を積み重ね，

満足感や成就感を味わうことを通して，自分に自信を持つようになってほしい。そして，いろいろな

人とのかかわりを広げていく中で，障害を受けとめながら，自分を表現したり相手を受けとめる力を

高めていくことを願っている。また，たくましく豊かに生きる力を育てるために，主として，生活単

元学習や自立活動などの領域・教科を合わせた指導において，経験を重視した活動を工夫するように

している。

　　　　〇自立活動を取り入れ，障害に負けない体や心を育てる

　　　　　・ 医療機関からのリハビリメニューや朝の活動等を実施し，体力の維持・向上を図る。

　　　　　・自分の体について前向きに受けとめ，生活の中での健康管理や自己管理ができる。

　　　　〇コミュニケーションの力を育てる 

　　　　　・ 生活単元学習や，町主催の療育活動への参加，町内の特殊学級との合同学習を通し，地域の施

設や自然，たくさんの人たちとかかわる機会を多く持つようにする。楽しく活動する中で，地

域のよさに触れさせたり，人とのかかわりを広げたりして社会性を育てる。
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　　イ．週時数・年間計画

　　　

教科別，領域別指導 国語、生活科、算数、音楽 
図工 
特別活動（学校行事、児童会） 

領域・教科を合わせた指導 生活単元学習、日常生活の指導 
自立活動 

学　年 

総時数（週時数） 

２　年 

840（24） 

学　年 

教科・領域 

２　年 

年時数 

140 

105 

140 

70 

35

国　語 

生活科 

算　数 

音　楽 

図　工 

週時数 

４ 

３（単元交流） 

４ 

２（交流） 

１ 

教
科
・
特
別
活
動 

月 

１ 

２ 

３ 

日常生活 

自立活動 

日常生活 

自立活動 

日常生活 

自立活動 

日常生活 

自立活動 

日常生活 

自立活動 

国　語 

音　楽 

給　食 ・清　掃 

火 

算　数 

生活単元 

水 

算　数 

生活単元 

木 

国　語 

生活単元 

金 

生活科 

生活科 

４ 生活科 生活単元 生活単元 算　数 算　数 

５  国　語 国　語 音　楽 図　工 

２　年 

年時数 

175 

87.5 

87.5

学　年 

 

生活単元学習 

常生活の指導 

自立活動 

週時数 

５ 

2.5 

2.5

学校行事 34 児童会 17

教科別，領域別指導 

週時程表 

＊朝の活動 
　８：15～８：25 
  （読書タイムか朝マラソン） 
 
　 ８：25～８：40 
  （各学級扱い） 
 
＊１ 校 時 
　８：45～９：05 
 　（合同朝の会） 
　９：05～９：30 
   （ 自立活動 ） 
 
＊月曜日の午後 
　医療機関でのリハビリ 

領域・教科を合わせた指導 

　　ウ．留意点

　　　・ 肢体不自由の特殊学級に入級してくる児童の障害の実態はさまざまで，車いすや装具の必要な子ど

も，知的障害等を合わせ持つ子どもなど，重度重複化や多様化の状況がある。一人一人のニーズに

応じた教育支援が求められている。子どもの実態をしっかりと捉え，医療機関や専門機関との連携

を図りながら教育課程を組み立て，適切な支援をしていくことが大切である。また，肢体不自由養

護学校の例も参考にできる。　（第１章第２節Ⅱ，第２章第１節，第３節参照）

                                                    

    　　　〇  知的障害を伴わない場合・・・・・通常学級に準じた教育課程を編成することになる。 しかしす

べての教科等を通常の学級で指導するのではなく、障害の実態に合わせ，児童のニーズに応じ

て特殊学級での取り組みも入れていく必 要がある。通常学級での学習においては，周囲の児童

に対して理解や協力を求めたりすることが多くあり，いろいろな面でのきめ細かな指導や配慮

が大切である。
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    　　　〇 重複障害を持つ場合・・・・・医療機関や専門機関との連携を図りながら，児童の特性をよく踏

まえ，教育課程を編成することが大切である。肢体不自由養護学校の教育課程を参考にしながら，

教科領域合わせた指導等を取り入れるなどして，ニーズに合わせて編成を行う。通常学級での交

流学習を行う教科や時間については，学級や児童の実態から無理のないよう に適切に設定する。

　d　実　践　例

　　ア．自立活動・・・ ５つの柱22項目の中から必要と思われる項目を選択し，それにかかわる内容を決め

て行っている。指導を受けている医療機関からの指示によるリハビリのメニューも

合わせて取り入れ実施している。

　　　

　児童の実態

内　　容 児　童　の　様　子

１，健康の保持
・偏食があり，食べるのに時間がかかる。

・薬を一日２回，服用している。

２，心理的な安定
・ほぼ安定しているが，場によって緊張することがある。

・指示は分かるが，自分から動き出すまでに時間がかかる。

３，環境の把握
・位置関係や物の形を把握することが困難である。

・時間や日にち，場所に対しての認識する力が不十分である。

４，身体の動き

・関節が硬く体に緊張がある。麻痺のため左手足に力が入らない。

・体のバランスが悪く転びやすい。体部分の認知が不十分である。

・左足に装具を着用している。

５，コミュニケーション
・言葉の発音がはっきりしない面や小さい声になりがちである。

・相手の言うことを理解しながら，言葉によってやりとりすることが困難である。

 　

  

 

【前半】 指導を受けている医療機関から

の指示によるリハビリメニュー

　　　（項目ごとに２種類程度選択）

〈１〉手・足首を柔らかくする。

　　〇しゃがみ　〇かかとの腱を伸長

　　〇万歳、ぶら下がり

〈２〉年令に伴う運動発達の促進

    　バランスを取りやすくする。

　　〇片足立ち　〇棒またぎ

　　〇けんけん　〇直立歩行

〈３〉側わん予防のための姿勢・運動

　　〇バタ足・背筋

　　〇四つ這いで右回り

　　〇バランスボード

【後半】 楽しめるメニューを取り入れて，  実施している。

１学期 ２学期 ３学期

○遊具遊び

　ぶらんこ

　丸木橋

　タイヤの山

○風船バレー

○リズム運動

○室内サッカー

○ままごと遊び

○着せ替え人形

○かくれんぼ

○ メガ・ボ ー ル を

使って

○自転車乗り

○しゃぼんだま

○ 体育会に向けて

　リレー

　玉いれ

　キャタピラ

　ダンス

○リズム運動

○室内サッカー

○ごっこ遊び

　おにごっこ

　だるまさんころんだ

○ メガ・ボ ー ル を

使って

○自転車乗り

○室内ゲーム

　まりつき

　的当て

　風船バレー

○室内サッカー

○ごっこ遊び

　おにごっこ

　だるまさんころんだ

○ メガ・ボ ー ル を

使って

○自転車乗り

○しゃぼんだま

a
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　　イ．生活単元学習【校内の情緒障害学級との合同学習の実践か

ら】

　　　ａ． 「牛乳パックを使って紙作りにチャレンジ！」の取り組

み

　　　　 　地域にある自然館で紙すきを教えておられる指導員さん

に，直接作り方を教えてもらい，牛乳パックから紙ができ

ることを知り興味を持った。そして，学校に帰って自分た

ちが使うはがき作りを行った。

　　　　 　そのはがきを使って，家族や町内，交流学級の友だちに

年賀状を出した。返事をたくさんもらって，とても嬉しそ

うだった。 その後，大きなすき枠を使ってカレンダー用の

紙作りに挑戦した。共に協力して作る中で，二人の子ども

たちがお互いに相手のことを思って手伝ったり，待ったり

する事や譲り合ったりすることができるようになった。

　　　　 　一緒に活動を繰り返すことを通して，相手のできること

や難しいこと，作業のペースなどを理解していくことがで

きた。

　　　　 　また，作りたい紙の模様や色など，自分で工夫したり決

定したりすることを通して，自分の考えを伝えることもで

きた。

　　　　 　最後に，紙作りの活動を家族や交流学年の友だちに教

え，一緒にはがき作りを行った。お母さん方からは，とて

も楽しかったとほめてもらうことができた。また，友だち

の前で作り方や注意することなどを，がんばって伝えるこ

とができ，大きな自信につながった。後から「すてきなは

がきができて，とても楽しかったよ。」「もっとたくさん作

らせてほしかったよ。」などの言葉をかけてもらい，とて

も喜んでいた。

      

 

　　　ｂ ．その子のための教材・教具，補助用具の工夫と活用につい

て

　　　　 　いろいろな活動や作業での困難さを抱える児童に対し

て，少しでも自分の力でやれるという自信につなげるため

にも，一人一人に適した教材や補助用具，情報機器等を考

え用意したい。

　　　　 　麻痺によって，左手で牛乳パックを持ちにくく，うま

く切れないＯさんに対して，右の写真のような補助用具を

作ってみた。教師が手伝うこともあるが，補助用具を使っ

て休憩時間に自分から進んで切っている意欲的な姿も見る

ことができた。

二人で協力して紙作り

お母さんと一緒にはがき作り

交流学級の友だちに教えながら一緒
にはがき作り

補助用具を利用しパックを切るとこ
ろ
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14．病弱（院内学級）の指導事例
　a　学級の実態

　　 　院内学級の場合，一人一人の入級時期や入院期間，病状が違うため，日々学級の人数や状況に変化が

あり，学級の実態も常に変化している。

　s　教育課程の編成にあたって

　　ア．基本的な考え方

　　　ａ ．時間割や生活時程（基本の型）については，年度当初，病院スタッフと十分相談して決める。各

児童の教育内容について，特に実技，実験，院外活動，調理実習，行事への参加については，児童

の病状や治療内容によって，活動制限や食事制限があるので，主治医，看護師長，校長，保護者と

の協議の上，理解・協力を得て実施するようにする。また，頻繁に主治医や看護師長と連絡を取り

合いながら指導にあたる。

　　　ｂ ．院内学級は，市町村が病院内に設置した特殊学級の一つなので，一人一人の病状や学年段階に応

じた特別の教育課程を編成する。各教科等のそれぞれの時間数は実態に応じて弾力的に考えてよい

ことになっている。また，「自立活動」を取り入れてもよいことになっている。詳しくは，教育委

員会発行の「院内学級運営の手引き」や病弱養護学校の教育課程も参考にできる。（第２章第１節

と３節及び第３章第２節８参照）

　　　ｃ．基礎的な学力の定着を図る

　　　　・ 基礎的な学力の定着を図ることを目標に，国語，算数を中心に学習内容が習得できるようにする。

理科の実験や社会の見学体験等は病状により制限が加わる場合もあるが，退院後，前籍校の学習

にスムーズに参加できるように，また，学習への不安を軽減するために，できるだけどの教科も

組み入れていく。

　　　ｄ．「自立活動」の設定

　　　　　次のようなねらいで「自立活動」を設定する。

　　　　・ 自分の病気やけがの状態を知り，健康管理について考え，実際に生活の自己管理ができるように

すること。

　　　　・病気や入院生活から生じる不安や欲求不満などを和らげ，情緒の安定を図ること。

　　　　・ 学級の友だちやさまざまな人とかかわり合う活動を通して，共に学ぶ楽しさを感じ，進んでいろ

いろな人と関わろうとする気持ちを育てること。

　　イ． 時数・年間計画

　　　ａ ．週時数

　　　　

　各学年における各教科等週時間数　　　　（基本の型）

学年
国　

語

社　

会

算　

数

理　

科

生　

活

音　

楽

図　

工

家　

庭

学　

活

道　

徳

自　

活

総　

合
合　計

１．２年 ７ ４ ３ １ ２ １ １ １ 20

３．４年 ６ １ ４ ２ １ ２ １ １ １ １ 20

５．６年 ５ １ ４ ２ １ ２ １ １ １ １ １ 20

※「自活」とは，自立活動の略

※「総合」とは，総合的な学習の時間の略
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　　　ｂ．年間指導計画　　　【別紙】

　　　　

　　　ｃ．時間割と生活時程表

　　　　

　（基本の型）

時　間 月 火 水 木 金

9:20～9:30 朝　　の　　会

１ 9:30～10:15 国 国 国 算 算

10:15～10:35 お　や　つ　タ　イ　ム

２ 10:35～11:20 生／理 国／家 書 図 国

３ 11:30～12:15 生／理 道 生／社 図 国／総

12:15～13:50 ラ　ン　チ　タ　イ　ム

４ 13:50～14:35 学 算 算 自立活動 音

14:35～14:45 帰　り　の　会

　　　　・ 教室に通えない状態の子どもは，担任が３時以降に，（火）から（金）までの午後１時間程度，

病室の方へ訪問して指導する。（ベットサイド学習）指導内容については，子どもの実態に合わせ，

その時に必要な学習を計画して指導する。

　　　　・ 在籍児が全てベットサイド学習を必要とする場合には，一人につき１時間以上の学習ができるよ

うに時間割や生活時程表を変更し，１時間目からベットサイド学習を行う。

　　　　・ 病気の状況によっては，遅れて来る場合や早く帰る場合があり，時間割通りに全て学習しない場

合もある。

　　ウ．指導上の配慮事項

　　　・ 一人一人の入級時期や入院期間，病状が違い，日々学級の人数や実態が変化するため，指導計画通

りにはいかないことがある。児童数が増えたり全学年の児童が一度に学習したりする場合は，時間

割通りの指導が一人の担任では困難になるため，時間割等にとらわれず，弾力的に運用していくこ

ともある。その場合には，看護師長と充分相談して決める。

　　　・ 充実した指導ができるように，担任以外に TT として他の教員にも指導に入ってもらう。（年度当初，

校内体制として組織する）

　　　・ 子どもたちは病気や入院生活，学習に対する不安，前籍校の友だちと離れていることに対する不安

が強く，学習に対して意欲がわかない場合もある。子どもの気持ちや思いを大切にしながら，前籍

校との連絡（電話，メール，ファックス）を密にし，学習進度状況等について情報を提供してもらっ

たり，院内学級での様子を知らせたりして，精神的な安定を図りながらスムーズに復帰できるよう

に配慮する。また，子どもの病状によっては，前籍校の行事にも参加することもできる。その場合

には，主治医，看護師長，校長，保護者との協議の上，理解・協力を得て実施するようにする。

　　　・ 学習時間以外にも子どもたちと話す機会を多くもち，子どもたちの抱えている不安（病気や学習な

ど）や悩みごと（病室内の人間関係など）が相談できる関係を築き，安定した気持ちで生活できる
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ように，主治医や看護師と情報交換しながら，共通理解して接する。

　　　・ 保護者が来院した際には学級での様子を自由に見てもらったり，日々の様子を知らせたりして（学

級だよりや連絡帳等），懇談の機会を多くもつように配慮する。また，保護者の抱えているさまざ

まな不安や悩みごとについても，気軽に話せるような良好な関係を築くように努力する。

　　　※詳しくは，教育委員会発行の「院内学級運営の手引き」参照

　d　実践事例

　　ア．「ともだち元気ショップ」の取り組み

　　　 　病気に真っ向から立ち向かい，学習にも生活にも前

向きにがんばっている子どもたちだが，入院生活の中

で，自分の病気や学習に対する不安やさまざまなスト

レスを抱えて生活している。そのような子どもたちに

「見通しを持って生き生きと生活させたい」「一つのこ

とをやり遂げた達成感を味わわせたい」，また，人と

の交流の少ない病院生活の中で「より多くの人とのふ

れあいをもたせたい」と願い，学期に一回，お店の活

動（引換券で手作りの作品と交換できるお店）をして

きた。初めは自分たちだけでスタートしたが，「Ｔ学

級（Ｎ中学校院内学級）」や訪問教育を受けている「Ｏ養護学校」や「Ｓ養護学校」のみんなとの活

動に広がってきた。

　　　 　作品は，その時期に入院している子どもたちの実態やその季節にあう物を，図工，自立活動の時間

で少しずつ準備してきた。押し花の作品作りの時には，外部の講師の方に作り方を教えていただき，

保護者の方も参加して親子で作品作りを楽しんだ。作

品以外に遊びのお店も楽しんでもらいたいと，「スト

ラックアウト」や「輪投げ」のゲームを自分たちで作っ

た子どもたちもいた。

　　　 　お客さんは，主治医の先生，看護師さん，患者さん，

患者さんの家族の方，掃除に来てくださる方や業者の

人たち，院内学級設置校の教職員等で，多い時で 100

人ぐらいのお客さんが来られた。病院という場所だか

らこそ，子どもたちの姿や明るさが心に響いたのだと

たくさんの方々に言われた。お客さんと応対しながら，

どの子どもたちの顔も達成感にあふれていた。この活

動を通して，子どもたちはたくさんの方と出会い，たくさんの方に支えられていることを実感したよ

うに思う。そして，病院における院内学級の役割の大きさを

改めて感じた活動になった。

イ．「Ｔ学級」（Ｎ中学校の院内学級）との合同学習

　　病院内にある「Ｔ学級」とは，さまざまな活動を合同で

行ってきた。調理活動，ガラスペイント，クリスマス会の

合奏，ともだち元気ショップ，ALT さんとの活動等，合同

で行うことで，上学年が下学年を思いやる姿や一人一人が

意欲的に活動する姿が多く見られた。人数が増えることで

活気づき，より楽しく活動できたように思う。

お店の様子

卓上カレンダー

押し花の作品作り
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　　　〈ALT さんとなかよくなろう〉の取り組み

　　　 　１学期までは，Ｐさん（ロンドン），２学期からは，

Ｍさん（カナダ）やＮさん（ニュージーランド）に，

それぞれの国のことばや様子，遊び，食べ物などを写

真や資料を使って教えていただいたり，一緒に作って

みたりする活動を行ってきた。子どもたちは事前にコ

ンピュータや本でそれぞれの国の様子を調べたり，疑

問に思ったことをまとめたり，英語のあいさつの練

習をしたりした。実際にいろいろな話を聞いて，日本

と外国の違いや，外国の中でもそれぞれの国によって

大きく違いがあることに子どもたちはとても驚いてい

た。初めは，照れくさそうにしていた子どもたちも回

を重ねるごとに，次に会える日を心待ちにするほどになった。

ウ．病院内であることを取り入れた教科学習

　〈５年国語「新聞作り」の取り組み〉

　 　国語の学習で , 自分の考えた内容を新聞にまとめる学習

をした。院内学級ならではの新聞作りをめざし，「入院し

ているからわかることや感じたことを記事にしよう」と取

り組んだ。T さん（眼科疾患）は，「目のしくみ」「目の病気」「病

院の食事」について記事にしたいと，主治医の眼科の先生

にインタビューをして記事にまとめた。主治医の先生も「目

のことを記事にするのは難しいね。図でまとめてみるか。」

などと絵を描いて T さんが理解できるように丁寧に教えて

くださった。T さんは自分の病気の「目」のことがとても

知りたかったので，この学習を通して少し「目」のことが

理解でき，安心したようだった。
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年
（

１
～

６
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 
◇

お
話

と
親

し
も

う
（

絵
本

の
読

み
聞

か
せ

、
ス

ト
ー

リ
ー

テ
リ

ン
グ

等
）

 

◇
各

児
童

の
該

当
学

年
（

１
～

６
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 

◇
3～

６
年

生
の

各
児

童
の

該
当

学
年

（
３

～
６

年
生

）
の

教
育

課
程

に
よ

る
 

◇
3～

６
年

生
の

各
児

童
の

該
当

学
年

（
３

～
６

年
生

）
の

教
育

課
程

に
よ

る
 

◇
１

，
２

年
生

の
各

児
童

の
該

当
学

年
（

１
，

２
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 

◇
各

児
童

の
該

当
学

年
（

１
～

６
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 
◇

ガ
ラ

ス
ペ

イ
ン

ト
を

し
よ

う
（

各
学

期
に

一
回

）
　

　
　

　
◇

と
も

だ
ち

元
気

家
　

庭
　

科
 

◇
５

，
６

年
生

の
各

児
童

の
該

当
学

年
（

５
．

６
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 

◇
各

児
童

の
該

当
学

年
（

１
～

６
年

生
）

の
教

育
課

程
に

よ
る

 
◇

ク
リ

ス
マ

ス
会

で
歌

を
歌

っ
た

り
、

合
奏

し
た

り
し

よ
う

（
12

月
）

 

Ｔ
学

級
 

（
Ｎ

中
院

内
 

学
級

） 

Ｏ
養

護
 

学
校

等
 

入
学

式
 

始
業

式
 

始
業

式
 

運
動

会
 

卒
業

式
 

修
了

式
 

く
え

び
こ

祭
 

（
医

大
学

園
祭

）
 

演
劇

鑑
賞

教
室

 
終

業
式

 

た
な

ば
た

会
 

学
習

発
表

会
 

ク
リ

ス
マ

ス
会

 

始
業

式
 

終
業

式
 

ま
め

ま
き

 

５
月

 
６

月
 

７
月

 
９

月
 

10
月

 
11

月
 

12
月

 
１

月
 

２
月

 
３

月
 

＜
A

LT
さ

ん
と

な
か

よ
く

な
ろ

う
＞

 
・

A
LT

さ
ん

の
出

身
の

ロ
ン

ド
ン

、
カ

ナ
ダ

、
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
な

ど
の

国
の

様
子

、
こ

と
ば

、
あ

い
さ

つ
、

遊
び

、
食

べ
物

な
ど

を
教

え
て

も
ら

お
う

。
 

◇
調

理
活

動
を

し
よ

う
（

ち
ま

き
作

り
、

誕
生

ケ
ー

キ
作

り
、

ク
ッ

キ
ー

作
り

等
）

　
　

◇
ガ

ラ
ス

ペ
イ

ン
ト

を
し

よ
う

　
　

　
◇

ク
リ

ス
マ

ス
会

に
参

加
し

よ
う

（
12

月
）

 

〈
A

LT
さ

ん
の

国
や

他
の

外
国

の
こ

と
に

つ
い

て
調

べ
て

み
よ

う
〉

　
 

◇
パ

ソ
コ

ン
や

本
で

調
べ

よ
う

　
◇

A
LT

さ
ん

に
国

の
様

子
、

こ
と

ば
、

あ
い

さ
つ

、
遊

び
、

な
ど

を
教

え
て

も
ら

お
う

 
◇

A
LT

さ
ん

と
一

緒
に

A
LT

さ
ん

の
国

の
食

べ
物

を
作

っ
て

み
よ

う
 

〈
病

院
の

ひ
み

つ
を

さ
ぐ

ろ
う

〉
 

◇
病

院
の

ご
み

は
ど

う
す

る
の

か
な

？
　

　
◇

病
院

食
は

ど
こ

で
ど

の
よ

う
し

て
作

ら
れ

て
い

る
の

か
な

？
　

　
◇

病
院

で
は

ど
ん

な
人

が
働

い
て

い
る

の
か

な
？

 

行 　 　 事  

と
も

だ
ち

元
気

シ
ョ

ッ
プ

を
し

よ
う

①
 

と
も

だ
ち

元
気

シ
ョ

ッ
プ

を
し

よ
う

②
 

と
も

だ
ち

元
気

シ
ョ

ッ
プ

を
し

よ
う

③
 

〈
お

店
を

開
い

て
、

病
院

内
の

様
々

な
人

た
ち

（
患

者
さ

ん
や

そ
の

家
族

の
方

、
病

院
の

先
生

や
看

護
師

、
病

院
で

働
い

て
い

る
方

）
と

ふ
れ

あ
お

う
〉

 

◇
調

理
活

動
を

し
よ

う
（

ち
ま

き
作

り
、

誕
生

ケ
ー

キ
作

り
、

ク
ッ

キ
ー

作
り

等
）

　
　

　
◇

製
作

活
動

を
し

よ
う

（
オ

ー
ブ

ン
粘

土
、

ビ
ー

ズ
、

押
し

花
製

作
等

）
 

と
も

だ
ち

元
気

シ
ョ

ッ
プ

を
 

し
よ

う
①

 
と

も
だ

ち
元

気
シ

ョ
ッ

プ
を

 
し

よ
う

②
 

と
も

だ
ち

元
気

シ
ョ

ッ
プ

を
 

し
よ

う
③

 

病
弱

（
院

内
）

学
級
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15．難聴学級の指導事例

a　学級の実態

　本学級は、６年生のＡさん一人である。Ａさんは補聴器両耳装用で 50dB ぐらいの音に反応でき、知的な

遅れは見られない。コミュニケーションは、口話にあわせ手話や指文字・筆記等の補助手段を用いて行う。

友だちが大好きで、共に行動したがる。本児や保護者のニーズは、以下の３点で、それをふまえて重点目標

を定めた。

　　　・できるだけみんなと一緒に活動させてほしい…交流教室の充実

　　　・基礎学力をつけてほしい… 交流学習でのわかりやすい指示及び事前事後の補充。国語・算数等、個

別の課題に合わせたわかる授業の実践

　　　・コミュニケーション能力を高めてほしい…補助手段の獲得、周りへの理解教育の推進

s　教育課程の編成にあたって

　ア．基本的な考え方

　　　①　本人や保護者のニーズを把握し、それを取り入れた教育課程にする。

　　　②　目に見えることが生活の場を広げるので、できるだけ交流教育を推進する。交流学習では、Ｔ .

Ｔや事前事後の補充でわかる内容に努める。また、個別学習ではその子の学習課題に合った内容を

実践し、基礎学力の定着を図る。

　　　③　コミュニケーションは相互の関係で成り立つので、互いに理解しあえるように、本児のみならず

周りの児童にもコミュニケーション手段を獲得する学習の場を確保する。

　　　④　発音・聴能などは専門の先生の指示や機器が必要な時もあるので、専門諸機関（ろう学校など）

での指導が受けれるように時間を確保する。

　イ．年間計画（次ページ）・週時数

週時数 （６年時） 
 各教科 

難聴学級 

１学期 
２学期 
３学期 
年時数 

国

語

 

社

会
 

算

数

 
理

科

 

生

活

 

音

楽

 

図

工

 

家

庭

 

体

育

 

道

徳

 

特
別
活
動 

総

合

 

自
立
活
動 

総
授
業
時
数 

  5 3 4 3  1 2 2 3 1 1 3 1 29

 5 3 4 3  1 1 1 3 1 1 4 1 28
 6 3 4 2  1 2 2 2 1 1 2 2 28
 184 105 140 96  35 56 56 96 35 35 110 44   992

 各教科 

交流学級 

１学期 
２学期 
３学期 
年時数 

国

語

 

社

会

 

算

数

 

理

科

 

生

活

 

音

楽

 

図

工

 

家

庭

 

体

育

 

道

徳

 

特
別
活
動 

総

合

 

総
授
業
時
数 

  5 3 4 3  2 2 2 3 1 1 3 29

 5 3 5 3  1 1 1 3 1 1 4 28
 6 3 5 2  2 2 2 2 1 1 2 28
 184 105 163 96  56 56 56 96 35 35 110   992

・年間35週として、１学期は12週、２学期は14週、３学期は９週として計算。 

 

　ウ．留意点

　　　・週時数表 よる自立活動の時間を抽出した。

　　　・時間割表の の教科は、交流学習。

　　　・月１～２回、火曜日の午後はろう学校で教育相談を受ける。

　　　・朝礼、終礼、給食は交流学級で行う。

　　　・１時間目は補聴器の管理や子どもの様子を知るためにもできれば個別学習の教科を入れると良い。

　　　

（自立活動２時間 ６年生時の例） 

 

 月 火 水 木 金 

 国語 算数 国語 国語 国語 

 算数 国語 理科 算数 算数 

 社会 書き方 図工 音楽 体育 

 体育 家庭科 図工 自立活動 社会 

 理科 自立活動 総合 家庭科 総合 

  道徳 クラブ 社会 学活 

１

２ 

３

４

５

６ 

 

時間割Ⅰ 

帯自立活動にした場合 
（自立活動３時間 ３年生時の例） 

 月 火 水 木 金 

 国語 算数 算数 国語 国語 

帯自立活動（10分間） 

 算数 国語 音楽 算数 算数 

 理科 図工 体育 体育 自立活動 

 社会 図工 社会 理科 理科 

 体育 自立活動 書き方 社会 学活 

  道徳 

１

２ 

３

４

５

６ 

時間割Ⅱ 



－224 － －225 －

学
級

年
間

計
画

 

４
 

３
 

５
 

６
 

７
 

９
 

1
0

1
1

1
2

１
 

２
 

学
校

行
事

 始
業

式
 

入
学

式
 

イ
チ

ゴ
作

り
 

 中
学

校
見

学
 

ろ
う

学
校

通
級

指
導

（
発

音
・

言
語

）
 

（
聴

力
検

査
）

 

行
事

の
こ

と
ば

（
言

語
・

発
音

・
聞

き
取

り
）

 

同
学

年
の

年
間

計
画

と
同

様
 

詩「
ふ

し
ぎ

」
 

「
よ

か
っ

た
な

あ
」

 

国
語

辞
典

を
使

お
う

 

身
近

な
漢

字
 

鼓
笛

 
鼓

笛
 

さ
ん

ぽ
 

あ
わ

て
ん

ぼ
う

の
サ

ン
タ

ク
ロ

ー
ス

 

卒
業

式
の

歌
 

校
歌

 

  鼓
笛

引
継

ぎ
 

説
明

文
 

「
ヤ

ド
カ

リ
と

イ

ソ
ギ

ン
チ

ャ
ク

」
 

ふ
れ

あ
い

運
動

会
 

家
庭

訪
問

 

市
陸

上
　

田
植

え
 プ

ー
ル

開
始

 
児

童
集

会
 

終
業

式
 

始
業

式
 

修
学

旅
行

 

町
民

体
育

大
会

 

物
語

文
 

「
佐

々
木

貞
子

さ
ん

」
 

修
学

旅
行

の
作

文
 説

明
文

 

「
森

林
の

お
く

り
も

の
」

 

物
語

文
 

「
黄

色
い

ボ
ー

ル
」

 

文
集

作
り

 

お
別

れ
会

の
手

紙
 

お
話

発
表

会
 

 補
聴

器
に

つ
い

て
説

明
し

よ
う

 

イ
チ

ゴ
パ

ー
テ

ィ
 

学
級

指
導

 

（
聴

力
検

査
）

 

お
話

発
表

会
 

通
級

指
導

 

（
聴

力
検

査
）

 

お
話

発
表

会
 

 球
技

大
会

 

稲
刈

り
 

ド
リ

ー
ム

フ
ェ

ス
タ

 

児
童

集
会

 

終
業

式
 

始
業

式
 

と
ん

ど
さ

ん
 

ふ
れ

あ
い

広
場

 

（
作

品
展

）
 

１
年

間
の

ま
と

め
 

お
別

れ
会

 

あ
り

が
と

う
集

会
 

卒
業

式
 

遠
足

 

     中
学

校
見

学
 

物
語

文
 

「
ち

か
い

」
 

運
動

会
 

運
動

会
の

応
援

歌
 

田
植

え
歌

 

国
語

 

音
楽

 

自
立

 

活
動

 

そ
の

他

の
教

科

・
領

域
 

算
数

 

学
級

行
事

 

 市
郡

合
同

学
習

）
 

個 別 学 習  交 流 学 習

手
話

検
定

を
し

よ
う

 

 
手

話
ビ

デ
オ

を
作

ろ
う

 

 

発
音

明
瞭

度
検

査
 

中
学

校
と

交
流

会
 

「
大

造
じ

い
さ

ん
と

が
ん

」
 

課
題

に
向

け
て

わ
か

る
学

習
を

す
す

め
る

 

音
楽

は
、

単
元

に
よ

る
分

か
れ

た
り

一
緒

に
し

た
り

も
す

る
。

 

合
同

学
習

は
ね

ら
い

を
は

っ
き

り
持

っ
て

参
加

す
る

。
 

Ｔ
.Ｔ

で
、

一
人

は
通

訳
や

板
書

に
あ

た
る

。
 

同
学

年
の

内
容

を
児

童
の

ペ
ー

ス
で

す
す

め
る

。
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自
立

活
動

　
年

間
指

導
計

画
 

聴 覚 活 用 ・

　 　 管 理 　  

言 語 事 項  コ ミ ュ ニ ケ ー  

シ ョ ン 手 段  

障 害 の 認 識  

指
導

項
目

 

聴
覚

活
用

・
管

理
 

補
聴

器
の

管
理

及
び

活
用

を
よ

く
し

て
い

る
。

予
測

さ
れ

る
こ

と
ば

は
聞

き
取

れ
る

。
 

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
 

口
話

や
手

話
を

使
っ

て
同

学
年

の
友

だ
ち

と
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

他
学

年
の

児
童

と
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
と

り
に

く
い

。
 

障
害

認
識

 

学
期

 

月
 

１
学

期
 

２
学

期
 

３
学

期
 

４
月

 

補
聴

器
の

管
理

 
聴

力
検

査
 

今
年

の
め

あ
て

を
決

め
る

 
  イ

チ
ゴ

作
り

 

自
分

の
い

い
と

こ
ろ

、
自

分
の

好
き

な
こ

と
を

発
表

す
る

 

中
学

見
学

 
 進

路
を

決
め

る
（

昨
年

度
も

中
学

見
学

実
施

）
 

中
学

見
学

 
 市

郡
特

殊
学

級
合

同
運

動
会

 

聴
こ

え
に

く
い

時
ど

の
よ

う
に

伝
え

て
も

ら
い

た
い

か
シ

ナ
リ

オ
作

り
 

  ６
年

間
の

思
い

出
を

ま
と

め
る

 

伝
え

方
の

ビ
デ

オ
を

校
内

放
送

す
る

 
中

学
と

交
流

会
 

  市
郡

特
殊

学
級

合
同

お
別

れ
会

 

中
学

で
や

り
た

い
こ

と
を

考
え

る
 

 市
郡

特
殊

学
級

合
同

運
動

会
 

委
員

会
等

の
司

会
の

方
法

に
つ

い
て

 
 

   イ
チ

ゴ
パ

ー
テ

ィ
 

  説
明

す
る

 

検
定

を
よ

び
か

け
る

 
手

話
の

ビ
デ

オ
を

友
だ

ち
と

一
緒

に
作

る
 

手
話

検
定

の
認

定
証

と
賞

品
を

作
成

し
渡

す
 

出
演

依
頼

の
呼

び
か

け
を

す
る

 
友

だ
ち

と
伝

え
方

の
ビ

デ
オ

作
成

を
す

る
 

ビ
デ

オ
編

集
 

校
内

放
送

 
卒

業
す

る
思

い
を

あ
り

が
と

う
集

会
や

卒
業

式
で

伝
え

る
 

日
記

 
作

文
指

導
 

発
音

指
導

　
　

 
言

語
指

導
　

　
 

（
運

動
会

）
  

（
書

き
言

葉
）

 

聴
力

検
査

 
（

病
院

）
 

 聴
き

取
り

 

聴
力

検
査

 
（

ろ
う

学
校

）
 

（
七

夕
、

全
校

（
修

学
旅

行
）

　
集

会
）

 

身
近

で
よ

く
使

う
手

話
を

調
べ

よ
う

 
手

話
検

定
の

出
題

を
し

よ
う

 

聴
力

検
査

 
（

ろ
う

学
校

）
 

補
聴

器
の

管
理

（
補

聴
器

会
社

）
 

（
稲

刈
り

、
収

穫
祭

）
 

（
学

習
発

表
会

）
 

補
聴

器
に

つ
い

て
調

べ
ま

と
め

る
 

   （
プ

ー
ル

）
 

お
話

発
表

会
 

（
田

植
え

を
し

た
よ

）
 

 

お
話

発
表

会
（

ド
リ

ー
ム

フ
ェ

ス
タ

で
発

表
し

た
よ

）
 

（
ク

リ
ス

マ
ス

、
全

校
集

会
）

 

卒
業

式
の

歌
や

呼
び

か
け

の
発

音
練

習
 

（
お

正
月

）
 

 

発
音

明
瞭

度
検

査
 

（
あ

り
が

と
う

集
会

）
 

お
話

発
表

会
 

（
６

年
間

の
思

い
出

）
 

 （
卒

業
式

）
 

５
月

 
６

月
 

７
月

 
９

月
 

10
月

 
11

月
 

12
月

 
１

月
 

２
月

 
３

月
 

聴
こ

え
に

く
い

た
め

に
困

っ
て

い
る

こ
と

な
ど

家
族

や
担

任
に

心
の

内
を

話
す

こ
と

が
で

き
る

。
周

り
の

人
に

対
し

て
「

聴
こ

え
に

く
い

の
で

も
う

一
回

説
明

し
て

く
だ

さ
い

。
」

と
自

分
か

ら
言

え
る

。
 

言
語

事
項

 発
音

明
瞭

度
検

査
　

34
％

。
サ

行
、

ハ
行

が
難

し
い

。
早

口
で

し
ゃ

べ
る

と
わ

か
り

に
く

い
。

 
生

活
で

よ
く

使
う

具
体

的
な

こ
と

ば
は

わ
か

る
。

行
事

等
で

出
て

く
る

新
し

い
言

葉
や

抽
象

的
な

こ
と

ば
は

わ
か

り
に

く
い

。
 

児
童

の
実

態
 

ニ
ー

ズ
〔

本
人

・
保

護
者

〕
 

・
友

だ
ち

と
出

来
る

だ
け

一
緒

に
過

ご
し

た
い

。
 

 ・
進

学
を

見
据

え
た

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

力
（

書
き

言
葉

等
）

を
広

げ
た

い
。

 

・
進

学
先

で
の

主
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
と

な
る

書
き

言
葉

や
新

し
い

こ
と

ば
を

広
げ

る
。

 
・

身
近

で
よ

く
使

う
手

話
を

覚
え

て
も

ら
う

よ
う

、
他

学
年

へ
働

き
か

け
る

。
 

・
自

分
を

み
つ

め
、

で
き

る
こ

と
に

は
自

信
を

持
つ

。
で

き
な

い
こ

と
へ

は
ど

う
働

き
か

け
た

ら
い

い
の

か
方

法
を

知
る

。
 

目
　

　
標

 

ろ う 学 校 へ 教 育 相 談  

補 聴 器 に つ い て 説 明 し よ う  

手 話 検 定 を し よ う  

伝 え 方 の ビ デ オ 作 り  
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d　実践事例

　ア．自立活動の展開例

単元名　音が聴こえにくいってどんなこと？　～補聴器の音を聴いてみよう編～

ね

ら

い

 

本時の活動の流れ 

【他学年】→総合的な学習 

・補聴器の音を聴き、聴こえにくいことへの理解をふかめることができる。 

・Ａさんの一生懸命な姿に触れ、すばらしいところを感じ取ることができる 

【Ａさん】→自立活動 

・補聴器について説明することができる。 

・補助手段を工夫しながら、相手に伝えようとすることができる。 

時間 

５分 

５分 

５分 

15分 

15分 

補聴器ってどんなものかな？ 

 

 

補聴器の音を聴いてみよう 

①　予想をたてる。 

②　音を聴く（グループごとに） 

耳掛け補聴器　ＦＭ補聴器 

 

どんな音がしたか発表しよう 

　・マイクみたいだった。 

　・かさかさ音がした。 

　・雑音が入った。 

　・ピーといった。 

 

Ａさんに補聴器について質問し

よう。 

　・どんなふうに聴こえるか 

　・いつもつけているのか 

　・困ることはないか 

　・どこから音が入るのか 

 

 

ワークシートにまとめよう 

　今日の学習でわかったことや

思ったことを書く。 

子どもの動き Ａさんの動き 教師の支援 

実物やＯＨＰを使って補聴器の

説明をする。 

 

スイッチ等、音の聴き方につい

て教える 

 

 

 

興味深げに聴こうとする 

 

 

 

 

 

質問を聴き取って説明する。 

補助手段を工夫して、相手にわ

かるように伝えようとする。 

 

 

 

 

 

ワークシートにまとめよう 

補聴器がＡさんにとって大切な

ものであることを確認する。 

 

ワークシートを配り書いていか

せる。 

補聴器を複数用意する。取り扱

いに気をつける。 

 

出てきた感想を板書する。 

近くの雑音も一緒に大きくなっ

ていることをおさえる。 

 

 

 

コミュニケーションの補助手段

として、ＯＨＰ、筆談用の紙、

移動黒板、本などを用意する。

補聴器の性能はよくなってきて

いるが、つければ即、聞きとれ

るようになるわけではないこと

を伝える。 

 

みんなが見てわかるような補助

手段を工夫して使えばさらによ

く伝わることをおさえ、次の学

習へつなげる。 

 

相手にわかるように伝

えようとしたかな？ 
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f

　
聴

こ
え

に
く

い
こ

と
へ

の
理

解
教

育
（

他
児

童
へ

）
　

学
年

配
当

表
 

テ
ー

マ
 

時
間

 
学

　
　

習
 

心
情

 

ふ
れ

る
 

楽
し

む
 

・
耳

の
勉

強
を

し
て

い
る

学

級
が

あ
る

こ
と

を
知

る
 

・
視

覚
的

表
現

の
楽

し
さ

を

感
じ

る
 

い
っ

し
ょ

な
ん

だ
、

同
じ

学
校

の
仲

間
な

ん
だ

と
感

じ
る

。
 

・
学

級
の

概
要

に
つ

い
て

ガ
イ

ダ
ン

ス
を

受
け

る
。

 

・
簡

単
な

指
遊

び
、

手
話

歌
（

今
月

の
歌

な
ど

）
 

・
ジ

ェ
ス

チ
ャ

ー
ゲ

ー
ム

。
 

・
口

を
見

せ
て

ゆ
っ

く
り

、
は

っ

き
り

話
す

。
 

・
指

文
字

で
名

前
を

い
う

。
 

生
活

科
 

学
活

 

道
徳

 

め
　

あ
　

て
 

学
習

内
容

例
 

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
 

具
　

体
　

的
　

活
　

動
 

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
は

、
相

互
に

関
わ

り
あ

っ
て

成
り

立
つ

も
の

な
の

で
、

周
り

の
児

童
へ

の
理

解
教

育
は

必
須

で
あ

る
。

 

学 年  １ ・ ２ 年  

体
　

験
 

調
べ

る
 

・
聴

こ
え

に
く

い
体

験
を

し
、

聴
こ

え
に

く
い

こ
と

に
つ

い

て
理

解
す

る
。

 

・
相

手
の

立
場

に
た

っ
て

考

え
、

実
際

に
交

流
す

る
。

 

相
手

の
立

場
を

お
も

い
や

る
。

 
・

音
を

消
し

た
テ

レ
ビ

を
見

る
。

 

・
声

を
出

さ
ず

に
生

活
す

る
。

 

・
補

聴
器

の
音

を
聴

き
Ａ

さ
ん

か
ら

説
明

を
受

け
る

。
 

・
手

話
歌

 

・
わ

か
ば

学
級

と
交

流
 

・
ろ

う
学

校
と

交
流

 

・
簡

単
な

手
話

で
歌

の
言

葉
を

表

現
す

る
。

 

・
指

文
字

と
簡

単
な

手
話

で
自

己

紹
介

を
す

る
。

 

・
補

聴
器

の
近

く
で

大
き

な
雑

音

を
な

る
べ

く
出

さ
な

い
よ

う
に

接

す
る

 

総
合

的
な

学
習

 

学
活

 

道
徳

 

生
か

す
 

発
　

展
 

・
接

し
か

た
を

知
り

、
自

分

な
り

に
工

夫
し

て
行

動
す

る
。

 

・
耳

以
外

の
障

害
に

も
目

を

向
け

バ
リ

ア
フ

リ
ー

に
つ

い

て
考

え
る

。
 

自
分

の
で

き
る

こ
と

は
な

い
か

考
え

、
実

践
し

よ
う

と
す

る
。

 

・
視

覚
的

に
配

慮
し

た
全

校
集

会
の

計
画

と
実

施
。

 

・
配

慮
を

し
た

委
員

会
活

動
の

実
践

 

・
バ

リ
ア

フ
リ

ー
に

つ
い

て
考

え
る

。
 

・
指

文
字

や
手

話
や

筆
記

な
ど

を

工
夫

し
、

簡
単

な
や

り
取

り
を

す

る
。

 

総
合

的
な

学
習

 

学
活

 

道
徳

 

３ ・ ４ 年  ５ ・ ６ 年  

難
聴

学
級

担
任

及
び

Ａ

さ
ん

も
必

要
に

応
じ

て

他
学

級
へ

行
き

、
一

緒

に
活

動
す

る
。
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　g　専門機関との連携

　　　専門機関と連携を取って教育課程を組む必要がある。

４ 

 

５ 

 

６ 

７ 

 

８ 

９ 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

月 

聴力検査 

今年度の学習計画 

発音指導 

 

発音指導 

発音指導 

お話発表会 

 

夏休みの話発表会 

聴力検査発音指導 

 

 

発音指導 

 

発音指導 

 

発音指導 

お話発表会 

発音指導 

聴力検査 

発音指導 

お話発表会 

 

 

 

聴力検査 

（病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

補聴器の特性検査 

（補聴器会社） 

 

 

運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠足 

 

 

 

文集作成 

 

 

 

合同作品展 

お別れ会 

 

 

中学校見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校見学 

 

中学校の先生 

授業参観 

同上 

 

中学校研修会 

中学校の先生授業参観 

中学校の生徒との

交流会 

 

担任打ち合わせ 

 

 

 

 

担任打ち合わせ 

 

 

ビデオレター交換招

待状送付 

プログラム検討 

手話を教えてもらう 

交流会 

 

活動を校内に紹介 

手紙交換 

手話を広める 

ろう学校との交流 

教育相談 交流会 
福祉、医療機関

との連携 

市郡特殊学級と

の交流 

中学校との連携 

（進路保障） 

学校に招待する。 

ファックスなどでやり取りを
し、当日の内容を決めていく。 

連絡を密に
取り合う。 

友だちの気持ちを持ち続
け、やり取りを続ける。 

　d　専門機関との連携 

　　　専門の機関と連携を取って教育課程を組む必要がある。 
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16． 弱視学級の指導事例

　a　学級の実態

　　　本学級は、Ａ児の入学時に新設された弱視学級で、在籍はＡ児１名です。

　　 　Ａ児は、遠距離視力が0.15（右）0.08（左）0.09（両）、近距離視力が0.15（両）、最大視認力が0.5（７

cm、左）の弱視児です。普通文字による学習が可能で、読書用文字のサイズは 16 ポイント程度で、点

字使用の必要はありません。色覚は正常ですが、視野が狭く、全体と部分の関係が捉えにくいところが

あります。視覚情報より聴覚情報が優位であり、視経験が少ないです。６倍の遠用弱視レンズと５倍の

近用弱視レンズを所持しています。網膜の状態をはじめ、健康面は良好であり、障害の程度が進行する

ことはないと思われます。

　　 　安全面でも、登下校を含め、日常生活に大きな不安はなく、白杖歩行の必要はありません。

　　 　同年齢の児童に比べ、生活経験は少ないものの、生活は自立しています。明るく、コミュニケーショ

ンや集団参加もスムーズで、情緒も安定していて、友達からの刺激がプラスになる子どもです。

　　 　自分の障害については“どうして目が悪いのか。よくなるといいな。”という思いを持っています。

全盲も含め、他の障害についての認識はあまりありません。

　s　 教育課程の編成にあたって

　　　このような実態から、Ａ児に育てたい力として次の３点を考えました。

　　　　○ いろいろな人と豊かに関わる力

　　　　○ 活きて働く確かな学力

　　　　○ まっすぐに障害を受けとめる姿勢

　　　そのために、

　　　　・交流学級の友達をはじめ、いろいろな人と関わることができる場を多く設けたい。

　　　　・基礎基本となる学力や技能の定着に努めたい。

　　　　・体験的な活動や観察を通して、身の周りの事象への興味・関心や基本的認識を育てたい。

　　　　・自己の成長や友達のよさを知り、自分も人も大切にする心を育みたい。

　　　　・ 弱視の他にもいろいろな障害があることを知り、自己の障害について考えたり、補ったりしよう

とする態度を育てたい。

　　と考えました。実際の教育課程を編成するにあたっては、

　　　　・国語、算数、音楽、図工、体育については教科の指導が適している。

　　　　・ 社会や理科も、該当学年の学習内容が身近な地域や生物、自然事象についてであり、Ａ児に育て

たい力であるので、教科の指導とする。

　　　　・自他の気持ちを考える時間を設ける。

　　　　・ 交流学級の一員として学校生活を送るためにも、交流学級の学級活動に参加する。

　　　　・ レンズの使用や手指操作の習熟については学校生活全体の中で取り組んでいくが、いっそうの充

実を図るため、自立活動の時間を設ける。

　　と考え、次表のように編成しました。

　d　 教育課程表

　　①　年間授業時数

　　　

教　科　の　指　導
総合 道徳

特活 自立

活動国語 算数 社会 理科 音楽 図工 体育 学活

200 115 70 70 60 60 90 105 35 35 35
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②
　

年
間

指
導

計
画 ４

 
教

科
／

月
 

・
話

す
聞

く
 

 ・
書

く
 

 ・
読

む
 

 ・
言

語
事

項
 

   ・
書

写
 

○
必

要
な

こ
と

を
聞

い
た

り
、

話
し

た
り

し
よ

う
。

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

⑥
苦

手
な

野
菜

の
発

表
 

○
し

た
こ

と
を

思
い

出
し

な
が

ら
、

３
文

以
上

の
文

に
書

こ
う

。
 

④
誕

生
日

　
⑤

茶
摘

み
、

招
待

状
　

⑥
運

動
会

　
⑦

詩
を

書
こ

う
 

○
言

葉
の

ま
と

ま
り

を
意

識
し

、
話

の
内

容
を

考
え

な
が

ら
読

も
う

。
 

④
き

つ
つ

き
の

商
売

　
⑤

あ
り

の
行

列
　

⑦
三

年
と

う
げ

 
○

促
音

や
拗

音
、

助
詞

の
使

い
方

を
知

ろ
う

。
 

○
今

ま
で

に
習

っ
た

漢
字

の
復

習
を

し
よ

う
。

 
○

カ
タ

カ
ナ

の
読

み
方

を
知

ろ
う

。
 

○
暦

の
読

み
方

を
知

ろ
う

。
 

④
学

級
目

標
　

⑤
⑥

毛
筆

に
挑

戦
　

⑦
硬

筆
コ

ン
ク

ー
ル

に
出

品
し

よ
う

 

○
必

要
な

こ
と

を
聞

い
た

り
、

尋
ね

た
り

、
話

し
た

り
し

よ
う

。
 

⑨
体

験
発

表
　

⑩
み

ん
な

子
ど

も
だ

っ
た

　
⑪

⑫
な

か
よ

し
発

表
会

 
○

し
た

こ
と

を
順

番
に

思
い

出
し

な
が

ら
、

４
文

以
上

の
文

に
書

こ
う

。
 

⑨
葡

萄
狩

り
　

⑩
詩

を
書

こ
う

　
⑪

収
穫

祭
　

⑫
な

か
よ

し
発

表
会

 
○

言
葉

の
ま

と
ま

り
や

話
の

内
容

を
考

え
な

が
ら

、
楽

し
く

読
も

う
。

 
⑨

詩
　

⑪
ち

い
ち

ゃ
ん

の
か

げ
お

く
り

　
⑫

動
物

と
く

ら
す

 
○

促
音

や
拗

音
、

助
詞

の
正

し
い

使
い

方
に

慣
れ

よ
う

。
 

○
漢

字
を

読
ん

だ
り

書
い

た
り

し
よ

う
。

 
○

カ
タ

カ
ナ

の
読

み
を

マ
ス

タ
ー

し
よ

う
。

 
 ⑨

硬
筆

 ⑩
毛

筆
 ⑪

い
ろ

い
ろ

な
用

具
で

書
こ

う
 ⑫

年
賀

状
、

書
き

初
め

 

○
自

分
か

ら
尋

ね
た

り
、

話
し

た
り

し
よ

う
。

 
①

ス
キ

ー
の

話
　

②
総

合
の

発
表

　
③

別
れ

の
詩

 
○

気
持

ち
も

入
れ

て
、

５
文

以
上

の
文

に
書

こ
う

。
 

①
宝

物
を

さ
が

し
に

 ②
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　 　③　週時程表　　　

　　　

月 火 水 木 金

１ 自立活動（弱） 算数（弱） 算数（弱） 国語（弱） 国語（弱）

２ 国語〈書写〉 体育（付） 道徳（付） 算数（弱） 算数／体育 ( 付 )

３ 音楽（交） 社会（付） 国語（弱） 図工（付） 理科（付）

４ 体育（付） 国語（弱） 国語（弱） 図工（付） 理科（付）

５ 算数（弱） 総合（付） 社会（付） 音楽（交） 学級活動 ( 付 )

６ 総合（付）

　　　＊ （　）内の文字は、（弱）は弱視学級での授業を、（付）は交流学級での学習で担任が付き添う授業

を、（交）は交流学級での学習で担任が付き添わない授業を原則とすることを表す。

　　　＊ 〈書写〉については、硬筆の場合は弱視学級での授業を、毛筆の場合には交流学級での学習で担任

が付き添う授業を原則とする。

　f　指導上の留意点、配慮事項

　　　指導にあたっては、次の点に留意しています。

　　　○  見る、書く、操作する等の活動に十分な時間をかけるためにも、単元や１時間のねらいを焦点化

する。

　　　 ○  教科学習の中に自立活動の要素を取り入れたり、教科間の関連を図ったりする横断的な指導を適

切に行うためにも、学期毎のねらいを明確にする。

　　　○  一つ一つの学習活動にふさわしい場（個か集団か、集団ならどういう集団か）を設定する。

　　　そのためにも、次の点を心がけています。

　　　・ 学期ごとに個別の指導計画や学習内容の記録表を作成し、学期単位で評価したり、課題を見つけた

り、学習の偏りを調整したりする。

　　　・交流学級担任や専科担当者との連携、交流学級児童・保護者の理解や人間関係を大切する。

　g　指導例

　　①　弱視学級での授業の中に交流学級での授業を取り入れた例

…国語科「調べたことを発表しよう～みんな子どもだった～」の学習から…

　　　 　本単元は、昔の生活と今の生活の違いに着目し、昔の生活や遊びについてインタビューをし、それ

をまとめて発表する単元です。

　　　 　視覚に障害があるＡ児にとって、人に尋ねようとする態度や、その時に適切な言葉遣いで話す力、

相手の返事のポイントに気をつけて聞く力は、とても大切です。そこでこの２つの力の育成を第一の

ねらいとし、以下のような計画（全14時間）で学習を進めていきました。

　　　　　　

本 学 級 の 指 導 計 画  

・教科書の写真を拡大読書器で見て、何をしてい
るところかを考える。a 

 
 
 
・調べる方法やインタビューのマナーを知り、イ

ンタビューの練習をする。a

・題名とリード文から学習のねらいをつかむ。教
科書の写真を自分たちの生活と比べ、気付いた
ことや思ったことを発表する。a 

・気付きや疑問をもとに学習課題を作る。a 
・調べる方法やインタビューのマナーを知り、   
・どんなことを調べるかについて話し合う。a 
・どんな方法で調べるかについて話し合う。a 
・調べる計画を立て、必要な準備をしたり、イン

タビューする方へお願いの手紙を書く。a

交 流 学 級 の 指 導 計 画  
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・学習課題やマナーを確認して、いろいろな先生
にインタビューをし、メモをとる。f 

・発表内容を決め、原稿を書く。a 
・発表資料にする写真を選び、切ったりはったり

して資料の準備をする。a 
・発表練習をする。a

・グループ内でインタビューの練習をする。a 
・グループで協力してインタビューを行う。a 
・図書館などでさらに詳しく調べる。a 
・調べたことを整理し発表内容を話し合う。a 
・発表原稿を書く。a 
・グループ内で発表練習をする。a  

・学習を振り返り、まとめる。a ・学習を振り返り、まとめる。a 

・合同の発表会を開き、互いの発表を聞き合う。a 

　　　 　課題ごとにインタビューをする相手が替わることや合同の発表会をすることは、Ａ児の学習意欲を

喚起しました。インタビュー活動を重ね、友達の前で発表する中で、ねらいに迫ることができました。

国語科の学習ですが、拡大読書器で１枚１枚の写真をよく見ようとする態度やいくつかの写真を見比

べる活動、切ったりはったりする活動を大切にした点もよかったと思います。

　　②　交流学級での授業から弱視学級での授業へと移行した例

…社会科「わたしたちのまち　みんなのまち～学校のまわり～」の学習から･･･

　　　 　本単元は、学校のまわりの様子を観察したり、絵地図に表したり、場所による様子の違いや特色を

考えて地域のよさに気付いたりすることをねらう単元です。

　　　 　Ａ児は、自宅のある地区や通学路の様子は知っていますが、それ以外の地域については視経験が乏

しく、認識もわずかです。そこで、友達と一緒に意欲的に観察しようとする態度を大切にしながら、

視経験不足を補い、空間を認知する力を育てていきたいと考えました。そのためには、交流学級での

学習からスタートして、弱視学級で学習を深めていくことが効果的であると考え、以下のような計画

（全13時間）で学習を進めていきました。

　　　

〈本学級の指導計画〉 
・探検メモや屋上からの観察をもとに、大きな白地図に気

付いたことを書き入れる。s 
・交差点に行き、建物の位置関係を調べ、白地図に書き入

れる。s 
・友達の絵地図を見て、工夫する。a 

〈交流学級の指導計画〉 
・班ごとに絵地図をまとめる。d 
・班ごとの絵地図を比べ、わかりやすくす

る方法を考える。a 
・絵地図を工夫する。a

・屋上で絵地図と実際の景色を見比べながら、場所による
様子の違いを確かめる。s

・屋上で絵地図と実際の景色を見比べなが
ら、場所による様子の違いを確かめ合う。
s

・学校のまわりの様子を話し合い、探検計画を話し合う。s 
・○○方面、△△方面、□□方面の探検に行き、白地図にメモしながら観察する。f

　　　 　いろいろな建物の位置関係を把握し、地図上に表していく教材には、学校近くの交差点が適してい

ます。学習の場の中心を弱視学級にしたことで、この交差点や屋上に何回も行き、弱視レンズを用い

てＡ児自身の目で疑問点を確かめながら、絵地図を表すことができました。Ａ児が見たい物はもちろ

んのこと、見てほしい物にもレンズを向けるよう働きかけると共に、見えている物を確かめ合う楽し

さを感じるような言葉かけが、Ａ児のペースで視経験を積む上で効果的でした。
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第４節　総合的な学習の時間の指導事例

17．肢体不自由養護学校における取り組み

　a　テーマ

　　　「路線バスについて調べよう」～将来への生きた力につながる活動をめざして～

　s　題材設定にあたって

　　 　本学級は６年生の女子１名の学級であり、小学校の教育課程に準じた教科等の学習を行っている。障害の

影響でどうしても活動に制限があり、生活経験が不足しがちで、受動的な面が多々見られる。Ａは家庭から

通学しているが、家と学校とを往復するか、親戚の家に行く以外に出かけることは少ない。日頃の学習活動を

見てみると、教科学習をこなすことに大半の時間を費やしており、自分で生活を切り開いていく力を育てると

いう点において、必要と分かりつつも時間をとりにくいという現状があった。そこで、新しい教育課程に位置

づけられている「総合的な学習の時間」を利用して、Ａの将来への生きた力につながる活動をめざしたいと

考えた。Ａは総合的な学習の時間を昨年度から経験している。昨年は同じ学級の友だち（小１年から小６年

までの４名）と地域の方との交流会や近隣小学校との交流など、行事についての準備や企画などに取り組んだ。

まずやってみることで、自分たちで決める事への満足感を味わうことが出来た。また、電話のかけ方や決めた

ことを実行するために必要なものは何かを、失敗しながら気づくことができ、力になっている。

　　 　Ａは、とても素直で家族にも大切に育てられている。しかし、学校と家を往復するという限られた生活に何

の疑問ももたないＡに、社会参加の経験を通して自分の生活と照らし合わせ疑問を持ったり、自ら問題解決し

たりするといった主体的に活動に取り組む力をつけてほしい。本年度は一人学級であり、社会に出る経験を

増やすという点において動きがとりやすく、Ａの思いに沿った活動を組み入れやすいという利点がある。この

チャンスを生かして、Ａが社会の中の自分に目を向け、社会参加への意欲を持つきっかけとなるような取り組

みがしたいと考えた。

　d　ねらいの設定と願う児童像について

　　　学習指導要領の総則では「総合的な学習の時間」のねらいについて次の２つを示している。　　　

a 自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。

s 学び方やものの考え方を身につけ、問題の解決や探求活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己

の生き方を考えることができるようにすること。 １）

　　　このねらいをＡの実態と照らし合わせ ､

　　具体的にどのようにとらえるか ､

　　　Ａにとってのねらいを以下のように考えた ｡

・ 自分が知りたい、やりたいと思ったことについて、最後まであきらめずに取り組む。問題を解決する方法を自

分で見つける。

・ 出会った方へのあいさつや言葉遣い、電話のかけ方、時刻表の調べ方等、社会の中で生活する上でルール

やマナー、知識、技能を身につける。

・ 自分の気持ちに正面から向き合うことで、好きなことや、やりたいことを見つけたり、 自分の本当の気持ちに気

づいたりする。

これらの姿を願いながら課題設定し、体験する。

・社会と関わりがもてるような題材を選ぶ。

・実際に社会に出て様子を見たり、

・いろいろな人と出会ったりする。等
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社会の中の自分に目を向け、　　　　　　　　　　　

　　　　　　社会参加への意欲を持つことにつながるのでは・・・

　f　教員の支えについて

　　　Ａへの願いを実現するために、次のようなことを大切にして取り組みを進めていきたいと考えた。

a　課題設定の仕方

　   Ａが自分で課題を見つけて取り組みを進めていければいいのだが、Ａの今の実態からは、自分で

課題を見つけ取り組むことはまだ難しい。そこで、次の２つのことに気をつけて課題設定してい

くことにした。

　・Ａの思いを大切に・・・つぶやきを拾い上げる。

　  　やってみたいことだからこそ、最後まであきらめずに追求できる。そこで、Ａのつぶやきを拾

い上げ、そこから課題設定していくようにする。

　・教員の願いも取り入れていく。

　　Ａがやりたいことだけでなく、教員の側からＡに気づかせたい内容も盛り込んでいく。

s　時間設定の仕方

　 　総合的な学習は時間割上では、週１時間で設定しているが、気持ちを持続させるため短期間に

まとめ取りをして行う。計画～実体験～振り返りまでの間、時間があきすぎないよう時間割を変

更して扱う。

d　自ら問題を解決できるような環境作り・・・失敗することで気づく！を大切に

　 　教員が支えを入れる場面と、Ａにまかせる場面の両面を取り入れる。ここはＡにまかせる！と

決めた場面では、時間がかかっても自分で考えやってみることによって力がつくと捉え、教員は

あえて答えを教えないようにする。その際の失敗は覚悟の上。振り返りの段階で、やってみてど

うだったか、気づいたことなどをおさえるようにする。

f　振り返りの活動を丁寧に行う・・・振り返りの中で見えてくる自分

　 　感想といえば、「よかった。楽しかった。」・・・で終わってしまうＡであるので、なぜ、そう思っ

たのか、どこの部分に興味をもったのか等、振り返りの活動を丁寧に行う。自分の気持ちに正面

から向き合うことで、好きなことを見つけたり、自信をつけたりと新たな自分を発見してほしい。

g 本児の将来の姿を常に思い浮かべながら指導に当たる。

　 　今の活動が将来のどの姿につながるであろうかを、教員がイメージしておくことで、Ａにまか

せたい部分が見えてきたり、教員の支え方が変わってきたりするのではないだろうか。計画から

振り返りまで、すべての活動の中で常にこのことを意識して取り組むようにしたい。
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　⑸　実践事例「路線バスについて調べよう」 

　　①　取り組みのきっかけ

　　　 　５月、社会の様子を自分の目線で感じてほしいという気持ちから、家庭科の教材を手芸店に買いに

行く時間を設定した。その段階ではスクールバスの利用届を提出していなかったこともあり、路線バ

スで出かけることにした。バス停まで行く、一般のお客さんと一緒にバスに乗る、バス停から店まで行く、

店で自分がほしいものを選ぶ等・・・町で人々が普段やっていることを全く同じように体験した。その

中で、親切な運転手さん、お客さん、店員さんとの出会いがあったり、歩道を歩きながら町並みの様子、

すれ違う人、車や電車が走る様子等を間近で感じたりすることができ、Ａにとって今までにない経験

をすることができた。Ａが「楽しかった。」「また、路線バスに乗りたい。」という感想をもち話す姿が

見られたことから、今年度は「路線バス」について取り上げ、学習を進めていくことにした。路線バ

スに乗ったり、調べたりする活動を通して、社会の様子を知り、自分と社会の関係について考える活

動ができるのではないかと考えたことから、「路線バスについて調べよう」の取り組みが始まった。

　　②　学習活動とＡの思いの変化

５月

９月

 

10月

家庭科

エプロン作りの

材料選び

自立活動

路線バスに乗っていこう

ドキドキ　　不安

  

→

すごく楽しかった

また路線バスに乗りたい

もう一度路線バスに乗ってみよう       ６時間

→ → →

・もっと長くバスに乗りたいな

・電話をして行き方を聞いてみよう

・上手く伝えるにはどうしたらいいのかな？

・乗り換えがあるんだ

・あいさつやお礼がたくさん出来て良かった

・私って○○市のこと何もしらんわー

・もっと○○市のことが知りたい！

＊計画を立てよう

　 ・どこへ行こう

　 ・どこからどうやって乗るのかな？

＊○○へ行こう

＊ふりかえってみよう

→

○○交通営業所に見学に行こう       16時間

→→

・お願いの手紙を書いてきたよ

・電話で話をした方と会えるのかな？

・へーこんな所なんだ

・バスの中をじっくり見せてもらったよ

・運転手さん、窓口の方と出会えたよ

→

＊どんな質問をしようかな

＊○○営業所を見学しよう（６時間）

→

学習活動 Ａの思いの変化
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・ 見学で見たとおりなのになんで振り返りなんか

するのかな

・ 営業所の方の仕事を大切にする気持ちが分かっ

た、幸せだなーパワーをもらったよー

＊まとめの学習（１０時間）

　・ふりかえってみよう

         ・運転手さんの仕事について

         ・窓口の仕事について

         ・出会った人について

　・新聞にまとめよう

→

未来のバス「空飛ぶネコバス」     ３時間

→→

→

＊実際にこんなバスもあるよ

＊私の夢のバス

11月

12月

これからもバスの旅

を続けよう

いつか自分で

バスをつくるぞ！

私が分かったことを

たくさんの人に見て

もらいたい！

→→→

○○にも車椅子用の

バスが走るぞ！

乗りたい

国語

学習発表会をしよう

手紙で知らせよう

→

　⑹　取り組みを終えて                                    

　　　この取り組みを終え、次のような課題を持った。

　　　・総合的な学習の時間と教科学習の時間設定のあり方

　　　 　今回のような題材の場合、ある程度の期間、じっくり取り組む事が効果的だと思われる。今年度は

１人学級だったこと、主教科の担当と総合的な学習の時間の担当が同じであったことなどから時間割

を変更するのにさほど苦労はなかったが、その間は教科学習の方は進度が遅くなるので、早いうちか

ら見込んで進めていく必要がある。

　　　・障害を正面から見つめる苦しさ。でも、乗り越えてほしい思い。

　　　 　今年度、Ａに自分の気持ちと向き合ってほしい、という思いから振り返りの活動を丁寧に行った。

自分の気持ちが見えてくると、必ず葛藤に出会う。本校に在籍する児童生徒の多くは「自分はこれが

やりたいのに環境が許さずできない」という壁につきあたることも多いのではないだろうか。そんな

時、自分はそれをどのように解決していくか、考え実行する力も総合的な学習の時間で培っていける

と言えるだろう。しかし、取り組みを進めていく上で葛藤に出会った場合、子ども自身はもちろんだが、

教員も、保護者も一緒に正面からその問題を捉えなければならない苦しさがある。教員はその事実や

子どもの思いをきちんと保護者に伝え、どう捉えていくのかしっかり話し合う必要がある。子どもも

教員も保護者もそれを成長の大切な過程として目をそらさずにしっかり考えていくようにしたい。
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　　・ねらいをしっかり見つめた題材の設定

　　 　総合的な学習の時間は子ども自身が、あるいは子どもの思いをもとに取り組みを進めていくため、早

い段階では展開が予想しにくく教員が不安になったり、子どもの思いにまかせてねらいが曖昧になって

しまったりすることがある。どんな姿を願ってその単元に取り組むのか、ねらいをしっかりもち、子ど

もが選んだ題材がそのねらいにどう結びつくか教員は一つ一つ確認しながら取り組みを進めていくこと

で、どんな道筋をたどってもつけたい力をつけることができるのではないだろうか。難しいけれど、ね

らいをしっかり見つめて取り組みを進めていく大切さが分かった。

　　 　Ａは総合的な学習の時間を通して、問題解決の機会を得て何とかしようと考えたり、活動の振り返

りをする中で自分の思いをはっきりさせたりして、多くのことを学び取ることが出来た。教科学習を中

心として学習を行っている児童にとって、総合的な学習の時間は大切な時間であると思う。教科で学習

したことを生活に結びつける力や将来の生活を切り開いていく力を育てる時間が必要だと思うからであ

る。子どもたちの実態を踏まえて、本校では総合的な学習の時間をどのように捉え、子どもたちにどん

な力をつけてほしいと願っているか、一度話し合ってみてはどうだろうか。あるいは、総合的な学習の

時間が毎年深まっていくようにするために、総合的な学習の時間を取り扱っている学級同士で情報交換

をしていく場を持ってみてはどうだろうか。これからも、私たちは子どもの将来の姿を思い描きながら、

今の成長は小さなものでも、その成長が次につながると信じて取り組んでいきたいと思う。

　　【引用文献】　

　　　１）文部省（1998）：小学校学習指導要領（大蔵省印刷局），２ｐ～３ｐ
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18．病弱養護学校における取り組み

　a　総合的な学習の時間のねらい

　　　本校小学部では、総合的な学習の時間のねらいとして以下の３点を考えている。

　　　①　 「社会への気づき」・・・社会を見つめる力を育てる。

　　　　自分を取り巻く社会について、自分なりの気づきをもち、社会の仕組みについてより深く理解する。

　　　②　 「自然への気づき」・・・自然を見つめる力を育てる。

　　　　自分を取り巻く自然について、自分なりの気づきをもち、自然の仕組みについてより深く理解する。

　　　③　 「自己への気づき」・・・自分を見つめる力を育てる。

　　　 　社会や自然を見つめ、社会や自然との関わりの中で、自分自身の生活やあり方（病気や障害に対す

る見方も含む）について、より深く理解する。

　

　s　実践事例　　「ぼくの車イスについて調べてみよう」（対象児童：小学部５年生　単一学級）から

　　　①　題材設定にあたって

　　　　 　担任している児童が、電動車イスに移行する時期がきた。それまで車イスを押してもらって移動

していた本児にとって、電動車イスは生活に大きな変化をもたらす画期的な道具である。そこで、

この時期に、学習を通して電動車イスに変わることの意味を確かめていきたいと考え、本単元を設

定した。ねらいとして、以下の３点を設定した。

　単元目標

　①　 現在使用している車イスの機能と関連づけながら、自分自身の身体の動きについて理解

する。

　②　 現在使用している車イスでの生活を振り返り、新しい電動車イスに備えてほしい機能に

ついて考える。

　③　 電動車イスが出来上がるまでの手続きや制度の学習、実際に製作する現場の見学などを

通して、多くの人々の努力や熱意、工夫があって「ぼくの電動車イス」が完成していく

ことがわかる。

　　　②　 指導にあたって大切にしたこと

　　　　　ア．自分の身体をより深く見つめる。

　　　　　　 　自分の体の動きについて、姿勢や四肢の機能について「自分の体はどうなっているか」とい

う客観的な認識を深めていく。「自分一人では座れないけれど背中を支えてもらったら座れる」

「ベルトで押さえれば体を起こしたまま学習ができる」というように、車イスに備わっている

機能や工夫との関連で自分の身体を肯定的にとらえていくことを大切にした。

　　　　　イ．車イス製作に関わる人々とのつながりを考える。

　　　　　　 　電動車イス製作の打ち合わせ現場に本児といっしょに何度か立ち会った。車イス製作に関わ

る多くの人々と直接にふれながら学習を進めていくことは、「ぼくの車イス」の理解にとどま

らず、自分と周りの社会との結びつきを認識していく上でも有効な機会になると考えた。
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　　　③　指導計画（計17時間）

学習の流れ 指導時間

１　車イスの機能を自分の身体の動きと結びつけて見つめてみよう （７時間）

　　　第１次　今使っている車イスにはどんな工夫があるのか見つけてみよう ２時間

　　　第２次　ぼくの身体の動きを見つめてみよう　 ３時間

　　　第３次　新しい電動車イスにはどんな工夫がほしいか考えてみよう ２時間

２　どのようにして電動車イスができあがっていくのか調べてみよう　 （７時間）

　　　第４次　どのように車イスができあがっていくか調べてみよう

　　　　　　　（T 工房見学の３時間を含む）
５時間

　　　第５次　 車イスを作るまでにどんな人たちが話し合いを重ねてきたのか調べ

てみよう
２時間

３　車イスの歴史を調べてみよう （３時間）

　　　第６次　時代とともに車イスがどのように変わってきたか調べてみよう ３時間

　（資料①）　　　④　学習の経過

　　　　　ア．ぼくの車イスの工夫を調べてみよう

　　　　　　 　今の車イスにどのような工夫がある

か調べていった。

　　　　　　「まくら（ヘッドレスト）がある。」

　　　　　　「すわるところ（座面）に丸みがある。」

　　　　　　 「背もたれ（背面）に丸みがある。」・・・

というように見つけていった。

　　　　　　 　実際に自分の車イスを見て、自分の

生活体験を通して、T 工房のビデオ学

習を通して、本児なりに視点を広げな

がら車イスの工夫を見つけることがで

きたのではないかと考えている。

　　　　　イ．ぼくの身体を見つめてみよう

　　　　　　 　第２次では、車イスの工夫と関連づ

けながら自分の身体を見つめていくこ

とにした。本児は、車イスにある様々

な工夫を手がかりにして身体各部位の

動きについて思いを述べていった。

　　　　　　 　それぞれの部位について、「一人で

できること」「できないこと」「支えが

あればできること」という３つの視点

でまとめていった。
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　　　　　　 　最後に学習のまとめとして、一つの詩を作成した。本児の学んだことと電動車イスへのねが

いが率直に語られているものとして受けとめたい。（資料①）

　　　　　ウ．新しい車イスにつけてほしい工夫を考えてみよう。

　　　　　　 　第３次では、今の車イス生活を見つめなおして、「こまったこと」「こうあってほしいこと」

を考えながら、新しい車イスにつけてほしい工夫を考えていった。

　　　　　　　本児が考えた案は以下の４点であった。（資料②）

　　　　　　 自分の生活を見つめなおして、新しい車イスについての工夫を考え、製作者である T 工房に

手紙で伝えることにした。

　　　　　　 　このように新しい車イスについて自分のねがいを出していくことは、車イスを使って生活す

る主体者としての意識を高めていくよい機会になった。自分の生活に基づいたねがいを出すこ

とで、できあがった車イスを積極的に生活の中で生かしていこうとする気持ちも高まるのでは

ないかと考えた。

　　　　　エ．ぼくの電動車イスを応援してくれた人たちを調べてみよう。

　　　　　　 　これまでの車イス製作の現場の様子を振り返りながら、本児の車イス製作にどれだけの人た

ちが関わってきたのか調べていった。

　　　　　　 　実際の学習では、それぞれの機会に撮影した現場の様子の写真を手がかりとして、どれだけ

の人たちがいっしょに力を合わせて車イス製作に関わってくれたのか、確認していった。授業

の最後には「これはぼくの車イスだけど、ぼくの車イスじゃないね。ぼくだけの車イスじゃな

いね。」という発言もあった。“ぼくの車イス”製作のために、このように多くの人が関わって

いる事実を知ることを通して、「これはぼくの車イスだけど、みんなの車イスでもある」とい

う認識が生まれてきた。
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　　　⑤　学習をふりかえって

　　　　　ア．見えてきた新しい電動車イスの意味　　

　　　　　　 　新しい電動車イスで生活をしていくのは本児である。新しい電動車イスに対して「車イスが

できあがってから」ではなくて、「車イスを作るときから」意識できた意義は大きい。車イス

の製作過程から積極的に関わることにより、できあがった車イスが「人から与えられたもの」

ではなく「自分のねがいを精一杯こめたもの」という意識で車イスを受けとめることができた

と考える。新しい車イスがその「ぼくのねがいをこめた大切な車イス」として本児の心に位置

付けられるならば、“自分の生活を切り開く大切な道具”としての力を発揮していくものと期

待したい。

　　　　　　 　また、車イス製作に関わっている人を調べながら、新しくできあがる電動車イスが自分一人

のねがいだけでなく、多くの人たちのねがいをこめた車イスであり、多くの人々に支えられて

できあがっていくことを理解することができた。車イスに対してのこのような受けとめ方が「よ

し、この車イスを大切に使って、何でも挑戦していこう」という前向きな姿勢に結びつくので

はないかと考える。

　　　　　イ．生活に密着した視点から見つめる自己理解を大切にして　

　　　　　　 　本児は、現在使用している車イスの機能と結びつけながら、身体各部位について「一人でで

きること」「一人でできないこと」「工夫や支えがあるとできること」という３つの視点で身体

の動きを見つめることができた。現在使用している車イスの様々な工夫の持つ意味を考えるよ

い機会になった。こういう学習の積み重ねによって「ぼくは、できないことがいっぱいある。

でも、工夫や支えがあるとできることもいっぱいある。」という自分のとらえ方ができてきた。

　　　　　　 　今回は、車イスという生活に密着している視点から自分の身体の動きを見つめていくことが

できた。自己理解に結びつける方法はいろいろ考えられるであろうが、生活に密着している部

分が多ければ多いほどより「納得のできる自分像」というものが形成されるのではないかと考

える。車イスの機能や工夫と結びつけて見つめていくことができたことが一つの成果であると

考える。

　⑶　総合的な学習の時間の指導を豊かにするために（今後の課題）

　　　①　障害児教育だからこそできる単元を創造していく視点を

　　　　 　今回、事例にあげた学習は、私たちの目の前で実際に車イス生活をしている児童生徒がいるから

こそ成立する学習である。車イスについては、通常の学校でも総合的な学習の時間に福祉分野の単

元として設定されていることがあるが、本校の場合には、車イスを使って生活する主体者として学

習に臨むという点で通常の学校にはない特色がある。障害児学校では、障害児・者問題を中心に福

祉と教育の接点で学校独自の単元設定ができるのではないか。通常学校ではできない障害児学校独

自の単元も追求することが求められていると考える。

　　　②　「主体性」や「創造性」の育ちに結びついた「自己理解」の視点を

　　　　 　今回の車イスの学習では、車イスの工夫や機能を見つめながら、自分自身の身体についても理解

を深め、それをさらに「手立てや周りの人との結びつくことによってできないこともできるように

なっていく自分」への形成と結びつけていった。本児にとって自分自身をこのように見つめていく

ことは、「主体的に」「前向きに」生きるエネルギーを蓄積していくことに結びついたのではないか

と考える。
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